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 一 

《
は
じ
め
に
》 

 

二
〇
一
二
年
六
月
、
三
重
大
学
に
お
い
て
伊
賀
地
域
の
産
業
や
文
化
な
ど
を
研
究
す
る
「
伊
賀
連
携
フ
ィ

ー
ル
ド
」
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
本
格
的
に
忍
者
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
日
本
史
上
に

存
在
し
た
忍
び
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
。
小
説
や
漫
画
、
ア
ニ
メ
で
活
躍
す
る
超
人
的
な
忍
者
像

は
い
か
な
る
も
の
か
。
実
生
活
に
お
い
て
忍
術
を
ど
の
よ
う
に
活
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た

こ
と
に
焦
点
が
置
か
れ
、
歴
史
学
、
文
学
、
医
学
、
工
学
分
野
な
ど
の
知
見
か
ら
様
々
な
忍
者
像
が
解
き
明

か
さ
れ
て
き
た
。
ま
さ
に
文
理
融
合
型
の
学
際
的
な
研
究
が
推
し
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
二
〇
一
七

年
に
は
「
国
際
忍
者
研
究
セ
ン
タ
ー
」
が
設
立
さ
れ
、
翌
年
に
は
「
国
際
忍
者
学
会
」
も
結
成
さ
れ
た
。
こ

れ
ま
で
キ
ワ
モ
ノ
扱
い
さ
れ
て
き
た
忍
者
が
本
格
的
に
学
術
研
究
さ
れ
る
時
代
が
到
来
し
た
と
い
え
よ
う
。 

 

そ
の
時
流
の
中
で
、
近
年
、
江
戸
期
に
幕
府
や
各
藩
に
仕
え
た
忍
び
の
史
料
が
全
国
各
地
で
発
見
さ
れ
つ

つ
あ
り
、
藩
政
史
料
に
お
け
る
忍
び
関
係
の
記
述
が
再
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
を
手
が
か
り
と

し
て
、
現
在
ま
で
に
、
幕
府
に
仕
え
た
伊
賀
者
、
福
井
藩
、
徳
島
藩
、
熊
本
藩
に
お
け
る
忍
び
の
実
像
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
１

。
近
世
の
忍
び
に
つ
い
て
制
度
面
・
職
掌
面
の
観
点
か
ら
考
察
を
行
う
こ
と
は
、
現

在
の
忍
者
研
究
に
お
い
て
一
つ
の
ト
レ
ン
ド
と
な
っ
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
の
研
究
手
法
に
則
り
、
尾
張
藩

の
忍
び
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

尾
張
藩
の
忍
び
に
関
す
る
研
究
で
名
高
い
の
は
、
岡
本
柳
英
に
よ
る
研
究
で
あ
ろ
う
。
岡
本
は
特
に
「
御

土
居
下
忍
び
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
、
そ
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
た
２

。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
第

一
章
で
詳
し
く
言
及
す
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
ま
た
岡
本
は
、
尾
張
藩
初
代
藩
主
で
あ
る
徳
川
義
直
、

四
代
吉
通
、
七
代
宗
春
に
仕
え
た
隠
密
、
忍
び
の
存
在
に
つ
い
て
も
、
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
考
察
を
行

っ
て
い
る
３

。
ま
さ
に
尾
張
藩
忍
び
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
と
い
え
よ
う
。 

 

そ
し
て
尾
張
藩
の
忍
び
研
究
が
本
格
的
に
進
め
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』

と
い
う
一
五
〇
点
以
上
の
古
文
書
群
の
発
見
で
あ
る
。
こ
の
古
文
書
は
、
尾
張
藩
に
仕
え
た
甲
賀
出
身
の
忍

び
、
通
称
「
甲
賀
五
人
」
の
構
成
員
の
一
家
で
あ
る
「
渡
辺
家
」
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
そ
の
子
孫
、
渡

辺
俊
経
氏
に
ち
な
ん
で
そ
の
名
前
が
付
け
ら
れ
た
。
起
請
文
を
は
じ
め
、
系
図
や
御
触
書
、
豊
富
な
兵
法
関

係
の
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
４

。 

そ
の
甲
賀
五
人
研
究
の
先
駆
者
と
い
え
る
の
が
、
鬼
頭
勝
之
で
あ
る
。
鬼
頭
は
、
尾
張
藩
関
係
史
料
や
「
甲

賀
五
人
文
書
」
と
呼
ば
れ
る
史
料
５

を
用
い
て
、
甲
賀
五
人
の
出
自
、
構
成
員
、
職
務
、
支
配
頭
の
木
村
奥

之
助
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
木
村
奥
之
助
と
構
成
員
の
一
家
「
神
山
家
」
の
出
身
地
も
明
ら
か
に

し
た
６

。 



 二 

そ
の
後
、
鬼
頭
の
あ
と
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
、
服
部
勲
が
甲
賀
五
人
の
研
究
を
進
め
た
。
服
部
は
、
残

る
四
人
の
出
身
地
を
特
定
す
べ
く
甲
賀
で
の
現
地
調
査
に
励
み
、
そ
の
中
で
『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
の
存
在

を
確
認
し
た
。
聞
き
取
り
調
査
や
古
文
書
分
析
を
す
る
中
で
、
つ
い
に
残
る
四
家
の
出
身
地
を
特
定
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
７

。 

そ
の
後
も
、
渡
辺
俊
経
や
磯
田
道
史
を
中
心
と
し
て
、
甲
賀
市
や
甲
賀
忍
術
研
究
会
な
ど
に
お
い
て
『
渡

辺
俊
経
家
文
書
』
の
更
な
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
８

。
以
上
の
通
り
、
甲
賀
五
人
に
関
す
る
研
究
は
在
野

に
お
い
て
豊
富
に
行
わ
れ
て
き
た
。
甲
賀
五
人
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
そ

の
出
身
地
を
特
定
し
た
こ
と
は
評
価
に
値
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
甲
賀
五
人
単
体
に
焦
点
を
当

て
た
研
究
で
あ
り
、
甲
賀
五
人
が
尾
張
藩
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
他
藩
の
忍
び

と
比
較
し
た
時
に
、
近
世
忍
者
史
に
お
け
る
彼
ら
の
立
ち
位
置
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
、

広
い
視
野
か
ら
の
分
析
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
忍
者
研
究
が
進
展
す
る
中
で
、
こ
の
よ
う
な
位
置
付
け

の
明
確
化
は
重
要
に
な
っ
て
く
る
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
甲
賀
五
人
に
つ
い
て
制
度

面
・
職
掌
面
か
ら
の
再
検
討
を
行
う
。
そ
の
後
、
岡
本
氏
の
先
行
研
究
や
、
最
新
の
忍
者
研
究
を
踏
ま
え
て
、

尾
張
藩
に
仕
え
た
他
の
忍
び
（
御
土
居
下
忍
び
、
上
野
家
、
柘
植
家
）、
幕
府
や
他
藩
に
仕
え
た
忍
び
と
の

比
較
を
行
い
、
尾
張
藩
に
お
け
る
甲
賀
五
人
の
存
在
意
義
や
近
世
忍
者
史
に
お
け
る
位
置
付
け
を
明
確
に

し
て
い
く
。 

続
く
第
二
章
で
は
、『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
に
記
さ
れ
た
兵
法
の
詳
細
に
つ
い
て
検
討
し
、
甲
賀
五
人
に

つ
い
て
新
た
な
視
座
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
渡
辺
家
は
、
忍
術
を
は
じ
め
、
居
合
術
、
弓
述
、
馬

術
、
鉄
砲
術
、
火
術
、
体
術
、
水
上
術
、
楠
木
流
兵
法
を
修
得
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
兵
学

的
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
度
面
や
職
掌
面
か
ら
の
分
析
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
甲

賀
五
人
の
新
た
な
実
像
を
探
っ
て
い
く
。 

 

ま
た
尾
張
藩
の
忍
び
研
究
が
推
し
進
め
ら
れ
る
中
で
、
新
た
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
ら
れ
た
人
物

が
い
る
。
そ
れ
が
「
近
松
茂
矩
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
彼
の
生
涯
に
も
焦
点
を
当
て
、
甲
賀
五
人
の
支
配
頭
・

木
村
奥
之
助
と
兵
法
家
・
竹
之
下
平
学
頼
英
と
の
交
流
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
ま
た
近
松
が
著
し
た
忍
者

関
係
史
料
の
分
析
も
行
っ
て
い
き
た
い
。
最
近
の
忍
者
研
究
の
動
向
と
し
て
、
忍
び
と
関
わ
り
の
深
い
兵
学

者
や
忍
び
に
関
係
す
る
兵
学
書
の
内
容
を
分
析
し
、
近
世
の
兵
学
思
想
と
い
う
広
い
枠
組
み
か
ら
、
忍
び
の

新
た
な
実
像
を
探
る
研
究
手
法
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
は
そ
の
先
駆
け
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。 

近
松
は
江
戸
時
代
中
期
（
元
禄
九
年
〈
一
六
九
七
〉
～
安
永
七
年
〈
一
七
七
八
〉）
に
生
き
た
尾
張
藩
の

兵
学
者
で
あ
り
、
四
代
藩
主
吉
通
の
遺
命
を
う
け
て
、
一
全
流
兵
法
を
創
始
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
長



 三 

沼
流
兵
法
も
修
得
し
た
。
こ
こ
ま
で
は
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
近
松
が
忍
び
と
関
わ

り
の
深
い
人
物
で
あ
り
、
数
々
の
忍
術
書
を
著
し
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
る
９

。 
 
 

こ
う
し
た
近
松
の
生
涯
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
。
加
え
て
近
松
は
、
木
村
奥
之
助
か
ら

甲
賀
忍
び
の
過
去
・
現
在
・
未
来
に
つ
い
て
講
義
を
受
け
た
。
そ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
新
史
料
『
忍

未
来
記
』１
０

を
通
し
て
概
説
し
た
い
。
ま
た
近
松
に
伊
賀
忍
術
を
教
え
た
竹
之
下
平
学
頼
英
に
つ
い
て
も
、

そ
の
生
涯
や
実
像
が
こ
れ
ま
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
な
が
ら
で
あ
る
が
、
彼
に
つ
い
て

も
新
史
料
『
平
学
先
生
略
伝
』
１
１

に
拠
っ
て
考
察
を
行
い
た
い
（
翻
刻
史
料
に
掲
載
）
。 

そ
し
て
第
四
章
で
は
、
近
松
茂
矩
が
著
し
た
忍
者
関
係
史
料
の
分
析
を
行
う
。
特
に
『
用
間
伝
解
』
１
２

と

『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』
１
３

と
い
う
二
つ
の
史
料
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
い
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
い
わ

ば
木
村
・
竹
之
下
両
者
の
講
義
録
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
、『
孫
子
』
用
間
篇
に
対
す
る
伊
賀
・

甲
賀
間
で
の
解
釈
に
つ
い
て
、
後
者
は
、『
孫
子
』
用
間
篇
の
戦
略
を
適
切
に
実
行
す
る
た
め
に
、
伊
賀
・

甲
賀
で
編
み
出
さ
れ
た
実
際
の
忍
術
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の

内
容
を
丁
寧
に
読
み
解
き
、
そ
の
実
態
を
探
っ
て
い
き
た
い
。 

第
一
章
か
ら
第
四
章
を
通
し
て
、
尾
張
藩
の
忍
び
に
つ
い
て
総
合
的
な
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
実
像

を
よ
り
明
ら
か
に
し
、
加
え
て
新
た
な
忍
者
研
究
の
手
法
を
提
示
し
た
い
。
な
お
本
稿
で
は
、
歴
史
系
論
文

と
い
う
性
格
上
、
一
般
的
に
呼
称
さ
れ
る
「
忍
者
」
と
い
う
表
記
は
用
い
ず
、
「
忍
び
」
と
い
う
表
記
を
採

用
す
る
こ
と
と
す
る
１
４

。 

             



 四 

《
第
一
章
》
甲
賀
五
人
の
再
検
討 

 

本
章
で
は
、
尾
張
藩
に
仕
え
た
甲
賀
出
身
の
忍
び
「
甲
賀
五
人
」
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
拠
り
つ
つ
、

『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
や
尾
張
藩
関
係
史
料
を
用
い
て
再
検
討
を
行
っ
て
い
く
。 

尾
張
藩
は
水
戸
藩
や
紀
州
藩
と
並
ぶ
御
三
家
の
一
つ
で
あ
り
、
知
行
高
は
六
一
万
九
五
〇
〇
石
。
名
古
屋

城
を
藩
庁
と
し
て
構
え
、
尾
張
国
一
円
と
三
河
・
美
濃
・
信
濃
・
近
江
・
摂
津
国
の
一
部
及
び
木
曽
山
林
を

領
有
し
た
。
徳
川
家
康
の
九
男
・
義
直
を
藩
祖
と
し
、
義
直
以
降
は
、
二
代
光
友
、
三
代
綱
誠
、
四
代
吉
通
、

五
代
五
郎
太
、
六
代
継
友
、
七
代
宗
春
、
八
代
宗
勝
、
九
代
宗
睦
、
十
代
斉
朝
、
十
一
代
斉
温
、
十
二
代
斉

荘
、
十
三
代
慶
臧
、
十
四
代
慶
勝
と
藩
主
が
続
い
た
１
５

。 

そ
ん
な
大
藩
と
し
て
名
を
馳
せ
た
尾
張
藩
に
仕
え
た
甲
賀
五
人
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
制
度
面
と
職
掌
面
の
観
点
か
ら
分
析
を
行
い
、
そ
の
後
、
他
の
忍
び
と
比
較
検
討
す

る
こ
と
で
、
尾
張
藩
に
お
け
る
彼
ら
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。 

  

〈
第
一
節
〉
制
度
面
か
ら
の
考
察 

 

本
節
で
は
、
尾
張
藩
に
仕
え
た
甲
賀
五
人
に
つ
い
て
、
制
度
面
か
ら
の
考
察
を
お
こ
な
う
。「
は
じ
め
に
」

で
も
述
べ
た
通
り
、
鬼
頭
勝
之
や
服
部
勲
の
研
究
に
よ
っ
て
甲
賀
五
人
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
先
行
研
究
も
踏
ま
え
つ
つ
、
甲
賀
五
人
の
出
自
、
設
置
期
間
、
構
成
員
、
禄
高
・
格
式
に
つ
い
て
、

再
度
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。 

 

（
一
）
出
自 

 

ま
ず
は
出
自
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
鬼
頭
勝
之
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
１
６

、
二
代
藩
主
光
友
の

治
世
時
に
、
支
配
頭
で
あ
っ
た
初
代
木
村
奥
之
助
の
取
り
次
ぎ
に
よ
っ
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
こ
と
が
、『
尾

藩
世
記
』
１
７

の
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
。 

 

〔
史
料
一
〕『
尾
藩
世
記
』
四 

 

（
延
宝
七
年
）
二
月
二
十
九
日
、
甲
賀
者
五
人
を
召
抱
え
ら
る
、
前
代
よ
り
奉
仕
せ
し
か
、
後
年
中
絶 

 
 

せ
し
を
、
今
回
再
興
せ
ら
る
ゝ
と
い
ふ
、
先
考
奉
仕
の
系
統
を
尋
ね
、
召
仕
ハ
れ
け
り
、
是
よ
り
年
々 

 
 



 五 

城
下
ニ
交
代
せ
り
、
甲
賀
ハ
近
江
国
甲
賀
郡
の
者
な
り
、（
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
様
） 

 

こ
の
史
料
は
明
治
期
に
成
立
し
て
い
る
た
め
、
史
料
の
信
頼
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
高
く
な
い
。
し
か
し

『
昔
咄
』
や
『
金
城
温
故
禄
』
と
い
っ
た
、
同
時
代
史
料
で
も
同
様
の
記
述
が
確
認
で
き
た
こ
と
か
ら
、
甲

賀
五
人
は
延
宝
七
年
（
一
六
八
九
）
二
月
二
九
日
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
１
８

。 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
に
お
け
る
「
前
代
よ
り
奉
仕
せ
し
か
、
後
年
中
絶
せ
し
を
、
今
回
再

興
せ
ら
る
ゝ
と
い
ふ
、」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。「
前
代
」
と
い
う
の
は
、
初
代
藩
主
・
義
直
の
こ
と
で
あ
り
、

記
述
が
正
し
け
れ
ば
、
義
直
の
治
世
時
に
忍
び
が
抱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、『
昔

咄
』
１
９

に
、「
源
敬
様
の
御
時
、
甲
賀
忍
の
者
を
十
七
人
御
か
ゝ
ゑ
あ
り
し
が
、」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
召

し
抱
え
ら
れ
た
年
代
、
具
体
的
な
構
成
員
、
職
務
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
義
直
治
世
時
に
甲
賀
忍
び

が
一
七
名
ほ
ど
召
し
抱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
岡
本
柳
英
が
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
岡
本
は
、
義
直
が
忍
び
を
召
し
抱
え

る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
岡
崎
藩
主
で
あ
る
水
野
監
物
が
忍
び
二
名
を
遣
わ
し
、
無
断
で
名
古
屋
城

の
堀
を
測
量
さ
れ
る
事
件
が
起
き
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
２
０

。
そ
の
事
件
の
概
要
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
２
１

。 

 

〔
史
料
二
〕『
明
良
洪
範
』
巻
十
三 

尾
張
大
納
言
殿
御
在
国
の
時
は
、
家
士
に
甲
冑
を
着
せ
陣
押
調
練
有
る
由
、
監
物
聞
き
及
び
、
或
御
在 

国
の
年
、
忍
び
に
て
供
の
士
二
人
を
連
れ
名
古
屋
城
下
へ
行
き
滞
留
し
て
様
子
を
聞
く
に
、
一
向
其
様 

 
 

子
無
し
、
是
に
因
て
お
ち
こ
ち
見
物
に
出
け
る
時
、
細
き
縄
の
先
へ
鉄
砲
玉
を
付
け
た
る
を
取
り
出
し 

城
の
堀
へ
下
り
水
の
浅
深
を
量
り
見
け
る
折
柄
、
大
納
言
殿
櫓
よ
り
御
覧
有
て
近
習
の
士
に
仰
付
ら 

れ
け
る
は
、
あ
れ
見
よ
、
縄
を
下
し
て
堀
の
浅
深
を
量
る
者
あ
り
か
れ
は
岡
崎
の
監
物
に
相
違
有
べ
か 

ら
ず
、
誰
に
も
せ
よ
吾
居
城
の
堀
の
深
浅
を
量
る
事
不
届
也
、
討
取
る
べ
し
と
下
知
し
給
ふ
、
監
物
は 

兼
て
思
ふ
に
堀
の
深
浅
を
量
ら
ば
誰
に
か
見
咎
み
ら
れ
し
事
必
定
也
、
見
咎
め
ら
れ
て
は
申
開
き
は 

無
し
と
、
初
よ
り
其
用
意
に
逸
物
の
馬
を
七
疋
道
中
所
々
へ
置
け
れ
ば
、
深
浅
を
は
か
り
仕
舞
や
否
や 

急
ぎ
町
逃
れ
迄
走
り
来
り
か
の
馬
に
乗
り
、
道
中
乗
り
か
へ
乗
り
か
へ
岡
崎
へ
帰
着
し
け
る
、
尾
州
家 

の
士
十
人
ば
か
り
に
て
追
駆
し
が
間
に
合
ず
し
て
名
古
屋
城
へ
帰
り
け
る
、
扨
監
物
は
右
の
通
り
名 

古
屋
城
下
并
に
家
中
の
様
子
等
密
々
見
分
仕
候
所
、
別
義
こ
れ
無
き
旨
封
書
を
以
て
江
戸
表
へ
注
進 

に
及
ぶ
、
江
戸
に
て
は
監
物
事
は
神
君
の
御
遺
訓
を
厚
く
心
掛
し
者
也
と
て
厚
く
御
賞
美
あ
り
。 

 



 六 

義
直
が
家
臣
に
対
し
て
武
芸
稽
古
を
奨
励
し
て
い
る
と
い
う
噂
を
聞
い
た
、
岡
崎
藩
藩
主
・
水
野
監
物
は
、

忍
び
二
名
を
引
き
連
れ
て
名
古
屋
城
に
潜
入
し
た
も
の
の
、
そ
の
様
子
は
全
く
感
じ
ら
れ
ず
、
見
物
つ
い
で

に
、
鉄
砲
玉
を
付
け
た
細
い
縄
を
用
い
て
名
古
屋
城
の
堀
の
深
さ
を
計
測
し
た
。
そ
れ
を
見
つ
け
た
義
直
は
、

勝
手
に
堀
の
深
さ
を
測
る
と
は
言
語
道
断
だ
と
し
て
、
家
臣
に
水
野
一
行
を
召
し
捕
ら
え
る
よ
う
に
命
じ

た
。
し
か
し
水
野
一
行
は
、
道
中
に
優
れ
た
七
匹
の
馬
を
事
前
に
用
意
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
義
直
の
家
臣

に
捕
ま
る
こ
と
な
く
、
無
事
に
岡
崎
城
に
帰
還
し
た
と
い
う
。
こ
の
潜
入
捜
査
で
収
集
し
た
名
古
屋
城
下
の

情
報
は
幕
府
に
注
進
さ
れ
、
水
野
監
物
は
褒
美
を
頂
戴
し
た
と
い
う
。 

 

水
野
一
行
が
名
古
屋
城
の
堀
の
深
さ
を
勝
手
に
計
測
し
、
見
つ
か
っ
て
も
な
お
、
用
意
周
到
な
準
備
に
よ

っ
て
難
を
逃
れ
た
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
忍
秘
伝
』
に
は
、
縄
に
目
盛
り
を
付
け
て
堀
の
深

さ
を
測
る
方
法
が
記
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
事
件
も
そ
の
よ
う
な
測
定
法
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
２
２

。 

そ
の
後
義
直
は
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
に
目
付
役
の
制
度
を
定
め
、
家
臣
一
同
の
行
動
を
監
察
し
た

２
３

。
こ
れ
は
『
明
良
洪
範
』
２
４

に
「（
前
略
）
尾
州
一
国
遊
女
を
禁
ぜ
ら
る
ゝ
時
、
目
付
・
横
目
を
仰
付
ら

れ
し
と
也
、」
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
遊
女
の
元
へ
通
う
家
臣
達
を
監
視
す
る
た
め
に
、
目
付
や
横

目
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
解
で
き
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
計
測
事
件
や
目
付
・
横
目
設
置
に
関
し
て
は
、
具
体
的
な
年
代
が
特
定
で
き
ず
、
加
え

て
『
明
良
洪
範
』
自
体
が
明
治
期
に
成
立
し
た
史
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
ぴ
ょ
う
性
に
欠
け
る
。
ま
た
岡

本
は
、
一
七
名
の
甲
賀
忍
び
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
「
目
付
・
横
目
」
を
忍
び
と
み
な
し
て
い
る
。
確
か

に
目
付
・
横
目
も
斥
候
の
一
部
に
含
む
場
合
も
あ
る
た
め
、
広
義
の
意
味
で
は
忍
び
と
み
な
す
こ
と
も
で
き

る
が
２
５

、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。 

岡
本
の
説
が
正
し
け
れ
ば
、
①
堀
の
計
測
事
件
→
②
目
付
・
横
目
の
設
置
（
甲
賀
忍
び
一
七
名
の
設
置
）

→
③
（
甲
賀
忍
び
）
断
絶
→
④
甲
賀
五
人
の
設
置
、
と
い
う
順
番
に
な
ろ
う
が
、
現
時
点
で
は
そ
の
説
を
採

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
義
直
が
藩
主
を
務
め
た
江
戸
時
代
初
期
は
、
い
ま
だ
戦
国
の
気
風
が
漂
う
時
代

だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
甲
賀
忍
び
が
召
し
抱
え
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
一
度

召
し
抱
え
は
断
絶
す
る
も
の
の
、
何
ら
か
の
必
要
性
が
生
じ
て
、
光
友
の
治
世
時
に
甲
賀
五
人
が
召
し
抱
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
検
討
し
た
い
。 

 

（
二
）
設
置
期
間 

 

次
に
甲
賀
五
人
の
設
置
期
間
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
項
で
は
、『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
所
収
の
起
請
文

を
は
じ
め
、
甲
賀
市
所
蔵
「
達
シ
書
并
願
留
」
な
ど
、
新
史
料
を
用
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
き
た
い
。 



 七 

ま
ず
は
設
置
始
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「（
一
）
出
自
」
で
も
述
べ
た
通
り
、
延
宝
七
年
（
一
六

八
九
）
二
月
二
九
日
で
あ
る
と
断
定
で
き
よ
う
。
初
代
藩
主
・
義
直
の
治
世
時
に
一
七
名
の
甲
賀
忍
び
が
召

し
抱
え
ら
れ
て
お
り
、
一
時
期
断
絶
し
た
も
の
の
、
二
代
光
友
の
治
世
時
に
再
度
の
召
し
抱
え
と
い
う
こ
と

で
甲
賀
五
人
の
採
用
が
決
ま
っ
た
。 

そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
召
し
抱
え
ら
れ
る
際
に
、
甲
賀
五
人
が
尾
張
藩
役
人
に
対
し
て
提
出
し
た
起
請
文

を
手
が
か
り
に
推
測
し
た
い
。
一
例
と
し
て
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
起
請
文
前
書
を
紹
介
す
る
２
６

。 

 

〔
史
料
三
〕「［
御
忍
役
人
起
請
文
］」 

一
、
尾
張
中
将
様
御
忍
役
人
御
用
之
節
ハ

、
早
速
致
参
着
、
大
将
之
兼
下
知
、
弥
無
別
心
仲
満
之
遂
相

談
、
雖
為
其
法
陰
陽
ノ
用
間
・
天
人
地
之
計
策
・
神
貴
仏
敬
之
妙
術
を
勘
、
専
軽
命
、
勿
論

守
蜜
法
御
役
儀
相
勤
可
申
候
、
況
常
々
稽
古
疎
略
不
仕
、
互
ニ

致
吟
味
、
工
夫
専
一
ニ

可
仕
候

事
、 

一
、 

 

御
軍
用
之
砌
、
拙
者
不
慮
ニ

相
煩
御
用
ニ

達
不
申
候
ハ
ヽ
、
連
判
之
者
罷
出
御
用
ニ

立
可
申
候
、 

 
 
 

為
其
判
形
加
申
候
御
事
、 

一
、 

 

如
此
隠
蜜
ニ

契
約
仕
置
候
通
、
父
子
兄
弟
朋
友
た
り
と
云
と
も
語
り
申
間
敷
御
事
、
右
ヶ
条
之 

趣
、
急
度
相
守
可
申
候
、
急
度
相
守
可
申
候
、
猥
令
流
布
候
歟
、
御
役
儀
疎
略
仕
候
ハ
ヽ 

 
 

天
照
皇
太
神
宮 

 
 

春
日
大
明
神 

 
 

八
幡
大
菩
薩 

 
 

摩
利
支
尊
天 

 
 

油
日
大
明
神 

 
 

五
社
之
御
罰
深
厚
可
蒙
者
也
、
仍
神
文
之
状
如
件
、 

 
 
 

元
禄
拾
三
庚

辰

三
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

加
判 

 
 
 
 
 
 

木
村
奥
之
助
殿 

 

こ
の
起
請
文
は
、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
三
月
に
、
甲
賀
五
人
の
構
成
員
で
あ
る
渡
辺
家
か
ら
、
支
配

頭
で
あ
る
木
村
奥
之
助
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
藩
主
の
命
令
に
対
し
て
は
仲
間
と

協
力
し
て
成
し
遂
げ
、
日
々
の
稽
古
に
関
し
て
も
、
決
し
て
怠
る
こ
と
な
く
吟
味
・
工
夫
し
て
一
生
懸
命
励

む
こ
と
、
②
本
人
が
不
慮
の
理
由
で
出
仕
で
き
な
い
時
に
は
、
代
わ
り
に
仲
間
が
出
仕
す
る
こ
と
、
③
職
務



 八 

内
容
に
つ
い
て
は
親
や
兄
弟
、
友
人
に
も
決
し
て
漏
ら
さ
な
い
こ
と
、
以
上
の
三
ヶ
条
を
藩
に
対
し
て
誓
約

し
、
も
し
誓
約
を
破
っ
た
場
合
に
は
、
天
照
皇
太
神
宮
・
春
日
大
明
神
・
八
幡
大
菩
薩
・
摩
利
支
尊
天
・
油

日
大
明
神
の
五
神
か
ら
天
罰
を
蒙
る
と
い
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
起
請
文
は
、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
も
の
が
一
つ
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
の
も
の

が
二
つ
、
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
の
も
の
が
二
つ
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
の
も
の
が
一
つ
、
寛
政

九
年
（
一
七
九
七
）
の
も
の
が
一
つ
、
文
政
九
年
（
一
八
二
五
）
の
も
の
が
一
つ
、
文
政
一
二
年
（
一
八
二

八
）
の
も
の
が
一
つ
、
以
上
、
九
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
差
出
人
や
文
章
表
現

に
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
。
す
な
わ
ち
甲
賀
五
人
は
、
延
宝
七
年
（
一
六
八

九
）
二
月
二
九
日
か
ら
文
政
一
二
年
（
一
八
二
八
）
ま
で
の
間
、
存
続
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。 次

に
、
甲
賀
市
所
蔵
「
達
シ
書
并
願
留
」
の
記
述
を
確
認
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
文
政
三
年
（
一

八
二
〇
）
の
も
の
が
一
つ
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
の
も
の
が
一
つ
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
も

の
が
一
つ
、
以
上
三
点
確
認
で
き
た
。
甲
賀
五
人
の
構
成
員
が
自
身
の
病
気
や
老
齢
の
た
め
に
、
出
仕
役
を

自
分
の
息
子
に
交
代
し
た
い
こ
と
を
、
仲
間
や
支
配
頭
の
木
村
家
、
尾
張
藩
役
人
で
あ
る
御
鉄
砲
玉
薬
奉
行

衆
に
申
し
出
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
一
例
と
し
て
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
史
料
を
紹
介
す

る
２
７

。 

  
 

〔
史
料
四
〕「
達
シ
書
并
願
留
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

望
月
官
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病
気
願 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私
シ
義
、 

 
 

天
保
六
未
年
為
御
忍
役
御
出
入
ニ 

 
 

被
召
抱
、
当
年
迄
八
ケ
年
御
奉
公
相
勤
、
今
般
大
病
ニ
相
煩
歩
行
茂
出
来
不
申
候
、 

 
 

御
出
入
ニ
被 

仰
付
年
々
御
金
頂
戴
仕
御
重
恩
之
段
、
重
畳
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
為
差
御
用 

 
 

茂
不
相
勤
、
大
病
ニ
取
合
残
念
ニ
奉
存
候
、
忰
同
苗
哥
之
助
儀
未
何
之
御
地
江
も
罷
出
不
申
候 

 
 

得
共
、
当
年
十
六
歳
ニ
罷
成
私
家
芸
伝
授
仕
置
候
間
、
私
シ
返
り 

 
 

御
出
入
ニ
被 

召
抱
被
下
置
候
様
奉
頼
候
、
尤
■
江
茂
堅
ク
遺
言
仕
置
候
、
右
之
趣
被 

仰
達 

 
 

可
被
下
候
奉
願
候
、
以
上
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

望
月
官
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重
押
（
花
押
影
） 



 九 

 
 
 

天
保
十
三
寅
年 

 
 
 
 
 

十
月
日 

 
 
 
 
 
 

渡
辺
新
左
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 

神
山
与
左
衛
門
殿 

 
 
 
 
 
 

木
村
文
八
殿 

 
 
 
 
 
 

渡
辺
善
右
衛
門
殿 

 

甲
賀
五
人
の
構
成
員
で
あ
っ
た
望
月
官
三
郎
は
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
か
ら
八
年
間
召
し
抱
え
ら
れ

て
い
た
が
、
病
気
の
た
め
歩
行
も
困
難
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
出
仕
役
を
今
年
十
六
歳
に
な
る
息
子
の
哥
之

助
に
交
代
し
た
い
旨
を
、
仲
間
で
あ
る
渡
辺
新
左
衛
門
、
神
山
与
左
衛
門
、
木
村
文
八
、
渡
辺
善
右
衛
門
に

願
い
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
四
人
は
、
そ
の
交
代
願
い
を
認
め
て
も
ら
う
べ
く
、
支
配
頭
・
木
村
奥
之
助
を

は
じ
め
、
尾
張
藩
役
人
・
徳
光
弥
太
郎
、
天
野
内
蔵
七
郎
、
雑
賀
孫
兵
衛
、
都
築
理
右
衛
門
に
願
留
を
提
出

し
て
い
る
２
８

。 

  
 

〔
史
料
五
〕「
達
シ
書
并
願
留
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奉
願
口
上
之
覚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

望
月
官
三
郎 

 
 

右
官
三
郎
儀
、
天
保
六
未
年
ゟ
当
寅
年
迄
八
ケ
年
之
内 

 
 

御
国
江
御
出
入
仕
段
々
御
厚
被
成
下
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
併
為
差
御
用
茂
不
相
勤
、
今
般 

 
 

大
病
相
煩
、
歩
行
難
仕
候
間
、
何
之
忰
同
姓
哥
之
助
儀
、
当
年
十
六
歳
ニ
罷
成
、
家
芸
父
官 

 
 

三
郎
ニ
不
相
劣
仕
候
間
、
何
卒
父
官
三
郎 

 
 

御
国
御
出
入 

 
 

御
免
被 

仰
付
忰
哥
之
助
御
振
替
被
下
、
此
後
御
用
等
被 

 
 

仰
付
被
下
置
候
様
仕
度
旨
、
官
三
郎
私
シ
共
迄
奉
願
呉
候
様
ニ
と
申
聞
候
、
何
卒
相
叶
候
様 

 
 

宜
被 

仰
達
可
被
下
候
、
以
上
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡
辺
善
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実
名
書
判 

 
 

天
保
十
三
寅
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木
村
文
八 

 
 
 
 
 
 

十
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
山
与
左
衛
門 



 一〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡
辺
新
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

 
 
 
 
 

徳
光
弥
太
郎
殿 

 
 
 
 
 

天
野
内
蔵
七
郎
殿 

 
 
 
 
 

雑
賀
孫
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 

都
築
理
右
衛
門
殿 

 
 
 
 
 

木
村
奥
之
助
殿 

 

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
の
史
料
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
っ
た
。
以
上
よ

り
、
甲
賀
五
人
は
江
戸
時
代
後
期
ま
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

幕
末
期
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
に
は
、「
本
藩
御
触
書
写
」
２
９

と
い
う
史
料

が
所
収
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）、
甲
賀
五
人
の
構
成
員
で
あ
る
渡
辺
捨
三
郎
が
尾

張
藩
か
ら
の
御
触
を
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、
当
時
の
尾
張
藩
主
で
あ
っ
た
徳
川
義
勝

の
指
揮
の
下
行
わ
れ
た
、
第
一
次
長
州
征
伐
に
際
し
て
３
０

、
そ
の
心
得
、
陣
場
や
備
蓄
品
の
準
備
、
隊
列
の

形
態
に
つ
い
て
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
甲
賀
五
人
が
動
員
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
こ
の
史
料
の
実
在
に
よ
っ
て
、
渡
辺
捨
三
郎
が
尾
張
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証

拠
に
な
る
だ
ろ
う
。 

設
置
終
わ
り
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
甲
賀
五
人
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
延
宝
七
年
（
一
六
八
九
）
二
月
二
九
日
か
ら
幕
末
期
に
か
け
て
召
し

抱
え
ら
れ
て
い
た
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

（
三
）
構
成
員 

 

続
い
て
は
甲
賀
五
人
の
構
成
員
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
鬼
頭
勝
之
の
研
究
３
１

に
よ
っ
て
甲
賀
五
人
は
、

①
渡
辺
家
、
②
渡
辺
家
（
①
の
分
家
）、
③
神
山
家
、
④
木
村
家
、
⑤
望
月
家
、
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
判
明
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
城
の
歴
史
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
同
時
代
史
料
『
金
城
温
故

録
』
３
２

に
も
、「
忍
術
師 

甲
賀
之
者
五
人 

渡
辺
・
渡
辺
・
神
山
・
木
村
・
望
月
」
と
い
っ
た
記
述
が
存
在

す
る
こ
と
か
ら
、
信
ぴ
ょ
う
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
構
成
員
の
全
容
に
つ
い
て
は
、「
達
シ
書
并
願
留
」
３
３

に
お
い
て
把
握
可
能
で



 一一 

あ
る
。
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
時
は
、
「
望
月
弥
作
・
渡
辺
善
右
衛
門
・
木
村
源
之
進
・
渡
辺
新
右
衛

門
・
神
山
与
左
衛
門
」。
文
政
三
年
（
一
八
一
九
）
時
は
、「
望
月
弥
作
・
渡
辺
善
右
衛
門
・
木
村
源
之
進
・

渡
辺
新
左
衛
門
・
神
山
与
左
衛
門
」。
文
政
八
年
（
一
八
二
四
）
時
は
、「
望
月
弥
作
・
渡
辺
善
右
衛
門
・
木

村
文
八
・
渡
辺
新
左
衛
門
・
神
山
政
吉
」。
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
時
は
、「
望
月
官
三
郎
・
渡
辺
善
右

衛
門
・
木
村
文
八
・
渡
辺
新
左
衛
門
・
神
山
与
左
衛
門
」
と
い
う
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
た
。
江
戸
時
代
中
期
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
把
握
で
き
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

現
時
点
で
は
特
定
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
尾
張
藩
に
提
出
し
た
起
請
文
を
手
が
か
り
に
探
っ
て
み
る
と
、

新
た
な
別
家
が
甲
賀
五
人
の
構
成
員
に
な
っ
て
い
る
事
例
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
五
家
全

て
が
、
江
戸
期
を
通
し
て
血
筋
が
絶
え
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

次
に
五
家
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
渡
辺
俊
経
の
研
究
に
拠
り
な
が
ら
そ
の
詳
細
を
見
て
み
よ
う
３
４

。
ま

ず
は
望
月
家
で
あ
る
。
望
月
家
は
、
甲
賀
望
月
氏
の
系
譜
に
沿
っ
て
お
り
、
甲
賀
郡
塩
野
村
に
居
住
し
、
馬

術
や
武
道
に
長
け
て
い
た
と
さ
れ
る
。
召
し
抱
え
の
初
代
は
望
月
甚
太
夫
と
さ
れ
、
彼
の
父
親
は
甲
賀
百
人

組
の
与
力
と
し
て
武
士
身
分
と
な
っ
て
い
る
。
渡
辺
家
は
、
甲
賀
郡
杉
谷
村
出
身
で
、
鉄
砲
術
を
得
意
と
し

て
い
た
。
召
し
抱
え
の
初
代
は
渡
辺
三
之
助
と
さ
れ
る
が
、「
渡
辺
家
系
図
」
３
５

を
見
る
と
、
そ
れ
以
前
に

渡
辺
権
右
衛
門
・
平
右
衛
門
と
い
う
人
物
が
「
権
右
衛
門 

仕
尾
州
太
守
」
「
平
右
衛
門 

仕
尾
州
太
守
」

と
い
う
こ
と
で
、
尾
張
藩
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
義
直
時
代
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
一

七
名
の
甲
賀
忍
び
の
一
人
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
も
う
一
つ
の
渡
辺
家
は
分
家
で
あ
る
。
い
つ
分
家

し
た
の
か
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
同
じ
く
甲
賀
郡
杉
谷
村
に
居
住
し
、
薬
草
や
毒
薬
の
扱
い
に
精
通
し
て
い

た
と
さ
れ
る
。
召
し
抱
え
の
初
代
は
渡
辺
権
右
衛
門
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
木
村
家
は
、
支
配
頭
・
木
村
奥

之
助
の
分
家
で
あ
る
と
さ
れ
、
甲
賀
郡
杣
中
村
に
居
住
し
、
山
伏
と
し
て
も
活
動
し
て
い
た
。
召
し
抱
え
の

初
代
・
木
村
文
四
郎
は
木
村
奥
之
助
の
兄
弟
の
四
男
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
山
家
は
、
望
月
家
と

同
様
に
甲
賀
郡
塩
野
村
に
居
住
し
、
ま
た
木
村
家
と
同
様
に
山
伏
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

召
し
抱
え
の
初
代
は
神
山
市
右
衛
門
と
い
う
人
物
で
あ
る
。 

 

以
上
、
望
月
家
、
渡
辺
家
、
渡
辺
家
、
木
村
家
、
望
月
家
の
詳
細
を
見
て
き
た
。
次
項
で
は
、
彼
ら
を
束

ね
た
支
配
頭
・
木
村
奥
之
助
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

 

（
四
）
支
配
頭 

 

こ
こ
で
は
甲
賀
五
人
の
支
配
頭
で
あ
る
木
村
奥
之
助
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
初
代
木
村
奥
之
助
に
つ
い

て
は
、
鬼
頭
勝
之
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
示
さ
れ
、
彼
の
出
身
地
が
甲
賀
郡
下
磯
尾
村
で
あ
る
こ
と
を
特
定
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す
る
と
共
に
、
そ
の
子
孫
が
代
々
名
古
屋
城
下
に
在
住
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
３
６

。
そ
の
後
服

部
勲
は
、
初
代
木
村
奥
之
助
が
、
甲
賀
郡
下
尾
村
の
山
伏
家
「
奥
之
坊
」
の
家
系
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、

江
戸
初
期
に
そ
の
次
男
が
、
飯
道
山
の
麓
に
あ
る
杣
中
村
に
、
分
家
「
圓
福
坊
」
を
創
設
し
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
３
７

。
平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）
に
は
、
磯
田
道
史
に
よ
っ
て
、
杣
中
村
に
あ
る
圓
福
坊
の
初
代

と
二
代
の
墓
石
が
見
つ
か
っ
て
い
る
３
８

。
本
項
で
は
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
拠
り
つ
つ
、
尾
張
藩
関
係
史

料
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
実
像
を
よ
り
深
く
探
っ
て
い
き
た
い
。
な
お
「
木
村
奥
之
助
」
と
い
う
名
前
は
襲

名
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
兄
弟
間
や
息
子
の
代
に
お
い
て
は
、
別
名
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
の
で
、

以
降
、
便
宜
を
図
っ
て
「
木
村
家
」
と
表
記
す
る
。 

甲
賀
五
人
の
結
成
に
際
し
て
そ
の
取
り
次
ぎ
役
と
な
っ
た
の
が
、
初
代
木
村
奥
之
助
で
あ
る
。
彼
に
つ
い

て
は
『
尾
藩
世
記
』
３
９

に
、「
昔
咄
云
、
是
ヨ
リ
先
、
甲
賀
ノ
山
伏
木
村
奥
之
助
ト
云
モ
ノ
、
清
寿
院
ヲ
以

仕
ヘ
ヲ
請
フ
、
此
者
南
木
流
軍
法
并
練
筒
田
村
矢
ヲ
工
夫
セ
リ
、
又
家
伝
ノ
忍
術
ヲ
申
立
タ
リ
、
故
鉄
砲
打

ト
シ
テ
召
抱
ラ
ル
、
之
ニ
便
リ
テ
甲
賀
の
者
五
人
召
抱
ヲ
請
フ
、」
と
い
う
記
述
が
存
在
す
る
。
甲
賀
の
山

伏
（
奥
之
坊
）
で
あ
っ
た
初
代
木
村
奥
之
助
は
、
清
寿
院
に
師
事
し
、
楠
流
軍
法
や
練
筒
田
村
矢
、
忍
術
を

修
得
し
て
い
た
。
そ
の
実
績
に
よ
っ
て
尾
張
藩
に
「
御
鉄
砲
打
」
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
、
そ
れ
に
際
し
て

甲
賀
五
人
も
同
様
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。『
昔
咄
』
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
た
４
０

。

清
寿
院
は
名
古
屋
の
修
験
道
寺
院
で
あ
り
、
現
在
の
名
古
屋
市
中
区
大
須
に
そ
の
名
残
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
御
鉄
砲
打
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
。 

そ
の
後
の
木
村
家
に
つ
い
て
は
、『
藩
士
名
寄
』４
１

や
『
士
林
泝
洄
』４
２

と
い
っ
た
史
料
を
手
が
か
り
に
、

寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
か
ら
文
政
七
年
（
一
八
二
三
）
ま
で
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
（
表
一
）。
初

代
木
村
奥
之
助
以
降
、
木
村
小
五
右
衛
門
、
木
村
兵
九
郎
、
木
村
伊
右
衛
門
、
木
村
刑
左
衛
門
、
木
村
伊
右

衛
門
、
木
村
又
左
衛
門
、
木
村
才
兵
衛
、
木
村
熊
之
助
、
木
村
奥
之
助
、
木
村
栄
太
郎
と
い
っ
た
人
物
を
特

定
す
る
こ
と
が
で
き
、
役
職
に
つ
い
て
は
、
木
村
小
五
右
衛
門
の
五
十
人
組
（
頭
）、
木
村
刑
左
衛
門
の
五

十
人
組
・
御
馬
廻
組
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
「
御
鉄
砲
打
・
大
筒
役
」
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
、
甲
賀
五

人
を
束
ね
て
い
た
と
さ
れ
る
。
禄
高
に
関
し
て
は
、
概
ね
切
米
一
八
石
三
人
扶
持
で
あ
り
、
こ
れ
は
尾
張
藩

の
元
禄
・
宝
永
・
享
保
頃
の
分
限
帳
４
３

に
も
「
御
鉄
砲
打 

十
八
石
三
人
分

木
村
伊
右
衛
門
」
と
の
記
載
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
見
て
取
れ
よ
う
。
初
代
木
村
奥
之
助
の
弟
・
木
村
小
五
右
衛
門
が
、
五

十
人
組
か
ら
五
十
人
組
頭
へ
昇
進
し
、
二
代
目
木
村
伊
右
衛
門
の
息
子
で
あ
る
木
村
又
左
衛
門
が
、
御
鉄
砲

打
か
ら
大
筒
役
へ
昇
進
し
て
い
る
こ
と
で
、
給
禄
が
多
少
上
昇
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
初
代
木
村
奥
之
助
の
弟
・
木
村
小
五
右
衛
門
の
存
在
で
あ
る
。
『
昔
咄
』
に

は
、
木
村
小
五
右
衛
門
が
、
尾
張
横
須
賀
に
お
い
て
浮
沓
を
使
っ
た
忍
術
を
披
露
し
て
い
る
。
ま
た
元
禄
高
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野
山
騒
動
の
際
に
は
、
高
野
山
に
潜
入
し
て
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

４
４

。 

 

〔
史
料
六
〕『
昔
咄
』
第
二
巻 

木
村
奥
之
助
が
弟
木
村
小
五
右
衛
門
ハ
横
須
賀
へ
め
さ
れ
て
浮
沓
を
の
り
て
御
覧
に
入
れ
ぬ
、
首
尾

よ
か
り
し
、
又
鉄
炮
も
田
付
流
を
習
ふ
て
よ
く
打
ち
ぬ
、
勿
論
家
伝
の
忍
び
等
申
立
に
て
五
十
人
に
被

召
出
、
後
小
頭
に
な
り
ぬ
、
紀
州
高
野
山
中
騒
動
の
事
有
り
、
弥
蜂
起
せ
バ
、
検
使
被 

仰
付
、
攻
め

ら
る
べ
き
か
の
沙
汰
あ
り
て
、
浪
人
等
も
馳
上
ら
ん
抔
と
い
ふ
程
な
り
し
、
此
時 

御
内
々
に
て
小
五

右
衛
門
に
様
子
可
聞
合
旨
、
被 

仰
付
し
に
、
二
日
の
内
に
高
野
山
中
の
絵
図
等
ま
で
委
細
に
書
付
け

て
指
上
げ
し
由
、 

 

初
代
木
村
奥
之
助
の
弟
・
木
村
小
五
右
衛
門
は
、
尾
張
横
須
賀
に
お
い
て
浮
沓
を
使
っ
た
忍
術
を
披
露
し
た
。

田
付
流
鉄
砲
に
も
優
れ
て
お
り
、
そ
の
技
術
の
高
さ
か
ら
五
十
人
組
に
召
し
出
さ
れ
、
そ
の
後
は
五
十
人
組

頭
へ
と
昇
進
し
た
。
ま
た
元
禄
高
野
騒
動
の
際
に
は
、
高
野
山
に
潜
入
し
、
わ
ず
か
二
日
間
で
事
件
の
様
子

や
高
野
山
の
地
形
を
調
べ
上
げ
、
藩
に
情
報
提
供
を
行
っ
た
。 

元
禄
高
野
騒
動
と
は
、
寛
永
期
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
勃
発
し
た
、
堂
上
灌
頂
を
巡
っ
て
の
対
立
争
い
で

あ
る
。
高
野
山
の
組
織
で
あ
る
学
侶
方
（
主
に
法
論
談
義
や
修
法
観
念
に
努
め
る
僧
侶
）
と
行
人
方
（
諸
堂

の
管
理
や
供
花
、
給
仕
な
ど
の
雑
用
に
従
事
し
た
僧
侶
）
と
の
間
で
、
幕
府
を
巻
き
込
ん
だ
形
で
激
し
い
論

争
が
行
わ
れ
た
。
最
終
的
に
は
学
侶
方
が
勝
利
し
、
六
〇
〇
名
以
上
の
行
人
方
の
僧
侶
は
、
大
隅
国
や
薩
摩

国
な
ど
へ
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
４
５

。
御
三
家
の
紀
州
藩
内
で
起
き
た
規
模

の
大
き
な
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
尾
張
藩
に
も
間
接
的
に
影
響
が
及
ぶ
と
考
え
、
木
村
小
五
右
衛
門
を

派
遣
し
て
情
報
収
集
を
行
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。 

『
鸚
鵡
篭
中
記
』
４
６

に
も
、「（
前
略
）
上
意
之
趣
被
仰
渡
御
請
不
仕
出
家
は
、
早
速
引
立
袈
裟
衣
を
取
、

帷
子
斗
に
く
わ
ん
ぜ
よ
り
の
帯
致
さ
せ
、
段
々
篭
屋
へ
被
遣
候
。
少
々
陳
言
申
方
御
座
候
て
も
、
当
春
ゟ
順

礼
に
な
さ
れ
忍
び
の
者
五
百
人
、
双
方
へ
被
入
置
聞
召
候
故
、
一
言
之
偽
申
事
不
罷
成
候
由
、」
と
い
っ
た

記
述
が
あ
り
、
敗
北
し
た
行
人
方
の
僧
侶
の
中
で
反
抗
す
る
者
は
、
衣
服
を
は
ぎ
取
ら
れ
牢
屋
に
込
め
置
か

れ
、
陳
情
を
述
べ
よ
う
に
も
、
各
藩
か
ら
合
わ
せ
て
五
〇
〇
人
ほ
ど
の
忍
び
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
が
叶
わ
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
五
〇
〇
人
の
忍
び
の
中
に
、
木
村
小
五
右
衛
門
も
含
ま
れ
て

い
た
と
推
測
で
き
る
。 

以
上
、
甲
賀
五
人
の
支
配
頭
・
木
村
家
に
つ
い
て
、
尾
張
藩
関
係
史
料
を
用
い
て
補
足
を
行
っ
た
。
木
村
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家
は
鉄
砲
術
を
は
じ
め
、
楠
流
兵
法
、
練
筒
田
村
矢
と
い
っ
た
様
々
な
兵
法
技
術
を
修
得
し
、
甲
賀
五
人
を

束
ね
る
だ
け
で
な
く
、
鉄
砲
打
ち
や
五
十
人
組
の
構
成
員
と
い
っ
た
役
職
に
属
し
た
者
も
存
在
し
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

（
五
）
給
禄
と
格
式 

 

最
後
に
甲
賀
五
人
の
給
禄
と
格
式
に
つ
い
て
概
説
す
る
。
甲
賀
五
人
は
延
宝
七
年
（
一
六
八
九
）、
二
代

光
友
の
治
世
時
に
、
木
村
奥
之
助
の
取
り
次
ぎ
に
よ
っ
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
。『
尾
藩
世
記
』４
７

に
よ
る
と
、

「
本
年
出
入
ノ
称
ヲ
以
金
若
干
ツ
ヽ
ヲ
賜
フ
、
毎
年
正
月
来
リ
謁
ス
、
誠
公
ノ
世
ニ
至
リ
大
筒
小
銃
ヲ
打
シ

メ
ラ
ル
、
毎
五
・
六
両
月
三
人
ツ
ヽ
来
レ
リ
、
其
後
享
保
三
年
ニ
至
リ
、
一
人
ツ
ヽ
ト
ナ
レ
リ
、」
と
い
っ

た
記
述
が
あ
り
、
甲
賀
五
人
は
、
毎
年
甲
賀
か
ら
名
古
屋
に
出
仕
し
、
御
鉄
砲
打
と
し
て
の
職
務
に
励
ん
だ

後
、
金
が
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
三
代
綱
誠
の
治
世
時
に
は
、
大
筒
や
小
銃
の
稽
古
を
行

う
よ
う
に
な
り
、
毎
年
五
・
六
月
に
五
人
の
内
三
人
が
甲
賀
か
ら
や
っ
て
き
た
。
そ
の
後
享
保
年
間
に
移
る

と
、
五
人
の
内
、
一
人
だ
け
が
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
具
体
的
な
禄
高
に
つ
い
て
は
、
「
達
シ
書
并
願

留
」
４
８

の
記
述
に
、「
年
々
金
子
壱
人
ニ
付
五
両
宛
頂
戴
仕
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
五
両
支
給
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
鬼
頭
勝
之
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
４
９

。 

ま
た
『
金
城
温
故
録
』
５
０

に
「
御
金
五
両
宛
被
下
。
御
手
当
二
両
宛
は
寛
政
九
巳
年
、
水
口
宿
助
郷
役
江

付
、
仍
願
被
下
と
云
。」
と
い
っ
た
記
述
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
、
水
口
宿
に
お

け
る
助
郷
役
負
担
の
た
め
に
、
毎
年
五
両
の
支
給
に
加
え
て
、
御
手
当
金
二
両
の
追
加
を
藩
に
願
い
出
て
い

る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
願
留
が
受
理
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
水
口
宿
に
お
け
る
甲
賀
五

人
の
助
郷
役
負
担
は
、
地
理
的
要
因
か
ら
江
戸
期
に
お
い
て
何
度
か
負
担
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
度
に
藩

に
負
担
金
を
願
い
出
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
時
点
で
は
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。 

以
上
よ
り
、
甲
賀
五
人
の
給
禄
形
式
が
「
給
金
取
り
」
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
尾
張
藩
に
お
い
て
、
給

金
取
り
と
い
う
形
式
は
、
扶
持
取
り
と
並
ん
で
御
目
見
以
下
の
役
人
に
多
く
採
用
さ
れ
て
い
た
５
１

。
支
配

頭
の
木
村
家
は
、
扶
持
取
り
の
形
式
で
給
禄
が
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
甲
賀
五
人
と
木
村
家
は
、
御

目
見
以
下
の
下
級
武
士
と
し
て
尾
張
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
甲
賀

五
人
は
、「
半
農
半
武
」
と
い
っ
た
、
甲
賀
で
は
百
姓
、
名
古
屋
で
は
武
士
と
い
う
特
殊
な
身
分
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
尾
張
藩
の
純
粋
な
下
級
武
士
に
位
置
付
け
て
よ
い
の
か
ど
う
か
議
論
の
余
地
が
あ
る
。 

そ
し
て
甲
賀
五
人
と
木
村
家
が
属
し
た
「
御
鉄
砲
打
」
自
体
の
格
式
も
検
討
し
た
い
。「
達
シ
書
并
願
留
」

に
は
、
こ
の
「
御
鉄
砲
打
」
の
役
職
を
巡
っ
て
、
支
配
体
制
が
変
化
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
内
容
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が
記
さ
れ
て
い
る
５
２

。 

 

〔
史
料
七
〕「
達
シ
書
并
願
留
」 

正
徳
四
午
十
一
月
迄
三
拾
六
か
年
之
間
年
寄
衆
御
支
配
ニ
御
座
候
、
然
ル
処
、
翌
未
年
ゟ
御
城
代
衆
御 

 

支
配
相
成
申
候
、
鉄
炮
稽
古
之
義
ハ
享
保
四
亥
年
ゟ
大
筒
玉
数
と
も
心
次
第
ニ
清
丁
仕
来
り
候
処
、
近 

 
 

年
者
御
国
鉄
炮
打
衆
ニ
准
シ
相
勤
候
様
ニ
罷
成
申
候
、 

 

召
し
抱
え
ら
れ
た
延
宝
七
年
（
一
六
八
九
）
二
月
か
ら
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
一
一
月
ま
で
は
「
年
寄
衆

支
配
」、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
か
ら
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
ま
で
は
「
城
代
衆
支
配
」、
そ
の
後
、
享

保
四
年
（
一
七
一
九
）
以
降
は
、「
御
鉄
砲
玉
薬
奉
行
衆
支
配
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
尾

張
藩
家
臣
団
の
身
分
構
造
に
よ
れ
ば
、
御
年
寄
衆
・
御
城
代
衆
は
、
御
目
見
以
上
か
つ
「
太
刀
馬
代
御
礼
以

上
」
と
い
う
高
い
格
式
を
有
し
て
い
た
が
、
一
方
の
御
鉄
砲
玉
薬
奉
行
は
、
単
な
る
御
目
見
以
上
の
格
式
で

あ
っ
た
５
３

。
す
な
わ
ち
「
御
鉄
砲
打
」
は
、
当
初
は
城
代
衆
・
年
寄
衆
と
い
っ
た
高
い
格
式
を
持
つ
役
人
の

下
に
属
し
て
い
た
が
、
享
保
以
降
は
、
御
鉄
砲
玉
薬
奉
行
衆
支
配
に
成
り
下
が
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き

る
だ
ろ
う
。 

  

以
上
本
節
で
は
、
甲
賀
五
人
に
つ
い
て
制
度
面
か
ら
の
考
察
を
行
っ
た
。
次
節
で
は
、
職
掌
面
か
ら
の
考

察
を
行
い
、
甲
賀
五
人
が
担
っ
た
役
職
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。 

  

〈
第
二
節
〉
職
掌
面
か
ら
の
考
察 

 

本
節
で
は
、
職
掌
面
に
焦
点
を
当
て
、
甲
賀
五
人
が
担
っ
た
職
務
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

鬼
頭
勝
之
の
研
究
に
よ
っ
て
、
甲
賀
五
人
の
担
っ
た
職
務
は
表
面
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
５
４

。
甲
賀

五
人
は
「
御
鉄
砲
打
」
に
属
し
、
毎
年
、
矢
田
河
原
に
お
い
て
鉄
砲
稽
古
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
享
保
八
年

（
一
七
二
四
）、
大
和
郡
山
藩
主
・
本
多
家
の
改
易
に
伴
い
、
一
度
だ
け
の
隠
密
御
用
を
行
っ
て
い
た
こ
と

も
判
明
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
拠
り
つ
つ
、
尾
張
藩
関
係
史
料
を
適
宜
用
い
て
論

を
補
強
し
て
い
き
た
い
。 
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（
一
）
鉄
砲
関
係 

 

甲
賀
五
人
は
、
木
村
家
の
取
り
次
ぎ
に
よ
っ
て
「
御
鉄
砲
打
」
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
、
矢
田
河
原
に
お

い
て
鉄
砲
稽
古
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
昔
咄
』
５
５

に
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

〔
史
料
八
〕『
昔
咄
』
第
二
巻 

瑞
龍
院
様
御
代
に
、
甲
賀
の
山
伏
の
子
に
木
村
奥
之
助
と
云
者
来
り
、
清
寿
院
に
便
り
居
し
、
此
者
ハ 

南
木
流
軍
法
并
練
筒
田
村
矢
を
工
夫
し
出
し
、
第
一
は
家
伝
の
忍
を
申
立
に
て
御
家
を
望
み
ぬ
、
則
御 

鉄
砲
打
に
御
か
ゝ
へ
あ
り
し
、
又
後
に
奥
之
助
取
次
に
て
、
甲
賀
に
て
五
人
御
か
ゝ
へ
有
り
、
但
し
是 

ハ
、
御
出
入
と
号
し
、
金
子
を
被 

下
置
、
毎
年
正
月
一
度
宛
来
り
し
、
泰
心
院
様
御
代
、
か
ゝ
へ
の 

大
筒
并
十
匁
筒
を
被
仰
付
、
三
人
づ
ゝ
五
月
・
六
月
の
中
に
来
り
う
ち
ぬ
、
享
保
三
戌
年
よ
り
壱
人 

づ
ゝ
来
り
、
一
町
矢
場
に
て
十
匁
玉
計
う
つ
事
に
な
り
し
由
、 

 

甲
賀
五
人
は
、
初
代
木
村
奥
之
助
の
取
り
次
ぎ
に
よ
っ
て
、「
御
鉄
砲
打
」
と
し
て
尾
張
藩
に
召
し
抱
え
ら

れ
た
。
毎
年
正
月
に
な
る
と
甲
賀
か
ら
名
古
屋
に
仕
官
し
、
鉄
砲
稽
古
を
行
っ
て
金
が
支
給
さ
れ
た
。
泰
心

院
（
三
代
藩
主
綱
誠
）
の
治
世
時
に
は
、
大
筒
や
十
匁
筒
の
稽
古
を
命
じ
ら
れ
、
構
成
員
五
人
の
内
、
三
人

が
、
毎
年
五
・
六
月
に
な
る
と
甲
賀
か
ら
や
っ
て
き
て
そ
の
稽
古
を
行
っ
た
。
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
以

降
は
、
一
人
だ
け
の
出
仕
と
な
り
、
矢
田
河
原
に
お
い
て
十
匁
筒
を
中
心
に
稽
古
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。 

 

「
大
筒
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
一
時
的
に
大
砲
の
稽
古
も
担
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
が
、
ど
う
い
う

わ
け
か
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
以
降
は
、
十
匁
筒
ば
か
り
稽
古
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
、
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
中
期
に
突
入
し
、
比
較
的
安
定
し
た
時
代
が
到
来
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

藩
内
で
も
兵
法
稽
古
の
重
要
性
を
あ
ま
り
感
じ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。 

 

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
「
御
鉄
砲
打
」
が
存
続
し
た
理
由
は
何
か
。『
張
州
年
中
行
事
鈔
』
に
は
、
そ

の
理
由
を
示
す
興
味
深
い
記
述
が
残
っ
て
い
る
５
６

。 

 

〔
史
料
九
〕『
張
州
年
中
行
事
鈔
』 

巻
六 

〇
矢
田
河
原
鳥
銃
惣
放 

毎
年
子
寅
隔
歳
、
七
月
下
旬
、
請
レ

命
御
鉄
砲
役
各
放
レ

是
。
御
城
代
御
目
付
五
十
人
御
目
付
御
鉄
砲

奉
行
等
、
張
二

堤
上
於
仮
屋
一

而
糺
二

非
常
、
検
二

優
劣
一

、
是
亦
一
壮
観
也
、
御
鉄
砲
役
名
目
者
、
始
二

于
万
治
二
己
亥
一

、
而
在
二

惣
放
公
命
一

、
則
瑞
公
上
二

覧
之
一

、 
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記
述
か
ら
、
尾
張
藩
で
は
、
子
・
寅
年
の
七
月
下
旬
に
お
い
て
「
矢
田
河
原
鳥
銃
惣
放
」
と
い
う
年
中
行
事

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）、
二
代
光
友
の
命
に
よ
っ
て
始

ま
っ
た
行
事
で
あ
り
、
御
城
代
、
御
目
付
、
五
十
人
組
御
目
付
、
御
鉄
砲
（
玉
薬
）
奉
行
と
い
っ
た
藩
役
人

が
観
覧
し
、「
御
鉄
砲
打
」（
史
料
中
で
は
「
御
鉄
砲
役
」
と
記
載
）
構
成
員
の
鉄
砲
技
術
の
優
劣
評
価
を
行

っ
て
い
た
。
こ
の
年
中
行
事
が
始
ま
っ
た
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
と
、
甲
賀
五
人
が
召
し
抱
え
ら
れ
た
延

宝
七
年
（
一
六
八
九
）
は
、
そ
こ
ま
で
時
代
の
隔
た
り
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
中
行
事
の
補
充
要
員
と

し
て
、
甲
賀
五
人
が
召
し
抱
え
ら
れ
た
可
能
性
も
高
い
。 

『
鸚
鵡
篭
中
記
』
５
７

を
参
考
に
、
元
禄
期
か
ら
享
保
期
に
か
け
て
の
鉄
砲
関
係
の
主
要
な
記
述
を
ま
と

め
た
（
表
二
）。「
惣
打
ち
」
と
い
う
の
が
、「
矢
田
河
原
鳥
銃
惣
放
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
元

禄
五
年
（
一
六
九
二
）、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）、

元
禄
一
七
年
（
一
七
〇
四
）、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）、
宝
永
八
年
（
一
七
一

一
）、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
子
・
寅
年
で
は
な
い
年

に
開
催
さ
れ
て
い
た
り
、
七
月
下
旬
に
開
催
さ
れ
て
い
な
い
年
も
あ
っ
た
。
こ
の
惣
打
ち
の
参
加
者
に
つ
い

て
は
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
木
村
奥
之
助
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
木
村
兵
九
郎
、
宝
永
八
年

（
一
七
一
一
）
に
木
村
奥
之
助
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
木
村
奥
之
助
と
木
村
伊
右
衛
門
の
名
が
確
認

で
き
る
が
、
甲
賀
五
人
の
名
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
惣
打
ち
に
参
加
し
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
名
が

記
載
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
鉄
砲
稽
古
だ
け
を
行
っ
て
惣
打
ち
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
、
こ
の
ど
ち

ら
か
が
推
測
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
前
者
を
採
用
し
た
い
と
思
う
。 

次
に
鉄
砲
稽
古
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
た
い
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
矢
田
河
原
に
お
い
て
鉄
砲

稽
古
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
張
州
年
中
行
事
鈔
』 

５
８

に
、
「
往
古
之
鉄
砲
塚
試
二

大

銃
一

之
地
者
、
今
鉄
砲
塚
町
是
也
、
亦
塩
硝
庫
在
二

此
地
一

、
慶
安
三
年
、
画
二

私
第
新
宅
一

、
於
レ

是
移
二

於

建
中
寺
東
一

而
後
、
以
二

矢
田
河
原
一

試
之
、」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
々
は
「
鉄
砲
塚
町
」

と
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
に
塩
硝
庫
が
あ
り
、
そ
こ
で
鉄
砲
稽
古
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
慶
安
三
年
（
一
六

五
一
）
以
降
、
民
家
が
そ
の
周
辺
に
新
し
く
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
塩
硝
庫
を
建
中
寺
の
東
に

移
設
し
、
そ
の
付
近
の
矢
田
河
原
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。 

一
方
、『
尾
藩
世
記
』
５
９

に
は
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）、
鉄
砲
塚
町
に
お
け
る
発
砲
行
為
を
禁
止
し
、

そ
の
後
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
、
矢
田
河
原
で
稽
古
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
旨
を
記
し
て
い
る

が
、『
尾
藩
世
記
』
の
成
立
年
代
が
明
治
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
史
料
批
判
に
よ
っ
て
、「
慶
安
年
間
」
を
採

用
し
た
い
。 



 一八 

 
そ
し
て
甲
賀
市
所
蔵
「［
甲
賀
五
人
御
用
記
録
断
簡
］」
６
０

に
は
、
成
立
年
代
は
不
明
だ
が
、
稽
古
を
無
事

に
勤
め
上
げ
る
こ
と
の
で
き
た
お
礼
の
た
め
に
、
支
配
頭
の
木
村
又
左
衛
門
は
じ
め
、
御
城
代
衆
や
御
側
大

寄
合
与
頭
と
い
っ
た
尾
張
藩
役
人
に
対
し
て
、
甲
賀
五
人
が
贈
答
品
を
献
上
し
て
い
る
様
子
を
う
か
が
え

る
。
ま
た
帰
路
の
状
況
も
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
。 

 

〔
史
料
一
〇
〕「［
甲
賀
五
人
御
用
記
録
断
簡
］」 

（
御
城
代
、
御
側
大
寄
合
与
頭
の
名
前
は
省
略
） 

例
通
り
相
勤
、 

御
鉄
砲
玉
薬
奉
行
衆
へ
宇
津
々
茶
五
拾
匁
、
熨
斗
付
進
ス
、
木
村
又
左
衛
門
儀
ハ
火
縄
三
ツ
上
三
礼
熨 

 
 

斗
付
進
ス
、
下
役
星
野
宇
兵
衛
方
へ
ハ
例
之
通
り
半
切
四
枚
熨
斗
付
、 

一
、
百
目
玉
覆
震
御
筒 

七
町
幕 

弐
枚
宛
、 

一
、
拾
匁
玉
御
筒
拾
五
間
四
寸
用
す
町
人
形
両
方
五
枚
宛
、
同
九
日
勤
ル
、 

一
、
同
十
五
日
、
津
田
茂
右
衛
門
殿
宅
ニ
而
、
御
手
当
金
頂
戴
ス
、 

 
 
 
 

同
廿
日
、
海
部
定
右
衛
門
・
長
野
八
助
殿
ニ
而
、
例
之
通
り
被
下
金
頂
戴
ス
、
夫
ゟ
三
ノ
丸
御
金 

 
 

御
礼
、
又
ハ
暇
乞
共
相
済
シ
、
夫
ゟ
例
之
通
り
御
奉
行
衆
・
木
村
共
杉
原
二
帖
宛
、
熨
斗
付
暇
乞 

 
 

印
ニ
進
ス
、
同
廿
一
日
旅
客
ヲ
七
ツ
時
ニ
罷
立
、
ひ
よ
き
船
乗
桑
名
へ
九
ツ
時
ニ
着
致
シ
、
廿
二 

 

日
七
ツ
時
ニ
帰
村
致
ス
、
同
廿
三
日
、
仲
満
参
会
致
シ
、
定
之
通
り
路
金
三
歩
割
、
礼
状
共
認
済 

ス
、 

 

御
鉄
砲
玉
薬
奉
行
衆
に
対
し
て
は
、「
熨
斗
付
き
の
宇
津
々
茶
」、
木
村
又
左
衛
門
に
対
し
て
は
、「
熨
斗
付

き
の
火
縄
銃
三
丁
」、
星
野
宇
兵
衛
（
御
鉄
砲
玉
薬
奉
行
衆
か
）
に
対
し
て
は
、
例
年
通
り
「
熨
斗
付
き
の

半
切
四
枚
」
を
贈
っ
て
い
る
。
鉄
砲
稽
古
が
完
了
し
た
後
、
津
田
茂
右
衛
門
、
海
部
定
右
衛
門
、
長
野
八
助

か
ら
御
手
当
金
（
五
両
）
を
頂
戴
し
た
。
二
十
一
日
、
七
ツ
時
に
名
古
屋
を
出
発
し
、
ひ
よ
き
船
に
乗
っ
て

桑
名
に
九
ツ
時
に
到
着
し
、
翌
日
二
十
二
日
の
七
ツ
時
に
甲
賀
に
到
着
し
た
と
い
う
。
甲
賀
五
人
は
、
毎
年
、

鉄
炮
稽
古
の
後
に
尾
張
藩
役
人
に
対
し
て
贈
り
物
を
し
、
御
手
当
金
を
頂
戴
し
た
後
に
、
船
に
乗
っ
て
名
古

屋
か
ら
甲
賀
へ
帰
還
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

続
い
て
、
初
代
木
村
奥
之
助
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
三
代
綱
誠
に
提
出
さ
れ
た
「
鉄
砲
の
打
ち
方
に
関
す

る
指
南
書
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
『
昔
咄
』
６
１

に
そ
の
内
容
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

〔
史
料
一
一
〕『
昔
咄
』
第
二
巻 



 一九 

御
鉄
炮
打
木
村
奥
之
助
ハ
、
家
伝
の
忍
び
の
み
な
ら
ず
、
鉄
炮
火
矢
の
術
も
く
わ
し
く
、
軍
法
も
二
、

三
流
稽
古
せ
し
ゆ
へ
、
鉄
炮
の
う
ち
方
、
善
悪
用
捨
の
分
別
も
工
夫
せ
し
ゆ
へ
、
了
簡
の
趣
を
ケ
条
に

書
立
て
ゝ
御
内
々
に
而 

泰
心
院
様
へ
指
上
げ
し
、
其
大
概
、 

一
、
十
町
以
上
の
玉
并
火
矢
無
用
の
事 

一
、
百
目
以
上
の
火
矢
無
用
の
事 

一
、
二
、
三
十
匁
以
上
の
抱
へ
頬
付
の
玉
打
無
用
の
事 

一
、
居
筒
少
し
の
台
な
く
、
土
俵
芝
付
に
て
打
習
ふ
べ
き
事 

一
、
五
町
迄
の
火
矢
け
た
打
あ
た
り
の
吟
味
の
事 

一
、
同
矢
さ
し
の
強
弱
吟
味
の
事 

一
、
火
矢
の
こ
し
ら
へ
か
た
遅
速
の
吟
味
の
事 

一
、
火
矢
し
こ
み
可
置
事 

一
、
ぬ
け
物
の
吟
味
の
事 

一
、
舟
中
打
方
稽
古
の
事 

一
、
三
匁
五
分
ゟ
十
匁
迄
、
早
合
打
の
練
方
吟
味
の
事 

一
、
早
合
の
こ
し
ら
へ
か
た
吟
味
の
事 

一
、
胴
薬
の
あ
わ
せ
か
た
吟
味
の
事 

一
、
急
御
用
し
ら
べ
の
事 

右
の
類
す
べ
て
二
十
ヶ
条
余
申
上
げ
し
処
、
段
々
御
尋
御
不
審
も
有
之
、
惣
体
年
々
の
情
状
惣
打
等
も 

 
 

様
子
相
替
り
可
申
様
に
有
之
し
所
、
間
も
な
く 

御
逝
去
に
而
残
念
成
る
事
也
と
か
た
り
し
、 

 

史
料
自
体
は
一
四
項
目
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
自
身
が
考
案
し
た
鉄
砲
の
扱
い
方
・
打
ち
方
に
つ
い
て
、

そ
れ
ら
を
二
〇
項
目
以
上
に
ま
と
め
、
綱
誠
に
報
告
し
た
。
史
料
自
体
は
一
四
項
目
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。

自
主
的
に
提
出
し
た
の
か
、
綱
誠
か
ら
命
じ
ら
れ
て
作
成
し
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
家
伝
の
鉄

砲
術
を
相
伝
す
る
た
め
に
奮
起
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

以
上
、
甲
賀
五
人
と
木
村
家
は
「
御
鉄
砲
打
」
に
属
し
て
鉄
砲
稽
古
を
行
い
、
「
矢
田
河
原
鳥
銃
惣
放
」

と
い
う
年
中
行
事
の
補
充
要
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
最
後
に
興
味
深
い
事
例
と
し
て
「
奉
再
願
口

上
書
」
６
２

の
記
述
を
紹
介
す
る
。
具
体
的
年
代
は
不
明
だ
が
、
こ
こ
で
甲
賀
五
人
が
鉄
砲
稽
古
の
際
に
、
火

術
稽
古
を
も
望
ん
で
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。 

 

〔
史
料
一
二
〕「
奉
再
願
口
上
書
」 



 二〇 

 
 
 
 

 
 
 

奉
再
願
口
上
書 

一
、
私
共
仲
間
儀
ハ
、
数
年
御
出
入
仕
、
鉄
炮
稽
古
等
被
仰
付
、
相
勤
来
り
申
候
、
然
処
先
年
火
術
之 

 
 

義
当
時
難
差
■
由
被
仰
出
候
、
然
共
家
芸
ニ
相
抱
候
火
術
之
義
ニ
御
座
候
得
ハ
、
乍
再
往
御
願
奉 

 
 

申
上
候
、
仲
間
共
近
年
不
如
意
罷
成
候
ニ
付
、
稽
古
難
相
成
、
次
第
ニ
流
儀
も
断
絶
仕
候
様
ニ
相 

成
、
歎
ヶ
敷
奉
存
候
、
何
卒
流
義
相
続
と
被
思
召
、
来
夏
稽
古
被
為 

仰
付
被
下
候
様
ニ
奉
願
上 

候
、
此
段
宜
敷
御
願
上
可
被
下
候
、
以
上
、 

 

去
年
、
毎
年
の
鉄
砲
稽
古
の
際
に
、
同
時
に
火
術
稽
古
の
実
施
の
認
可
に
つ
い
て
藩
に
嘆
願
し
た
が
、
そ
れ

は
難
し
い
と
い
う
理
由
で
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
ま
ま
で
は
代
々
相
伝
さ
れ
て
き
た
火
術
が

子
孫
の
代
で
途
絶
え
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
甲
賀
で
は
火
術
稽
古
を
す
る
時
間
が
な
い
の
で
、
事
態
は

ま
す
ま
す
深
刻
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
再
度
、
藩
に
嘆
願
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の

願
書
が
受
理
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
も
し
認
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
甲
賀
五
人
は
鉄
砲
稽
古
と

同
様
に
「
火
術
稽
古
」
も
職
務
の
一
つ
と
し
て
担
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
現
時
点
で
確

定
で
き
な
い
た
め
、
甲
賀
五
人
の
職
務
は
一
旦
、「
鉄
砲
稽
古
」「
年
中
行
事
の
参
加
」
の
二
つ
に
絞
る
こ
と

と
し
た
い
。 

 

（
二
）
隠
密
御
用 

 

次
に
、
甲
賀
五
人
が
務
め
た
一
回
限
り
の
隠
密
御
用
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）

に
、
甲
賀
五
人
が
御
鉄
炮
玉
薬
奉
行
衆
に
対
し
て
提
出
し
た
由
緒
書
に
は
、
彼
ら
が
務
め
た
隠
密
御
用
に
つ

い
て
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
６
３

。 

 

〔
史
料
一
三
〕「
達
シ
書
并
願
留
」 

一
、
御
家
江
御
出
入
仕
、
其
後
為
差
御
用
茂
相
勤
不
申
候
得
共
、
尤
享
保
八
辰
年
和
州
郡
山
城
主
本
田 

 
 

唐
之
助
殿
弟
喜
十
郎
殿
御
城
御
取
上
ヶ
、
依
之
丹
州
笹
山
之
城
主
松
平
紀
伊
守
殿
御
城
御
請
之

役
義
被
仰
付
候
処
、
下
説
ニ
者
色
々
籠
城
之
用
意
在
之
趣
取
沙
汰
仕
候
ニ
付
、
篠
山
之
城
主
茂
御

軍
用
御
用
意
之
上
ニ
も
御
用
意
御
座
候
由
ニ
而
、
其
節 

御
家
ゟ
則
木
村
又
左
衛
門
殿
先
祖
ゟ

此
度
之
郡
山
一
件
相
窺
、
早
速
御
国
江
往
進
い
た
し
候
様
御
上
ゟ
被
仰
付
候
間
、
早
速
相
窺
言
上

可
被
致
候
与
被
申
候
ニ
付
、
直
ニ
郡
山
江
五
人
之
者
共
罷
越
、
本
田
之
城
江
忍
入
、
得
ト
様
子
ヲ

窺
、
其
趣
を
早
速
御
国
江
言
上
仕
候
処
、
此
御
褒
美
と
し
て
壱
人
前
ニ
銀
弐
枚
ツ
ヽ
頂
戴
仕
候
、



 二一 

其
節
之
御
上
ゟ
之
御
書
翰
于
今
数
通
所
持
仕
居
申
候
、
尤
御
直
書
翰
之
義
者
郡
山
一
件
ニ
不
限

数
通
所
持
仕
居
申
候
、
以
上
、 

 

享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
本
多
家
が
改
易
と
な
っ
た
。
解
雇
さ
れ
て
所
領
を
失
っ
た
大
和
郡
山
藩
士
達
が

蜂
起
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
丹
波
国
篠
山
城
主
・
松
平
紀
伊
守
信
岑
は
そ
れ
に
備
え
て
軍
備
を
増
強
し
て
い

た
。
そ
の
事
態
に
際
し
て
尾
張
藩
は
、
彼
ら
の
動
向
を
探
る
べ
く
、
甲
賀
五
人
に
隠
密
業
務
を
命
じ
た
。
甲

賀
五
人
は
実
際
に
大
和
郡
山
城
下
に
忍
び
込
み
、
収
集
し
た
情
報
を
尾
張
藩
に
提
出
し
た
。
彼
ら
は
褒
美
と

し
て
銀
二
枚
を
頂
戴
し
た
と
い
う
。 

 

こ
の
騒
動
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
藩
主
・
本
多
唐
之
助
が
夭
折
し
、
弟
の
喜

十
郎
が
跡
を
継
い
だ
も
の
の
、
彼
も
翌
年
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
、
多
く
の
藩
士
が
解
雇
さ
れ
た
こ
と
を
そ

の
発
端
と
し
て
い
る
翌
年
に
喜
十
郎
も
没
し
た
た
め
、
後
継
ぎ
が
な
く
な
っ
た
本
多
家
は
改
易
さ
れ
た
。
尾

張
藩
は
そ
れ
に
伴
う
軍
事
動
員
に
備
え
、
情
報
を
収
集
す
る
た
め
に
甲
賀
五
人
を
派
遣
し
た
と
考
え
ら
れ

る
６
４

。 

甲
賀
五
人
に
よ
る
隠
密
御
用
は
こ
の
一
件
だ
け
確
認
で
き
た
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
こ
の
騒
動
に
対
し
て
、
甲

賀
五
人
に
隠
密
御
用
を
命
じ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
元
禄
高
野
騒
動
で
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
遂
げ
た
、
木
村
小

五
右
衛
門
の
存
在
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
通
り
、
木
村
小
五
右
衛
門
は
、
元
禄

高
野
騒
動
の
際
に
、
高
野
山
に
潜
入
し
て
情
報
収
集
に
成
功
す
る
と
い
っ
た
め
ざ
ま
し
い
功
績
を
遂
げ
て

い
る
。
木
村
小
五
右
衛
門
と
甲
賀
五
人
は
「
甲
賀
忍
び
」
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
力
を

見
込
ん
で
の
仰
せ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

以
上
、
本
節
で
は
甲
賀
五
人
に
つ
い
て
、
制
度
面
と
職
掌
面
の
観
点
か
ら
再
検
討
を
行
っ
た
。
甲
賀
五
人

は
延
宝
七
年
（
一
六
八
九
）、
初
代
木
村
奥
之
助
の
取
り
次
ぎ
に
よ
っ
て
尾
張
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
以
来
、

江
戸
期
を
通
し
て
、
毎
年
甲
賀
か
ら
名
古
屋
に
仕
官
し
、「
御
鉄
砲
打
」
に
属
し
て
鉄
砲
稽
古
に
励
ん
だ
。

ま
た
「
矢
田
河
原
鳥
銃
惣
放
」
と
い
う
年
中
行
事
の
補
充
要
員
で
も
あ
っ
た
。
享
保
年
間
に
は
、
一
回
限
り

の
隠
密
業
務
も
行
っ
た
。
半
農
半
武
と
い
う
特
殊
な
身
分
の
下
、
藩
か
ら
毎
年
金
五
両
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。

次
節
で
は
尾
張
藩
に
仕
え
た
他
の
忍
び
、
そ
し
て
幕
府
・
他
藩
に
仕
え
た
忍
び
と
の
比
較
を
行
い
、
甲
賀
五

人
の
尾
張
藩
に
お
け
る
存
在
意
義
や
近
世
忍
者
史
に
お
け
る
位
置
付
け
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。 

   



 二二 

〈
第
三
節
〉
他
の
忍
び
と
の
比
較 

 

本
節
で
は
、
尾
張
藩
に
仕
え
た
他
の
忍
び
、
そ
し
て
幕
府
・
他
藩
に
仕
え
た
忍
び
と
の
比
較
分
析
を
行
っ

て
い
く
。
前
者
で
は
、
御
土
居
下
忍
び
、
上
野
家
、
柘
植
家
を
扱
い
、
後
者
で
は
、
幕
府
の
伊
賀
者
、
福
井

藩
・
徳
島
藩
・
熊
本
藩
に
仕
え
た
忍
び
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
甲
賀
五
人
の
尾
張
藩
に
お

け
る
存
在
意
義
や
近
世
忍
者
史
に
お
け
る
位
置
付
け
を
明
確
に
し
て
い
く
。 

 

（
一
）
御
土
居
下
忍
び 

 

御
土
居
下
忍
び
に
つ
い
て
は
、
岡
本
柳
英
の
研
究
に
詳
し
い
６
５

。
岡
本
は
、
尾
張
藩
の
兵
学
者
・
諏
訪
水

大
夫
が
記
し
た
「
御
土
居
下
雑
記
」
と
い
う
史
料
を
手
が
か
り
に
研
究
を
行
っ
た
が
、
現
在
そ
の
史
料
は
焼

失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
岡
本
の
先
行
研
究
を
も
と
に
論
を
進
め
て
い
く
。 

御
土
居
下
忍
び
の
正
式
名
称
は
、「
御
土
居
下
御
側
組
同
心
」
で
あ
り
、
結
成
は
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）、 

八
代
藩
主
宗
勝
の
治
世
時
で
あ
る
。
彼
ら
は
元
々
、「
御
側
組
足
軽
」
と
い
う
組
織
に
所
属
し
て
お
り
、
享

保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
七
月
、
七
代
藩
主
の
宗
春
は
彼
ら
に
隠
密
御
用
を
命
じ
、
名
古
屋
城
下
を
巡
視
し

て
治
安
を
維
持
さ
せ
る
と
同
時
に
、
城
下
の
情
報
収
集
を
行
わ
せ
た
６
６

。 

宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
、
御
土
居
下
同
心
屋
敷
が
設
置
さ
れ
る
と
、
久
道
家
、
馬
場
家
、
大
海
家
、

森
島
家
、
入
江
家
、
加
藤
家
、
石
黒
家
、
市
岡
家
、
広
田
家
、
岡
本
家
、
山
本
家
、
伊
藤
家
、
牧
野
家
、
諏

訪
家
、
中
川
家
、
安
藤
家
、
以
上
一
六
家
が
構
成
員
と
し
て
加
わ
っ
た
。
御
土
居
下
忍
び
の
著
名
な
メ
ン
バ

ー
と
し
て
、
兵
学
者
の
諏
訪
水
大
夫
、
忍
術
者
の
広
田
増
右
衛
門
、
水
泳
家
お
よ
び
忍
術
者
の
森
島
左
兵
衛
、

柔
術
家
の
大
海
常
右
衛
門
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

彼
ら
の
最
大
の
任
務
は
、
非
常
事
態
が
発
生
し
た
際
、
藩
主
を
「
忍
駕
籠
（
大
海
家
が
所
蔵
）」
に
乗
せ

て
脱
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
御
土
居
下
を
通
っ
て
、
清
水
→
大
曾
根
→
勝
川
→
木
曽
路
へ
脱
出
す
る
ル
ー

ト
が
作
成
さ
れ
、
御
土
居
下
は
そ
の
要
所
と
さ
れ
た
。
御
土
居
下
は
別
名
「
鶉
口
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。 

 

し
か
し
こ
れ
ら
は
非
常
時
の
任
務
だ
っ
た
た
め
、
平
常
時
は
別
の
職
務
に
励
ん
で
い
た
。
彼
ら
は
、
御
土

居
下
の
警
護
を
中
心
に
、
①
御
土
居
下
東
矢
来
木
戸
の
番
所
警
備
、
②
清
水
御
門
の
詰
所
警
備
、
③
高
麗
門

お
よ
び
御
深
井
御
庭
の
番
所
警
備
、
④
城
中
の
警
備
、
の
い
ず
れ
か
を
務
め
て
い
た
と
さ
れ
る
。 

次
に
、
御
土
居
下
忍
び
の
中
で
も
特
に
忍
び
要
素
の
強
い
、「
広
田
増
右
衛
門
」
と
「
森
島
左
兵
衛
」
に

つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
は
広
田
増
右
衛
門
で
あ
る
。
彼
は
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
の
生
ま
れ
で
あ
り
、

広
田
家
は
代
々
「
清
水
御
門
の
詰
所
警
備
」
を
行
っ
て
い
た
。
増
右
衛
門
の
父
が
伊
賀
流
忍
術
の
達
人
・
吉
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川
宗
兵
衛
か
ら
忍
術
を
修
得
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
増
右
衛
門
は
父
に
習
っ
て
忍
術
を
身
に
付
け
た
。
関
節

外
し
が
得
意
で
、
細
く
狭
い
隙
間
を
楽
々
と
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
ま
た
一
本
の
綱
さ
え
あ
れ

ば
ど
ん
な
高
い
場
所
に
も
登
り
、
加
え
て
跳
躍
力
に
も
定
評
が
あ
り
、
木
か
ら
木
へ
と
軽
々
と
飛
び
渡
る
こ

と
が
で
き
た
。
泳
ぎ
も
得
意
で
あ
り
、
庄
内
川
で
潜
水
実
演
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。
水
中
か
ら
竹
を
出
し
て

呼
吸
す
る
「
水
と
ん
の
術
」
を
使
っ
て
、
潜
水
し
た
ま
ま
泳
ぎ
続
け
た
後
、
川
上
か
ら
姿
を
現
し
て
人
々
を

驚
か
せ
た
と
い
う
。
独
身
を
つ
ら
ぬ
い
た
た
め
、
後
継
者
な
く
絶
家
と
な
り
、
広
田
家
は
彼
の
代
で
途
絶
え

た
。 森

島
左
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
の
生
ま
れ
で
、
森
島
家
八
代
目
の
人
物
で
あ
る
。

森
島
家
は
代
々
、「
御
深
井
御
庭
の
番
所
警
備
」
を
行
っ
て
い
た
。
水
泳
の
達
人
と
さ
れ
、
独
学
で
技
術
を

身
に
つ
け
た
。
広
田
増
右
衛
門
が
長
い
距
離
を
泳
ぐ
こ
と
を
得
意
と
し
た
の
に
対
し
て
、
森
島
は
深
く
潜
っ

て
魚
を
捕
る
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
た
。
そ
の
水
泳
技
術
の
高
さ
か
ら
、
文
政
八
年
（
一
八
二
四
）
九
月
、

十
代
斉
朝
の
命
を
受
け
、
名
古
屋
城
築
城
か
ら
初
め
て
堀
に
潜
り
、
一
ヶ
月
間
、
堀
の
様
子
を
調
査
し
て
斉

朝
に
報
告
し
た
。
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
極
秘
任
務
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
記
録
が
存
在
し
な
い
。
森
島
は

こ
の
任
務
に
よ
っ
て
体
調
を
崩
し
、
そ
の
後
は
堀
の
調
査
を
一
切
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
弘
化
四
年
（
一

八
四
七
）
没
。 

 

以
上
、
御
土
居
下
忍
び
の
概
要
を
紹
介
し
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
御
土
居
下
忍
び
が
清
水
御
門

や
御
深
井
御
庭
な
ど
の
番
所
に
詰
め
、
門
番
や
城
中
の
警
備
を
務
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
後
ほ
ど
詳
し
く

述
べ
る
が
、
幕
府
の
伊
賀
者
は
江
戸
城
の
屋
敷
の
番
を
務
め
、
各
藩
で
も
門
番
を
務
め
た
忍
び
の
事
例
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
二
）
上
野
家
と
柘
植
家 

  

次
に
、
甲
賀
五
人
と
同
じ
甲
賀
出
身
の
忍
び
６
７

で
あ
る
「
上
野
家
」
と
、
尾
張
藩
に
仕
え
た
伊
賀
忍
び

「
柘
植
家
」
の
存
在
に
着
目
し
た
い
。
ま
ず
は
上
野
家
で
あ
る
。『
昔
咄
』
か
ら
、
和
田
孫
八
と
上
野
小
左

衛
門
と
い
う
二
人
の
甲
賀
忍
び
を
確
認
で
き
る
。
そ
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
６
８

。 

 

〔
史
料
一
四
〕『
昔
咄
』
第
二
巻 

上
野
小
左
衛
門
ハ
、
元
来
近
江
甲
賀
出
に
て
、
今
の
小
左
衛
門
が
祖
父
の
代
ま
で
ハ
甲
賀
一
同
の
忍
之 

 
 

事
も
取
扱
ひ
し
由
、
弟
和
田
孫
八
ハ
五
十
人
頭
な
り
、
上
野
・
和
田
共
ニ
甲
賀
の
在
名
な
り
、
あ
る
年  

瑞
龍
院
様
御
の
ぼ
り
有
り
と
て
、
川
崎
ま
で
御
出
あ
り
て
、
御
意
あ
り
し
ハ
、
昨
日
何
某
き
び
し
く
閉 
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門
被 

仰
付
し
と
聞
き
し
が
、
そ
れ
に
付
い
て
状
可
遣
と
お
も
ひ
し
が
わ
す
れ
し
、
今
度
和
田
孫
八
御 

供
し
ぬ
ら
ん
、
よ
べ
と
有
り
て
、
孫
八
罷
出
候
へ
ば
、
御
書
御
渡
し
被
遊
、
こ
れ
を
い
か
に
も
忍
び
て 

届
け
、
へ
ん
じ
を
と
り
、
明
晩
の
泊
り
へ
持
参
せ
よ
と
御
意
あ
り
、
畏
り
て
立
ち
も
ど
り
、
何
事
な
く 

相
達
し
、
返
書
受
取
り
翌
晩
の
御
泊
へ
か
け
つ
け
指
上
し
由
、
殊
の
外 

御
褒
美
あ
り
し
由
、
其
子
孫 

太
夫
、
後
に
上
野
に
改
む
、
今
三
代
め
、
上
野
孫
八
郎
こ
れ
な
り
、 

 

上
野
小
左
衛
門
は
甲
賀
出
身
の
忍
び
で
あ
り
、
祖
父
の
代
ま
で
は
甲
賀
に
居
住
し
た
忍
び
だ
っ
た
。
弟
の
和

田
孫
八
は
、
五
十
人
組
頭
と
し
て
尾
張
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
い
た
。
二
代
光
友
が
参
勤
交
代
の
た
め
に
川

崎
宿
に
泊
ま
っ
た
際
、
藩
内
で
何
ら
か
の
理
由
で
閉
門
を
命
じ
ら
れ
た
人
物
が
い
た
と
い
う
。
光
友
は
そ
の

人
物
に
つ
い
て
詳
し
く
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
和
田
孫
八
を
呼
び
出
し
て
、
今
か
ら
名
古
屋
に
帰
っ
て
そ
の

情
報
を
収
集
し
、
翌
晩
ま
で
に
川
崎
に
戻
る
よ
う
命
じ
た
。
指
示
通
り
、
和
田
孫
八
は
名
古
屋
に
帰
っ
て
情

報
を
収
集
し
、
翌
晩
ま
で
に
川
崎
に
戻
っ
て
光
友
に
報
告
し
た
と
い
う
。
そ
の
功
績
か
ら
孫
八
は
、
多
く
の

褒
美
を
頂
戴
し
、
息
子
で
あ
る
孫
太
夫
の
代
か
ら
「
上
野
」
に
苗
字
を
変
え
た
と
い
う
。 

甲
賀
五
人
以
外
の
甲
賀
忍
び
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
興
味
深
い
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
分
か
る
の
は
、

上
野
小
左
衛
門
や
和
田
孫
八
が
「
参
勤
交
代
の
御
供
」
を
担
っ
た
忍
び
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

も
う
一
つ
参
勤
交
代
の
御
供
を
務
め
た
「
柘
植
家
」
と
い
う
伊
賀
忍
び
が
存
在
す
る
。
他
藩
に
お
い
て
は
、

伊
賀
出
身
の
忍
び
が
数
多
く
召
し
抱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
「
藤
堂
藩
」
で
あ
る
。
藤
堂
藩
に
は
「
伊
賀
者
」
と
い
う
役
職
が
あ
り
、
貝
野
家
、
服
部
家
、
瀧

家
、
曽
我
家
、
永
井
家
な
ど
が
そ
の
役
職
を
担
っ
て
い
た
６
９

。
そ
の
一
家
で
あ
る
貝
野
家
の
由
緒
、
系
譜
な

ど
を
書
き
留
め
た
も
の
が
『
貝
野
家
文
書
』
７
０

で
あ
る
。
そ
の
文
書
群
の
中
に
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）、

貝
野
九
左
衛
門
が
藤
堂
藩
に
対
し
て
提
出
し
た
「
伊
賀
忍
流
儀
伝
来
由
緒
」
の
写
が
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
に

は
他
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
忍
び
の
一
覧
が
記
さ
れ
て
い
る
７
１

。
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
尾
張
藩
に
仕
え

て
い
る
忍
び
と
し
て
、「
柘
植
治
郎
兵
衛
、
渡
部
権
右
衛
門
、
木
村
奥
之
介
、
渡
部
三
之
助
、
吉
川
金
四
郎
、

神
田
市
右
衛
門
、
木
村
文
四
郎
」
の
七
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

「
木
村
奥
之
介
」
は
甲
賀
五
人
の
支
配
頭
で
あ
り
、「
渡
部
（
辺
）
権
右
衛
門
」「
渡
部
（
辺
）
三
之
助
」

「
木
村
文
四
郎
」
は
、
初
代
木
村
奥
之
助
の
取
り
次
ぎ
に
よ
っ
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
甲
賀
五
人
の
初
期
メ
ン

バ
ー
で
あ
る
。「
神
田
市
右
衛
門
」
は
、「
神
山
」
の
間
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
、「
神
山
市
右
衛
門
」
も
初

代
木
村
奥
之
助
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
こ
の
史
料
は
、
寛
政
年
間
で
は
な
く
延
宝
年
間

の
構
成
員
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
が
、「
吉
川
金
四
郎
」
と
「
柘
植
治
郎
兵
衛
」
で
あ
る
。
彼
ら
も
江
戸
時
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代
前
期
の
忍
び
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
川
金
四
郎
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
吉
川
宗
兵
衛
（
広
田
増
右

衛
門
の
父
に
伊
賀
流
忍
術
を
相
伝
し
た
人
物
）
の
先
祖
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
柘
植
治
郎
兵
衛
に
つ
い
て
は
、

「
柘
植
」
と
い
う
苗
字
が
伊
賀
地
方
に
多
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
伊
賀
出
身
の
忍
び
で
あ
る
と
判
断
で
き

よ
う
。 

柘
植
家
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
記
述
が
存
在
す
る
。『
鸚
鵡
篭
中
記
』
元
禄
一
〇
年
（
一

六
九
七
）
一
一
月
一
七
日
条
７
２

に
は
、
参
勤
交
代
に
お
け
る
成
瀬
隼
人
正
の
同
心
と
し
て
、「
御
目
見
衆
十

一
月
十
八
日
一
番
立 

御
部
屋
附 
彦
右
衛
門
子 

柘
植
十
郎
右
衛
門
」
の
記
述
が
あ
り
、『
鸚
鵡
篭
中
記
』

正
徳
三
年
四
月
廿
八
日
条
に
は
、「
頃
日
五
十
人
に
大
脇
喜
藤
次
、
柘
植
源
三
郎
彦
大
夫
子

被
召
出
、」
ま
た
正

徳
三
年
十
二
月
廿
一
日
条
に
は
、「
今
晩
五
十
人
柘
植
彦
兵
衛
・
柴
山
文
助
江
戸
を
発
す
、」
と
い
っ
た
記
述

が
存
在
す
る
７
３

。
柘
植
治
郎
兵
衛
と
直
接
的
な
関
わ
り
が
あ
る
か
ど
う
か
現
時
点
で
は
明
ら
か
に
で
き
て

い
な
い
が
、
先
述
し
た
上
野
家
と
同
様
に
、
柘
植
家
が
五
十
人
組
に
所
属
し
、
参
勤
交
代
の
御
供
を
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

（
三
）
幕
府
・
他
藩
の
忍
び 

  

最
後
に
幕
府
・
他
藩
に
仕
え
た
忍
び
に
つ
い
て
概
括
す
る
。
ま
ず
は
幕
府
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
伊
賀
者
」

に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
伊
賀
者
の
職
務
と
し
て
は
、
①
大
奥
御
広
敷
番
（
大
奥
御
広
敷
向
の
番
を
す
る

役
職
）、
②
明
屋
敷
番
（
幕
府
が
収
公
し
た
領
地
の
中
で
、
屋
敷
替
え
な
ど
で
発
生
し
た
空
き
屋
敷
の
番
を

す
る
役
職
）、
③
西
之
丸
山
里
番
（
将
軍
世
子
や
大
御
所
の
住
む
西
之
丸
山
里
の
門
番
を
す
る
役
職
）、
④
小

普
請
方
伊
賀
者
（
江
戸
各
所
で
行
わ
れ
て
い
る
普
請
の
現
場
監
督
を
行
う
役
職
）
の
、
以
上
四
つ
が
挙
げ
ら

れ
る
７
４

。
す
な
わ
ち
「
門
番
」
や
「
城
内
の
警
備
」
の
職
に
就
い
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

福
井
藩
で
は
、「
忍
之
者
」
と
い
う
存
在
が
確
認
で
き
、
彼
ら
の
代
表
的
な
職
務
と
し
て
、
参
勤
交
代
の

御
供
、
武
具
土
蔵
の
管
理
、
惣
武
芸
稽
古
所
の
門
番
、
義
経
流
軍
学
の
稽
古
、
海
岸
防
御
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、

幕
末
期
に
は
、
京
都
に
お
い
て
隠
密
御
用
を
働
い
て
い
た
と
さ
れ
る
７
５

。 

 

徳
島
藩
で
は
、「
伊
賀
役
」
が
確
認
で
き
、
平
時
は
徳
島
城
の
警
備
、
参
勤
交
代
の
御
供
を
務
め
て
お
り
、

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
姫
路
藩
で
発
生
し
た
大
規
模
な
百
姓
一
揆
に
際
し
て
は
、
そ

の
調
査
を
行
っ
て
い
る
７
６

。 

 

熊
本
藩
で
は
、「
御
忍
之
衆
」
が
確
認
で
き
、
平
時
に
お
け
る
活
動
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

寛
永
一
四
年
（
一
六
三
七
）
に
起
き
た
島
原
の
乱
に
お
い
て
は
、
実
際
に
戦
闘
要
員
と
し
て
活
躍
し
、
火
矢

を
放
っ
て
敵
を
翻
弄
さ
せ
る
な
ど
、
原
城
陥
落
に
大
き
な
功
績
を
上
げ
て
い
る
７
７

。 
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以
上
、
尾
張
藩
に
仕
え
た
他
の
忍
び
（
御
土
居
下
忍
び
、
上
野
家
、
柘
植
家
）
と
幕
府
・
他
藩
に
仕
え
た

忍
び
に
つ
い
て
概
括
し
た
。
こ
こ
で
彼
ら
の
平
常
時
の
主
な
業
務
と
し
て
「
門
番
」「
城
中
の
警
備
」「
参
勤

交
代
の
御
供
」
を
抽
出
で
き
、
藩
内
お
よ
び
藩
外
に
お
い
て
異
常
事
態
が
発
生
し
た
際
に
、
実
際
に
現
場
に

出
向
い
て
情
報
収
集
や
戦
闘
要
員
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
現
時
点
で
は
こ
れ
ら

の
業
務
こ
そ
江
戸
期
に
お
け
る
忍
び
の
一
般
的
な
職
務
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。 

甲
賀
五
人
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
彼
ら
の
主
な
職
務
は
「
御
鉄
砲
打
」
に
属
し
て
の
鉄
砲
稽
古

や
年
中
行
事
の
参
加
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）、
本
多
家
の
改
易
に
伴
う
隠
密
御
用
を

一
度
だ
け
務
め
た
。
異
常
時
対
応
は
他
藩
の
忍
び
と
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
平
常
時
の
業
務
に
つ
い
て
、

甲
賀
五
人
は
鉄
砲
関
係
の
職
務
の
み
従
事
す
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
特
殊
性
を
帯
び
た
存
在
で
あ
っ
た
。
尾

張
藩
に
お
い
て
、「
門
番
」「
城
中
の
警
備
」
は
御
土
居
下
忍
び
が
務
め
、「
参
勤
交
代
の
御
供
」
は
上
野
家

や
柘
植
家
が
務
め
て
い
た
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
尾
張
藩
に
お
け
る
甲
賀
五
人
は
、
甲
賀
出
身
の
忍
び
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
の
下
、「
御
鉄
砲
打
」

と
し
て
鉄
砲
稽
古
に
励
み
、
年
中
行
事
の
継
承
役
を
担
う
と
い
っ
た
、
一
種
の
「
儀
礼
・
象
徴
的
存
在
」
で

あ
っ
た
と
結
論
で
き
よ
う
。
鉄
砲
稽
古
に
特
化
し
た
近
世
の
忍
び
は
、
現
時
点
の
研
究
で
は
甲
賀
五
人
の
み

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
存
在
は
、
江
戸
期
に
お
け
る
一
般
的
な
職
務
を
担
わ
な
か
っ
た
忍
び
と
し
て
、

近
世
忍
者
史
の
中
で
も
特
殊
な
位
置
付
け
が
可
能
で
あ
る
。 

             



 二七 

《
第
二
章
》『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
か
ら
み
る
兵
法 

 

前
章
で
は
、
甲
賀
五
人
に
つ
い
て
制
度
面
・
職
掌
面
か
ら
の
再
検
討
を
行
い
、
尾
張
藩
そ
し
て
近
世
忍
者

史
に
お
け
る
彼
ら
の
立
ち
位
置
を
明
確
に
し
た
が
、
本
章
で
は
視
点
を
変
え
て
、
甲
賀
五
人
の
構
成
員
で
あ

っ
た
渡
辺
家
に
代
々
相
伝
さ
れ
た
兵
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
に
は
、
兵
法
に
関

す
る
記
述
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
忍
術
、
居
合
術
、
弓
述
、
馬
術
、
鉄
砲
術
、
火
術
、
体
術
、

水
上
術
、
楠
流
兵
法
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
特
徴
や
相
伝
形
式
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

で
、
甲
賀
五
人
に
つ
い
て
新
た
な
視
座
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。 

  

〈
第
一
節
〉
忍
術 

 

『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
に
お
け
る
忍
術
の
記
述
に
つ
い
て
は
、「
忍
次
之
火
巻
」
、「
伊
賀
甲
賀
唯
法
」
、「〔
忍

法
行
巻
〕」
、「
忍
法
行
巻
」、「〔
飯
綱
法
相
伝
書
〕」、「
忍
術
極
法
」
、「
如
来
拳
印
」、「
摩
利
支
天
隠
形
之
法
」、

「
九
字
之
次
第
」
、「
兵
法
十
字
之
大
事
」
、「〔
真
言
〕（
浄
三
業
・
仏
部
三
昧
耶
・
蓮
華
三
昧
耶
・
金
剛
三
昧

耶
）」
、「
護
身
法 

九
字
十
字
」、「
忍
法
行
巻
・
法
意
・
隠
具
・
火
巻
・
隠
種
・
天
巻
」
、「〔
甲
賀
軍
法
〕」「
江

州
甲
賀
郡
忍
之
源
記
」
、「〔
呪
法
伝
書
〕（
舎
那
王
丸
・
鞍
馬
山
天
狗
・
鬼
一
法
眼
伝
来
之
法
）」
、「〔
忍
法
行

巻
目
録
〕」
の
一
七
項
目
が
記
さ
れ
て
お
り
、
全
体
的
に
呪
術
的
要
素
が
強
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
が
特

徴
で
あ
る
。 

一
例
と
し
て
、「［
飯
綱
法
相
伝
書
］」
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
７
８

。 

 

〔
史
料
一
五
〕「［
飯
綱
法
相
伝
書
］」 

（
前
略
） 

真
鹿
革 

雌
雄
ノ
鹿
二
疋
殺
メ
、
死
切
シ
テ
の
内
ノ
革
剥
滑
革
ニ

制
シ
、
幅
二
寸
ホ
ド
ノ
両
結
縫
ノ
袋
ニ

、
片
一

方
ㇵ

雄
ノ
革
ヲ
用
テ
、
長
三
尺
ニ

作
、
是
ヲ
号
テ
真
鹿
袋
ト
云
、 

 
 
 
 

 
 

法 

三
月
三
日
ニ

、
七
寸
ヨ
リ
上
ノ
亀
ヲ
拘
江

テ
酒
ヲ
飲
セ
水
ニ

入
、
三
日
榊
ヲ
立
、
大
ニ

亀
ヲ
祭
ル
、
亀
ヲ

オ
サ
エ
テ
、
汝
私
ノ
タ
メ
、
遊
物
ニ

コ
ロ
ス
ニ

ア
ラ
ズ
、
天
地
ノ
タ
メ
ニ

其
甲
ヲ
ア
ヅ
ケ
、
正
ク
霊
ヲ
ト

ド
メ
ヨ
ト
、
亀
ニ

向
イ
十
遍
バ
カ
リ
云
テ
、
左
ノ
手
ニ

テ
亀
ノ
首
ヲ
ヲ
サ
エ
、
右
ノ
手
ニ

テ
甲
ヲ
イ
キ
ナ
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ガ
ラ
引
放
ス
、
コ
レ
則
三
月
五
日
也
、
同
日
ニ

死
骸
ヲ
ツ
ボ
ニ
入
テ
ツ
チ
ニ

埋
、
小
キ
祠
ノ
心
ナ
ル
物

ヲ
立
テ
テ
、
飯
綱
権
現
ト
ア
ガ
メ
霊
ヲ
祭
ル
、
真
鹿
革
袋
ノ
ウ
ラ
ニ
ヒ
ク
、
甲
ハ
黒
焼
ニ
シ
テ
米
ノ
糊
ニ
合
セ
、

右
三
月
五
日

也
、
扨
東
ヘ
向
タ
ル
桃
ノ
枝
ニ

カ
ケ
ヲ
イ
テ
、
綱
ニ

対
シ
テ
飯
綱
ノ
祓
ヲ
ナ
ス
、
祓
曰
、
高
天
原
仁

神
留

坐
神
ノ
真
鹿
乃

蒼
人
ノ
命
繋
留
天

霊
神
乃

守
不
レ

志
守
給
清
給
、
右
ハ
返
毎
日
ト
ナ
へ
、
扨
五
月
五
日
ニ

木

ヨ
リ
オ
ロ
シ
神
変
不
可
側
、
各
以
之
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
、
綱
ハ

飯
ノ
青
キ
ヲ
長
六
尺
ニ

ナ
ウ
也
、
大
サ
凡
（
図
）

如
此
、
今
少
シ
フ
ト
ク
可
然
カ
、
真
鹿
袋
ト
同
ク
掛
テ
神
拝
、 

 

内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
夫
婦
二
頭
の
鹿
を
捕
ま
え
て
生
き
た
ま
ま
皮
を
剥
ぎ
、
陰
干
し
に
し
て
な
め

す
。
次
に
一
尺
ほ
ど
の
石
亀
を
一
匹
捕
ま
え
て
、
水
を
張
っ
た
盥
に
放
ち
、
榊
を
そ
の
周
り
に
置
く
。
三
日

間
毎
日
三
回
、
石
亀
に
酒
を
飲
ま
せ
た
後
、
生
き
た
ま
ま
包
丁
で
甲
羅
を
剥
ぐ
。
そ
の
時
に
、「
悪
事
を
働

く
た
め
に
殺
生
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
の
た
め
、
人
の
た
め
、
正
し
い
社
会
を
作
り
上
げ
る
た
め
に

甲
羅
を
剥
が
せ
て
頂
く
の
で
す
。
で
す
か
ら
ど
う
ぞ
お
許
し
下
さ
い
。」
と
い
っ
た
文
言
を
九
回
申
し
上
げ

る
。
甲
羅
を
剥
ぎ
取
っ
た
後
、
残
っ
た
肉
や
臓
物
は
清
浄
な
土
地
に
埋
め
る
。
そ
こ
に
人
工
的
な
祠
を
作
り
、

「
飯
綱
権
現
」
と
し
て
祀
る
。
剥
ぎ
取
っ
た
甲
羅
に
つ
い
て
は
、
黒
焼
に
し
て
粉
末
状
に
し
、
餅
米
の
糊
と

よ
く
混
ぜ
合
わ
せ
る
。
そ
の
後
、
夫
婦
の
鹿
皮
を
特
定
の
大
き
さ
に
切
断
し
（
雄
鹿
は
長
さ
二
尺
八
寸
幅
三

寸
、
雌
鹿
は
長
さ
三
尺
六
寸
幅
三
寸
）、
そ
の
皮
の
裏
に
糊
を
塗
り
付
け
、
二
枚
の
皮
を
一
つ
に
す
る
。
そ

の
出
来
上
が
っ
た
皮
を
飯
綱
権
現
の
神
前
に
供
え
、
三
月
三
日
か
ら
五
月
五
日
ま
で
の
六
二
日
間
、「
高
天

原
に
ま
し
ま
す
飯
綱
権
現
様
、
ど
う
か
我
々
に
力
を
お
授
け
下
さ
い
ま
せ
」
と
心
を
込
め
て
念
じ
る
。
五
月

五
日
以
降
、
そ
の
皮
は
「
真
鹿
革
袋
」
と
い
う
護
符
に
変
化
す
る
と
い
う
。
非
常
に
呪
術
的
で
、
非
現
実
的

な
儀
式
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

続
い
て
、
そ
の
「
真
鹿
革
袋
」
の
活
用
法
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
７
９

。 

 

〔
史
料
一
六
〕「［
飯
綱
法
相
伝
書
］」 

四
寸
ハ
カ
リ
ノ
矢
ノ
鳫
又
ノ
根
ア
ル
ヲ
八
本
ト
ト
ノ
ヘ
、
根
ツ
ケ
ノ
ト
コ
ロ
エ
細
キ
穴
ヲ
ア
ケ
、
紐
ヲ 

 
 

ト
ヲ
シ
八
本
ト
モ
ニ
ツ
ナ
ギ
、
シ
ノ
ビ
イ
ラ
ン
ト
思
フ
カ
タ
ノ
門
口
ヘ
矢
車
ニ
ナ
ラ
フ
ル
、
其
家
ノ
戸 

 

口
江

糞
ニ

テ
モ
小
便
ニ

テ
モ
シ
カ
ク
ル
、
敵
ノ
心
気
淸
気
ヲ
ケ
ガ
ス
也
。
扨
矢
車
ヲ
シ
キ
真
鹿
ノ
革
ヲ
敵 

 
 

呪
詛
ノ
結
ヤ
ウ
ニ

シ
テ
懐
中
ノ
中
ノ
ウ
ラ
ニ

九
曜
ノ
紋
打
タ
ル
ヲ
取
出
シ
、
月
ノ
カ
ズ
ト
日
ノ
カ
ズ
ト

剋
限
ト
ヲ
合
、
タ
ト
エ
バ
九
月
十
七
日
子
ノ
剋
ナ
レ
バ
、
九
ト
十
七
ト
九
ト
合
セ
テ
卅
五
也
、
是
ヲ
バ

八
ツ
ヲ
以
テ
拂
ヒ
、
四
八
卅
二
取
テ
、
九
曜
ノ
マ
ン
ナ
カ
ノ
星
ヨ
リ
ク
リ
出
シ
、
隅
日
ハ

ヒ
ダ
リ
、
奇

日
ハ
右
エ
ク
ル
、
卅
五
ノ
内
卅
ニ
拂
ヘ
バ
、
残
テ
三
ニ

ナ
ル
。
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
繰
合
、
ク
リ
テ
ア
タ
リ
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タ
ル
星
ト
真
中
ノ
大
ナ
ル
星
ト
ヲ
、
紙
ヲ
以
テ
唾
ニ

テ
張
合
動
カ
サ
ズ
、
余
ハ
コ
レ
ニ

ナ
ゾ
ラ
ヘ
、
是

ヲ
矢
車
ノ
マ
ン
中
ニ

鏡
ノ
方
ヲ
上
ニ

シ
テ
ヲ
ク
、
サ
テ
内
江

忍
入
也
、
我
遁
ル
ル
方
二
筋
ノ
綱
ノ
内
一
筋

ヲ
立
、
退
ク
方
ノ
地
ニ

埋
ヲ
ク
、
敵
追
事
ア
タ
ハ
ズ
、 

 

四
寸
ほ
ど
の
矢
を
八
本
用
意
し
、
根
の
部
分
に
穴
を
開
け
て
紐
を
通
し
結
合
さ
せ
る
。
そ
の
矢
車
を
忍
び
込

も
う
と
す
る
家
の
門
の
前
に
置
く
。
そ
の
時
に
大
小
便
を
撒
き
散
ら
し
て
お
く
と
良
い
。
次
に
鏡
を
取
り
出

し
て
矢
車
の
上
に
置
き
、
鏡
の
裏
に
真
鹿
革
袋
を
九
曜
の
紋
に
な
ぞ
ら
え
て
並
べ
る
。
陰
陽
術
に
よ
っ
て
選

ば
れ
た
皮
と
、
中
心
部
分
の
皮
に
つ
い
て
は
、
唾
を
付
け
て
紙
に
貼
り
付
け
る
。
残
っ
た
皮
は
鏡
の
裏
に
貼

り
付
け
、
そ
れ
を
地
中
に
埋
め
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
敵
に
見
つ
か
っ
た
時
も
無
事
に
逃
げ
帰
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
い
う
。 

以
上
の
記
述
か
ら
、
遁
走
術
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
の
、
非
現
実
的
で
あ
り
、
内
容
を
素
直

に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
「
飯
綱
法
」
の
他
に
、「
身
隠
法
事
」、「
木
葉
隠
之
大
事
」
と
い
っ

た
項
に
も
、
敵
か
ら
身
を
隠
す
た
め
の
呪
術
的
な
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
日
常
的
に
用
い
て
い
た
と
は

考
え
に
く
く
、
あ
く
ま
で
も
精
神
統
一
の
一
種
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
と
み
な
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。 

  

〈
第
二
節
〉
居
合
術
・
弓
術 

 

居
合
術
に
関
す
る
記
述
は
、「〔
真
々
流
居
合
術
指
南
状
〕」
、「〔
真
々
流
居
合
術
目
録
〕」、「
真
々
流
居
合

之
巻
」
、「〔
真
々
流
居
合
術
指
南
免
状
〕」
、「〔
真
々
流
居
合
術
目
録
〕」
、「
真
々
流
居
合
之
巻
〕」、「〔
真
々
流

居
合
術
指
南
免
状
〕
」
、「
〔
真
々
流
居
合
術
目
録
〕
」
、「
真
々
流
居
合
之
巻
」
の
九
項
目
が
残
さ
れ
て
お
り
、

弓
術
に
関
し
て
は
、
「
鳴
弦
蟇
目
相
伝
之
式
」
、「
三
国
無
二
極
伝
弓
法
之
巻
」
の
二
項
目
の
み
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。 

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
免
許
皆
伝
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。「［
真
々
流
居
合
術
指
南
免
状
］」
８
０

に

は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）、
甲
賀
五
人
の
構
成
員
・
渡
辺
三
之
助
が
、
真
野
与
左
衛
門
と
い
う
人
物
か

ら
真
々
流
居
合
術
の
免
許
皆
伝
を
授
け
ら
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。 

 

〔
史
料
一
七
〕「［
真
々
流
居
合
術
指
南
免
状
］」 

真
々
流
居
合
之
利
形
者
従
関
口
備
後
守
代
々
令
相
伝
、
極
秘
密
之
雖
為
書
、
貴
殿
累
年
之
執
望
不
浅
、

昼
夜
无
懈
怠
、
抜
討
之
当
り
手
錬
等
至
迄
残
所
依
無
之
、
真
々
居
合
之
極
意
一
箇
条
不
残
令
相
伝
訖
、 



 三〇 

執
心
之
輩
於
在
之
者
、
指
南
可
在
者
也
、
仍
免
状
如
件
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

真
野
与
左
衛
門 

 
 
 

貞
享
四
丁

卯

年 

盛
澄
（
花
押
）（
印
） 

 
 
 
 

七
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 

渡
辺
三
之
助
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 

 

元
々
、
真
々
流
居
合
術
は
、
関
口
備
後
守
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
代
々
相
伝
さ
れ
、
極
秘
の
術
と
さ
れ
て
い 

た
。
し
か
し
な
が
ら
渡
辺
三
之
助
は
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
修
得
し
た
い
と
願
い
、
真
野
与
左
衛
門
を
師
と 

し
て
修
行
が
始
ま
っ
た
。
三
之
助
は
昼
夜
怠
ら
ず
稽
古
を
行
い
、
抜
討
術
や
手
錬
に
至
る
ま
で
、
一
つ
も
漏 

れ
な
く
真
々
流
居
合
術
の
極
意
を
極
め
た
。
よ
っ
て
そ
の
功
績
か
ら
免
許
皆
伝
を
授
け
る
。
関
口
備
後
守
や 

真
野
与
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
師
範
と
な
っ
た
渡
辺
三 

之
助
は
、
翌
年
の
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
に
、
同
じ
甲
賀
五
人
の
構
成
員
で
あ
る
木
村
文
四
郎
に
そ
の
技 

を
相
伝
し
て
い
る
８
１

。 

 

真
々
流
居
合
術
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、「［
真
々
流
居
合
術
目
録
］」
８
２

に
「
表
→
左
釼
、
青
柳
、
臥
無
柳
、 

有
位
之
釼
、
雲
位
立
、
手
拍
子 

裏
→
前
飛
、
前
当
、
前
入 

立
相
→
火
龍
、
花
龍
、
胸
釼
、
乱
入
、
風
車
、 

風
伝
、
山
野
位
、
水
車
、
眠
釼
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
も
の
の
、
具
体
的
な
技
の
記
載
は
な
い
。 

 

弓
術
に
関
し
て
は
、「
鳴
弦
蟇
目
相
伝
之
式
」、「
三
国
無
二
極
伝
弓
法
之
巻
」
の
記
述
を
見
る
限
り
、
戦

に
実
践
的
に
用
い
ら
れ
た
技
と
い
う
よ
り
も
、
魔
除
け
の
御
利
益
の
た
め
に
神
事
と
し
て
行
わ
れ
た
、
一
種

の
儀
式
と
し
て
の
面
が
強
い
と
推
測
で
き
る
。 

  

〈
第
三
節
〉
馬
術 

 

馬
術
に
つ
い
て
は
、「〔
軍
馬
免
状
〕」、「
軍
馬
口
釈
之
巻
」、「
軍
馬
六
十
二
ヶ
条
」
、「〔
軍
馬
目
録
〕」
、「
軍

馬
六
拾
二
ヶ
条 

口
伝
書
」、「〔
馬
術
書
〕」
の
六
項
目
が
確
認
で
き
た
。 

居
合
術
と
同
様
に
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）、
渡
辺
三
之
助
は
真
野
与
左
衛
門
か
ら
馬
術
の
免
許
皆
伝

を
受
け
て
い
る
８
３

。 

 

〔
史
料
一
八
〕「［
軍
馬
免
状
］」 



 三一 

夫
当
流
之
軍
馬
者
従
先
師
代
々
所
伝
来
之
流
儀
、
而
望
戦
場
与
敵
於
馬
上
決
勝
負
、
太
刀
打
・
槍
相
・

組
討
之
利
方
、
或
治
兵
之
時
早
乗
、
以
悪
馬
為
平
馬
之
妙
術
、
悉
具
其
理
矣
、
然
足
下
抜
誠
心
、
而
従

予
為
学
習
年
久
其
功
至
大
、
而
既
至
其
蘊
奥
矣
、
於
此
予
感
悦
不
少
者
哉
、
故
当
家
之
極
意
悉
令
相
伝

訖
、
弥
工
夫
修
行
不
可
有
懈
怠
者
也
、
仍
免
状
如
件
、 

 
 
 
 

貞
享
四
丁
卯
年
七
月
廿
八
日 

真
野
与
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

盛
澄
（
花
押
）（
印
） 

 
 
 
 
 

渡
辺
三
之
助
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 

 

当
流
の
馬
術
は
代
々
相
伝
さ
れ
て
お
り
、
戦
場
に
お
け
る
馬
上
で
の
戦
い
方
、
太
刀
打
ち
、
槍
術
、
組
討
ち
、

早
乗
り
、
悪
馬
の
調
教
法
な
ど
様
々
な
も
の
が
存
在
す
る
。
三
之
助
は
長
年
の
間
、
そ
れ
ら
の
技
術
の
鍛
錬

を
誠
実
に
こ
な
し
、
そ
の
実
力
は
す
で
に
達
人
の
域
に
達
し
て
い
る
。
よ
っ
て
そ
の
功
績
を
た
た
え
、
三
之

助
に
免
許
を
皆
伝
す
る
。
皆
伝
後
も
怠
り
な
く
稽
古
に
励
む
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。 

 

渡
部
三
之
助
が
相
伝
し
た
馬
術
は
、【
五
一
】「
軍
馬
六
十
二
ケ
条
」
８
４

に
六
二
項
目
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、「
於
戦
場
乗
馬
之
事
」、「
無
舎
人
時
乗
馬
之
事
」
、「
細
道
乗
之
事
」
、「
手
綱

為
切
付
之
」
、「
馬
余
我
手
時
之
事
」
、「
驚
馬
武
具
時
之
事
」、「
馬
具
拵
様
之
事
」
、「
鞭
納
取
之
事
」
、「
忍
地

乗
之
事
」
、「
通
茂

門
戸
時
之
事
」
、「
轡
為
迦
時
之
事
」、「
早
留
之
事
」
、「
険
山
落
之
事
」、「
轡
無
時
之
事
」、

「
鞍
堅
極
意
之
事
」
、「
弓
取
之
事
」
、「
下
立
之
事
」、「
芝
つ
な
き
之
事
」
、「
外
馬
屋
之
事
」、「
馬
盗
人
引
事
」、

「
弓
・
鑓
乍
持
馬
ニ

乗
事
」、「
槍
持
事
」
、「
弓
持
事
」、「
手
綱
長
短
之
事
」
、「
片
手
乗
之
事
」、「
渡
海
之
事
」、

「
弓
張
之
事
」
、「
鑓
遣
事
」、「
鞍
鐙
心
持
之
事
」
、「
太
刀
抜
事
」
、「
射
弓
事
」、「
万
能
事
」、「
小
猿
之
事
」、

「
小
千
鳥
之
事
」
、
「
四
方
詰
之
事
」
、
「
木
下
鞍
堅
事
」
、「
早
楯
之
事
」
、
「
雪
之
暮
之
事
」
、
「
打
矢
之
事
」
、

「
一
味
之
事
」
、「
馬
上
組
討
之
事
」
、「
歩
者
組
討
之
事
」、「
鐙
返
之
事
」
、「
切
歩
者
事
」、「
突
歩
武
者
事
」
、

「
馬
上
槍
取
阿
合
之
事
」
、「
引
扱
脇
引
之
事
」
、「
太
刀
構
二
之
事
」
、「
左
切
之
事
」、「
右
切
之
事
」
、「
切
馬

武
者
事
」
、「
右
転
之
事
」、「
左
転
之
事
」
、「
送
り
突
之
事
」、「
歩
行
者
と
勝
負
之
事
」、「
河
渡
之
事
」
、「
蘆

葉
之
事
」
、「
浮
船
之
事
」、「
張
良
袖
の
下
の
事
」、「
余
殃
引
之
事
」
、「
鞍
堅
二
ツ
之
事
」、「
馬
息
合
之
事
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
多
種
多
様
な
内
容
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

そ
の
一
例
と
し
て
「
軍
馬
六
十
二
ケ
条
」
よ
り
「
一
、
驚
馬
武
具
時
之
事
」
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
８
５

。 

 

〔
史
料
一
九
〕「
軍
馬
六
十
二
ケ
条
」 

一
、
驚
馬
武
具
時
之
事 



 三二 

馬
母
衣
・
の
ぼ
り
・
さ
し
物
・
甲
冑
、
或
ハ

右
品
々
の
音
色
を
ミ
て
驚
也
、
耳
に
て
驚
馬
ニ
ハ

紙
玉
を
二 

ツ
い
た
し
耳
へ
入
る
也
、
見
て
驚
に
ハ

目
の
上
を
成
程
や
ハ

ら
か
に
も
み
て
、
お
と
ろ
く
方
へ
の
り
か

け
〱
仕
れ
ハ

、
後
に
ハ

驚
か
さ
る
も
の
也
、（
後
略
） 

 

馬
が
音
に
驚
い
た
時
に
は
、
両
耳
に
紙
玉
を
入
れ
て
対
処
す
る
。
何
か
を
見
て
驚
い
た
時
に
は
、
目
の
上
を

揉
み
、
そ
の
後
、
も
う
一
度
そ
の
対
象
物
を
見
せ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
馬
は
二
度
と
驚
く
こ
と
が
な
い

と
し
て
い
る
。
ま
た
「
軍
馬
六
十
二
ケ
条
」
、「
一
、
忍
地
乗
之
事
」
８
６

に
は
、 

 

〔
史
料
二
〇
〕「
軍
馬
六
十
二
ケ
条
」 

一
、
忍
地
乗
之
事 

或
ハ

夜
軍
抔
に
敵
中
へ
乗
込
候
節
ハ

、
轡
の
音
、
又
者

馬
い
な
ゝ
く
ゆ
へ
、
敵
覚
る
に
よ
り
、
轡
の
水
付

の
方
左
右
共
に
ほ
ど
き
、
水
引
を
手
綱
の
水
付
に
て
包
候
へ
ハ

、
轡
な
ら
ず
、
扨
馬
の
舌
を
紙
に
て
も
、

又
ハ

こ
ん
ぶ
に
て
も
ま
き
、
其
上
を
も
と
ひ
に
て
つ
よ
く
く
ゝ
り
て
置
也
、
是
に
て
い
な
ゝ
く
事
な
し
、

（
後
略
） 

 

夜
中
に
敵
を
襲
撃
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
轡
の
音
や
馬
の
鳴
き
声
で
敵
に
気
付
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

る
の
で
、
轡
を
左
右
に
ほ
ど
き
、
水
引
で
轡
を
包
む
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す
る
。
ま
た
轡
を
使
わ
ず
に
、
紙

や
昆
布
を
代
用
す
る
こ
と
で
馬
が
嘶
く
こ
と
は
な
く
な
る
と
い
う
。
史
料
を
見
る
限
り
、
実
践
の
場
で
活
用

で
き
そ
う
な
技
術
が
多
く
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ば
実
用
的
な
馬
術
を
深
く
修
得
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

ま
た
日
常
の
馬
の
世
話
や
し
つ
け
法
、
馬
が
病
気
に
な
っ
た
時
の
対
処
法
に
つ
い
て
も
詳
し
く
記
さ
れ

て
い
た
。
以
上
よ
り
、
渡
辺
家
は
馬
に
関
す
る
高
い
専
門
知
識
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

〈
第
四
節
〉
鉄
砲
術
・
火
術 

 

次
に
鉄
砲
術
・
火
術
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
鉄
砲
術
に
つ
い
て
は
、
「
炮
術
伝
書
」、「
渡
部
流
炮
術
相
伝

書
」
、「
求
中
集
第
一
」、「
炮
術
玉
薬
伝
書
」
、「
甲
賀
流
炮
術
秘
書
」
、「
鍛
錬
之
巻
」
、「
炮
術
伝
書
（
小
目
当

敷
台
矢
場
趣
之
事
）」
、
「
角
前
次
第
」
、「
鉄
砲
寸
方
」
の
九
項
目
が
記
さ
れ
て
お
り
、
火
術
に
つ
い
て
は
、

「
火
術
演
舞
次
第
」、「
自
得
流
火
術
目
録
」、「
相
図
火
玉
矢
火
」
の
三
項
目
が
記
さ
れ
て
い
た
。
本
項
で
は



 三三 

鉄
砲
術
を
中
心
に
そ
の
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。 

 

体
術
や
馬
術
と
同
様
に
、「［
炮
術
伝
書
］」
８
７

の
記
述
を
見
る
と
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
九
月
一
四

日
、
渡
辺
善
右
衛
門
が
弟
子
（
詳
細
不
明
）
に
対
し
て
、
九
ヶ
条
に
ま
と
め
た
鉄
砲
術
の
免
許
皆
伝
を
授
け

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

〔
史
料
二
一
〕「［
炮
術
伝
書
］」 

夫
為
諸
道
成
就
、
得
大
神
通
成
飛
行
自
在
心
起
、
我
徒
三
歳
以
前
片
時
不
安
心
旨
、
碎
粉
骨
無
古
今
矢 

 
 

筒
成
就
、
寔
壱
人
働
ヲ
以
為
数
万
事
、
古
今
三
国
ニ
て

不
聞
云
々
、 

一
、
鉄
炮
拵
様
之
事
、 

一
、
矢
尺
之
事
、 

一
、
矢
之
根
寸
方
之
事
、 

一
、
弦
拵
様
之
事
、 

一
、
矢
か
ら
く
り
様
之
事
、 

一
、
外
羽
こ
し
ら
へ
様
之
事
、 

一
、
薬
か
け
合
之
事
、 

一
、
矢
倉
積
り
之
事
、 

一
、
鉄
炮
し
か
け
の
事
、 

 
 
 
 
 

以
上
、 

右
九
ヶ
条
之
趣
、
稽
古
依
被
誥
候
、
則
ゆ
る
し
印
哥
と
も
に
相
渡
シ
候
所
実
正
也
、
執
心
深
ン

輩
ニ
ハ

御 
 
 

伝
可
有
候
、
為
其
加
珠
印
置
者
也
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡
部
善
右
衛
門
尉 

 

万
治
参
歳
庚

子 

 
 
 

九
月
十
四
日 

 

三
年
前
か
ら
怠
り
な
く
鉄
砲
術
の
稽
古
に
励
み
、
そ
の
技
術
は
古
今
無
双
の
も
の
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
「
鉄

炮
拵
様
之
事
」、「
矢
尺
之
事
」、「
矢
之
根
寸
方
之
事
」、「
弦
拵
様
之
事
」、「
矢
か
ら
く
り
様
之
事
」
、「
外
羽

こ
し
ら
へ
様
之
事
」、「
薬
か
け
合
之
事
」、「
矢
倉
積
り
之
事
」、「
鉄
炮
し
か
け
の
事
」
の
九
ヶ
条
に
つ
い
て

免
許
皆
伝
を
行
う
こ
と
と
す
る
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。「
執
心
深
ン

輩
ニ
ハ

御
伝
可
有
候
」
と
い
う
記
述

か
ら
、
そ
の
後
も
何
人
か
の
弟
子
に
鉄
砲
術
が
相
伝
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

次
に
、
尾
張
藩
に
提
出
さ
れ
た
甲
賀
流
鉄
砲
に
関
す
る
記
述
を
見
て
み
よ
う
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）、
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尾
張
藩
の
役
人
で
あ
っ
た
上
野
内
膳
か
ら
鉄
砲
に
関
す
る
お
尋
ね
が
あ
り
、
支
配
頭
・
木
村
奥
之
助
を
通
し

て
そ
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
８
８

。 

 

〔
史
料
二
二
〕「
鉄
砲
寸
方
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

覚 

 
 
 
 

一
、
三
匁
五
分
玉 

 
 
 
 

一
、
筒
長
サ 

 
 
 
 
 
 
 

弐
尺
八
寸 

 
 
 
 

一
、
本
口 

 
 
 
 
 
 
 
 

九
分
弐
厘 

 
 
 
 

一
、
筒
口 

 
 
 
 
 
 
 
 

七
分
五
厘 

 
 
 
 

一
、
ね
ち
長
サ 

 
 
 
 
 
 

壱
寸
六
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

但
し
く
り
ね
ち 

 
 
 
 

一
、
目
当
入
所 

 
 
 
 
 
 

本
口
ゟ
五
寸
先 

 
 
 
 

一
、
目
当
高
サ 

 
 
 
 
 
 

三
分
五
厘 

 
 
 
 

一
、
台
尻
長
サ 

 
 
 
 
 
 

壱
尺
壱
寸
五
分 

 
 
 
 

一
、
同
い
折 

 
 
 
 
 
 
 

弐
寸
五
分 

 
 
 
 

一
、
台
か
ふ
の
う
ら
ニ

テ 
 
 
 

厚
サ
壱
寸 

 
 
 
 

（
中
略
、
六
匁
玉
・
拾
匁
玉
の
寸
法
に
関
す
る
記
述
あ
り
） 

 
 
 
 

右
鉄
炮
拵
様
如
此
ニ

御
座
候 

 
 
 
 
 

寛
政
元
年
酉
ノ
六
月
出
府
仕
候
節
、
上
野
内
膳
様
御
下
向
御
■
り
被
仰
付
候
由
、
木
村
奥
之
助 

 
 
 
 
 

殿
へ
甲
賀
流
ニ

申
付
度
旨
ニ

付
、
木
村
奥
之
助
ゟ
甲
賀
流
御
尋
ニ

付
右
寸
方
ヲ
申
遣
ス
、
併
法
者 

 
 
 
 
 

右
之
通
り
ニ

御
座
候
得
共
、
銘
々
之
好
ミ
ニ

ヨ
リ
拵
へ
申
候
旨
申
遣
候
、
甲
賀
流
ハ

右
之
寸
尺
ニ 

 
 
 
 
 

有
之
候
、
酉
ノ
七
月
八
日
ニ

申
遣
申
候
、 

 

主
に
三
匁
玉
、
六
匁
玉
、
十
匁
玉
の
寸
法
や
形
状
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
翌
年
寛
政

二
年
（
一
七
九
〇
）
九
月
一
五
日
に
は
、
百
匁
玉
の
詳
細
を
報
告
し
て
い
る
こ
と
も
史
料
か
ら
う
か
が
え
る

８
９

。
甲
賀
五
人
が
稽
古
を
行
っ
て
い
た
鉄
砲
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
理
由
か
ら
藩
内
に
お
い
て
把
握
す
る

必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
し
て
「［
炮
術
伝
書
］」（
小
目
当
敷
台
矢
場
趣
之
事
）」
９
０

に
は
、
甲
賀
五
人
が
矢
田
河
原
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
鉄
砲
稽
古
を
行
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。 
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〔
史
料
二
三
〕「［
炮
術
伝
書
］」（
小
目
当
敷
台
矢
場
趣
之
事
）」 

 
 

一
、
鉄
炮
を
左
の
手
に
持
、
台
尻
□
右
の
手
五
ツ
の
ゆ
ひ
揃
、
火
□
ヲ
左
の
手
に
か
け
、
火
先
を 

 
 
 
 

ひ
□
さ
し
ゆ
ひ
の
ま
た
に
は
さ
み
、
筒
先
を
あ
け
、
身
に
そ
へ
、
貴
人
の
方
へ
筒
先
む
か
わ
さ 

 
 
 
 

る
様
ニ

心
を
付
へ
し
、
矢
場
ニ

向
鉄
炮
を
左
の
足
よ
り
四
寸
ひ
ら
か
せ
身
構
、
緩
り
と
し
て
□ 

 
 
 
 

之
手
を
付
キ
、
其
時
矢
場
の
様
子
目
当
所
之
事
、 

 
 

（
中
略
） 

 
 

一
、
あ
り
の
息
に
詰
、
目
当
も
の
に
乗
時
、
引
か
ね
を
一
拍
子
は
や
く
引
な
り
、 

 
 

一
、
上
の
物
放
時
ハ

、
左
の
手
の
内
よ
く
も
ち
、
上
へ
ひ
き
わ
け
、
両
か
た
に
ち
か
ら
を
出
へ
し
、 

 
 

一
、
下
の
も
の
放
時
ハ

、
両
足
を
一
足
に
ふ
ミ
分
、
ね
こ
せ
に
な
ら
ぬ
様
ニ

し
て
、
左
の
手
の
内 

 
 
 

能
持
へ
し 

 
 

一
、
分
の
も
の
放
時
ハ

、
右
の
ひ
さ
を
敷
は
つ
し
、
い
か
に
も
心
を
し
つ
め
，
打
事
第
一
な
り
、 

 
 
 

気
せ
く
時
ハ

手
前
ヲ
少
く
つ
し
、
た
め
息
を
十
四
、
五
も
ほ
つ
〱
と
つ
く
へ
し
、
当
り
と
い 

 
 
 

つ
は
心
う
こ
か
さ
る
事
肝
要
也
、
常
に
目
当
の
習
有
之
者
也
、 

 

鉄
砲
は
左
手
で
持
つ
。
台
尻
口
に
右
手
を
当
て
て
、
火
先
を
人
差
し
指
に
挟
み
、
筒
先
を
開
け
て
体
で
固
定

す
る
。
こ
の
時
に
銃
口
を
人
に
向
け
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。
対
象
物
に
向
か
っ
て
鉄
砲
を
向
け
、
左
足
を

四
寸
ほ
ど
開
い
て
、
狙
い
が
定
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
発
砲
す
る
、
こ
れ
が
一
般
的
な
鉄
砲
の
打
ち
方
で
あ
る
と

説
く
。
そ
の
他
に
は
「
上
の
物
を
打
つ
時
に
は
、
左
手
で
し
っ
か
り
と
持
ち
、
両
肩
に
力
を
入
れ
る
」、「
下

の
物
を
打
つ
時
に
は
、
猫
背
に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
、
両
足
を
踏
み
分
け
て
打
つ
」「
小
さ
な
物
を

打
つ
時
に
は
、
ま
ず
心
を
落
ち
着
か
せ
、
気
持
ち
が
焦
る
時
に
は
、
ま
ず
は
た
め
息
を
一
四
・
五
回
ほ
ど
吐

く
」
な
ど
と
い
っ
た
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
対
象
物
へ
の
対
処
法
に
つ
い
て
も
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味

深
い
。 

そ
し
て
「
鍛
錬
之
巻
」
９
１

に
は
、
鉄
砲
を
鍛
練
す
る
際
の
心
構
え
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

〔
史
料
二
四
〕「
鍛
錬
之
巻
」 

夫
自
得
流
之
要
ハ

其
器
を
以
て
師
と
す
、
筒
に
軽
重
・
長
短
・
厚
薄
の
品
有
、
玉
相
火
穴
に
依 

 
 

て
強
弱
有
、
業
は
わ
さ
に
な
ら
す
、
理
ハ

理
に
な
ら
ふ
、
ほ
す
を
旨
と
し
て
、
縦
初
に
も
名
聞 

 
 

無
用
を
い
ま
し
め
、
只
軍
用
を
不
怠
、
日
日
に
我
芸
を
か
へ
り
見
て
、
き
の
ふ
に
け
ふ
は
勝
る 

 
 

こ
と
を
し
ら
ハ

、
其
妙
を
う
る
事
不
可
挙
矣
、 
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至
極
抽
象
的
な
内
容
で
解
釈
に
苦
し
む
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
無
駄
な
こ
と
を
せ
ず
に
た
だ
ひ
た
す
ら
稽
古

に
励
み
、
日
々
自
ら
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
明
日
の
自
分
は
今
日
の
自
分
よ
り
も
勝
っ
た
存
在
で

あ
る
」
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。 

「
鍛
錬
之
巻
」
に
は
他
に
、「
小
筒
手
前
之
事
」、「
真
之
手
前
之
事
」
、「
腱
台
之
事
」、「
諸
膝
台
之
事
」、

「
腹
は
ひ
た
め
之
事
」
、
「
中
腰
之
事
」
、「
柄
台
之
事
」
、「
か
る
か
台
之
事
」
、
「
射
場
に
向
ひ
心
持
之
事
」
、

「
見
上
ヶ
匂
倍
遠
慮
之
事
」
、「
添
台
之
事
」
、「
石
地
矢
先
吟
味
之
事
」
、「
矢
切
之
事
」
と
い
っ
た
、
稽
古
内

容
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、「
水
の
中
の
物
を
打
つ
時
に
は
鉄
砲
玉
に
歯
型
を
つ
け
る
」、「
鳥
を
打
つ
時
に
は
、

近
辺
の
村
里
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
」、「
敵
の
人
数
が
分
か
ら
な
い
な
ら
ば
、
夜
中
に
鉄
砲
を

打
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
、
実
践
で
役
立
ち
そ
う
な
鉄
砲
術
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。「
御
鉄
砲
打
」

に
属
し
た
甲
賀
五
人
は
鉄
砲
術
に
関
す
る
深
い
知
識
を
有
し
、
実
際
の
稽
古
を
通
し
て
そ
の
効
果
を
検
証

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

  

〈
第
五
節
〉
体
術
・
水
上
術
・
楠
木
流
兵
法 

 

最
後
に
、
体
術
・
水
上
術
・
楠
流
兵
法
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。
体
術
に
つ
い
て
は
、「
印
可
之
巻
（
体

術
）」
の
一
項
目
、
水
上
術
に
つ
い
て
も
、「
山
田
水
覚
軍
術
極
意
之
巻 

附
り
印
可
免
状
」
の
一
項
目
の
み

記
さ
れ
て
い
る
。
楠
木
流
兵
法
に
関
し
て
は
、
楠
木
流
の
兵
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
「
大
将
正
行
巻 

第
一
」
、「
軍
礼
道
具
仕
立 

第
二
」
、「
南
木
遺
書
」、「
楠
遺
書
」
、「
侍
用
集
抜
書
」
、「
［
戦
術
図
］（
過
険
・

過
険
逢
敵
等
）」
、「
呂
律
気
図 

八
陣
図
」、「［
兵
書
等
抜
書
］（
五
行
・
三
略
・
四
書
大
全
等
）」
、「
遁
甲
巻
」
、

「［
武
蘿
之
巻
・
船
幕
之
巻
］」、「［
軍
陣
道
具
作
法
書
］」、「
恩
地
之
巻 

下
」
、「
南
木
幕
下
軍
要
」
、「
行
侍

用
集 

二
」
の
一
四
項
目
が
記
さ
れ
て
い
た
。
本
項
で
は
、
体
術
と
水
上
術
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
い
き

た
い
。 

体
術
に
関
し
て
は
、
居
合
術
や
馬
術
と
同
様
に
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）、
真
野
与
左
衛
門
が
渡
辺
三

之
介
に
対
し
て
二
五
項
目
の
体
術
を
相
伝
し
て
い
る
９
２

。 

 

〔
史
料
二
五
〕「
印
可
之
巻
」 

一
、
右
二
十
五
箇
条
者

備
後
守
代
々
雖
為
極
秘
密
之
一
巻
、
貴
殿
数
年
執
望
不
浅
、
就
中
戦
場
八
天
之

手
練
残
所
依
無
之
、
神
妙
舎
術
之
極
意
并

一
尺
六
寸
之
急
宝
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
一
箇
条
モ

不
残
令
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相
伝
畢
、
仍
而

印
可
如
件
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

真
野
与
左
衛
門 

 

于
時
元
禄
元
歳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

盛
（
花
押
） 

 
 

巳

十
一
月
十
五
日 

 
 

渡
辺
三
之
介
殿 

 

二
五
項
目
の
体
術
に
関
し
て
は
、
代
々
関
口
備
後
守
に
よ
っ
て
極
秘
に
相
伝
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
三
之
助 

の
望
み
に
よ
っ
て
伝
授
す
る
こ
と
に
な
り
、
三
之
助
は
数
々
の
神
妙
な
る
技
を
全
て
修
得
し
た
。
よ
っ
て
そ 

の
功
績
を
た
た
え
免
許
皆
伝
を
行
う
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。「
印
可
之
巻
」
に
は
続
き
と
し
て
、「
八
天 

取
組
之
次
第
」、「
極
意
墨
白
大
事
」、「
三
国
相
伝
」
と
い
っ
た
技
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
お
り
、
実
践
の
場
で 

ど
の
よ
う
に
相
手
と
組
み
合
え
ば
よ
い
か
と
い
っ
た
実
用
的
な
内
容
を
多
く
含
ん
で
い
る
。 

 

水
上
術
に
つ
い
て
も
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）、
渡
辺
三
之
助
が
真
野
与
左
衛
門
か
ら
「
山
田
水
覚
軍 

術
」
と
い
う
技
を
修
得
し
て
い
る
（「
山
田
水
覚
軍
術
水
利
堀
池
河
海
等
自
有
之
、
極
秘
伝
之
書
タ
リ
ト
イ 

へ
ト
モ
、
貴
殿
数
年
之
執
望
依
不
浅
而

、
令
相
伝
訖
、
聊
他
言
有
間
鋪
者
也
、
仍
免
状
如
件
、
」）
９
３

。
水
上 

で
ど
の
よ
う
な
動
き
を
す
れ
ば
敵
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
そ
の
際
に
は
ど
の
よ
う
な
水
具 

を
用
い
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
豊
富
な
絵
図
を
通
し
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。 

  

以
上
、『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
に
記
さ
れ
た
兵
法
（
忍
術
、
居
合
術
、
弓
述
、
馬
術
、
鉄
砲
術
、
火
術
、 

体
術
、
水
上
術
、
楠
流
兵
法
）
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
と
相
伝
形
式
を
中
心
に
概
観
し
た
。
甲
賀
五
人
の
構 

成
員
・
渡
辺
家
の
初
代
で
あ
る
「
渡
辺
三
之
助
」
の
免
許
状
が
多
く
見
ら
れ
、
居
合
術
、
馬
術
、
体
術
、
水 

上
術
に
関
し
て
は
、「
真
野
与
左
衛
門
」
と
い
う
人
物
か
ら
修
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
兵
法 

に
関
し
て
は
、
渡
辺
家
に
代
々
相
伝
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
甲
賀
五
人
の
仲
間
同
士 

で
兵
法
稽
古
を
通
し
て
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
江
戸
時
代
と 

い
う
太
平
の
世
に
生
き
な
が
ら
も
、
兵
法
稽
古
を
怠
ら
ず
、
高
い
専
門
知
識
を
有
し
て
い
た
存
在
で
あ
り
、 

甲
賀
忍
び
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
非
常
事
態
に
備
え
て
常
に
兵
法
稽
古 

に
励
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。 
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《
第
三
章
》
兵
学
者
・
近
松
茂
矩 

 

第
一
・
二
章
に
か
け
て
尾
張
藩
に
仕
え
た
「
甲
賀
五
人
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
制
度
面
・
職
掌
面
・
兵

法
面
か
ら
の
再
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
第
三
・
四
章
で
は
少
し
視
点
を
変
え
て
、
忍
者
研
究
が
推
し
進
め
ら

れ
る
中
で
再
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
江
戸
時
代
中
期
に
生
き
た
尾
張
藩
の
兵
学
者
「
近
松
茂
矩
」
に
焦
点
を

当
て
、
彼
と
忍
び
と
の
関
わ
り
、
そ
し
て
彼
が
著
し
た
忍
術
書
の
分
析
を
行
っ
て
い
く
。 

近
松
茂
矩
に
関
す
る
研
究
は
、
石
岡
久
夫
が
、「
尾
張
藩
に
お
け
る
長
沼
流
兵
法
の
受
容
」
と
い
う
観
点

か
ら
、
長
沼
流
兵
法
の
師
範
と
な
っ
た
近
松
の
存
在
に
つ
い
て
紹
介
し
た
以
外
は
９
４

、
他
に
目
立
っ
た
研

究
が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
松
は
生
涯
に
一
二
〇
点
以
上
の
著
書
を
残
し
て
お
り
（
表
三
）、

そ
れ
ら
を
丹
念
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
松
茂
矩
と
い
う
人
物
や
そ
の
兵
学
思
想
に
つ
い
て
深
く

理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ひ
い
て
は
、
日
本
兵
法
史
に
お
け
る
尾
張
藩
の
立
ち
位
置
の
明
確
化
に
も
つ

な
が
る
。 

そ
こ
で
本
章
で
は
、
近
松
の
生
涯
と
忍
び
（
特
に
木
村
奥
之
助
）
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ

の
実
像
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

  

〈
第
一
節
〉
近
松
茂
矩
の
生
涯 

 

本
節
で
は
、
近
松
茂
矩
の
生
涯
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。『
名
古
屋
市
史 

人
物
編
』
に
は
、
彼
の
生
涯
が

概
括
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
９
５

。 

 

〔
史
料
二
六
〕『
名
古
屋
市
史 

人
物
編
』
第
二 

四
、
近
松
茂
矩 

近
松
彦
之
進
、
名
は
茂
矩
、
南
海
、
又
嚢
玄
子
と
号
し
、
居
を
練
兵
堂
又
琴
舎
と
い
ふ
、
父
を
孫
兵
衛 

 
 

茂
清
と
い
ひ
、
尾
藩
の
細
工
頭
、
江
戸
材
木
奉
行
等
に
歴
任
す
、
茂
矩
、
正
徳
二
年
歳
十
六
に
し
て
通 

 

番
と
な
り
、
翌
年
江
戸
に
下
り
、
五
月
側
小
性
に
転
じ
て
藩
主
吉
通
に
近
侍
す
、
幼
よ
り
武
技
を
習
ひ
、 

片
山
流
居
合
、
貴
直
流
兵
法
、
心
念
流
棒
術
に
達
す
、
吉
通
兵
学
武
技
を
好
み
、
自
ら
一
流
を
建
て
、 

名
け
て
武
道
全
流
道
知
辺
の
伝
と
称
し
、
之
を
子
孫
に
伝
へ
、
且
つ
将
さ
に
一
藩
に
行
は
し
め
ん
と
す 

る
の
志
あ
り
、
茂
矩
の
其
器
に
当
る
を
見
て
、
先
づ
之
を
伝
ふ
、
幾
も
な
く
し
て
吉
通
薨
じ
、
嗣
君
五 

郎
太
も
亦
相
次
い
で
薨
ず
、
継
友
の
立
つ
に
及
び
罷
め
ら
れ
て
馬
廻
組
と
な
り
、
尾
張
に
帰
る
や
、
身 

の
閑
職
に
在
る
を
幸
と
し
、
是
よ
り
日
夜
諸
流
の
武
技
を
修
練
し
て
寝
食
を
忘
る
ゝ
に
至
る
、
乃
ち
先 
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づ
軍
騎
の
伝
を
輯
録
し
て
、
一
派
を
開
き
全
流
練
兵
伝
と
号
け
、
正
徳
五
年
九
月
廿
四
日
、
始
め
て
門 

を
開
き
て
教
授
す
、
時
に
歳
十
九
な
り
、
後
三
略
の
能
使
三
軍
如
一
心
則
其
勝
可
全
の
語
に
因
り
て
一 

全
流
と
改
む
、 

茂
矩
、
長
沼
流
の
兵
学
を
修
め
ん
と
す
る
の
志
あ
り
、
然
も
就
い
て
教
を
受
く
る
の
師
な
し
、
是
に
依 

 
 

り
て
諸
流
の
兵
学
を
修
め
、
八
流
の
許
可
を
得
、
其
他
三
十
余
流
の
兵
書
を
渉
猟
せ
る
も
一
も
意
に
満 

る
も
の
な
し
、
依
り
て
自
ら
兵
書
を
編
む
こ
と
数
十
巻
に
及
ぶ
、
偶
々
高
須
の
士
大
田
教
品
の
国
に
帰 

 

る
に
遭
ひ
、
就
い
て
教
を
受
く
、
教
品
は
澹
斉
の
門
下
佐
枝
尹
重
の
高
足
な
り
、
既
に
し
て
従
来
学
び 

た
る
所
の
、
兵
要
録
に
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
き
を
覚
り
、
編
ず
る
所
の
兵
書
を
取
り
て
之
を
燬
き
、
専
ら 

兵
要
録
を
講
習
す
、
後
書
を
通
じ
て
尹
重
の
門
に
入
り
、
間
難
数
十
回
、
遂
に
悉
く
其
伝
を
得
た
り
、 

茂
矩
神
道
を
吉
見
幸
和
に
学
び
て
悉
く
其
許
可
を
得
、
又
玉
木
葦
斉
、
木
全
雄
香
に
従
ひ
て
其
教
を
受 

 
 

く
、
平
生
神
明
を
敬
し
、
毎
朝
必
ず
神
を
拝
し
、
而
し
て
後
武
技
を
試
み
る
こ
と
数
回
、
未
だ
曾
て
一 

日
も
廃
せ
ず
、
初
め
儒
を
松
崎
睡
軒
、
小
出
伺
斉
、
宮
崎
古
厓
に
学
び
し
が
、
一
旦
思
ふ
所
あ
り
て
之 

を
廃
せ
り
、
又
歌
を
観
景
窓
長
雄
に
学
び
、
俳
諧
を
東
花
坊
支
考
に
学
び
て
丁
牧
と
号
す
、
其
他
茶
儀 

を
嗜
み
頗
る
其
通
に
通
ず
、（
中
略
）
安
永
七
年
二
月
十
七
日
没
す
、
享
年
八
十
二
、
本
龍
寺
北
押
切

に 

葬
る
、
子
孫
相
継
ぎ
て
尾
藩
兵
学
の
師
た
り
、 

 以
下
、
『
諸
流
兵
法
（
下
）』
９
６

の
記
述
も
参
照
し
て
近
松
の
生
涯
を
概
観
す
る
。
近
松
は
、
元
禄
一
〇
年

（
一
六
九
七
）
に
誕
生
。
父
は
茂
清
。
彼
は
尾
張
藩
の
細
工
頭
、
江
戸
材
木
奉
行
な
ど
を
歴
任
し
た
。
幼
少

期
よ
り
和
漢
の
古
典
を
学
び
、
片
山
流
居
合
、
貴
直
流
兵
法
、
心
念
流
棒
術
と
い
っ
た
兵
術
稽
古
に
勤
し
ん

だ
。
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）、
一
三
歳
の
時
に
四
代
藩
主
・
吉
通
に
御
目
見
え
を
す
る
。
そ
の
後
、
正
徳

三
年
（
一
七
一
三
）、
江
戸
に
お
い
て
御
側
小
姓
に
召
し
抱
え
ら
れ
、
五
〇
石
五
人
扶
持
の
給
禄
で
あ
っ
た
。

そ
の
頃
、
吉
通
は
「
武
道
全
流
道
知
辺
」
と
い
う
流
派
を
創
設
し
、
近
松
は
そ
の
修
行
を
行
っ
た
。
同
年
、

吉
通
が
薨
去
。
近
松
は
吉
通
の
死
に
際
し
て
、
彼
の
遺
言
を
書
き
留
め
た
『
円
覚
院
様
御
伝
十
五
条
』
を
著

し
て
い
る
。
相
次
い
で
五
代
藩
主
・
五
郎
太
も
薨
去
。
継
友
が
六
代
藩
主
に
就
任
す
る
と
、
近
松
は
名
古
屋

へ
戻
っ
て
馬
廻
組
に
任
じ
ら
れ
た
も
の
の
９
７

、
勤
め
具
合
の
悪
さ
か
ら
職
を
解
か
れ
た
。
そ
の
後
は
藩
の

実
務
に
一
切
就
く
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
兵
法
の
研
究
と
実
践
を
始
め
た
。
吉
通
の
遺
言
通
り
、「
全
流
練

兵
伝
（
後
の
一
全
流
兵
法
）」
を
創
始
し
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
九
月
二
四
日
、
近
松
が
一
九
歳
の
時

に
、
門
下
生
に
対
し
て
初
め
て
そ
の
内
容
を
教
授
し
た
。 

 

そ
の
頃
近
松
は
、
長
沼
流
兵
法
を
修
め
よ
う
と
も
決
心
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
師
を
探
す
こ
と
が
で

き
ず
一
時
断
念
。
そ
の
代
わ
り
に
他
流
派
の
兵
法
を
学
び
、
八
流
の
免
許
皆
伝
を
授
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
つ
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い
に
、
大
田
教
品
と
い
う
長
沼
流
兵
法
の
師
を
見
つ
け
、
彼
か
ら
教
え
を
受
け
る
。
大
田
は
佐
枝
尹
重
の
弟

子
で
あ
っ
た
（
佐
枝
は
長
沼
流
兵
法
創
始
者
・
長
沼
澹
斉
の
弟
子
）。
近
松
は
長
沼
流
兵
書
『
兵
要
録
』
に

勝
る
も
の
は
な
い
こ
と
を
悟
り
、
こ
れ
ま
で
学
ん
だ
兵
書
を
捨
て
、『
兵
要
録
』
だ
け
を
熱
心
に
学
ぶ
こ
と

を
決
心
し
た
。
後
に
、
佐
枝
尹
重
に
学
ぶ
機
会
を
得
た
近
松
は
、
更
な
る
稽
古
に
励
み
、
享
保
一
六
年
（
一

七
三
一
）、
三
四
歳
の
時
に
、
つ
い
に
長
沼
流
兵
法
を
修
了
し
た
。 

ま
た
近
松
は
、
神
道
、
儒
学
、
和
歌
、
俳
諧
、
茶
道
に
も
精
通
し
て
い
た
。
神
道
に
つ
い
て
は
、
吉
見
幸

和
、
玉
木
葦
斉
、
木
全
雄
香
か
ら
そ
の
教
え
を
受
け
、
儒
学
に
つ
い
て
は
、
松
崎
睡
軒
、
小
出
伺
斉
、
宮
崎

古
厓
か
ら
学
ん
だ
。
た
だ
儒
学
は
肌
に
合
わ
な
か
っ
た
の
か
、
学
習
を
一
時
中
断
し
て
い
る
。
和
歌
に
つ
い

て
は
観
景
窓
長
雄
、
俳
諧
は
東
花
坊
支
考
に
学
ん
だ
。
茶
道
は
誰
の
教
え
を
受
け
た
の
か
不
明
だ
が
、
達
人

の
域
に
達
し
て
お
り
、『
茶
窓
間
話
』
と
い
う
茶
道
書
を
著
し
て
い
る
。
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
、
八
一
歳

で
死
去
。
北
押
切
の
本
龍
寺
に
葬
ら
れ
た
。 

以
上
、
近
松
の
生
涯
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
兵
法
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
を
学
び
続
け
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
近
松
の
一
番
の
功
績
は
、
四
代
吉
通
の
遺
命
を
受
け
て
「
一
全
流
兵
法
」
を
創
始

し
、
そ
の
後
、「
長
沼
流
兵
法
」
に
傾
倒
し
、
そ
の
師
範
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

近
松
が
傾
倒
し
た
長
沼
流
兵
法
と
、
彼
が
創
始
し
た
一
全
流
兵
法
に
つ
い
て
少
し
検
討
し
た
い
。
長
沼
流

兵
法
は
、
長
沼
澹
齋
を
創
始
者
と
す
る
、
練
兵
や
戦
術
に
重
き
を
置
い
た
兵
法
流
派
で
あ
る
。
澹
斉
は
五
人

の
門
下
生
（
井
上
新
助
、
田
山
重
好
、
仁
田
正
武
、
土
岐
光
晴
、
佐
枝
尹
重
）
を
抱
え
、
そ
の
中
の
一
人
、

佐
枝
尹
重
（
別
名
・
碎
玉
軒
）
は
尾
張
藩
と
藤
堂
藩
に
仕
え
、
後
の
近
松
茂
矩
の
師
で
あ
っ
た
９
８

。 

佐
枝
に
は
一
三
人
の
門
下
生
が
お
り
、
そ
の
中
の
一
人
が
、
近
松
茂
矩
の
兄
弟
子
・
大
田
教
品
で
あ
っ
た
。

先
述
の
通
り
、
近
松
は
当
初
、
大
田
か
ら
長
沼
流
兵
法
を
学
び
、
後
に
大
田
の
紹
介
で
佐
枝
に
学
ん
だ
。
そ

し
て
近
松
は
、
後
に
長
沼
流
兵
法
の
師
範
と
な
り
、
四
人
の
門
下
生
（
加
納
正
富
、
取
田
正
潔
、
棚
橋
敬
武
、

鈴
木
貞
美
）
を
抱
え
た
。 

以
上
の
こ
と
は
、「
長
沼
流
軍
術
伝
統
系
」
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
９
９

。 

 

〔
史
料
二
七
〕「
長
沼
流
軍
術
伝
統
系
」 

尹
重 

豊
原
姓
佐
枝
政
之
進 

号
碎
玉
軒 

産
テ
尾
州
長
テ
濃
行
テ
武
江 

 
 
 

初
仕
テ
柴
山
美
作
守
一
尹
中
仕
テ
酒
井
隼
人
正
源
忠
胤
後
仕 

 
 
 

テ
藤
堂
和
泉
守
藤
原
高
睦
及
其
嗣
和
泉
守
高
敏
享
保
十
丙
午 

 
 
 

年
致
仕
テ
時
七
十
三
歳 

子
孫
相
続
在
テ
藤
堂
家 

（
後
略
） 



 四一 

 
茂
矩 
藤
姓
近
松
彦
之
進 

 
 
 

仕
テ
尾
張
家 

初
学
テ
大
田
教
品
後
従
テ
碎
玉
軒
先
生
得
許
可
テ
時
享
保 

十
六
辛
亥
正
月
十
八
日
也 

 

続
い
て
「
一
全
流
兵
法
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
近
松
茂
矩
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
こ
の
兵
法
は
、
剣

術
を
は
じ
め
、
火
術
、
馬
術
、
柔
術
、
器
巧
な
ど
幅
広
い
分
野
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
全
流
に
関
す
る

史
料
と
し
て
は
、「
一
全
流
火
術
之
書
」
や
「
一
全
流
練
兵
伝
解
」
、「
一
全
流
練
兵
忍
緒
伝
解
」
な
ど
が
存

在
す
る
。 

そ
し
て
近
松
が
一
全
流
兵
法
を
創
始
し
た
背
景
に
は
、
四
代
吉
通
が
創
始
し
た
「
武
道
全
流
道
知
辺
」
の

存
在
が
あ
っ
た
。
吉
通
の
遺
言
を
書
き
記
し
た
『
円
覚
院
様
御
伝
十
五
条
』
に
は
、
吉
通
が
近
松
に
対
し
、

武
道
全
流
道
知
辺
を
引
き
継
ぎ
、
新
た
な
流
派
を
創
始
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
様
子
を
う
か
が
え
る
１
０
０

。 

 

〔
史
料
二
八
〕「
円
覚
院
様
御
伝
十
五
条
」 

御
意
に
近
頃
武
道
全
流
道
知
辺
の
伝
と
い
ふ
教
へ
を
お
も
ひ
立
ぬ
、
こ
れ
ハ
軍
法
に
武
芸
を
加
へ
て 

大
将
も
平
士
も
学
ひ
や
す
き
様
に
せ
ん
と
お
も
ふ
、
但
し
稽
古
之
次
第
ハ
ま
つ
軍
法
に
ハ
将
士
の
わ 

か
ち
を
し
て
大
将
た
ら
ん
者
ハ
大
将
の
軍
法
よ
り
ま
つ
な
ら
む
、
其
事
終
り
て
か
ら
段
々
と
平
士
へ 

さ
か
り
て
平
士
之
事
を
も
悉
皆
識
得
す
る
様
に
せ
ん
、（
中
略
）
か
く
一
流
達
立
せ
ん
と
お
も
へ
と
も 

最
早
成
難
す
へ
か
ら
す
、
其
方
能
々
此
主
意
と
忘
れ
す
し
て
諸
芸
学
習
し
て
後
に
何
と
そ
一
流
興
起 

す
へ
し
、
怠
る
事
な
か
れ
、 

 

「
武
道
全
流
道
知
辺
」
は
、
将
軍
か
ら
家
臣
に
い
た
る
ま
で
、
誰
で
も
修
得
で
き
る
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム 

で
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
大
前
提
と
し
て
、
将
軍
は
将
軍
と
し
て
の
兵
法
を
、
家
臣
は
家
臣
と 

し
て
の
兵
法
を
ま
ず
は
修
得
す
べ
き
で
あ
る
。
私
自
身
（
吉
通
）
は
、
こ
の
流
派
を
大
全
し
た
い
と
願
っ
て 

い
る
が
、
病
の
床
に
伏
し
て
い
る
た
め
、
も
は
や
叶
わ
な
い
。
そ
こ
で
近
松
が
代
わ
り
に
様
々
な
流
派
を
今 

後
学
び
取
り
、「
武
道
全
流
道
知
辺
」
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
怠
る
事
な
く
新
た
な
流
派
を
創
始
し
て
ほ
し
い 

と
願
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
吉
通
の
兵
法
に
対
す
る
力
強
い
想
い
が
感
じ
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ 

う
か
。
近
松
は
そ
の
命
じ
付
け
通
り
「
一
全
流
兵
法
」
を
創
始
し
、
そ
れ
に
関
す
る
様
々
な
著
書
を
残
し
、 

弟
子
達
に
相
伝
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 



 四二 

 
以
上
、
近
松
の
生
涯
に
つ
い
て
概
括
し
た
。
次
節
で
は
、
そ
の
生
涯
の
中
で
出
会
っ
た
二
人
の
忍
び
、「
木 

村
奥
之
助
」
と
「
竹
之
下
平
学
頼
英
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

  

〈
第
二
節
〉
近
松
茂
矩
と
忍
び 

 

本
節
で
は
、
近
松
茂
矩
と
忍
び
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
川
上
仁
一
に
よ
る
と
、
近
松
茂
矩

は
、
甲
賀
五
人
の
支
配
頭
・
木
村
奥
之
助
と
兵
法
家
・
竹
之
下
平
学
頼
英
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
１
０
１

。
木
村
奥
之
助
に
つ
い
て
は
、
時
代
的
に
、
初
代
木
村
奥
之
助
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
竹
之
下
平
学
頼
英
は
、
伊
勢
国
出
身
の
忍
術
家
で
あ
り
、
服
部
半
助
と
い
う
人
物
か
ら
伊
賀
忍
術
を

相
伝
し
た
と
い
う
。『
平
学
先
生
略
伝
』（
《
翻
刻
史
料
》）
に
は
、
彼
の
生
涯
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
近

松
は
両
者
か
ら
忍
術
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
も
の
が
、『
用
間
伝
解
』、『
用
間
俚
諺
』、

『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』
、『
用
間
伝
解
口
伝
書
』
で
あ
る
１
０
２

。
こ
れ
ら
忍
術
書
の
分
析
に
つ
い
て
は
次
節

で
検
討
し
た
い
。 

 

そ
も
そ
も
近
松
は
な
ぜ
忍
術
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
ま
た
四
代
吉
通
の
遺
言
が

影
響
し
て
い
る
。『
円
覚
院
様
御
伝
十
五
条
』
を
見
て
み
る
と
、
吉
通
の
忍
び
に
対
す
る
思
想
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
０
３

。 

 

〔
史
料
二
九
〕「
円
覚
院
様
御
伝
十
五
条
」 

御
意
に
忍
の
術
ハ
和
漢
共
に
上
古
よ
り
兵
家
之
大
事
と
し
、
孫
子
に
も
十
三
篇
之
巻
末
に
用
間
の
篇

有
、
但
し
其
術
ハ
土
地
風
俗
の
た
か
ひ
よ
り
相
違
す
、
さ
れ
と
も
孫
子
に
伝
ふ
る
五
間
か
根
本
也
、
い

ま
日
本
に
て
ハ
伊
賀
甲
賀
之
伝
詳
蜜
に
し
て
こ
れ
よ
り
外
な
し
、
故
に
諸
家
其
者
共
を
扶
助
す
、
但
し

主
将
た
る
人
も
忍
の
正
伝
な
る
大
要
と
ハ
識
得
す
へ
し
、
こ
れ
を
識
ら
す
し
て
ハ
忍
之
者
を
遣
ふ
事

な
ら
す
、
又
敵
方
よ
り
い
れ
る
忍
を
防
く
事
な
ら
す
、
世
上
一
同
に
こ
れ
を
至
て
凡
下
の
卑
賎
と
し
、

甚
た
し
き
ハ
夜
盗
之
所
為
の
こ
と
く
等
お
と
し
い
や
し
む
ハ
大
き
に
非
な
り
、
主
将
た
ら
ん
人
、
壁
を

の
り
垣
を
こ
ゆ
る
の
術
之
こ
と
き
瑣
碎
な
る
術
な
と
ハ
習
ふ
に
及
す
、
た
ゝ
其
術
之
大
旨
を
習
ふ
へ

し
、
但
し
附
言
・
妄
説
・
奸
計
・
偽
伝
多
し
、
其
本
源
を
撰
む
へ
し
、
此
旨
を
も
五
郎
太
成
長
後
に
よ

く
〱
伝
ふ
へ
し
、 

 

忍
び
は
日
本
や
中
国
で
古
代
か
ら
重
宝
さ
れ
、『
孫
子
』
用
間
篇
に
そ
の
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て

い
る
内
容
こ
そ
忍
び
の
本
質
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
伊
賀
・
甲
賀
出
身
の
忍
び
が
有
名
で
あ
り
、
彼



 四三 

ら
は
各
地
で
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
上
に
立
つ
者
は
、
忍
び
に
つ
い
て
の
心
得
が
な
け
れ
ば
彼
ら
を
召
し

抱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
上
、
敵
の
忍
び
の
襲
撃
を
防
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
忍
び
を
「
夜
討
ち

要
員
」
や
「
盗
賊
」
と
し
て
蔑
む
こ
と
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。
ま
た
壁
を
よ
じ
登
り
、
石
垣
を
乗
り
越

え
る
と
い
っ
た
些
末
な
忍
術
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
忍
術
の
本
質
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
五
郎
太
（
五
代
藩
主
）
の
成
長
後
に
よ
く
伝
え
て
お
く
よ
う
に
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。 

 

以
上
の
記
述
か
ら
、
吉
通
は
近
松
に
対
し
て
、
忍
び
の
本
質
を
学
ん
で
そ
れ
を
五
郎
太
に
伝
え
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
先
述
の
通
り
、
近
松
は
吉
通
の
「
武
道
全
流
道
知
辺
」
を
引
き

継
ぎ
、
新
流
派
を
創
始
し
て
そ
れ
を
大
全
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
一
全
流
兵
法
に
も
忍
術
の
本
質

が
導
入
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
以
上
の
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
近
松
は
忍
術
を
学
ん
だ
の
で
あ

る
。 さ

て
近
松
は
ど
う
い
っ
た
内
容
を
学
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
『
忍
未
来
記
』
の
記
述
か

ら
理
解
で
き
る
。
こ
の
史
料
は
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）、
近
松
が
初
代
木
村
奥
之
助
に
入
門
し
た
際
に
、

甲
賀
忍
び
の
「
過
去
の
栄
光
」・「
現
在
の
堕
落
状
況
」・「
未
来
予
測
」
に
つ
い
て
教
え
を
受
け
、
そ
れ
ら
を

講
義
録
と
い
う
形
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

ま
ず
は
甲
賀
忍
び
の
「
過
去
」
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
過
去
に
お
け
る
甲
賀
忍
び
は
、
た
と
え
他
国
に

仲
間
が
分
散
し
て
い
た
と
し
て
も
、
強
固
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
常
に
情
報
が
や
り
取
り
さ
れ
て
い

た
と
い
う
１
０
４

。 

 

〔
史
料
三
〇
〕『
忍
未
来
記
』 

甲
賀
忍
ノ
伝
授
ヲ
ス
ル
者
ハ
、
入
門
ノ
始
メ
ニ
先
三
世
ヲ
悟
了
ス
ル
事
肝
要
也
、
所
謂
過
去
・
現
在
・ 

未
来
ナ
リ
、 

 
 
 
 

過
去
ハ 

往
昔 

 
 
 
 

現
在
ハ 

当
今 

 
 
 
 

未
来
ハ 

以
後 

往
昔
甲
賀
一
流
ノ
忍
ノ
伝
ヲ
立
ル
ノ
法
格
ハ
、
甲
賀
郡
ノ
素
生
ノ
者
ハ
子
々
孫
々
迄
一
体
分
身
ノ
思 

ヒ
ヲ
ナ
シ
、
同
胞
ノ
兄
弟
ト
心
得
テ
遠
国
ニ
分
散
シ
居
住
ス
ル
ト
モ
、
互
ニ
姓
名
ヲ
知
リ
知
ラ
レ
、 

常
々
通
達
シ
テ
、
若
用
事
ア
ラ
ハ
互
ニ
隠
サ
ス
告
知
ラ
セ
、
共
々
忍
ノ
用
サ
シ
ツ
カ
へ
ナ
ク
調
フ
ヘ
キ 

旨
云
合
セ
、
扨
甲
賀
出
ノ
者
ニ
テ
ナ
ケ
レ
ハ
一
切
相
伝
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
定
ム
、
コ
レ
往
昔
甲
賀
一
流
ヲ 

立
ル
法
格
也
、 
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甲
賀
忍
術
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
は
、
ま
ず
甲
賀
忍
び
の
「
過
去
・
現
在
・
未
来
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。
過
去
に
お
け
る
甲
賀
忍
び
は
、
互
い
に
姓
名
を
知
り
合
い
、
た
と
え
他
国
に
分
散
し
て
い
て
も
強

固
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ば
れ
て
い
た
。
急
用
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
通
達
が
行
き
届
き
、
協
力
し
て
任
務
を
行

っ
て
い
た
。
そ
し
て
甲
賀
出
身
の
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
忍
術
は
絶
対
に
伝
授
し
な
か
っ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
現
在
に
お
い
て
、
甲
賀
忍
び
は
大
き
く
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
現
状
を
木
村
奥
之
助

は
嘆
き
、
そ
の
堕
落
の
現
状
に
つ
い
て
一
三
項
目
に
ま
と
め
て
い
る
。
例
と
し
て
、
第
一
〇
項
目
を
紹
介
す

る
。
こ
こ
に
は
『
孫
子
』
用
間
篇
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
１
０
５

。 

 

〔
史
料
三
一
〕『
忍
未
来
記
』 

是
十
、
惣
テ
同
流
ノ
者
モ
件
々
ノ
如
キ
ユ
ヘ
、
忍
ノ
術
ハ
寄
計
変
詐
ノ
現
術
同
意
ト
思
フ
テ
、
五
間
ノ 

伝
ガ
最
第
一
大
要
必
用
ナ
リ
ト
徹
底
得
心
ス
ル
者
ハ
万
人
ニ
一
人
ナ
リ
、
コ
レ
其
師
伝
詳
蜜
ナ
ラ
ス
、 

其
人
ノ
器
量
狭
小
ナ
ル
ユ
ヘ
ナ
リ
、
尤
形
ヲ
カ
ク
シ
、
姿
ヲ
化
ケ
、
池
沼
ヲ
渡
リ
、
河
海
ヲ
コ
シ
、
壁 

ヲ
ノ
リ
、
門
ヲ
入
ル
ノ
類
モ
忍
ノ
一
術
ナ
レ
ト
モ
、
ソ
レ
ハ
至
テ
末
々
ノ
事
ニ
テ
、
実
用
ニ
立
事
希
ニ 

シ
テ
、
大
功
立
難
シ
、 

 

一
般
的
に
忍
術
と
い
う
も
の
は
、
寄
計
変
詐
の
幻
術
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
『
孫
子
』
用
間
篇
に
記

さ
れ
た
「
五
間
」
こ
そ
最
も
重
要
な
忍
術
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
を
心
得
て
い
る
者

は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
忍
術
を
伝
授
す
る
師
、
教
え
を
受
け
る
門
人
の
両
者
が
未
熟
で
あ
る

た
め
で
あ
る
。
姿
を
隠
し
、
変
装
し
、
川
や
海
を
越
え
、
壁
を
乗
り
越
え
、
門
を
開
け
る
こ
と
も
忍
術
の
一

つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
些
末
な
忍
術
で
あ
っ
て
、
実
践
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
を
理
解
し
て

い
な
い
た
め
に
、
大
き
な
功
績
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

『
孫
子
』
用
間
篇
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
で
、
先
述
し
た
四
代
吉
通
の
忍
び
に
対
す
る
思
想
と
ほ

ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
忍
び
の
本
質
は
『
孫
子
』
用
間
篇
に
記
さ
れ
た
「
五
間
」

で
あ
る
こ
と
が
、
吉
通
と
木
村
奥
之
助
の
間
で
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
堕
落
し
た
現
状
を
反
省
し
、
甲
賀
忍
術
を
未
来
へ
相
伝
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
最
後

に
説
い
て
い
る
１
０
６

。 

 

〔
史
料
三
二
〕『
忍
未
来
記
』 

万
一
変
用
ア
ル
時
ハ
一
向
ニ
用
ニ
立
ヘ
カ
ラ
ス
、
若
其
時
ニ
ア
タ
リ
テ
用
ニ
立
サ
ル
時
ハ
、
其
身
ノ
誤 

リ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
一
国
ノ
危
殆
ニ
モ
及
フ
災
ヒ
ニ
至
ラ
ン
、
且
甲
賀
一
流
ノ
恥
辱
ニ
シ
テ
、
一
流
衰
微 
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ノ
基
本
ナ
リ
、
予
カ
伝
ヲ
受
続
者
ハ
、
マ
ツ
此
条
々
ヲ
能
得
心
シ
テ
、
一
流
相
承
ノ
古
法
・
古
格
ヲ
差 

ヘ
ス
、
勉
テ
修
行
シ
遂
ケ
テ
、
大
功
業
ヲ
立
ヘ
シ
、
此
条
々
ハ
未
来
ヲ
考
勘
シ
テ
一
流
ノ
警
メ
ニ
説
遣 

ス
者
也
、 

 

万
が
一
非
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
、
忍
術
を
適
切
に
実
践
で
き
な
け
れ
ば
、
自
ら
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
一
国
の
危
機
に
も
つ
な
が
る
。
こ
れ
は
甲
賀
に
お
け
る
恥
で
あ
り
、
甲
賀
忍
術
が
途
絶
え

る
原
因
と
な
る
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
自
ら
が
相
伝
す
る
忍
術
を
よ
く
理
解
し
て
、
古
法
や
故
実
に

精
通
し
、
日
夜
修
行
に
励
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。 

こ
の
最
後
の
部
分
は
、
忍
び
の
道
の
心
得
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
正
心
の
重
要
性
」
を
表
し

て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。『
万
川
集
海
』
巻
第
二
「
正
心
第
一
」
１
０
７

に
、「
此
道
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ハ
、
一

戦
ノ
折
カ
ラ
主
君
ノ
為
ニ
大
忠
節
ヲ
尽
シ
大
功
ヲ
立
ン
ト
ノ
ミ
欲
シ
テ
、
主
君
ノ
安
否
、
国
ノ
存
亡
、
我
一

人
ノ
重
任
ト
可
心
得
、
功
成
名
遂
テ
身
退
コ
ソ
臣
ノ
道
ナ
ラ
シ
メ
、
若
小
節
ニ
カ
ヽ
ハ
リ
小
恥
ヲ
不
レ

忍
シ

テ
私
ノ
為
ニ
身
ヲ
亡
サ
バ
、
是
ヲ
禄
賊
ト
モ
匹
夫
ノ
勇
ト
モ
云
ツ
ヘ
シ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
忍
び
と
し

て
生
き
る
な
ら
ば
、
主
君
の
た
め
に
忠
節
を
尽
く
し
、
大
功
を
常
に
遂
げ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
主
君
の
安

否
や
国
の
存
亡
は
、
全
て
自
分
一
人
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
木
村
奥
之
助
の
考
え
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

そ
の
後
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
は
、
近
松
の
孫
弟
子
で
あ
る
水
野
忠
通
が
、
師
で
あ
る
鈴
木
貞
美
か

ら
そ
の
教
え
を
受
け
、『
甲
賀
忍
之
伝
未
来
記
』
を
著
し
た
。
甲
賀
忍
び
の
「
過
去
・
現
在
・
未
来
」
が
後

の
世
ま
で
相
伝
さ
れ
て
い
た
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。 

 

さ
て
本
章
で
は
、
尾
張
藩
の
兵
学
者
・
近
松
茂
矩
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
近
松
は
四
代
吉
通
に
仕
え
、
吉

通
が
創
始
し
た
「
武
道
全
流
道
知
辺
」
を
引
き
継
ぐ
形
で
、「
一
全
流
兵
法
」
を
創
始
し
た
。
ま
た
「
長
沼

流
兵
法
」
に
も
傾
倒
し
て
い
た
。
そ
し
て
吉
通
の
遺
言
に
よ
っ
て
、
五
郎
太
（
五
代
藩
主
）
に
忍
術
の
本
質

を
伝
え
る
必
要
性
に
駆
ら
れ
た
近
松
は
、
甲
賀
五
人
の
支
配
頭
・
初
代
木
村
奥
之
助
と
、
伊
勢
国
出
身
の
伊

賀
忍
術
家
・
竹
之
下
平
学
頼
英
か
ら
忍
術
を
修
得
し
た
。『
孫
子
』
用
間
篇
の
内
容
が
忍
術
の
本
質
で
あ
る

と
い
う
吉
通
の
思
想
は
、
木
村
奥
之
助
の
思
想
と
合
致
し
て
お
り
、
近
松
は
講
義
を
通
し
て
、
改
め
て
そ
の

重
要
性
を
認
識
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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《
第
四
章
》
近
松
茂
矩
の
忍
者
関
係
史
料
分
析 

  

さ
て
本
章
で
は
、
近
松
茂
矩
が
著
し
た
忍
者
関
係
史
料
、
特
に
『
用
間
伝
解
』、『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』

の
二
つ
を
取
り
上
げ
て
そ
の
分
析
を
行
う
。
前
者
は
、
伊
賀
・
甲
賀
に
お
け
る
『
孫
子
』
用
間
篇
の
解
釈
に

つ
い
て
、
後
者
は
、
『
孫
子
』
用
間
篇
の
戦
略
を
適
切
に
実
行
す
る
た
め
の
伊
賀
・
甲
賀
忍
術
の
詳
細
に
つ

い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
両
書
の
内
容
分
析
は
、
山
田
雄
司
に
よ
っ
て
一
部
分
行
わ
れ
て
い
る
が
１
０
８

、
本
稿

で
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
は
た
し
て
近
松
は
、
竹
之
下
・
木
村
の

両
者
か
ら
ど
の
よ
う
な
忍
術
を
相
伝
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

  

〈
第
一
節
〉『
孫
子
』
用
間
篇
の
解
釈 

  

本
節
で
は
、『
用
間
伝
解
』
の
内
容
を
分
析
し
、
伊
賀
・
甲
賀
に
お
い
て
『
孫
子
』
用
間
篇
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
は
『
用
間
伝
解
』
「
叙
由
」
の
記
述
を
取
り
上
げ
る
。

内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
０
９

。 

 

〔
史
料
三
三
〕『
用
間
伝
解
』 

康
敬
先
生
ノ

曰
ク

、
抑ソ

モ
〱

忍
ノ
伝
ニ
於
テ
最
上
至
極
蘊
奥
秘
訣
ハ
孫
子
ノ
用
間
ノ
篇
ナ
リ
、
コ
ヽ
ニ
詳
蜜 

 
 

ナ
ラ
ス
シ
テ
奇
異
変
現
ノ
術
、
喩へ
レ

溝ヲ

越ル
レ

累ヲ

ノ
伎
等
ノ
ミ
ヲ
忍
の
肝
要
と
云
ハ
、
本
ヲ
捨
テ
末
ヲ
取ル

ナ
リ
、（
中
略
）
多
年
ノ
後
頼
英
先
生
ニ
謁
シ
、
履
ヲ
取
テ
従
学
ス
、
先
生
ユ
ヘ
ア
リ
テ
伊
賀
伝
ノ
忍

ヲ
伝
へ
玉
フ
、
示
シ
テ
曰
、
忍
ノ
要
他
ナ
シ
、
孫
子
ノ
用
間
ヲ
以
テ
本
源
枢
要
ト
ス
ヘ
シ
ト
テ
、（
後

略
） 

 

「
康
敬
先
生
」
と
は
、
初
代
木
村
奥
之
助
の
こ
と
で
あ
る
。
木
村
に
よ
る
と
、
忍
術
の
中
で
最
も
重
要
な
も

の
が
『
孫
子
』
用
間
篇
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
奇
異
変
幻
の
術
や
、
石
垣
を
乗
り
越

え
る
方
法
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
忍
術
の
本
質
を
見
失
っ
て
い
る
と
説
く
。
近
松
は
そ
の
後
、
竹
之
下
平
学

頼
英
か
ら
伊
賀
忍
術
を
学
ん
だ
。
竹
之
下
に
つ
い
て
も
、
忍
術
の
本
質
は
『
孫
子
』
用
間
篇
で
あ
り
、
そ
れ

を
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
。
す
な
わ
ち
木
村
・
竹
之
下
両
者
共
に
、『
孫
子
』
用
間
篇
を
忍
術
の
本

質
と
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
先
述
の
通
り
、
四

代
吉
通
も
同
等
の
考
え
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
近
松
は
改
め
て
『
孫
子
』
用
間
篇
の
重
要
性
を
認
識
す
る
と
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共
に
、
そ
の
実
践
に
励
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。 

さ
て
そ
の
『
孫
子
』
用
間
篇
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
原
文
を
掲
げ
る

１
１
０

。 

 

〔
史
料
三
四
〕『
孫
子
』
用
間
篇 

孫
子
曰
、
凡
興
レ

師
十
万
、
出
レ

征
千
里
、
百
姓
之
費
、
公
家
之
奉
、
日
費
二

千
金
一

、
内
外
騒
動
、
怠

二

於
道
路
一

、
不
レ

得
レ

操
レ

事
者
、
七
十
万
家
、
相
守
数
年
、
以
争
二

一
日
之
勝
一

、
而
愛
二

爵
禄
百
金
一

、

不
レ

知
二

敵
之
情
一

者
、
不
仁
之
至
也
、
非
二

人
之
将
一

也
、
非
二

主
之
佐
一

也
、
非
二

勝
之
主
一

也
、
故
明

君
賢
将
、
所
三

以
動
而
勝
レ

人
、
成
功
出
二

於
衆
一

者
、
先
知
也
、
先
知
者
、
不
レ

可
レ

取
二

於
鬼
神
一

、
不

レ

可
レ

象
二

於
事
一

、
不
レ

可
レ

験
二

於
度
一

、
必
取
二

於
人
一

、
知
二

敵
之
情
一

者
也
、 

故
用
レ

間
有
レ

五
、
有
二

因
間
一

、
有
二

内
間
一

、
有
二

反
間
一

、
有
二

死
間
一

、
有
二

生
間
一

、
五
間
倶
起
、

莫
レ

知
二

其
道
一

、
是
謂
二

神
紀
一

、
人
君
之
宝
也
、
因
間
者
、
因
二

其
郷
人
一

而
用
レ

之
、
内
間
者
、
因
二

其
官
人
一

而
用
レ

之
、
反
間
者
、
因
二

其
敵
間
一

而
用
レ

之
、
死
間
者
、
為
二

誑
事
於
外
一

、
令
三

吾
間
知
レ

之
、
而
伝
二

於
敵
間
一

也
、
生
間
者
、
反
報
也
、 

故
三
軍
之
事
、
莫
レ

親
二

於
間
一

、
賞
莫
レ

厚
二

於
間
一

、
事
莫
レ

密
二

於
間
一

、
非
二

聖
智
一

不
レ

能
レ

用
レ

間
、

非
二

仁
義
一

不
レ

能
レ

使
レ

間
、
非
二

微
妙
一

不
レ

能
レ

得
二

間
之
実
一

、
微
哉
微
哉
、
無
レ

所
レ

不
レ

用
レ

間
也
、

間
事
未
レ

発
而
先
聞
者
、
間
与
所
レ

告
者
、
皆
死
、 

凡
軍
之
所
レ

欲
レ

撃
、
城
之
所
レ

欲
レ

攻
、
人
之
所
レ

欲
レ

殺
、
必
先
知
二

其
守
将
左
右
謁
者
門
者
舎
人
之

姓
名
一

、
令
二

吾
間
必
索
知
一
レ

之
、 

必
索
敵
人
之
間
来
間
レ

我
者
、
因
而
利
レ

之
、
導
而
舎
レ

之
、
故
反
間
可
二

得
而
用
一

也
、
因
レ

是
而
知
レ

之
、
故
郷
間
内
間
、
可
二

得
而
使
一

也
、
因
レ

是
而
知
レ

之
、
故
死
間
為
二

誑
事
一

、
可
レ

使
レ

告
レ

敵
、
因

レ

是
而
知
レ

之
、
故
生
間
可
レ

使
レ

如
レ

期
、
五
間
之
事
、
主
必
知
レ

之
、
知
レ

之
必
在
二

於
反
間
一

、
故
反

間
不
レ

可
レ

不
レ

厚
也
、 

昔
殷
之
興
也
、
伊
摯
在
レ

夏
、
周
之
興
也
、
呂
牙
在
レ

殷
、
故
惟
明
君
賢
将
、
能
以
二

上
智
一

為
二

間
者
一

、 
 

必
成
二

大
功
一

、
此
兵
之
要
、
三
軍
之
所
二

恃
而
動
一

也
、 

 

以
降
、
本
項
で
は
こ
れ
ら
の
記
述
に
つ
い
て
、 

①
「
孫
子
曰
、
凡
興
レ

師
十
万
、
出
レ

征
千
里
、
百
姓
之
費
、
公
家
之
奉
、
日
費
二

千
金
一

、
内
外
騒
動
、
怠

二

於
道
路
一

、
不
レ

得
レ

操
レ

事
者
、
七
十
万
家
、」。 

②
「
相
守
数
年
、
以
争
二

一
日
之
勝
一

、
而
愛
二

爵
禄
百
金
一

、
不
レ

知
二

敵
之
情
一

者
、
不
仁
之
至
也
、
非
二

人 
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之
将
一

也
、
非
二

主
之
佐
一

也
、
非
二

勝
之
主
一

也
、」。 

③
「
故
明
君
賢
将
、
所
三

以
動
而
勝
レ

人
、
成
功
出
二

於
衆
一

者
、
先
知
也
、
先
知
者
、
不
レ

可
レ

取
二

於
鬼
神

一

、
不
レ

可
レ

象
二

於
事
一

、
不
レ

可
レ

験
二

於
度
一

、
必
取
二

於
人
一

、
知
二

敵
之
情
一

者
也
、」。 

④
「
故
用
レ

間
有
レ

五
、
有
二

因
間
一

、
有
二

内
間
一

、
有
二

反
間
一

、
有
二

死
間
一

、
有
二

生
間
一

、
五
間
倶
起
、

莫
レ

知
二

其
道
一

、
是
謂
二

神
紀
一

、
人
君
之
宝
也
、」。 

⑤
「
因
間
者
、
因
二

其
郷
人
一

而
用
レ

之
、」。 

⑥
「
内
間
者
、
因
二

其
官
人
一

而
用
レ

之
、」。 

⑦
「
反
間
者
、
因
二

其
敵
間
一

而
用
レ

之
、」。 

⑧
「
死
間
者
、
為
二

誑
事
於
外
一

、
令
三

吾
間
知
レ

之
、
而
伝
二

於
敵
間
一

也
、」。 

⑨
「
生
間
者
、
反
報
也
、」。 

⑩
「
故
三
軍
之
事
、
莫
レ

親
二

於
間
一

、
賞
莫
レ

厚
二

於
間
一

、
事
莫
レ

密
二

於
間
一

、」。 

⑪
「
非
二

聖
智
一

不
レ

能
レ

用
レ

間
、
非
二

仁
義
一

不
レ

能
レ

使
レ

間
、
非
二

微
妙
一

不
レ

能
レ

得
二

間
之
実
一

、
微
哉
微 

 
 

哉
、
無
レ

所
レ

不
レ

用
レ

間
也
、
」。 

⑫
「
間
事
未
レ

発
而
先
聞
者
、
間
与
所
レ

告
者
、
皆
死
、」。 

⑬
「
凡
軍
之
所
レ

欲
レ

撃
、
城
之
所
レ

欲
レ

攻
、
人
之
所
レ

欲
レ

殺
、
必
先
知
二

其
守
将
左
右
謁
者
門
者
舎
人
之

姓
名
一

、
令
二

吾
間
必
索
知
一
レ

之
、
」。 

⑭
「
必
索
敵
人
之
間
来
間
レ

我
者
、
因
而
利
レ

之
、
導
而
舎
レ

之
、
」
。 

⑮
「
故
反
間
可
二

得
而
用
一

也
、
」。 

⑯
「
因
レ

是
而
知
レ

之
、
故
郷
間
内
間
、
可
二

得
而
使
一

也
、」。 

⑰
「
因
レ

是
而
知
レ

之
、
故
死
間
為
二

誑
事
一

、
可
レ

使
レ

告
レ

敵
、
」。 

⑱
「
因
レ

是
而
知
レ

之
、
故
生
間
可
レ

使
レ

如
レ

期
、」。 

⑲
「
五
間
之
事
、
主
必
知
レ

之
、
知
レ

之
必
在
二

於
反
間
一

、
故
反
間
不
レ

可
レ

不
レ

厚
也
、」。 

⑳
「
昔
殷
之
興
也
、
伊
摯
在
レ

夏
、
周
之
興
也
、
呂
牙
在
レ

殷
、」
。 

㉑
「
故
惟
明
君
賢
将
、
能
以
二

上
智
一

為
二

間
者
一

、
必
成
二

大
功
一

、
此
兵
之
要
、
三
軍
之
所
二

恃
而
動
一

也
、」

の
二
一
項
目
に
分
類
し
、
伊
賀
・
甲
賀
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

 

（
一
）
伊
賀
伝 

  

ま
ず
は
伊
賀
忍
び
に
お
け
る
『
孫
子
』
用
間
篇
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
は
①
か
ら
③
の
解
釈

で
あ
る
１
１
１

。 



 四九 

 
〔
史
料
三
五
〕『
用
間
伝
解
』 

・
①
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
凡
ソ
間
ヲ
用
レ
ハ
勝
易
ク
シ
テ
勝
、
間
ヲ
不
レ

用
ハ
勝
ヘ
キ
ニ
不
レ

勝
コ
ト
ア
リ
、
故
ニ

孫
子
ス
ヽ
ム
ル
ニ
間
ヲ
以
テ
ス
、
人
君
将
帥
ヨ
ク
其
ス
ヽ
メ
ヲ
許
容
サ
セ
ン
カ
タ
メ
ニ
、
発
言
ニ
如
レ

此
高
大
ノ
費
ヲ
ト
ヒ
テ
耳
ヲ
驚
シ
、
ツ
グ
ニ
間
ノ
用
ハ
微
妙
ナ
ル
コ
ト
ヲ
云
テ
悦
服
サ
ス
ル
ナ
リ
、 

 

・
②
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
大
将
ノ
上
ニ
テ
大
疵
ト
云
ハ
不
仁
ナ
リ
、
不
仁
ニ
シ
テ
ハ
功
ヲ
遂
ル
コ
ト
ナ
シ
、
不
仁
ノ 

 
 

将
ニ
従
フ
士
ニ
ハ
必
ス
親
附
ス
ル
者
ナ
シ
、
新
附
セ
サ
レ
ハ
功
為
シ
難
シ
、
就
レ

中
金
ヲ
愛
シ
テ
人
ヲ

不
レ

愛
ユ
ヘ
ニ
、
間
ヲ
用
ズ
大
功
ヲ
ナ
サ
ズ
、
故
ニ
孫
子
如
レ

此
イ
マ
シ
メ
テ
云
也
、 

 

①
間
者
を
用
い
れ
ば
容
易
に
戦
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
、
用
い
な
け
れ
ば
ど
ん
な
戦
で
も
負
け
て
し
ま
う
。
主

君
や
将
軍
は
、
こ
の
孫
子
の
教
え
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
声
を
大
に
し
て
、
孫
子
の
素
晴
ら
し
さ
を
家
臣

に
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

②
将
軍
が
仁
義
の
心
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
大
功
を
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仁
義
の
心
の
な
い
将
軍

に
対
し
て
間
者
は
従
う
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ
ん
な
将
軍
は
、
金
品
に
目
が
く
ら
み
、
家

臣
に
興
味
を
向
け
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
間
者
を
用
い
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
大
功
を
遂
げ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

③
の
解
釈
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
実
戦
に
お
い
て
間
者
を
用
い
る
こ
と
の
重
要
性
、
そ
し
て

将
軍
が
仁
義
の
心
を
涵
養
す
る
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。 

次
に
④
か
ら
⑨
の
解
釈
で
あ
る
１
１
２

。 

 

〔
史
料
三
六
〕『
用
間
伝
解
』 

・
④
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
ヲ
ヨ
ソ
宝
ト
云
ハ
、
金
銀
七
宝
ヨ
リ
種
々
其
ノ

物
ニ
ヨ
リ
其
人
ニ
ヨ
リ
テ
宝
ア
リ
、
既
ニ

楚
書
ニ
ハ
善
以
テ

為
ス

レ

宝
ラ

ト
、
礼
記
ニ
ハ
仁
親
以
テ

為
ス

レ

宝
ラ

ト
、
兵
ニ
於
テ
宝
ト
云
ハ
間
ナ
リ
、
コ

ノ
余
他
ナ
シ
ト
云
フ
者
、
和
漢
ニ
孫
子
ソ
レ
魁
首
ナ
リ
、
因
テ
思
フ
ニ
、
我
カ

朝
ノ
神
霊
地
ヲ
異
ニ
シ
、

時
ヲ
同
フ
セ
ス
シ
テ
、
既
ニ
間
ノ
業
ヲ
為
シ
玉
フ
コ
ト
可
シ

レ

仰
ク

可
シ

レ

尊
ム

、
後
世
ノ
主
将
什
宝
コ
レ

ナ
リ
ト
、
握
掌
ス
ル
者
ス
ク
ナ
キ
ハ
誤
レ
リ
、
孫
子
宝
ノ
一
字
ヲ
下
ス
、
千
万
歳
ニ
至
テ
大
ヒ
ナ
ル
賜



 五〇 

モ
ノ
ナ
ル
カ
ナ
、
後
学
謹
ン

テ
受
用
体
認
ス
ヘ
シ
、 

 

・
⑤
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
孫
子
五
間
ヲ
イ
ツ
ル
ニ
一
、
二
、
三
、
四
、
五
ト
ス
、
是
ソ
ノ
為
シ
易
キ
ヲ
一
ト
ス
、
二
、 

 
 

三
、
四
、
五
モ
ミ
ナ
コ
レ
ニ
同
シ
、
易
シ

ト
云
ハ
、
郷
間
コ
レ
広
大
ニ
シ
テ
為
シ
易
シ
、
ユ
ヘ
ニ
一
ト

ス
、
同
伝
曰
、
我
忍
ノ
伝
ニ
於
テ
ハ
、
平
安
ノ
日
イ
マ
タ
敵
対
セ
サ
ル
ウ
チ
ニ
、
近
隣
諸
邦
ノ
郷
人
ニ

因
循
ス
ル
縁
故
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
也
、
既
ニ
敵
々
対
々
ス
ル
日
ニ
至
テ
俄
ニ
百
姓
・
商
買
ノ
徒
ニ
因
テ
事

ヲ
ナ
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
辺
防
ア
リ
・
制
禁
ア
リ
テ
通
シ
難
シ
、
大
忍
ノ
大
事
口
授
ア
リ
、 

 

・
⑥
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
郷
間
ヨ
リ
ハ
為
シ
難
シ
ユ
ヘ
ニ
第
二
ニ
述
ヌ
、
コ
レ
ハ
治
乱
ト
モ
ニ
其
家
ノ
風
俗
ニ
ヨ
リ 

 
 

テ
為
シ
易
シ
、
国
風
習
俗
ヲ
考
テ
ナ
ス
ヘ
シ
、
蚤
虱
大
事
、
口
占
、 

 

・
⑦
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
敵
辺
防
ハ
ナ
ハ
タ
厳
整
ニ
シ
テ
、
我
間
イ
カ
ン
ト
シ
テ
モ
入
リ

難
キ
時
ハ
、
反
間
ヨ
リ
外

ナ
シ
、
敵
間
ヲ
フ
セ
ケ
ト
モ
、
我
間
ヲ
出
シ
来
ラ
ス
ト
云
コ
ト
ナ
シ
、
間
キ
タ
ル
ト
態
ト
防
ス
シ
テ
入

ラ
シ
メ
テ
我
用
ト
ス
、
水
月
ノ
大
事
コ
ノ
伝
ナ
リ
、 

 

・
⑧
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
我
間
敵
間
ニ
知
ラ
セ
、
次
ニ
生
捕
極
罪
ノ
者
ヲ
誤
テ
逃
シ
テ
告
シ
ム
ル
、
コ
レ
孫
子
イ
ワ 

 
 

サ
ル
術
ニ
シ
テ
、
本
朝
ニ
テ
始
メ
テ
ハ
カ
ル
ト
コ
ロ
、
是
ヲ
三
合
ノ
大
事
ト
云
、
此
上
ニ
秘
術
ア
リ
、

敵
ヨ
リ
如
レ

此
ハ
カ
ル
時
ハ
、
一
離
ノ
伝
ヲ
用
ユ
、
其
上
ニ
又
蜜
伝
ア
リ
、
若
一
離
ノ
術
ナ
シ
カ
タ
ク

止
ム

コ
ト
ナ
ク
対
偶
ス
ル
時
ハ
、
正
合
ノ
秘
術
ヲ
用
ユ
ヘ
シ
、
重
々
ノ
口
占
ア
リ
、 

 

・
⑨
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
生
間
至
テ
ナ
シ
難
シ
ユ
ヘ
ニ
第
五
ニ
ア
リ
、
コ
レ
忍
ノ
常
経
ノ
道
、
残
テ
四
間
ハ
時
変
ニ 

 

応
ス
ル
作
略
ナ
リ
、
但
コ
レ
ヲ
能
ス
ル
間
人
ハ
ナ
ハ
タ
希
ナ
リ
、
若
コ
レ
ヲ
得
ル
時
ハ
実
ニ
主
将
ノ
宝 

 
 

ナ
リ
、
又
曰
、
間
人
ハ
数
十
百
人
用
ヒ
ス
ン
ハ
有
ヘ
カ
ラ
ス
、
其
人
悉
ク
ミ
ナ
能
ス
ル
人
ア
ル
ヘ
カ
ラ 

 

ス
、
一
才
一
能
各
其
得
タ
所
ヲ
取
テ
ツ
カ
ウ
ヘ
シ
、
故
ニ
コ
レ
ヲ
駈
使
ス
ル
總
宰
ノ
人
ヲ
撰
ム
也
、
總 

司
一
人
コ
レ
ヲ
能
得
ル
時
ハ
、
其
ノ

配
下
ノ
間
人
各
其
ノ

用
ニ
ア
タ
ラ
ス
ト
云
コ
ト
ナ
シ
、
要
ノ
大
事 



 五一 

口
占
ア
リ
、
又
曰
、
今
他
ニ
云
、
高
ニ
ノ
ホ
リ
卑
ヲ
ク
ヽ
リ
、
水
ヲ
渉
リ
沼
ヲ
越
へ

、
壁
ヲ
ヨ
チ
城
ニ 

入
、
形
ヲ
隠
シ
影
ヲ
消
ス
、
隠
顕
変
化
ノ
奇
術
ハ
コ
レ
ミ
ナ
生
間
急
変
ニ
応
ス
ル
ノ
術
ニ
シ
テ
、
其
常 

ト
ス
ル
所
ニ
ア
ラ
ス
、
然
ヲ
忍
ノ
正
法
正
術
ト
思
フ
ハ
甚
以
誤
レ
リ
、
故
ニ
忍
ヲ
以
テ
姦
計
変
詐
ノ
邪 

術
ト
貶
卑
セ
ラ
ル
、
ヨ
ク
其
ノ

常
変
ノ
意
旨
ヲ
講
究
シ
得
テ
、
後
ニ
其
ノ

奇
術
ヲ
モ
識
得
シ
、
変
権
ニ 

応
ス
ヘ
シ
、 

 

④
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
大
切
に
す
る
も
の
は
異
な
る
。
軍
に
お
い
て
大
切
な
も
の
は
間
者
で
あ
る
。
日
本

に
お
い
て
神
や
仏
を
崇
敬
す
る
よ
う
に
、
間
者
が
功
を
遂
げ
る
こ
と
に
敬
意
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
、
上
に
立
つ
者
は
、
間
者
を
大
切
に
扱
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
大
き
な
過
ち
で
あ
り
、
孫
子
が
間
者
に

つ
い
て
「
宝
」
だ
と
表
現
し
た
こ
と
を
、
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑤
孫
子
は
五
間
に
つ
い
て
、
第
一
・
第
二
・
第
三
・
第
四
・
第
五
と
分
類
し
た
。
因
間
は
、
そ
の
資
質
を
有

す
る
人
物
は
多
く
、
一
番
用
い
る
こ
と
が
容
易
な
こ
と
か
ら
第
一
に
分
類
さ
れ
る
。
因
間
に
お
い
て
は
、
戦

が
始
ま
る
以
前
に
、
敵
国
の
百
姓
や
商
人
と
関
わ
り
を
持
っ
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
戦
が
始
ま
っ
て

か
ら
関
係
性
を
作
ろ
う
と
し
て
も
、
敵
国
に
侵
入
で
き
な
か
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
時
に
は
〈
大
忍
の
大
事
〉
と
い
う
忍
術
を
使
う
。 

⑥
内
間
は
、
因
間
よ
り
も
用
い
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
第
二
に
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
太
平
の
世 

や
乱
世
に
あ
っ
て
も
、
敵
国
の
風
俗
に
従
え
ば
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。
と
に
か
く
敵
国
の 

風
俗
や
習
俗
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
、〈
蚤
虱
の
大
事
〉
と
い
う
忍
術
を
使 

う
。 

⑦
敵
の
防
備
が
万
全
で
、
味
方
の
間
者
を
敵
国
へ
派
遣
で
き
な
い
場
合
に
は
、
反
間
を
用
い
る
。
敵
か
ら 

間
者
が
や
っ
て
来
た
時
に
、
わ
ざ
と
自
国
に
侵
入
さ
せ
て
彼
ら
を
味
方
に
す
る
。
こ
の
時
に
は
、〈
水
月
の 

大
事
〉
と
い
う
忍
術
を
使
う
。 

⑧
死
間
に
つ
い
て
、
偽
の
情
報
を
ま
ず
味
方
と
敵
の
間
者
に
知
ら
せ
、
次
に
人
質
や
罪
人
に
そ
の
情
報
を 

伝
え
る
。
こ
れ
は
孫
子
が
説
い
た
の
で
は
な
く
、
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
〈
三
合
之
大
事
〉 

と
い
う
忍
術
を
用
い
る
。
逆
に
敵
が
死
間
を
派
遣
し
た
場
合
に
は
〈
一
離
之
伝
〉
を
使
う
。
最
終
手
段
と
し 

て
は
〈
正
合
之
秘
術
〉
を
使
う
。 

⑨
生
間
は
、
一
番
用
い
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
第
五
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
忍
び
の
本
質
で
あ
る
。 

生
間
を
上
手
く
実
行
で
き
る
者
は
稀
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
を
味
方
に
で
き
た
時
に
は
宝
と
な
る
。
ま 

た
間
者
は
、
一
〇
～
一
〇
〇
人
単
位
で
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
間
者
全
て
が
全
能
で
は
な
い
の
で
、
そ 

れ
ぞ
れ
の
才
能
や
能
力
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
主
将
を
側
に
つ
け
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、 



 五二 

間
者
は
よ
く
働
い
て
く
れ
る
。
こ
の
時
に
は
〈
要
ノ
大
事
〉
と
い
う
忍
術
を
使
う
。
高
い
所
に
上
が
っ
た
り
、 

低
い
所
を
く
ぐ
っ
た
り
、
水
を
渡
っ
た
り
、
沼
を
越
え
た
り
、
壁
を
越
え
て
敵
城
に
侵
入
し
た
り
、
姿
を
隠 

し
て
自
ら
の
存
在
を
消
し
た
り
と
い
っ
た
忍
術
は
、
緊
急
事
態
が
起
こ
っ
た
時
に
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、 

常
に
用
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
忍
術
の
本
質
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。」。 

こ
こ
で
は
、
五
間
（
因
間
・
内
間
・
反
間
・
死
間
・
生
間
）
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
第
一
～
五
に
分

類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
難
易
度
に
差
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
略
や
そ
の
実
行
の
た

め
の
忍
術
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
生
間
」
を
忍
術
の
本
質
と
し
、
壁
を
上
っ
た
り
、
敵
城

に
侵
入
し
た
り
と
い
っ
た
忍
術
は
些
末
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。 

続
い
て
⑩
か
ら
⑫
ま
で
の
解
釈
で
あ
る
１
１
３

。 

 

〔
史
料
三
七
〕『
用
間
伝
解
』 

・
⑩
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
親
愛
セ
サ
レ
ハ
其
人
ノ
志
情
ヲ
識
得
シ
カ
タ
ク
、
且
ツ

親
附
セ
ス
、
故
ニ
至
テ
親
シ
ク
馴

レ
テ
コ
レ
ヲ
遣
フ
ナ
リ
、
父
子
同
体
ノ
親
附
ナ
ラ
サ
レ
ハ
、
敵
ノ
反
間
ト
ナ
ル
、
反
間
ヲ
防
ク
ノ
術
、

タ
ヽ
コ
レ
親
ノ
行
ル
ヽ
ニ
ア
リ
、
心
結
ビ
ノ
大
事
、
口
授
ア
リ
、
無
刀
ノ
伝
、
口
占
ニ

、 

伊
賀
伝
曰
、
兵
ハ
神
蜜
ヲ
尊
フ
、
イ
ワ
ン
ヤ
間
ニ
ア
ツ
カ
ル
事
ハ
父
子
夫
妻
ノ
間
モ
他
言
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、 

 
 

謀
洩
ル
ヽ
則
ハ
軍
利
ナ
シ
、
コ
レ
ヲ
蜜
ス
ル
モ
亦
親
・
賞
ノ
二
ツ
ニ
根
サ
ス
ナ
リ
、 

 

・
⑪
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
聖
智
・
仁
義
・
微
妙
、
三
ツ
ノ
者
全
ク
備
ル
時
ハ
、
人
事
ハ
云
ニ
不
レ

及
、
風
声
水
音
マ

テ
モ
間
ノ
用
タ
ラ
ス
ト
云
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
微
哉
ト
云
フ
テ
、
コ
レ
人
君
タ
ル
人
ヨ
ク
間
ヲ
至
重
信
用

ア
ラ
ン
事
ヲ
薦
ム
ル
ノ
意
旨
、
句
中
ニ
ア
リ
、 

 

・
⑫
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
百
官
有
司
其
事
ヲ
勤
メ
損
シ
、
又
ハ
其
事
ヲ
洩
泄
ス
レ
ト
モ
、
罪
ス
ル
ニ
死
ヲ
以
テ
処
ス 

 
 

ル
ハ
希
ナ
リ
、
タ
ヽ
間
人
ハ
一
事
一
言
洩
泄
ス
ル
ト
、
直
ニ
死
罪
ニ
処
ス
、
コ
レ
間
ノ
用
一
事
一
言
洩 

 
 

レ
ス
ト
、
忽
ニ
軍
ヲ
敗
リ
、
家
ヲ
滅
ス
ノ
大
事
ニ
至
ル
コ
ト
有
カ
ユ
ヘ
也
、
然
ハ
間
ノ
業
ハ
至
極
ノ
重 

 
 

職
大
任
也
、
諸
将
ノ
コ
レ
ヲ
暁
達
ス
ル
コ
ト
希
ニ
シ
テ
、
間
者
ヲ
卑
賎
ノ
下
職
ト
ナ
シ
、
親
愛
ス
ル
将 

 

ス
ク
ナ
キ
ハ
誤
レ
リ
、 

 



 五三 

⑩
間
者
と
親
し
く
な
け
れ
ば
、
彼
ら
の
心
は
理
解
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
間
者
を
用
い
る
時
は
、
彼
ら
と
親
し

く
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
敵
の
反
間
と
な
っ
て
し
ま
う
。
反
間
を
防
ぐ
方

法
は
、
と
に
か
く
親
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
、〈
心
結
び
の
大
事
〉、〈
無
刀
の
伝
〉
と
い
う

忍
術
を
使
う
。 

⑪
聖
智
・
仁
義
・
微
妙
の
三
つ
を
有
す
る
主
将
は
、
敵
の
情
報
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
風
の
音
や
水
の
音
な

ど
も
間
者
に
調
べ
さ
せ
る
。
良
将
は
と
に
か
く
間
者
を
信
用
す
る
。 

⑫
官
僚
や
国
の
要
職
に
就
く
者
は
、
た
と
え
情
報
を
漏
ら
し
た
と
し
て
も
、
死
罪
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
し
か
し
間
者
は
、
少
し
で
も
情
報
を
漏
ら
し
て
し
ま
え
ば
死
罪
に
な
る
。
間
者
が
収
集
す
る
情
報
は
、

一
歩
間
違
え
れ
ば
敗
軍
し
、
一
国
を
亡
ぼ
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
決
し
て
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
間
者
は
、
至
極
重
要
な
役
目
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
主
将
は
稀

で
あ
る
。
間
者
を
卑
し
い
者
と
し
て
忌
み
嫌
う
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
間
者
と
良
好
な
関
係
を
構
築
し
、
彼
ら
を
信
用
す
る
こ
と
の
重
要
性
、
そ
し
て
間
者
の
守
秘
義

務
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
間
者
を
卑
し
い
者
と
み
な
す
こ
と
を
間
違
い
だ
と
説
く
。 

⑬
の
解
釈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
１
４

。 

 

〔
史
料
三
八
〕『
用
間
伝
解
』 

・
⑬
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
コ
レ
間
者
ノ
真
最
初
ノ
当
務
ノ
急
一
事
ヲ
云
リ
、
是
則
出
師
ノ
第
一
ニ
知
ラ
ス
シ
テ
ナ
ラ 

 
 

サ
ル
事
ナ
リ
、
然
レ
ハ
コ
レ
間
ハ
用
兵
ノ
第
一
、
緊
要
ノ
職
ナ
ル
コ
ト
、
イ
ワ
ス
シ
テ
爰
ニ
シ
レ
タ
リ
、 

伊
賀
伝
曰
、
孫
子
首
章
ニ
始
計
ヲ
ノ
へ
、
七
計
ヲ
論
ス
、
コ
ノ
七
計
何
ニ
因
テ
識
リ
得
テ
筭
ス
ソ
ヤ
、

ミ
ナ
コ
レ
間
ヲ
シ
テ
知
リ
得
ル
也
、
然
ハ
コ
レ
間
ノ
用
ハ
至
テ
重
シ
、
世
人
七
計
ノ
肝
要
タ
ル
ヲ
知
レ

ト
モ
、
其
ノ

根
本
ハ
間
ノ
肝
要
タ
ル
ヲ
講
究
セ
ス
、
間
ヲ
至
重
信
用
セ
サ
ル
ハ
兵
法
通
暁
セ
サ
ル
カ
ユ

ヘ
ナ
リ
、
究
メ
テ
識
得
ス
ヘ
キ
カ
ナ
、 

 

⑬
こ
れ
は
間
者
が
行
う
最
初
の
重
要
な
任
務
で
あ
る
。
間
者
は
重
要
な
役
職
で
あ
り
、
兵
を
動
員
す
る
際
に

優
先
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
孫
子
』
や
『
武
経
七
書
』
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
間
者
が
ほ
と
ん
ど
の
情

報
を
収
集
す
る
の
で
、
彼
ら
は
本
当
に
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
一
般
の
人
々
で
も
『
武
経
七
書
』
の
重
要
性

は
知
っ
て
い
る
が
、
間
者
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
間
者
を
信
用
し
な
い
の
は
、
兵
法
に

つ
い
て
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
も
改
め
て
間
者
の
重
要
性
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。『
武
経
七
書
』
を
引
き



 五四 

合
い
に
出
し
て
主
張
を
補
強
し
て
い
る
様
子
も
う
か
が
え
る
。 

そ
し
て
⑭
か
ら
⑲
の
解
釈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
１
５

。 

 

〔
史
料
三
九
〕『
用
間
伝
解
』 

・
⑭
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
人
ヲ
以
テ
人
ニ
キ
ク
ヨ
リ
外
ニ
術
ナ
キ
ユ
ヘ
ニ
、
必
ト
極
メ
テ
云
リ
、
此
反
間
ヲ
ナ
サ
ン 

 
 

カ
為
ニ
、
古
今
キ
ヒ
シ
ク
間
人
ノ
往
来
ヲ
禁
セ
サ
ル
也
、 

 

・
⑯
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
因
ル

是
レ

是
ニ

ノ
是
レ

ハ
、
反
間
ヲ
サ
ス
、
知
ル

レ

之
ヲ

ノ
之
レ

ハ
、
敵
中
ノ
事
ヲ
サ
ス
、
反
間 

 
 

ニ
ヨ
リ
テ
敵
ノ
内
外
一
切
ノ
事
ヲ
知
ル
、
故
ニ
其
ノ

敵
ノ
様
躰
ニ
ヨ
リ
テ
四
間
ヲ
施
シ
為
シ
用
ユ
ル
也
、 

 

・
⑰
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
一
度
死
間
ノ
奇
計
的
中
シ
、
敵
覆
敗
シ
、
亡
者
・
間
者
罪
セ
ラ
レ
死
刑
ニ
及
フ
ニ
至
レ
ハ
、 

 
 

其
ノ

一
度
ノ
勝
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
敵
軍
後
々
ノ
軍
毎
ニ
甚
タ
猶
予
狐
疑
シ
テ
、
思
ヒ
キ
ツ
タ
ル
働
ヲ
ス
ル

事
不
ル

レ

能
ナ
リ
、
且
ツ

間
者
モ
危
殆
ノ
念
ヲ
生
シ
、
甚
タ
恐
レ
フ
カ
ミ
、
自
己
推
察
ノ
事
ウ
ツ
リ
ア
フ

テ
、
考
へ
得
シ
事
ナ
ト
ハ
一
言
モ
告
サ
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
リ
行
ナ
リ
、
此
勝
マ
ヘ
ノ
一
勝
ノ
十
倍
モ
ア
ル
事

ナ
リ
、
故
ニ
一
度
死
間
ヲ
成
シ
遂
レ
ハ
、
広
大
ノ
勝
ヲ
握
ル
ノ
其
礎
ト
ナ
ル
也
、
口
占
、 

 

・
⑱
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
期
ハ
グ
ワ
イ
ア
イ
ノ
コ
ト
也
、
ソ
ノ
時
ソ
ノ
期
カ
チ
カ
ワ
ヌ
ナ
リ
、
反
間
ニ
因
テ
ナ
ス
ユ 

 
 

ヘ
不
ル

レ

可
ラ

レ

合
フ

、
期
カ
必
ス

合
也
、 

 

・
⑲
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
間
之
用
、
前
章
ニ
云
フ
如
ク
、
必
取
ル

二

於
人
ニ

一

ヨ
リ
外
ナ
ク
、
人
ニ
取
ル
ハ
反
間
ニ
本

ツ
ク
、
彼
我
ト
モ
ニ
此
外
ナ
シ
、
故
ニ
コ
ヽ
ノ
章
ハ
彼
我
ニ
カ
ケ
テ
ミ
ヘ
シ
、 

伊
賀
伝
曰
、
世
ニ
間
ハ
、
ナ
シ
難
ク
神
奇
変
化
ノ
妙
術
ト
称
ス
、
コ
レ
用
間
ノ
篇
ツ
フ
サ
ニ
知
ラ
サ
ル 

 
 

カ
ユ
へ
也
、
人
ニ
ト
リ
テ
人
ヲ
ツ
カ
ウ
、
何
ノ
難
キ
コ
ト
ア
ラ
ン
ヤ
、
但
シ
反
間
ヲ
ナ
サ
ス
シ
テ
ナ
サ 

 
 

ン
ト
セ
ハ
、
羽
ナ
ク
テ
空
へ
ア
カ
ラ
ン
ト
ス
ル
カ
如
シ
、
コ
レ
ヲ
ナ
ス
コ
ト
反
間
一
ツ
ノ
ミ
、 

 



 五五 

⑭
情
報
は
人
を
通
し
て
聞
く
ほ
か
な
い
。
反
間
を
活
用
す
る
た
め
に
、
昔
か
ら
間
者
の
往
来
を
活
発
に
し
て

い
る
。 

⑮
の
解
釈
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

⑯
反
間
を
用
い
て
敵
の
全
て
の
情
報
を
知
る
。
敵
の
状
態
に
よ
っ
て
は
残
り
の
四
間
を
用
い
る
。 

⑰
死
間
を
上
手
く
用
い
て
敵
に
有
利
を
取
り
、
も
し
敵
の
間
者
が
死
罪
に
な
れ
ば
、
す
で
に
勝
利
は
目
前
で

あ
る
。
今
後
、
敵
は
軍
を
再
興
す
る
時
に
疑
念
が
生
じ
、
せ
っ
か
く
練
り
上
げ
た
戦
略
・
戦
術
を
実
行
で
き

な
く
な
る
。
敵
の
間
者
の
中
に
、
危
機
感
を
持
ち
、
恐
れ
や
自
己
疑
念
が
生
じ
、
収
集
し
た
情
報
を
伝
え
な

く
な
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
一
度
死
間
が
成
功
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
勝
利
は
確
実
な
の
で
あ
る
。 

⑱
〈
期
〉
は
「
グ
ワ
イ
ア
イ
（
頃
合
い
の
こ
と
か
）」
の
意
味
を
持
つ
。
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
臨
機
応
変
に

反
間
を
用
い
る
。 

⑲
間
者
の
心
を
掴
ま
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
反
間
に
つ
な
が
る
。
間
者
を
用
い
る
こ
と
は
難
し
く
、
神
妙
変
化

の
術
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
間
者
に
つ
い
て
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
心
を
掴
ん
で
さ
え

い
れ
ば
、
間
者
を
用
い
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
反
間
を
用
い
な
い
こ
と
は
、
羽
を
つ
け
ず
に
空

を
飛
ぼ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
反
間
を
用
い
て
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
重
点
的
に
説
い
て
い
る
。
ま
た
死
間
が

一
度
成
功
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
味
方
の
勝
利
が
確
実
に
な
る
こ
と
を
明
快
に
論
じ
て
い
る
。 

 

最
後
に
⑳
か
ら
㉑
の
解
釈
を
見
て
み
よ
う
１
１
６

。 

 

〔
史
料
四
〇
〕『
用
間
伝
解
』 

・
⑳
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
コ
ノ
一
句
ハ
必
取
リ

二

於
人
ニ

一

テ
為
ス
則
ハ
大
功
ア
リ
、
取
ル

二

於
人
ニ

一

ヨ
リ
外
ニ
術
ナ
キ 

 
 

ノ
証
例
ニ
如
レ

此
シ
、
区
々
ノ
註
解
ニ
惑
フ
ヘ
カ
ラ
ス
、 

 

・
㉑
の
解
釈 

伊
賀
伝
曰
、
間
ノ
術
、
若
干
畢
竟
ミ
ナ
取
ル

二

於
人
ニ

一

ヨ
リ
外
ナ
シ
、
智
ヲ
以
テ
智
ヲ
ハ
カ
ル
ナ
リ
、

上
智
ノ
者
ハ
コ
レ
ヲ
ヨ
ク
シ
、
下
智
ノ
者
ハ
コ
レ
ヲ
ヨ
ク
シ
、
故
ニ
上
智
ヲ
以
テ
下
智
ヲ
制
ス
、
間
ノ

勝
コ
ヽ
ニ
存
ス
、
上
智
ノ
上
字
、
眠
ナ
リ
、 

 

⑳
間
者
の
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
で
大
功
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
勝
利
は
得

ら
れ
な
い
。 



 五六 

㉑
と
に
か
く
間
者
の
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
頭
を
使
っ
て
間
者
の
能
力
を
理
解
す
る
。
頭
の
良
い

も
の
は
智
恵
を
磨
き
、
頭
の
悪
い
者
も
そ
れ
を
磨
く
。
し
か
し
頭
脳
戦
に
お
い
て
は
、
頭
の
良
い
者
が
頭
の

悪
い
者
を
制
す
る
の
で
あ
る
。
間
者
の
勝
利
は
こ
こ
に
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
間
者
の
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
以
上
、
伊
賀
忍
び
に
お
け
る
解
釈

を
概
括
し
た
。 

 

（
二
）
甲
賀
伝 

 

続
い
て
、
甲
賀
忍
び
に
お
け
る
解
釈
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
前
項
と
同
様
、
二
一
項
目
に
分
類
し
、
そ
の

内
容
を
適
宜
分
析
し
て
い
き
た
い
。
伊
賀
伝
と
の
比
較
も
行
っ
て
い
く
。
ま
ず
は
①
か
ら
③
の
解
釈
で
あ
る

１
１
７

。 

 

〔
史
料
四
一
〕『
用
間
伝
解
』 

・
②
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
仁
ハ
メ
グ
ム
ト
訓
ス
、
気
強
ニ
シ
テ
吝
嗇
ナ
ル
者
ハ
必
メ
グ
ム
コ
ト
ナ
シ
、
故
ニ
サ
シ
ア 

 
 

タ
リ
タ
ル
軍
用
ニ
ハ
不
レ

得
レ

止
千
金
ヲ
費
セ
ト
モ
、
間
ハ
止
ラ
ル
ヽ
ニ
似
タ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
百
金
ノ
費

ヲ
イ
ト
フ
テ
不
レ

用
ナ
リ
、
諺
ニ
小
利
大
損
ヲ
不
レ

暁
ナ
リ
、
故
ニ
孫
子
カ
ク
ノ
如
ク
ツ
ヨ
ク
教
ル
ナ

リ
、 

 

・
③
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
素
戔
ノ

嗚
ノ

尊
・
日
本
武
ノ

尊
至
尊
ニ
シ
テ
、
大
蛇
ノ
前
ニ
進
ミ
、
大
敵
ノ
中
ニ
入
リ
、
勝 

 
 

易
シ
テ
勝
リ
、
併
コ
レ
危
殆
ノ
事
ナ
ラ
ス
ヤ
、
然
ル
ニ
少
シ
ノ
危
ブ
ミ
ナ
ク
、
人
無
キ

ノ
地
ニ
行
ク
如

ク
シ
テ
功
成
シ

ヌ
、
コ
レ
則
チ
彼
カ
情
ヲ
識
得
ア
ル
事
、
明
鏡
ニ
影
ノ
ウ
ツ
ル
カ
如
シ
、
故
ニ
如
レ

此

タ
ヤ
ス
ク
必
勝
存
セ
リ
、
兵
ノ
勝
様
本
タ
ヽ
敵
ノ
情
ヲ
知
ル
ニ
在
ル

ノ
ミ
、
コ
レ
ヲ
識
ル
ハ
間
ノ
ミ
、

他
ナ
シ
、 

 

①
の
解
釈
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

②
気
が
強
い
吝
嗇
家
は
お
金
を
費
や
す
こ
と
を
し
な
い
。
や
む
を
得
な
い
戦
い
に
は
、
仕
方
な
く
お
金
を
費

や
す
け
れ
ど
も
、
間
者
に
対
し
て
は
お
金
を
出
そ
う
と
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
孫
子
が
強
く
説
い
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。 



 五七 

③
ス
サ
ノ
オ
は
八
岐
大
蛇
と
対
峙
し
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
は
強
大
な
敵
と
対
峙
し
た
が
、
彼
ら
は
容

易
く
勝
利
し
た
。
何
の
危
険
も
な
く
、
不
毛
の
地
に
行
く
よ
う
に
勝
利
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
が

事
前
に
情
報
を
得
て
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば
良
い
の
か
明
ら
か
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
に
勝
つ
た
め

に
は
、
ま
ず
敵
の
情
報
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
で
き
る
の
は
間
者
だ
け
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
間
者
に
対
し
て
お
金
を
費
や
す
こ
と
、
戦
の
前
に
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い

て
説
く
。
伊
賀
伝
と
比
較
し
て
み
る
と
、
②
で
は
、
伊
賀
伝
が
主
将
の
「
仁
」
に
重
点
を
置
い
て
解
釈
し
て

い
る
の
に
対
し
、
甲
賀
伝
で
は
、
主
将
の
「
お
金
の
執
着
心
」
に
重
点
を
置
い
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
理

解
で
き
る
。 

次
に
④
か
ら
⑨
の
解
釈
で
あ
る
１
１
８

。 

 

〔
史
料
四
二
〕『
用
間
伝
解
』 

・
④
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
忍
ノ
道
神
妙
不
可
測
ナ
リ
、
其
ノ
元
神
人
ノ
為
シ
始
メ
ラ
レ
シ
ト
云
、
実
ニ
不
レ

可
ラ

レ

誣 
 
 

ユ

乎
、
言
ニ
不
レ

尽
筆
ニ
不
レ

尽
ヲ
称
シ
テ
神
妙
ト
云
、
間
ヲ
用
ル
二
於
テ
其
ノ
神
妙
ヲ
ナ
ス
ニ
至
ラ
サ 

 
 

レ
ハ
功
ナ
シ
、
神
妙
ヲ
ナ
ス
ニ
至
テ
ハ
実
ニ
兵
法
ノ
宝
コ
ノ
ホ
カ
ナ
シ
、
主
将
コ
レ
ヲ
暁
得
セ
サ
ル
ハ 

 

滅
亡
ヲ
招
ク
也
、 

 

・
⑤
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
百
姓
・
商
買
ニ
ヨ
リ
テ
敵
情
ヲ
知
ル
ハ
至
テ
為
シ
易
ク
シ
テ
、
又
難
シ
、
其
難
シ
ト
云
ハ
、 

 
 

敵
対
ノ
日
ニ
至
リ
テ
ハ
境
メ
ヲ
堅
メ
、
他
邦
ノ
人
出
入
ヲ
改
ム
ユ
ヘ
ニ
ナ
シ
難
シ
、
易
シ
ト
云
ハ
、
太 

平
ノ
今
日
ハ
出
入
易
ク
、
遷
リ
テ
住
ス
ル
モ
易
シ
、
故
ニ
遠
国
マ
テ
ハ
及
ヒ
難
シ
、
近
隣
四
方
ノ
国
々 

ヘ
ハ
常
ニ
手
寄
ヲ
ツ
ケ
、
知
音
ヲ
為
シ
置
ヘ
シ
、
ヨ
ク
為
シ
置
ニ
ハ
、
我
間
ヲ
シ
テ
其
国
へ
ウ
ツ
シ
住 

セ
ル
ノ
作
略
ア
リ
、
コ
レ
所
謂
陰
陽
忍
ノ
大
事
、
口
授
ア
リ
テ
忍
ノ
総
宰
タ
ル
者
ノ
心
術
秘
蘊
コ
ヽ
ニ 

ア
リ
、 

 

・
⑥
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
内
間
治
世
ノ
体
ニ
テ
ハ
為
シ
難
キ
ニ
似
タ
レ
ト
モ
、
乱
世
ニ
ハ
至
テ
為
シ
易
シ
、
其
易
キ 

 
 

ハ
古
戦
ヲ
按
考
シ
テ
知
ル
ヘ
シ
、
気
象
ニ
治
乱
ノ
タ
カ
ヒ
ア
リ
、 

 

・
⑦
の
解
釈 



 五八 

甲
賀
伝
曰
、
来
間
ノ
情
ヲ
ヨ
ク
探
リ
知
テ
、
其
人
ノ
情
ニ
随
フ
テ
、
謀
リ
テ
反
間
ト
ス
ヘ
シ
、
情
ヲ
知 

 
 

ラ
サ
レ
ハ
反
間
ノ
用
ナ
シ
難
シ
、
四
知
ノ
伝
ヲ
以
テ
情
ヲ
識
得
ス
ヘ
シ
、 

 

・
⑧
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
孫
子
ハ
敵
間
及
ヒ
我
間
ニ
偽
事
ヲ
知
ラ
セ
テ
告
シ
ム
ル
ノ
ミ
、
異
邦
ハ
シ
ラ
ス
、
本
朝
ノ 

 
 

人
ハ
怜
悧
ニ
シ
テ
其
ノ

間
ト
モ
ノ
辞
ノ
ミ
ヲ
以
テ
大
事
ヲ
ナ
サ
ス
、
故
ニ
生
捕
又
ハ
大
罪
ノ
者
ヲ
放
チ 

ツ
カ
ワ
シ
テ
、
告
シ
メ
テ
敵
ヲ
誤
ラ
シ
ム
ル
ナ
リ
、
コ
レ
ヲ
占
合
セ
ノ
大
事
ト
伝
フ
ル
事
ナ
リ
、
コ
レ 

本
朝
ノ
兵
術
ニ
委
シ
キ
カ
致
ス
ト
コ
ロ
ナ
リ
、
口
決
、 

 

・
⑨
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
コ
レ
我
忍
ノ
職
掌
ト
ス
ル
所
コ
レ
ナ
リ
、
凡
五
間
ノ
内
、
四
間
ハ
其
ノ

時
時
機
ニ
応
シ
事

ニ
臨
ン
テ
為
ス
間
ニ
シ
テ
、
予
メ
設
ケ
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
生
間
ハ
ツ
ネ
ニ
我
業
ト
シ
テ
工
夫
按
排
一
日

モ
怠
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
鍛
錬
講
習
晨
夕
弛
ク
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
其
ノ

智
ヲ
ヒ
ラ
ク
ノ
秘
伝
、
若
干
口
授
ア
リ
、 

 

④
忍
び
の
道
は
神
妙
で
あ
り
、
元
々
は
神
が
創
始
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
こ
と
か
ら
神 

妙
で
あ
る
と
い
う
。
間
者
を
用
い
る
上
で
は
、
神
妙
に
至
ら
な
け
れ
ば
功
を
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神 

妙
で
あ
る
こ
と
は
兵
法
の
宝
で
あ
る
。
主
将
は
こ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
滅
亡
に
つ
な
が
る
。 

⑤
百
姓
や
商
人
を
用
い
て
敵
の
情
報
を
知
る
こ
と
は
、
簡
単
な
こ
と
で
も
あ
り
難
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。
な 

ぜ
難
し
い
の
か
と
い
え
ば
、
戦
が
始
ま
る
と
敵
は
国
境
を
防
備
し
、
人
の
往
来
を
禁
止
し
て
し
ま
う
か
ら 

で
あ
る
。
一
方
で
な
ぜ
簡
単
か
と
い
え
ば
、
今
日
の
太
平
の
世
に
お
い
て
は
、
人
の
出
入
り
が
頻
繁
で
あ
り
、 

他
国
へ
引
っ
越
す
こ
と
も
簡
単
だ
か
ら
で
あ
る
。
常
に
近
隣
の
諸
国
に
仲
間
や
友
人
を
作
っ
て
お
く
。
こ
れ 

は
間
者
が
そ
の
国
に
居
住
す
る
た
め
の
策
略
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
〈
陰
陽
忍
び
の
大
事
〉
と
い
う
忍
術
を 

使
う
。 

⑥
太
平
の
世
に
お
い
て
は
、
内
間
を
用
い
る
こ
と
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
乱
世
に
お
い
て
は
簡
単
で
あ
る
。 

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
古
戦
か
ら
学
ぶ
の
が
良
い
。 

⑦
敵
の
間
者
の
性
格
や
望
み
を
よ
く
理
解
し
、
味
方
の
反
間
に
寝
返
ら
せ
る
。
彼
ら
に
つ
い
て
よ
く
知
ら 

な
け
れ
ば
、
自
国
の
反
間
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
時
に
は
〈
四
知
の
伝
〉
と
い
う
忍
術
を
利
用
す 

る
。 

⑧
孫
子
は
、
敵
や
味
方
の
間
者
に
偽
の
情
報
を
伝
え
て
、
そ
れ
を
敵
に
伝
え
る
こ
と
だ
け
を
説
い
て
い
る
。 

日
本
人
は
頭
が
良
く
て
利
口
で
あ
る
か
ら
、
間
者
に
は
情
報
を
知
ら
せ
る
だ
け
で
、
実
際
に
敵
に
伝
え
て
混 



 五九 

乱
さ
せ
る
役
は
、
人
質
や
罪
人
に
行
わ
せ
る
。
こ
の
時
に
は
〈
占
合
せ
の
大
事
〉
と
い
う
忍
術
を
使
う
。 

⑨
生
間
こ
そ
忍
び
の
本
質
で
あ
る
。
五
間
の
内
、
因
間
・
内
間
・
反
間
・
死
間
は
、
そ
の
時
々
に
応
じ
て 

臨
機
応
変
に
用
い
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
用
い
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
生
間
は
、
常
に
自
分
の
職
務
と 

し
て
、
一
日
た
り
と
も
工
夫
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
毎
日
の
鍛
錬
も
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

こ
こ
で
は
五
間
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
伊
賀
伝
と
比
較
し
て
み
る
と
、
④
で
は
間
者
が
軍
に
お
い
て 

大
切
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
ど
ち
ら
も
共
通
し
て
い
る
。
甲
賀
伝
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
間
者
の
神 

妙
性
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
⑤
に
つ
い
て
は
、
伊
賀
伝
で
「
因
間
を
用
い
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
」 

と
解
釈
し
て
い
る
の
に
対
し
、
甲
賀
伝
で
は
、「
因
間
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
難
し
い
こ
と
で 

も
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
点
で
違
い
が
見
ら
れ
る
。
⑥
に
つ
い
て
は
、
伊
賀
伝
で
「
太
平
期
・
乱
世
時
に 

お
い
て
も
、
敵
国
の
風
俗
に
従
え
ば
、
内
間
を
用
い
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
の
に
対
し
、 

甲
賀
伝
で
は
、
「
太
平
期
に
お
い
て
内
間
を
用
い
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
乱
世
時
で
は
簡
単
で
あ
る
」
と
述 

べ
て
お
り
、
難
易
度
解
釈
が
異
な
っ
て
い
る
。
⑦
で
は
、
敵
の
間
者
を
自
ら
の
反
間
に
す
る
た
め
の
忍
術
が 

異
な
っ
て
い
る
。
伊
賀
伝
で
は
「
水
月
の
術
」、
甲
賀
伝
で
は
「
四
知
の
伝
」
を
用
い
る
。
⑧
で
は
、
死
間 

に
対
す
る
解
釈
は
伊
賀
・
甲
賀
伝
と
も
に
、
概
ね
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
伊
賀
伝
の
方
が
、
そ
れ
に
対
応 

し
た
忍
術
が
豊
富
で
あ
る
。
⑨
で
は
、
伊
賀
・
甲
賀
と
も
に
、
生
間
を
忍
び
の
本
質
と
捉
え
て
い
る
。
情
報 

を
収
集
し
て
生
き
抜
く
間
者
を
最
重
要
視
す
る
こ
と
は
、
両
者
の
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

続
い
て
、
⑩
か
ら
⑫
ま
で
の
解
釈
で
あ
る
１
１
９

。 

 

〔
史
料
四
三
〕『
用
間
伝
解
』 

・
⑩
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
コ
ヽ
ニ
云
賞
ハ
、
官
職
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、
金
銀
ナ
リ
、
凡
ソ
間
者
ハ
今
日
貴
顕
高
位
高
官
ノ 

 
 

人
用
ヒ
難
ク
、
内
官
又
ハ
卑
賎
ノ
徒
ヲ
用
ユ
、
コ
レ
金
銀
ヲ
以
テ
駈
使
ス
ル
カ
秘
術
也
、
又
反
間
ヲ
防 

ク
ニ
重
播
ノ
大
事
コ
レ
ナ
リ
、
又
曰
、
代
々
ノ
良
将
、
間
人
ノ
費
用
ヲ
イ
ト
ワ
ス
、
且
ツ

コ
レ
カ
筭
用 

ヲ
キ
ク
コ
ト
ナ
シ
、
亡
国
ノ
愚
将
ハ
コ
レ
ニ
反
シ
テ
間
人
ノ
費
用
ヲ
無
益
ト
シ
、
タ
マ
タ
マ
分
配
ス
ル 

モ
其
ノ

用
イ
カ
ン
ト
勘
定
ヲ
改
ム
ユ
ヘ
ニ
、
間
者
励
ズ
、
志
情
ヲ
ウ
コ
カ
シ
、
敵
ノ
反
間
ノ
用
ト
ナ
ル 

ノ
ミ
、
間
ヲ
ツ
カ
ウ
ニ
至
テ
ハ
、
金
銀
ハ
瓦
石
ノ
如
ク
ス
ヘ
シ
、
草
苞
ノ
大
事
、
口
占
ア
リ
、 

 

・
⑪
の
解
釈 

甲
賀
伝
ニ
曰
、
仁
義
ニ
ア
ラ
サ
ル
主
将
ハ
、
必
ス
極
メ
テ
吝
嗇
也
、
ユ
ヘ
ニ
百
金
ヲ
惜
ム
、
因
テ
用
間 

 
 

ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
前
章
ノ
不
仁
之
至
也
ト
参
考
シ
得
ヘ
シ
、 



 六〇 

 
・
⑫
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
親
・
厚
・
密
ノ
三
ツ
ノ
ウ
チ
、
密
至
テ
大
事
ナ
リ
、
親
・
賞
ノ
二
ツ
ヲ
以
蜜
ナ
ラ
シ
ム
レ 

 
 

ト
モ
、
猶
又
大
事
ニ
秘
密
ナ
サ
シ
メ
ン
カ
為
ニ
、
死
ヲ
以
テ
ナ
ス
、
爰
ニ
テ
人
々
各
自
ニ
慎
ミ
テ
秘
密 

ス
ル
ナ
リ
、
末
ヲ
絶
テ
本
ヲ
固
ク
ス
ル
伝 

口
占 

 

⑩
こ
こ
で
い
う
褒
美
は
、
官
職
を
授
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
金
銀
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
今
日 

で
は
、
位
の
高
い
人
物
を
間
者
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
主
君
に
不
満
を
持
つ
者
、
ま
た
卑
し 

い
者
に
金
銀
を
渡
し
て
間
者
と
し
て
用
い
る
。
反
間
を
防
ぐ
た
め
に
は
、〈
重
播
ノ
大
事
〉
と
い
う
忍
術
を 

用
い
る
。
ま
た
歴
代
の
良
将
は
、
間
者
に
対
し
て
お
金
を
出
す
こ
と
を
厭
わ
ず
、
使
い
道
を
聞
く
こ
と
も
な 

い
。
そ
の
反
対
に
愚
将
は
、
間
者
へ
お
金
を
費
や
す
こ
と
は
な
く
、
も
し
お
金
を
渡
し
た
と
し
て
も
、
そ
の 

使
い
道
を
尋
ね
る
。
こ
う
し
て
間
者
は
職
務
に
励
む
こ
と
な
く
、
最
後
は
心
変
わ
り
し
て
敵
の
反
間
と
な
っ 

て
し
ま
う
。
間
者
を
用
い
る
上
で
、
金
銀
は
瓦
石
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
〈
草 

苞
の
大
事
〉
と
い
う
忍
術
を
用
い
る
。 

⑪
仁
義
心
の
な
い
主
将
は
必
ず
吝
嗇
家
で
あ
る
。
ゆ
え
に
お
金
を
出
そ
う
と
せ
ず
、
間
者
を
用
い
る
こ
と
も 

な
い
。 

⑫
人
間
関
係
に
お
け
る
親
・
厚
・
密
の
三
つ
の
中
で
も
、
特
に
密
が
大
事
で
あ
る
。
親
愛
の
情
を
も
っ
て
接 

し
、
褒
美
を
厚
く
す
る
こ
と
で
、
主
将
と
間
者
は
親
密
に
な
る
。
親
密
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
間
者
は
秘
密 

保
持
の
た
め
に
自
殺
す
る
こ
と
が
あ
る
。
各
自
が
慎
ん
で
秘
密
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
。 

こ
こ
で
は
間
者
に
対
す
る
お
金
の
使
い
方
、
間
者
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
伊
賀
伝
と
比
較 

す
る
と
、
⑩
で
は
、
伊
賀
伝
で
、
親
愛
の
心
に
よ
っ
て
間
者
を
用
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
一
方 

で
、
甲
賀
伝
で
は
、
金
に
よ
っ
て
間
者
を
用
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。
⑪
に
つ
い
て
は
、
伊
賀
伝
に
お 

い
て
主
将
の
聖
智
・
仁
義
・
微
妙
の
大
切
さ
を
説
き
、
甲
賀
伝
で
は
、
仁
義
の
な
い
主
将
の
危
険
性
を
説
い 

て
お
り
、
表
現
の
違
い
は
あ
れ
ど
解
釈
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
⑫
で
は
、
伊
賀
伝
に
お
い
て
「
間
者
が
情 

報
を
漏
ら
す
こ
と
の
危
険
性
」
を
説
い
て
い
る
の
に
対
し
、
甲
賀
伝
で
は
、
情
報
を
漏
ら
さ
な
い
た
め
に
、 

間
者
が
自
死
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
述
べ
て
い
る
。 

⑬
の
解
釈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
２
０

。 

 

〔
史
料
四
四
〕『
用
間
伝
解
』 

・
⑬
の
解
釈 



 六一 

甲
賀
伝
曰
、
他
ニ
テ
ハ
間
ハ
詭
計
変
詐
ノ
術
ヲ
要
ト
ス
ル
ノ
ミ
ト
云
ル
ハ
、
甚
タ
誤
レ
リ
、
孫
子
コ
ヽ

ニ
云
、
コ
レ
詭
詐
ノ
術
ヲ
為
ス
ニ
ア
ラ
ス
、
兵
ノ
経
常
ノ
道
ナ
リ
、 

 

⑬
間
者
が
詭
計
変
詐
の
術
を
用
い
る
と
い
う
考
え
は
間
違
っ
て
い
る
。
間
者
は
そ
の
よ
う
な
術
を
用
い
ず
、 

あ
く
ま
で
も
常
道
の
兵
法
を
用
い
る
と
孫
子
は
説
い
た
。 

こ
こ
で
は
間
者
が
詭
計
変
詐
の
術
を
使
う
こ
と
が
な
い
と
論
じ
る
。
伊
賀
伝
で
は
、
情
報
を
収
集
す
る
上 

で
の
間
者
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
甲
賀
伝
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な 

い
。 

 

そ
し
て
⑭
か
ら
⑲
の
解
釈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
２
１

。 

 

〔
史
料
四
五
〕『
用
間
伝
解
』 

・
⑭
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
必
カ
字
眼
也
、
力
ヲ
入
テ
看
ヘ
シ
、
前
章
ノ
必
取
ル

二

於
人
ニ

一

ト
一
意
ナ
リ
、
人
ノ
事
ハ

人
ヲ
以
テ
人
ニ
キ
ク
ヨ
リ
外
ナ
シ
、
奇
怪
不
測
ノ
術
、
鬼
神
ト
巫
ノ
伎
ニ
ア
ラ
ス
、 

甲
賀
伝
曰
、
ヲ
ヨ
ソ
敵
間
ヲ
シ
テ
我
用
ト
ス
ル
ハ
、
コ
レ
至
テ
ナ
シ
難
キ
ニ
似
タ
レ
ト
モ
、
利
ス
ル
ト 

 
 

舎
ス
ル
ト
ニ
テ
、
自
由
ニ
ツ
カ
ワ
レ
ル
也
、
反
間
ス
ラ
利
ニ
因
テ
ツ
カ
ウ
、
況
ン

ヤ
我
間
ハ
利
シ
テ
ツ

カ
ヒ
易
シ
ト
知
ル
ヘ
シ
、 

 

・
⑮
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
敵
間
入
カ
タ
シ
ト
思
フ
ニ
入
コ
ト
易
ク
、
且
ツ

滞
留
シ
カ
タ
シ
ト
思
フ
ニ
滞
留
シ
易
シ
、

於
テ

レ

爰
ニ

必
ス

其
ノ

用
心
怠
リ
弛
ム
、
其
ノ

怠
リ
緩
ム
ト
コ
ロ
へ
、
利
ヲ
以
テ
釣
リ
テ
反
間
ト
ナ
セ
リ
、

一
毛
モ
怠
リ
弛
ト
イ
ナ
ヤ
、
志
情
ヲ
動
ス
ノ
因
ト
ナ
ル
ナ
リ
、
故
ニ
反
間
得
テ
ツ
カ
ワ
レ
ル
也
、 

 

・
⑯
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
我
間
漸
々
入
テ
、
郷
間
・
内
間
ヲ
ナ
シ
出
ス
ハ
、
至
テ
ナ
シ
難
シ
、
敵
間
ノ
来
ル
ニ
因
リ 

 
 

テ
コ
レ
ヲ
ナ
ス
ハ
、
甚
タ
ナ
シ
易
シ
、
孫
子
カ
智
計
タ
レ
カ
其
右
ニ
出
ン
ヤ
、 

 

・
⑰
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
本
朝
往
々
反
間
ヲ
以
テ
勝
ヲ
ト
リ
シ
例
多
ク
、
死
間
ヲ
以
テ
大
利
ヲ
得
シ
コ
ト
ス
ク
ナ
シ
、 

 
 

コ
レ
死
間
ノ
作
略
詳
密
ニ
暁
得
セ
サ
ル
ユ
ヘ
ナ
リ
、
条
々
口
授
、 



 六二 

 
・
⑱
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
四
間
ト
モ
ニ
反
間
ノ
一
ツ
ニ
因
テ
行
フ
ナ
リ
、
因
ハ
因
縁
・
因
順
ノ
因
ナ
リ
、
口
占
、 

 

・
⑲
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
厚
ハ
前
章
ニ
云
賞
莫
シ

レ

厚
キ
ハ

二

於
間
ヨ
リ

一

ノ
厚
ト
知
ル
ヘ
シ
、
我
間
モ
敵
ノ
間
モ
ミ
ナ
以 

 
 

厚
賞
ヲ
以
テ
ツ
カ
ウ
ヘ
シ
、
我
間
千
万
人
ニ
ス
ク
レ
、
忠
肝
義
胆
、
水
火
ヲ
避
ス
、
重
賞
ニ
釣
ラ
レ
ヌ 

者
ナ
リ
ト
モ
、
ナ
ヲ
以
テ
我
厚
賞
ス
レ
ハ
、
弥
感
激
シ
テ
、
ナ
ヲ
堪
カ
タ
キ
ヲ
モ
コ
ラ
ヘ
忍
フ
也
、 

甲
賀
伝
曰
、
敵
ノ
間
ヲ
反
間
ト
ナ
ス
ハ
易
ク
シ
テ
、
我
間
敵
ノ
反
間
ト
ナ
ル
ヲ
防
ク
ノ
事
至
テ
難
シ
、

コ
ヽ
ニ
心
ヲ
用
ユ
ヘ
シ
、
孫
子
厚
ノ
一
字
ニ
千
万
ノ
意
旨
ヲ
ノ
コ
セ
リ
ト
知
ル
ヘ
シ
、
ア
ヽ
深
ヒ
カ
ナ
、 

 

⑭
〈
必
〉
と
い
う
字
に
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
情
報
は
人
か
ら
し
か
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
敵

の
間
者
を
味
方
に
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
が
、
味
方
に
す
る
か
し
な
い
か
は
、
自
由
に
選
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
敵
の
間
者
で
さ
え
自
ら
の
利
益
に
よ
っ
て
用
い
る
の
だ
か
ら
、
味
方
の
間
者
も
そ
う
す
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。 

⑮
敵
の
間
者
が
忍
び
込
み
に
く
い
所
は
、
逆
に
忍
び
込
み
や
す
く
、
と
ど
ま
り
に
く
い
所
は
、
逆
に
と
ど
ま

り
や
す
い
。
こ
れ
ら
の
場
所
に
お
い
て
は
、
敵
は
油
断
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
油
断
し
た
隙

に
反
間
を
投
入
す
る
。
少
し
で
も
気
が
緩
む
こ
と
が
、
敗
軍
の
大
き
な
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。 

⑯
敵
国
に
お
い
て
、
味
方
の
間
者
を
徐
々
に
投
入
し
、
郷
間
や
内
間
を
用
い
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。

し
か
し
敵
の
間
者
が
や
っ
て
来
て
か
ら
彼
ら
を
用
い
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。 

⑰
日
本
で
は
反
間
を
用
い
て
勝
利
を
得
た
こ
と
が
多
く
、
死
間
を
用
い
て
勝
利
を
得
た
こ
と
は
少
な
い
、
こ

れ
は
死
間
に
つ
い
て
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

⑱
四
間
（
因
間
・
内
間
・
死
間
・
死
間
）
は
反
間
の
状
況
に
よ
っ
て
用
い
る
。 

⑲
味
方
の
間
者
と
敵
の
間
者
、
両
者
に
対
し
て
厚
い
褒
美
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
味
方
の
間
者
が

誰
よ
り
も
優
れ
、
忠
義
に
厚
く
、
危
険
を
顧
み
ず
、
た
く
さ
ん
の
褒
美
に
惑
わ
さ
れ
な
い
者
だ
と
し
て
も
、

し
っ
か
り
と
褒
美
を
与
え
れ
ば
、
そ
の
間
者
は
感
激
し
て
、
耐
え
難
き
こ
と
も
耐
え
よ
う
と
す
る
。
ま
た
敵

の
間
者
を
反
間
に
す
る
こ
と
は
簡
単
だ
が
、
味
方
の
間
者
が
敵
の
反
間
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
の
は
難
し
い
。

こ
れ
は
用
心
す
べ
き
で
あ
る
。
孫
子
が
「
厚
」
の
一
字
に
、
無
限
の
意
味
を
込
め
て
い
た
こ
と
を
理
解
す
る

べ
き
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
反
間
の
投
入
法
や
褒
美
を
与
え
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
伊
賀
伝
と
比
較 
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す
る
と
、
⑭
で
は
、
伊
賀
・
甲
賀
伝
共
に
、
情
報
は
人
か
ら
し
か
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で 

一
致
し
て
い
る
。
⑯
で
は
、
伊
賀
伝
が
「
反
間
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
に
対
し
、
甲
賀
伝
で
は
「
郷
間
・ 

内
間
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
伊
賀
・
甲
賀
伝
ど
ち
ら
も
「
反
間
」
の
状
況
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
の
間
者 

を
用
い
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
⑰
で
は
、
伊
賀
・
甲
賀
ど
ち
ら
も
死
間
に
つ
い
て 

触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
伊
賀
伝
で
は
、
戦
い
に
お
け
る
死
間
の
重
要
性
に
つ
い
て
明
快
に
論
じ
、
甲
賀
伝 

で
は
、
単
に
日
本
で
は
死
間
を
用
い
て
勝
利
を
得
た
例
は
少
な
い
と
解
釈
し
て
い
る
。
⑱
で
は
、
伊
賀
・
甲 

賀
伝
ど
ち
ら
も
「
反
間
」
の
状
況
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
の
間
者
を
用
い
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
点
で
共
通 

し
て
い
る
。
そ
し
て
⑲
で
は
、
伊
賀
・
甲
賀
ど
ち
ら
も
「
反
間
」
の
扱
い
方
に
触
れ
て
い
る
が
、
甲
賀
伝
で 

は
加
え
て
、
間
者
に
対
し
て
褒
美
を
厚
く
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。 

 

最
後
は
⑳
か
ら
㉑
の
解
釈
で
あ
る
１
２
２

。 

 

〔
史
料
四
六
〕『
用
間
伝
解
』 

・
⑳
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
後
世
ハ
間
ヲ
以
テ
一
役
ノ
一
芸
ノ
ミ

ト
ス
ル
ハ
、
孫
子
用
間
ノ
篇
ニ
明
ラ
カ
ニ
不
レ

通
ヤ

、

コ
ノ
一
句
ヲ
解
キ

得
サ
ル
カ
ユ
ヘ
ナ
リ
、
口
占
、 

 

・
㉑
の
解
釈 

甲
賀
伝
曰
、
ヲ
ヨ
ソ
人
ノ
動
ク
ヤ
、
目
ニ
見
テ
心
ニ
知
リ
テ
疑
ヒ
ナ
ク
、
馳
走
シ
坐
作
シ
応
接
シ
勉
行 

 
 

ス
、
及
ヒ
万
事
ミ
ナ
コ
レ
耳
目
ノ
二
ツ
ヲ
以
テ
分
弁
シ
用
ヲ
ナ
ス
、
三
軍
ノ
動
ク
モ
コ
レ
耳
目
ナ
ク
ハ 

 
 

不
レ

可
ラ

レ

動
ク

、
ソ
ノ
耳
目
ト
云
ハ
、
前
ニ
伝
フ
ル
如
ク
、
間
ノ
ミ
人
ツ
ネ
ニ
耳
目
ヲ
タ
ノ
ミ
テ
動
ク
、

三
軍
ニ
至
リ
テ
間
ヲ
恃
ミ
テ
動
ク
、
全
ク
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
ア
ヽ
間
ノ
用
広
大
無
量
ナ
ル
カ
ナ
、 

 

⑳
現
在
に
お
い
て
は
、
間
者
を
一
役
一
芸
の
存
在
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
孫
子
』
用
間
篇 

を
理
解
し
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
。 

㉑
人
の
行
動
は
、
目
で
見
て
心
で
理
解
す
れ
ば
疑
い
は
な
く
、
馳
走
や
坐
作
、
応
接
、
勉
行
な
ど
に
い
た
る 

ま
で
、
全
て
耳
で
聞
い
て
目
で
見
て
判
断
す
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
兵
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
間 

者
は
特
に
人
の
行
動
に
注
目
す
る
。
軍
も
間
者
に
頼
っ
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
間
者
の
間
違
っ
た
捉
え
方
や
人
の
行
動
に
注
目
す
る
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
説
い
て
い 

る
。
伊
賀
伝
と
比
較
し
て
み
る
と
、
⑳
は
、
伊
賀
伝
に
お
い
て
、
間
者
の
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性 

に
つ
い
て
説
い
て
い
る
の
に
対
し
、
甲
賀
伝
に
お
い
て
は
、
間
者
を
一
役
一
芸
の
存
在
と
み
な
す
こ
と
は
間 
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違
い
で
あ
る
と
説
く
。
㉑
で
は
、
伊
賀
伝
に
お
い
て
は
、
頭
を
使
っ
て
間
者
の
能
力
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と 

の
大
切
さ
に
つ
い
て
説
い
て
い
た
が
、
甲
賀
伝
で
は
、
人
の
行
動
に
注
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
述 

べ
て
い
る
。 

  

以
上
、
伊
賀
・
甲
賀
に
お
け
る
『
孫
子
』
用
間
篇
の
解
釈
に
つ
い
て
比
較
検
討
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
理
解 

で
き
る
の
は
、「
五
間
」
に
お
い
て
多
少
の
解
釈
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
的
な
間
者
（
忍
び
）
に
対 

す
る
考
え
は
概
ね
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
間
者
は
戦
に
お
い
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
」、 

「
仁
義
の
心
を
持
っ
た
主
将
が
、
間
者
と
親
密
な
関
係
を
築
き
、
彼
ら
が
反
間
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
」、「
生 

間
こ
そ
が
忍
術
の
本
質
で
あ
る
」
と
い
っ
た
解
釈
が
両
者
に
共
通
し
て
い
た
。
つ
ま
り
伊
賀
・
甲
賀
の
間
で
、 

実
戦
に
対
す
る
理
念
や
戦
略
の
共
通
理
解
が
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

さ
て
そ
の
戦
略
を
具
現
化
す
る
た
め
に
、
は
た
し
て
伊
賀
・
甲
賀
忍
び
は
ど
の
よ
う
な
戦
術
を
実
行
し
て 

い
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
し
た
い
。 

  

〈
第
二
節
〉『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』
か
ら
み
る
忍
術 

  

本
節
で
は
、『
孫
子
』
用
間
篇
に
お
け
る
「
五
間
」
を
適
切
に
実
行
す
る
た
め
に
、
伊
賀
・
甲
賀
で
編
み

出
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
忍
術
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
内
容
と
特
徴
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で

は
『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』
と
い
う
史
料
を
用
い
る
。
こ
の
史
料
は
上
・
下
巻
に
分
か
れ
て
お
り
、
伊
賀
・

甲
賀
に
お
い
て
代
々
相
伝
さ
れ
た
忍
術
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
序
文
を
見
て
み
よ

う
。
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
２
３

。 

 

〔
史
料
四
七
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

康
敬
先
生
甲
賀
忍
ノ
伝
書
ノ
内
ニ
加
条
二
巻
ア
リ
、
又
頼
英
先
生
伊
賀
忍
ノ
伝
ニ
一
巻
ノ
伝
目
ア
リ
、 

イ
ツ
レ
モ
其
口
訣
若
干
ナ
レ
ト
モ
、
古
代
ヨ
リ
共
ニ
暗
記
不
忘
ヲ
要
ト
シ
テ
、
筆
記
ヲ
禁
ス
、
然
レ
ト 

モ
方
今
所
思
ア
リ
テ
、
加
条
・
伝
目
合
併
シ
、
其
口
授
ノ
旨
十
カ
六
、
七
ツ
輯
録
ス
、
此
余
ノ
三
、
四 

ハ
至
テ
蘊
奥
タ
ル
ユ
ヘ
、
耳
堤
面
命
シ
テ
伝
ヘ
ン
ト
遣
ス
、
其
不
備
ヲ
訝
ル
コ
ト
ナ
ク
、
至
真
力
ヲ
尽 

セ
ヨ
ヤ
、
予
何
ン
ソ
斳
秘
セ
ン
、
其
□
其
志
ア
ラ
ハ
、
伝
ヘ
テ
業
ヲ
万
世
ニ
絶
サ
ラ
ン
事
ヲ
ノ
ミ
コ
レ 

予
素
望
ナ
リ
、
コ
レ
ヲ
学
フ
者
勉
励
シ
テ
莫
怠
、 
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木
村
奥
之
助
が
所
有
す
る
伝
書
に
、『
加
条
』
二
巻
が
あ
り
、
竹
之
下
平
学
頼
英
が
所
有
す
る
伝
書
に
、『
伝

目
』
一
巻
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
内
容
を
暗
記
し
、
筆
記
す
る
こ
と
は
古
代
か
ら
禁
止
さ
れ
て
き

た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、『
加
条
』
と
『
伝
目
』
を
合
併
し
、
両
者
か
ら
口

伝
さ
れ
た
こ
と
を
い
く
つ
か
集
録
し
、『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』
を
完
成
さ
せ
た
。
近
松
自
身
は
、
こ
れ
ら

の
忍
術
を
公
に
し
て
、
未
来
へ
相
伝
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。 

 

『
加
条
』
二
巻
と
『
伝
目
』
一
巻
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
川
上
仁
一
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
一
部
紹
介
さ

れ
て
い
る
１
２
４

。
本
項
で
は
そ
の
中
で
も
、「
五
間
」
の
実
行
の
た
め
に
使
わ
れ
た
忍
術
に
焦
点
を
当
て
、

そ
の
考
察
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

 

（
一
）
伊
賀
忍
術 

 

ま
ず
は
伊
賀
忍
術
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
『
用
間
加
条
伝
目
口
義 

上
』
に
は
、
「
第
一
、
忍
之
訓
伝
」
、

「
第
二
、
忍
之
起
原
」、「
第
四
、
雲
行
之
伝
」、「
第
五
、
蚤
虱
之
伝
」、「
第
八
、
大
忍
之
大
事
」、「
第
十
、

山
彦
之
伝
」、「
第
十
一
、
次
フ
リ
火
ト
ホ
シ
ノ
大
事
」、「
第
十
二
、
水
月
之
大
事
」、「
第
十
五
、
三
合
之
大

事
」、「
第
十
六
、
一
離
之
伝
」、「
第
十
七
、
正
合
之
秘
術
」、「
第
十
九
、
内
之
気
・
外
之
気
訓
伝
」、「
第
二

十
、
小
城
之
伝
」、「
第
二
十
一
、
要
之
大
事
」、「
第
二
十
二
、
面
討
之
伝
」、「
第
二
十
三
、
ワ
ケ
キ
リ
ノ
伝
」、

「
第
二
十
四
、
松
明
之
占
手
之
大
事
」、「
第
二
十
四
、
内
ノ
風
・
外
ノ
風
ト
云
事
」、「
第
二
十
五
、
心
結
之

大
事
」、「
第
三
十
、
七
字
之
大
事
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、『
用
間
加
条
伝
目
口
義 

下
』
に
は
、「
第
一
、
撰

ム
事
」、「
第
二
、
闇
ノ
夜
ニ
礫
ウ
ツ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
」、「
第
三
、
大
小
ノ
心
得
ア
ル
ヘ
キ
事
」、「
第
四
、
多

少
ノ
心
得
ア
ル
ヘ
キ
事
」、「
第
五
、
ツ
カ
ラ
カ
シ
ノ
伝
」、「
第
六
、
現
問
ノ
術
」、「
第
七
、
火
中
状
ノ
伝
」
、

「
第
八
、
形
ヲ
隠
ス
術
」、「
第
九
、
切
火
縄
ノ
所
作
」、「
第
十
、
マ
カ
ク
レ
ノ
伝
」、「
第
十
一
、
霧
之
卯
ノ

大
事
」、「
第
十
二
、
地
蔵
薬
師
ノ
前
ウ
シ
ロ
ノ
心
得
」、「
第
十
三
、
足
カ
ラ
ミ
ノ
術
」、「
第
十
四
、
腕
カ
ラ

ミ
ノ
術
」、「
第
十
五
、
道
ヲ
道
ト
ス
ヘ
キ
伝
」、「
第
十
六
、
後
途
ノ
勝
ニ
名
ヲ
残
ス
事
」、「
第
十
七
、
大
勝

ノ
為
ニ
名
ヲ
惜
ム
事
」、「
第
十
八
、
枕
ヲ
ト
ル
事
」、「
第
十
九
、
毒
薬
反
シ
テ
薬
ト
ナ
ル
術
」
、「
第
二
十
、

辞
ニ
花
ヲ
咲
セ
ル
弁
」、「
第
二
十
一
、
ネ
ヲ
シ
書
ノ
伝
」、「
第
二
十
二
、
大
事
ノ
使
ノ
術
」、「
第
二
十
三
、

声
ヲ
知
ル
へ
ノ
伝
」、「
第
二
十
四
、
大
ス
ワ
リ
ノ
伝
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
中
で
『
用
間
伝
解
』
の
「
五
間
」
の
解
釈
に
引
用
さ
れ
て
い
た
術
が
、「
第
八
、
大
忍
之
大
事
」、「
第

五
、
蚤
虱
之
伝
」、「
第
十
二
、
水
月
之
大
事
」、「
第
十
五
、
三
合
之
大
事
」、「
第
十
六
、
一
離
之
伝
」、「
第

十
七
、
正
合
之
秘
術
」、「
第
二
十
一
、
要
之
大
事
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
上
巻
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。 
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そ
れ
で
は
早
速
そ
れ
ら
の
術
の
詳
細
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
「
第
八
、
大
忍
之
大
事
」
で
あ
る
。
詳
細

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
２
５

。 

 

〔
史
料
四
八
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
八
、
大
忍
之
大
事 

伊
賀
伝
曰
、
忍
ノ
勝
ヲ
要
セ
ハ
、
平
日
ス
ヘ
テ
諸
国
へ
手
寄
リ
ヲ
ツ
ケ
、
知
音
ヲ
コ
シ
ラ
ヘ
テ
万
事
通 

 
 

達
自
由
ニ
ナ
シ
ヲ
ク
ヘ
シ
、
変
ニ
ノ
ソ
ン
テ
俄
ニ
通
路
ヲ
ワ
ケ
ン
ト
シ
テ
ハ
成
カ
タ
シ
、
是
ヲ
ナ
ス
ニ 

ハ
詩
哥
・
連
歌
・
俳
諧
・
茶
ノ
湯
等
遊
芸
類
ニ
ヨ
リ
テ
ナ
リ
ト
モ
、
兎
角
諸
国
ニ
チ
ナ
ミ
ヲ
拵
へ
、
我 

名
ヲ
モ
天
下
へ
知
ラ
シ
ム
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
シ
ヲ
ク
ヘ
シ
、
何
様
ノ
事
ニ
テ
モ
其
世
ノ
ハ
ヤ
リ
コ
ト
諸
国 

へ
通
シ
易
キ
ニ
便
ル
ヘ
シ
、 

 

こ
の
忍
術
は
⑤
の
解
釈
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
忍
び
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
諸
国
に
知
人
を
作

っ
て
有
事
に
備
え
る
こ
と
で
あ
る
。
有
事
が
起
き
て
か
ら
知
人
を
作
ろ
う
と
し
て
も
無
理
で
あ
る
。
詩
歌
、

連
歌
、
俳
諧
、
茶
の
湯
な
ど
を
通
じ
て
諸
国
に
知
人
を
作
り
、
自
ら
の
存
在
を
周
知
さ
せ
て
お
く
こ
と
が
重

要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
諸
国
の
百
姓
や
商
人
を
通
じ
て
情
報
収
集
を
行
う
「
因
間
」
を
用
い
る

に
あ
た
っ
て
、
合
理
的
な
方
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

次
に
「
第
五
、
蚤
虱
之
伝
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
２
６

。 

 

〔
史
料
四
九
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
五
、
蚤
虱
之
伝 

伊
賀
伝
曰
、
ノ
ミ
シ
ラ
ミ
ハ
人
ニ
ツ
ク
也
、
何
様
ナ
ル
宮
殿
楼
閣
ヘ
モ
人
ニ
ツ
キ
テ
行
也
、
忍
ノ
者
モ 

 
 

其
如
ク
、
マ
ツ
人
ニ
ツ
キ
テ
忍
フ
ヘ
シ
、
是
ハ
人
ノ
通
ラ
サ
ル
所
ヲ
通
リ
、
堀
ヲ
渡
リ
、
塀
ヲ
コ
シ
テ 

入
ル
ハ
、
変
ノ
業
也
、
マ
ツ
ハ
人
ニ
随
フ
テ
門
虎
口
ヲ
出
入
ス
ヘ
シ
、
其
門
戸
カ
通
レ
ヌ
時
ハ
、
止
コ 

ト
ナ
ク
堀
ヲ
コ
シ
塀
ヲ
ノ
リ
テ
入
ル
ナ
リ
、 

奥
義
大
秘
伝
曰
、
ノ
ミ
シ
ラ
ミ
ハ
着
ル
物
ノ
内
身
ニ
ツ
ク
ナ
リ
、
其
如
ク
敵
ノ
内
へ
イ
リ
テ
、
其
家
中 

 
 

人
ハ
百
姓
町
人
何
ニ
テ
モ
敵
中
ノ
者
ヲ
従
へ
ナ
ヒ
ケ
テ
我
忍
ニ
ナ
ス
ヘ
シ
、
所
謂
内
聞
ヲ
コ
シ
ラ
ヘ 

出
ス
ナ
リ
、
何
ト
ソ
シ
テ
内
ワ
ニ
身
方
ヲ
コ
シ
ラ
ヘ
引
入
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
時
ハ
イ
ワ
ク
、
イ
ツ
方
マ
テ 

 
 

モ
忍
入
ス
ト
云
コ
ト
ナ
リ
、
又
何
様
ノ
大
事
モ
知
レ
易
シ
、
如
此
内
ワ
ノ
身
方
ニ
ツ
キ
シ
カ
敵
モ
防
カ 

レ
ヌ
也
、 
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こ
の
忍
術
は
⑥
の
解
釈
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
蚤
や
虱
が
人
に
付
い
て
行
動
す
る
よ
う
に
、
忍
び
も

敵
に
付
い
て
忍
び
込
む
べ
き
で
あ
る
。
敵
に
付
い
た
上
で
門
に
入
る
の
が
よ
い
。
門
に
入
れ
な
い
時
に
は
、

や
む
を
得
ず
堀
や
塀
を
乗
り
越
え
て
忍
び
込
む
。
秘
伝
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
忍
び
は
敵
国
に
忍
び
込
ん

だ
時
に
、
そ
の
百
姓
や
町
人
と
仲
良
く
し
て
お
く
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。 

 

敵
国
の
家
臣
や
官
僚
を
間
者
と
し
て
雇
う
「
内
間
」
を
行
う
上
で
、
ま
ず
彼
ら
と
親
密
に
な
る
こ
と
が
重

要
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

続
い
て
は
「
第
十
二
、
水
月
之
大
事
」
の
内
容
で
あ
る
１
２
７

。 

 

〔
史
料
五
〇
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
十
二
、
水
月
之
大
事 

伊
賀
伝
曰
、
敵
至
テ
キ
ヒ
シ
ク
境
目
ヲ
固
ル
時
ハ
、
我
忍
入
ル
事
ナ
ラ
サ
レ
ト
モ
、
敵
ヨ
リ
間
ヲ
出
サ 

 
 

ス
ト
云
事
ナ
シ
、
其
官
出
キ
タ
ル
ト
ヤ
ツ
ハ
リ
防
ス
ニ
入
レ
テ
、
反
間
ノ
用
ニ
ス
、
譬
ハ
月
出
レ
ハ
水 

ニ
移
ル
コ
ト
シ
、
故
ニ
コ
レ
ヲ
水
月
ノ
大
事
ト
云
、 

奥
秘
曰
、
水
上
ノ
月
ハ
形
ア
レ
ト
モ
、
実
ハ
形
ナ
キ
ユ
ヘ
手
ニ
ト
ラ
レ
ス
、
敵
間
モ
カ
ク
ノ
如
シ
、
実 

 
 

ニ
手
ニ
入
レ
テ
我
間
ノ
用
ト
ナ
ス
ニ
至
ル
ハ
甚
タ
ナ
シ
難
シ
、
故
ニ
深
慮
シ
テ
ヨ
リ
親
附
サ
ス
ル
事 

肝
要
ナ
リ
、
其
術
ハ
其
時
ニ
ヨ
リ
其
人
ニ
ヨ
レ
ハ
、
マ
ヽ
ニ
云
ヘ
カ
ラ
ス
、 

 

こ
の
忍
術
は
⑦
の
解
釈
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
敵
が
国
境
付
近
を
厳
し
く
取
り
締
ま
る
時
に
は
、
味

方
の
忍
び
を
敵
国
に
忍
び
込
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
敵
の
忍
び
も
こ
ち
ら
へ
や
っ
て
来
る
こ
と

は
な
い
。
そ
こ
で
も
し
敵
の
忍
び
が
や
っ
て
来
た
ら
、
彼
ら
を
反
間
と
し
て
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
秘
伝
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。
水
上
の
月
を
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
敵
の
忍
び
を
反
間
に
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
そ
の
た
め
敵
の
忍
び
に
対
し
て
は
、
気
を
遣
っ
て
親
身
に
接
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

反
間
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
手
順
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。
特
に
敵
の
忍
び
に
対
し
て
親
身
に

接
し
、
彼
ら
の
心
を
掴
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

そ
し
て
「
第
十
五
、
三
合
之
大
事
」
、「
第
十
六
、
一
離
之
伝
」、「
第
十
七
、
正
合
之
秘
術
」
は
⑧
の
解
釈

に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
「
第
十
五
、
三
合
之
大
事
」
で
あ
る
１
２
８

。 

 

〔
史
料
五
一
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
十
五
、
三
合
之
大
事 

伊
賀
伝
曰
、
日
占
合
ノ
伝
ニ
大
同
小
異
ア
リ
、
其
異
ハ
、
マ
ツ
始
メ
ニ
何
事
ソ
一
ツ
ノ
謀
ヲ
カ
マ
へ
、 
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至
極
隠
蜜
シ
ナ
カ
ラ
誤
リ
テ
、
小
姓
女
出
家
カ
又
ハ
多
言
ナ
ル
者
ニ
知
ラ
セ
テ
、
自
然
ニ
風
聞
シ
テ
我 

間
モ
敵
ノ
間
モ
知
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
、
故
ニ
敵
将
キ
ヒ
テ
其
備
ヲ
ナ
ス
ニ
、
聞
シ
ニ
差
ス
、
其
事
有
サ
レ
ト 

モ
先
ン
シ
テ
防
ク
ユ
ヘ
、
敵
ハ
利
ア
リ
テ
我
ハ
利
ナ
シ
、
但
シ
其
跡
ノ
大
勝
ヲ
ト
ラ
ン
ト
思
フ
時
ハ
、 

此
不
利
ヲ
大
イ
ニ
ナ
シ
、
敵
ニ
嬉
カ
ラ
セ
テ
置
ナ
リ
、
扨
其
上
テ
占
合
ノ
如
ク
シ
テ
大
勝
ヲ
ト
ル
也
、 

如
此
三
度
合
セ
ル
ユ
ヘ
三
合
ト
云
、 

 

こ
の
忍
術
は
⑧
の
解
釈
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
戦
術
を
練
っ
た
時
に
は
、
最
初
は
秘
密
に
し
て
お
い

て
、
後
に
小
姓
や
出
家
、
口
が
軽
い
者
に
そ
れ
ら
を
知
ら
せ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
、
味
方
や
敵
の
間
者
に
戦
略

を
伝
え
さ
せ
る
。
敵
は
そ
の
戦
略
に
対
し
て
防
備
を
万
全
に
し
、
一
時
的
に
は
敵
に
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る

が
、
最
終
的
に
は
自
国
が
勝
利
す
る
。 

次
に
「
第
十
六
、
一
離
之
伝
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
２
９

。 

 

〔
史
料
五
二
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
十
六
、
一
離
之
伝 

伊
賀
伝
曰
、
間
者
ノ
言
ニ
ヨ
リ
テ
、
少
々
ニ
テ
モ
勝
ヲ
得
ル
事
有
ハ
、
其
次
ノ
軍
ハ
間
者
ノ
言
ノ
ミ
ヲ 

 
 

タ
ヽ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
、
増
テ
大
勝
ア
ラ
ン
事
ヲ
間
者
ヨ
リ
告
、
其
上
敵
ヨ
リ
降
参
人
カ
走
リ
込
カ
味
方
ノ 

因
ト
ナ
リ
シ
者
カ
逃
皈
リ
テ
告
ル
旨
モ
、
サ
キ
ニ
キ
ヽ
シ
間
者
カ
言
ト
一
同
セ
ハ
一
向
ニ
其
事
ヲ
採 

用
ス
、
キ
カ
サ
ル
如
ク
離
レ
切
テ
居
ル
也
、（
後
略
） 

 

初
軍
が
間
者
か
ら
の
情
報
に
よ
っ
て
勝
利
を
得
た
と
し
て
も
、
次
軍
は
彼
ら
の
情
報
を
全
て
信
じ
て
は
な

ら
な
い
。
ま
し
て
や
「
勝
利
は
確
実
で
あ
る
」
、「
敵
か
ら
降
参
人
が
や
っ
て
来
る
」
と
間
者
か
ら
伝
え
ら
れ

た
時
に
は
、
そ
の
前
に
間
者
か
ら
伝
え
ら
れ
た
情
報
と
必
ず
照
ら
し
合
わ
せ
る
。 

最
後
に
「
第
十
七
、
正
合
之
秘
術
」
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
３
０

。 

 

〔
史
料
五
三
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
十
七
、
正
合
之
秘
術 

伊
賀
伝
曰
、
右
一
離
ノ
伝
ヲ
用
テ
ハ
、
ハ
ナ
レ
キ
ツ
テ
不
構
ト
キ
ハ
、
甚
タ
味
方
ニ
害
ノ
出
来
ル
事
見 

 
 

ヘ
テ
、
捨
テ
モ
ヲ
カ
レ
ス
、
取
レ
ハ
若
謀
ニ
陥
ラ
ン
カ
ト
思
フ
時
カ
正
合
ノ
秘
術
ヲ
用
ル
ナ
リ
、
コ
レ 

ハ
シ
ツ
ト
備
ヘ
テ
、
右
謀
カ
虚
テ
モ
実
テ
モ
我
損
ノ
ナ
ク
害
ノ
ナ
キ
様
ニ
シ
テ
居
ル
事
ナ
リ
、
得
ヲ
思 

ハ
ス
利
ヲ
ト
ラ
レ
ス
シ
テ
備
フ
ル
ノ
ミ
利
得
ヲ
好
ム
ユ
ヘ
ニ
、
右
ノ
謀
ニ
ア
テ
ラ
ル
ル
也
、
利
得
ヲ
ハ 
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ナ
レ
ル
ユ
ヘ
、
イ
カ
ン
ト
モ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、 

 

「
一
離
の
伝
」
を
使
っ
た
際
、
間
者
が
も
た
ら
し
た
情
報
に
猜
疑
心
が
生
じ
、
敵
の
罠
に
は
ま
っ
て
い
る
と

判
断
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
忍
術
を
活
用
す
る
。
つ
ま
り
ど
ん
な
情
報
を
手
に
入
れ
て
も
、
味
方
の
利
益
に

も
損
に
も
な
ら
な
い
よ
う
に
上
手
く
対
処
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
三
つ
の
忍
術
は
、
死
間
に
際
し
て
ど
の
よ
う
に
情
報
を
扱
え
ば
良
い
の
か
説
明
し
た
も
の
で
あ

る
。
「
第
十
五
、
三
合
之
大
事
」
→
「
第
十
六
、
一
離
之
伝
」
→
「
第
十
七
、
正
合
之
秘
術
」
に
つ
れ
て
、

徐
々
に
抽
象
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。 

そ
し
て
「
第
二
十
一
、
要
之
大
事
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
３
１

。 

 

〔
史
料
五
四
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
二
十
一
、
要
之
大
事 

 
 

伊
賀
伝
曰
、
十
本
の
扇
ノ
骨
モ
、
要
一
本
ニ
テ
シ
マ
リ
ツ
カ
ワ
レ
ル
ナ
リ
、
間
人
数
千
百
人
モ
コ
レ
ヲ 

 
 

遣
フ
総
大
将
一
人
ニ
ヨ
ル
事
ナ
リ
、
漢
高
祖
ノ
大
将
ヲ
ヒ
タ
ヽ
シ
ク
ア
レ
ト
モ
、
コ
レ
ヲ
善
ス
ル
大
将 

 
 

ハ
陣
平
一
人
ナ
ル
ニ
テ
知
ル
ヘ
シ
、
扨
忍
ノ
総
頭
モ
亦
大
切
ナ
リ
、
尤
大
将
直
々
ニ
蜜
談
ス
レ
ト
モ
、 

ソ
レ
ハ
総
頭
及
ヒ
中
ニ
モ
巧
者
ノ
ミ
、
数
百
人
ニ
及
フ
ハ
此
総
頭
ア
レ
ハ
ヨ
ク
、
其
人
ヲ
撰
ム
ヘ
シ
、 

要
一
本
ヌ
ケ
ル
ト
総
十
本
ノ
骨
カ
ハ
ラ
ツ
キ
テ
用
ニ
不
立
ニ
テ
知
ル
ヘ
シ
、 

 

こ
れ
は
⑨
の
解
釈
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
扇
の
十
本
の
骨
は
、
中
心
に
あ
る
一
つ
の
骨
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
間
者
も
一
人
の
総
大
将
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
漢
の

高
祖
軍
の
多
く
の
大
将
の
中
で
、
陳
平
一
人
だ
け
が
優
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
忍
び
に
対
し
て
も
、
一
人

の
秀
で
た
大
将
が
彼
ら
に
命
令
を
下
す
の
が
良
い
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。 

「
生
間
」
は
、
敵
国
の
情
報
を
収
集
し
、
生
き
延
び
て
自
国
へ
と
戻
っ
て
来
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
忍
び

の
本
質
と
い
え
る
役
で
あ
る
。
そ
の
た
め
大
将
の
判
断
に
よ
っ
て
彼
ら
の
生
死
が
決
ま
っ
て
く
る
。
だ
か
ら

こ
そ
彼
ら
に
命
令
す
る
大
将
は
、
優
れ
た
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

以
上
、
伊
賀
忍
術
の
詳
細
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
次
項
で
は
、
甲
賀
忍
術
の
詳
細
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

（
二
）
甲
賀
忍
術 

 

続
い
て
、
甲
賀
忍
術
に
つ
い
て
検
討
す
る
。『
用
間
加
条
伝
目
口
義 

上
』
に
は
、「
第
一
、
忍
之
訓
伝
」、
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「
第
二
、
忍
之
起
原
」、「
第
三
、
風
ニ
乗
ル
ノ
伝
」、「
第
四
、
雲
行
之
伝
」、「
第
六
、
見
詰
聞
詰
之
大
事
」、

「
第
七
、
蜘
蛛
之
伝
」、「
第
九
、
陰
陽
忍
之
大
事
」、「
第
十
、
山
彦
之
伝
」、「
第
十
三
、
四
知
之
伝
」、「
第

十
四
、
合
之
大
事
」、「
第
十
八
、
内
之
気
・
外
之
気
之
伝
」、「
第
二
十
、
小
城
之
伝
」、「
第
二
十
六
、
重
播

之
大
事
」、「
第
二
十
七
、
草
苞
之
大
事
」、「
第
二
十
八
、
蚊
蠅
之
伝
」、「
第
二
十
九
、
知
情
之
大
事
」、「
第

三
十
、
七
字
之
大
事
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、『
用
間
加
条
伝
目
口
義 

下
』
に
は
、「
第
一
、
木
ノ
葉
カ
ク
レ

ノ
事
」、「
第
二
、
柴
隠
レ
ノ
事
」、「
第
三
、
狐
狼
ノ
伝
」、「
第
四
、
牛
馬
ノ
伝
」、「
第
五
、
仏
カ
ク
レ
ノ
事
」、

「
第
六
、
穴
蜘
地
蜘
ノ
伝
」
、「
第
七
、
霞
之
大
事
」
、「
第
八
、
犬
カ
ク
レ
ノ
事
」
、「
第
九
、
飛
鳥
之
伝
」、

「
第
十
、
呼
出
シ
ノ
術
」、「
第
十
一
、
寝
屋
ノ
大
事
」、「
第
十
二
、
不
凍
大
事
」、「
第
十
三
、
角
ノ
犬
ニ
モ

悪
マ
レ
ヌ
事
」、「
第
十
四
、
不
中
矢
ハ
不
放
事
」、「
第
十
五
、
カ
ヘ
リ
問
ノ
事
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
中
で
『
用
間
伝
解
』
の
「
五
間
」
の
解
釈
に
引
用
さ
れ
て
い
た
術
が
、「
第
九
、
陰
陽
忍
之
大
事
」、 

「
第
十
三
、
四
知
之
伝
」、「
第
十
四
、
合
之
大
事
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
伊
賀
忍
術
と
同
様
に
、
全
て
上
巻

に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
で
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
「
第
九
、
陰
陽
忍
之
大
事
」
の
記
述
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
１
３
２

。 

 

〔
史
料
五
五
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
九
、
陰
陽
忍
之
大
事 

甲
賀
伝
曰
、
コ
レ
ニ
三
重
相
伝
ア
リ
、
別
伝
ス
、
其
上
ニ
大
秘
ア
リ
、
左
ノ
如
シ
、 

乱
世
ニ
ハ
境
目
ヲ
固
メ
、
人
改
メ
キ
ヒ
シ
キ
ユ
ヘ
、
敵
国
ヘ
我
間
入
カ
タ
シ
、
大
平
ノ
世
ニ
ハ
出
入
ヤ 

 
 

ス
ク
、
我
国
ノ
人
ヲ
シ
テ
他
国
へ
移
シ
住
セ
ル
モ
ナ
シ
易
シ
、
ユ
ヘ
ニ
間
人
ヲ
其
国
へ
入
コ
マ
セ
、
住 

 
 

居
ナ
サ
セ
ヲ
ク
ヘ
シ
、
但
シ
永
ク
其
国
へ
ウ
ツ
シ
住
セ
サ
ル
内
ニ
変
ア
ル
時
ハ
、
農
工
商
ノ
内
、
子
ト 

モ
兄
弟
等
ノ
其
国
へ
ウ
ツ
リ
居
ル
ヤ
ヲ
吟
味
シ
テ
、
有
之
ト
キ
ハ
其
父
兄
弟
ノ
方
ヨ
リ
通
達
サ
ス
へ 

シ
、
コ
レ
此
方
ニ
人
質
ヲ
ト
リ
置
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
自
由
ナ
シ
安
シ
、 

 

乱
世
に
お
い
て
、
敵
は
国
境
を
封
鎖
し
て
人
の
往
来
を
禁
止
す
る
た
め
、
敵
国
へ
味
方
の
間
者
を
忍
び
込
ま

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
太
平
の
世
に
お
い
て
は
、
人
の
往
来
は
頻
繁
で
、
間
者
を
敵
国
に
居
住
さ

せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
機
を
狙
っ
て
、
忍
び
を
敵
国
に
居
住
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
叶
わ

な
け
れ
ば
、
代
わ
り
に
百
姓
、
職
人
、
商
人
の
子
供
や
兄
弟
に
居
住
さ
せ
、
彼
ら
に
情
報
収
集
を
行
わ
せ
る
。

い
わ
ば
人
質
を
取
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
因
間
の
実
行
法
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
伊
賀
忍
術
で
は
「
敵
国
の
百
姓
や
町
人
と
関
係
性
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を
作
り
、
い
ざ
と
い
う
時
に
備
え
た
」
の
に
対
し
、
甲
賀
忍
術
で
は
「
自
国
の
百
姓
や
商
人
に
情
報
収
集
を

行
わ
せ
た
」
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
甲
賀
忍
術
の
方
が
、
や
や
他
人
任
せ
な
印
象
を
受
け
る
。 

続
い
て
「
第
十
三
、
四
知
之
伝
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
３
３

。 

 

〔
史
料
五
六
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
十
三
、
四
知
之
伝 

甲
賀
伝
曰
、
反
間
ヲ
求
ル
ハ
、
其
来
ル
敵
間
ノ
情
ヲ
ト
ク
ト
知
リ
得
サ
レ
ハ
我
間
ニ
ナ
シ
難
シ
、
コ
レ 

 
 

ヲ
知
ル
ハ
四
ノ
伝
ア
リ
、
医
師
ノ
伝
フ
ル
望
・
聞
・
問
・
功
也
、
望
ハ
其
人
ノ
風
俗
所
業
ヲ
望
ミ
見
ル 

也
、
聞
ハ
色
々
ノ
事
ヲ
聞
合
セ
テ
志
情
ヲ
知
ル
、
問
ハ
其
人
ノ
好
ム
所
ヲ
問
テ
其
言
ヲ
知
ル
、
功
ハ
其 

言
行
ヲ
試
ミ
テ
ア
ラ
ワ
レ
シ
所
ヲ
以
テ
、
隠
レ
テ
ミ
ヘ
サ
ル
所
ノ
心
根
ヲ
察
ス
、
コ
レ
ニ
テ
間
者
ノ
志 

 
 

情
ヲ
知
リ
得
ス
ト
云
事
ナ
シ
、
知
リ
得
ル
ト
、
ソ
レ
ヨ
リ
因
ミ
ヨ
リ
テ
反
間
ノ
用
ヲ
ナ
ス
ナ
リ
、 

 

敵
の
間
者
を
反
間
に
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
心
を
掴
む
必
要
が
あ
る
。
そ
の
時
に
、
医
者
が
活
用
す
る

「
望
・
聞
・
問
・
功
」
の
四
技
術
を
用
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
望
は
「
間
者
の
基
本
情
報
を
知
る
こ
と
」、

聞
は
「
様
々
な
質
問
を
し
て
間
者
の
願
望
を
知
る
こ
と
」、
問
は
「
間
者
の
好
み
を
聞
い
て
そ
れ
を
理
解
す

る
こ
と
」、
功
は
「
実
際
に
行
動
に
移
し
て
彼
ら
の
心
根
を
察
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
適
切
に
実

行
す
る
こ
と
で
敵
の
間
者
に
つ
い
て
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

敵
の
間
者
を
反
間
に
す
る
た
め
に
彼
ら
に
つ
い
て
深
く
理
解
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
傾
聴
術
の
重
要
性

に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
伊
賀
忍
術
と
比
べ
て
も
、
反
間
に
す
る
た
め
の
具
体
的
な
策
が
練
ら
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。 

そ
し
て
「
第
十
四
、
合
之
大
事
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
１
３
４

。 

 

〔
史
料
五
七
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
十
四
、
合
之
大
事 

甲
賀
伝
曰
、
間
人
ハ
互
ヒ
ニ
出
合
通
達
ス
ル
事
、
和
漢
ト
モ
ニ
古
今
不
禁
之
也
、
ユ
ヘ
ニ
間
ノ
上
手
下 

 
 

手
ヲ
撰
ム
、
我
間
上
手
ナ
レ
ハ
敵
方
ノ
事
ハ
委
細
ニ
聞
ト
リ
察
シ
知
リ
テ
、
味
方
ノ
コ
ト
ハ
知
ラ
ス
フ 

リ
ニ
テ
少
シ
モ
知
ラ
セ
ヌ
也
、
世
ニ
云
、
摺
ト
摺
ノ
出
合
ナ
リ
、
コ
レ
ニ
依
テ
孫
子
死
間
ノ
術
ヲ
伝
へ 

 
 

ヌ
、
サ
レ
ト
モ
未
タ
尽
サ
ル
ユ
ヘ
、
日
本
ニ
テ
ハ
中
々
其
謀
ニ
ノ
リ
難
シ
、（
後
略
） 

 

間
者
同
士
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
は
、
日
本
や
中
国
に
お
い
て
古
来
よ
り
禁
止
さ
れ
て
き
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た
。
だ
か
ら
こ
そ
上
手
な
間
者
か
下
手
な
間
者
か
を
選
別
し
た
。
も
し
味
方
の
間
者
が
上
手
で
あ
れ
ば
、
敵

の
情
報
を
詳
細
に
収
集
す
る
が
、
味
方
の
情
報
は
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
少
し
も
敵
に
知
ら
せ
る
こ
と
は

な
い
、
し
か
し
な
が
ら
日
本
に
お
い
て
は
死
間
を
実
行
す
る
の
は
難
し
い
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
死
間
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
甲
賀
忍
術
に
比
べ
て
伊
賀
忍
術
の
方
が
、
死
間
に
対
応
す
る

忍
術
が
三
つ
も
あ
り
、
様
々
な
視
野
で
も
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

  

以
上
、『
孫
子
』
用
間
篇
「
五
間
」
に
対
応
し
た
、
伊
賀
・
甲
賀
忍
術
の
詳
細
に
つ
い
て
比
較
検
討
を
行

っ
た
。
伊
賀
・
甲
賀
に
お
い
て
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
独
自
の
忍
術
が
そ
れ
ぞ
れ
考
案
さ
れ
て
お
り
、
本
項
で

は
言
及
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
同
音
意
義
の
忍
術
も
存
在
し
た
。
そ
し
て
伊
賀
・
甲
賀
の
間
で
共
通
し
て
い

た
点
は
、
人
と
接
す
る
中
で
ど
の
よ
う
に
情
報
を
手
に
入
れ
れ
ば
良
い
か
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
「
陽
忍
」
的

な
忍
術
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
暗
殺
術
や
侵
入
術
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
「
陰
忍
」
的
な

忍
術
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
陰
忍
術
は
些
末
な
も
の
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
の
証
拠
と
な
る
。 

 

そ
し
て
最
後
に
、
下
巻
に
記
さ
れ
た
甲
賀
忍
術
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
「
三
重

相
伝
」
と
い
う
伝
授
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。「
初
・
中
・
後
」
と
相
伝
が
三
段
階
に
分
か
れ
、「
初
」
に

お
い
て
非
現
実
的
な
忍
術
が
相
伝
さ
れ
た
後
、「
中
」、「
後
」
と
進
む
に
つ
れ
て
、
徐
々
に
現
実
的
な
忍
術

が
相
伝
さ
れ
た
。
一
例
と
し
て
「
第
一
、
木
ノ
葉
カ
ク
レ
ノ
事
」
の
記
述
を
挙
げ
る
１
３
５

。 

 

〔
史
料
五
八
〕『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』 

第
一
、
木
ノ
葉
カ
ク
レ
ノ
事 

初 

五
月
五
日
ニ
白
ケ
ノ
ナ
キ
黒
犬
ノ
肝
ヲ
取
、
八
月
十
七
日
迄
陰
干
ニ
シ
テ
、
梵
字
一
日
ニ
三
度

ツ
ヽ
書
テ
、
粉
ニ
シ
テ
常
ハ
錦
ニ
七
重
包
ミ
持
ナ
リ
、 

（
梵
字
）
如
此
肝
ニ
カ
ク
ナ
リ
、 

中 

城
中
屋
敷
へ
忍
フ
時
、
敵
付
ノ
方
ニ
手
楯
ヲ
サ
シ
カ
サ
シ
、
万
一
弓
鉄
砲
ノ
用
心
ヲ
ス
ヘ
シ
、 

後 

森
林
ノ
茂
ミ
ニ
便
リ
テ
忍
フ
ヲ
云
、 

 

「
初
」、
五
月
五
日
に
黒
犬
の
肝
を
取
り
、
八
月
一
七
日
ま
で
陰
干
し
に
す
る
。
そ
の
時
に
梵
字
を
一
日
三

回
書
く
。
陰
干
し
し
た
肝
は
粉
末
状
に
し
て
、
七
重
に
包
ん
で
携
帯
す
る
。 

「
中
」、
敵
の
城
中
や
屋
敷
に
忍
び
込
む
時
に
、
そ
の
方
向
に
楯
を
構
え
、
鉄
砲
の
用
心
を
す
る
。 

「
後
」、
森
林
の
茂
み
に
忍
び
込
む
。 
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こ
の
よ
う
に
「
初
」
→
「
中
」
→
「
後
」
に
つ
れ
て
、
次
第
に
非
現
実
的
な
忍
術
か
ら
現
実
的
な
忍
術
に

移
行
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
呪
術
的
な
忍
術
の
修
得
に
耐
え
ら
れ
た
者
の
み

が
現
実
的
な
忍
術
を
相
伝
で
き
る
と
い
っ
た
、
選
別
方
式
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
三
重
相
伝
の
甲
賀
忍
術
は
他
に
、
「
第
二
、
柴
隠
レ
ノ
事
」、「
第
三
、
狐
狼
ノ
伝
」、「
第
四
、
牛
馬

ノ
伝
」、「
第
五
、
仏
カ
ク
レ
ノ
事
」、「
第
六
、
穴
蜘
地
蜘
ノ
伝
」、「
第
七
、
霞
之
大
事
」、「
第
八
、
犬
カ
ク

レ
ノ
事
」、「
第
九
、
飛
鳥
之
伝
」、「
第
十
、
呼
出
シ
ノ
術
」、「
第
十
一
、
寝
屋
ノ
大
事
」、「
第
十
二
、
不
凍

大
事
」、「
第
十
三
、
角
ノ
犬
ニ
モ
悪
マ
レ
ヌ
事
」、「
第
十
四
、
不
中
矢
ハ
不
放
事
」、「
第
十
五
、
カ
ヘ
リ
問

ノ
事
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。 
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《
お
わ
り
に
》 

  

本
稿
で
は
、
尾
張
藩
の
忍
び
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
と
い
う
こ
と
で
、「
甲
賀
五
人
の
再
検
討
」
と
「
近

松
茂
矩
の
忍
術
関
係
史
料
分
析
」
と
い
っ
た
、
二
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
大

ま
か
で
は
あ
る
が
、
各
章
の
総
括
を
行
い
た
い
。 

 

第
一
章
で
は
、
尾
張
藩
に
仕
え
た
「
甲
賀
五
人
」
に
つ
い
て
、
制
度
面
と
職
掌
面
の
観
点
か
ら
再
検
討
を

行
っ
た
。
彼
ら
は
延
宝
七
年
（
一
六
八
九
）、
二
代
光
友
の
治
世
時
に
、
初
代
木
村
奥
之
助
の
取
り
次
ぎ
に

よ
っ
て
尾
張
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
。「
半
農
半
武
」
と
い
う
特
殊
な
身
分
の
下
、
江
戸
期
を
通
し
て
毎
年

甲
賀
か
ら
名
古
屋
に
仕
官
し
、「
御
鉄
砲
打
」
と
い
う
役
職
に
属
し
、
矢
田
河
原
に
お
い
て
「
鉄
砲
稽
古
」

と
「
矢
田
河
原
鳥
銃
惣
放
」
の
職
務
に
励
ん
だ
。
そ
し
て
「
給
金
取
り
」
と
い
う
形
式
で
、
藩
か
ら
金
五
両

が
支
給
さ
れ
た
。
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）、
本
多
家
の
改
易
に
伴
っ
て
大
和
郡
山
城
に
忍
び
込
み
、
一
回

限
り
の
隠
密
業
務
も
行
っ
た
。 

そ
し
て
御
土
居
下
忍
び
、
上
野
家
、
柘
植
家
と
い
っ
た
尾
張
藩
に
仕
え
た
他
の
忍
び
、
幕
府
や
福
井
藩
、

徳
島
藩
、
熊
本
藩
に
仕
え
た
忍
び
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
。
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
、
江
戸
期
に
お
け
る

忍
び
の
一
般
的
な
職
務
が
「
門
番
」、「
城
中
の
警
備
」、「
参
勤
交
代
の
御
供
」
で
あ
る
こ
と
を
抽
出
で
き
た

も
の
の
、
甲
賀
五
人
は
そ
の
ど
れ
に
も
属
さ
ず
、
あ
く
ま
で
も
鉄
砲
関
係
の
職
に
専
念
し
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
甲
賀
五
人
は
尾
張
藩
に
と
っ
て
一
種
の
「
儀
礼
・
象
徴
的
存
在
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
近
世
忍
者

史
に
お
い
て
特
殊
な
位
置
付
け
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

続
く
第
二
章
で
は
、『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
に
記
さ
れ
た
多
種
多
様
な
兵
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
い
わ 

ば
甲
賀
五
人
に
つ
い
て
兵
法
学
的
観
点
か
ら
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
甲
賀
五
人
の
構
成
員
で
あ
っ 

た
渡
辺
家
は
、
忍
術
・
居
合
術
・
弓
術
・
馬
術
・
鉄
砲
術
・
火
術
・
体
術
・
水
上
術
・
楠
木
流
兵
法
の
修
得 

に
励
ん
で
お
り
、
特
に
居
合
術
・
馬
術
・
体
術
・
水
上
術
に
関
し
て
は
、
渡
辺
三
之
助
が
真
野
与
左
衛
門
と 

い
う
人
物
か
ら
相
伝
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
甲
賀
五
人
の
仲
間
に
相
伝
し
て
い
る
例
も
見
ら 

れ
、
メ
ン
バ
ー
間
で
兵
法
を
通
し
て
の
交
流
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
江
戸
時
代
と
い
う
太
平
の 

世
に
生
き
な
が
ら
も
、
兵
法
稽
古
を
怠
ら
ず
、
高
い
専
門
知
識
を
有
し
て
い
た
存
在
だ
っ
た
。 

 

第
三
章
で
は
、
尾
張
藩
の
兵
学
者
・
近
松
茂
矩
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
近
松
は
四
代
吉
通
に
仕
え
、
吉
通

が
創
始
し
た
「
武
道
全
流
道
知
辺
」
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
一
全
流
兵
法
を
創
始
し
た
。
ま
た
佐
枝
尹
重
、
大

田
教
品
か
ら
長
沼
流
兵
法
を
修
得
し
、
近
松
自
身
も
そ
の
師
範
と
な
っ
た
。
ま
た
吉
通
の
遺
言
に
よ
っ
て
、

五
代
藩
主
・
五
郎
太
に
忍
術
の
本
質
を
伝
え
よ
と
の
命
を
う
け
た
近
松
は
、
甲
賀
五
人
の
支
配
頭
で
あ
っ
た

初
代
木
村
奥
之
助
か
ら
甲
賀
忍
術
を
、
伊
勢
国
出
身
の
兵
法
家
・
竹
之
下
平
学
頼
英
か
ら
伊
賀
忍
術
を
修
得
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し
た
。
吉
通
は
『
孫
子
』
用
間
篇
の
内
容
こ
そ
忍
術
の
本
質
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
主
張
は
木
村
・
竹
之

下
の
間
で
も
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
た
。
近
松
は
講
義
の
中
で
『
孫
子
』
用
間
篇
の
重
要
性
を
改
め
て
再
認

識
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

第
四
章
で
は
、
近
松
が
著
し
た
忍
者
関
係
史
料
で
あ
る
『
用
間
伝
解
』
と
『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』
の
内 

容
分
析
を
行
っ
た
。『
用
間
伝
解
』
で
は
、『
孫
子
』
用
間
篇
に
対
す
る
伊
賀
・
甲
賀
間
で
の
解
釈
に
つ
い
て

詳
述
さ
れ
て
い
た
。
両
者
の
間
で
「
五
間
」
の
解
釈
が
多
少
異
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
全
体
的
な
解
釈
は
概

ね
共
通
し
て
い
た
。
一
方
、『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』
で
は
、『
孫
子
』
用
間
篇
の
戦
略
を
適
切
に
実
行
す
る

た
め
に
、
伊
賀
・
甲
賀
に
お
い
て
編
み
出
さ
れ
た
数
々
の
忍
術
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
た
。
伊
賀
・
甲
賀

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
忍
術
も
あ
れ
ば
、
同
音
異
義
の
忍
術
も
存
在
し
た
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
人
間
関
係

作
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
情
報
を
手
に
入
れ
る
か
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
「
陽
忍
」

的
な
忍
術
に
重
き
が
置
か
れ
、
暗
殺
術
や
忍
び
込
み
術
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
「
陰
忍
」
的
な
内
容
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
陰
忍
術
と
い
う
も
の
が
些
末
な
も
の
で
あ
り
、
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。 

最
後
に
な
る
が
、
本
文
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
甲
賀
五
人
の
甲
賀
で
の
日
常
に
つ
い
て
垣
間

見
た
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
に
お
け
る
、
神
山
与
左
衛
門
の
宗
旨
御

改
手
形
で
あ
る
１
３
６

。 

  
 

〔
史
料
五
九
〕「
宗
旨
御
改
」 

 
 
 
 
 
 
 
 

宗
旨
御
改 

 
 

一
、
浄
土
宗
当
村
長
楽
寺
檀
那 

 

年
六
拾
三
才 

与
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
五
拾
六
才 

妻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
拾
九
才 

忰 

政
吉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
十
五
才 

娘 

さ
き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〆
四
人
、
内 

男
弐
人 

女
弐
人 

  
 
 
 
 
 

切
支
丹
宗
門
御
改
手
形
之
事 

 
 

一
、
私
家
内
并

召
仕
候
家
来
ニ
至
迄
、
切
支
丹
宗
門
之
義
ハ
累
年
御
制
禁
ニ
御
座
候
間
、
遂
穿
鑿
候
処
、 

 

右
躰
成
ル
疑
鋪
候
者
無
御
座
候
、
向
後
疑
敷
者
在
之
お
ゐ
而
者
、
急
度
遂
吟
味
其
段
住
進
可
申
上

候
、
依
之
寺
請
状
取
置
申
候
、
御
入
用
之
節
者
差
上
可
申
候
、
為
後
日
宗
門
手
形
仍
而
如
件
、 
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文
化
十
一
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
山
与
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

戌
三
月
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政
重
（
花
押
影
） 

  
 
 

武
島
杢
治
郎
様
御
内 

 
 
 
 
 
 

土
屋
安
兵
衛
殿 

 
 
 
 
 
 

中
沢
三
郎
兵
衛
殿 

 

文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）、
神
山
与
左
衛
門
に
よ
っ
て
、
武
島
杢
治
郎
の
家
臣
で
あ
っ
た
土
屋
安
兵
衛
と

中
沢
三
郎
兵
衛
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
宗
旨
御
改
書
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
神
山
与
左
衛
門
が
「
浄
土
宗
の
檀

那
」
で
あ
り
、「
妻
、
息
子
の
政
吉
、
娘
の
さ
き
」
と
共
に
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ち
な
み

に
文
政
三
年
（
一
八
一
九
）、
与
左
衛
門
は
甲
賀
五
人
を
引
退
し
、
息
子
の
政
吉
が
そ
の
職
を
継
い
で
い
る

１
３
７

。
こ
の
よ
う
な
史
料
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
甲
賀
五
人
が
半
農
半
武
と
い
う
特
殊
な
身
分
を
有
し
て
い

た
こ
と
を
改
め
て
実
感
で
き
る
だ
ろ
う
。
甲
賀
に
お
い
て
は
、
百
姓
と
し
て
村
の
公
権
力
の
支
配
下
に
あ
り
、

名
古
屋
に
お
い
て
は
、
下
級
武
士
と
し
て
尾
張
藩
の
統
治
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
二
重
生
活
を
送

っ
て
い
た
彼
ら
の
存
在
は
、
せ
わ
し
な
く
郊
外
と
都
心
部
を
行
き
来
す
る
現
代
人
に
と
っ
て
、
何
か
し
ら
の

示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
ろ
う
。 

 

以
上
、
本
稿
で
は
尾
張
藩
の
忍
び
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
多
角
的
に
論
じ
、
そ
の
実
像
の
解
明
に
注
力
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
甲
賀
五
人
の
具
体
的
な
設
置
終
わ
り
時
期
や
、
真
野
与
左
衛
門
、
関
口
備
後
守
と
い

っ
た
人
物
の
詳
細
な
ど
、
甲
賀
五
人
に
つ
い
て
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
点
が
数
多
く
存
在

す
る
。
ま
た
近
松
茂
矩
に
つ
い
て
も
、
尾
張
藩
の
兵
学
思
想
な
ら
び
に
日
本
兵
法
史
と
い
う
大
き
な
枠
組
み

か
ら
、
彼
の
存
在
を
捉
え
直
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
核
心
に
迫
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
今
後
の
大
き
な
課
題
と
し
た
い
。 

  

な
お
本
稿
執
筆
に
際
し
て
、
山
田
雄
司
先
生
、
吉
丸
雄
哉
先
生
、
高
尾
善
希
先
生
に
は
多
大
な
ご
教
示
を

頂
い
た
。
ま
た
福
島
嵩
仁
氏
を
は
じ
め
甲
賀
忍
術
研
究
会
の
皆
様
に
は
、
甲
賀
地
域
の
歴
史
に
つ
い
て
数
多

く
の
ご
教
示
を
頂
い
た
。
そ
し
て
高
校
か
ら
の
友
人
で
あ
り
、
同
じ
三
重
大
学
大
学
院
で
学
び
合
っ
た
小
西

凌
氏
に
は
、
毎
月
の
読
書
会
に
お
い
て
様
々
な
ご
指
摘
を
頂
い
た
。
こ
の
他
、
支
え
て
頂
い
た
全
て
の
皆
様

に
心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
上
げ
、
本
稿
を
擱
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 
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《
註
》 

１ 

幕
府
の
伊
賀
者
に
関
す
る
研
究
は
、
高
尾
善
希
『
忍
者
の
末
裔
』（
角
川
書
店
、
二
〇
一
七
年
）。
福
井
藩 

 

の
忍
び
に
関
し
て
は
、
長
野
栄
俊
「
福
井
藩
の
忍
者
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（『
忍
者
研
究
』
一
号
、
国 

 
 

際
忍
者
学
会
、
二
〇
一
八
年
）。
徳
島
藩
の
忍
び
に
関
し
て
は
、
井
上
直
哉
「
徳
島
藩
伊
賀
者
の
基
礎
的 

研
究
（『
忍
者
研
究
』
二
号
、
国
際
忍
者
学
会
、
二
〇
一
九
年
）。
熊
本
藩
の
忍
び
に
関
し
て
は
、
上
田
哲 

也
「
熊
本
藩
細
川
家
の
忍
び
」（
『
忍
者
研
究 

第
三
号
』
国
際
忍
者
学
会
、
二
〇
二
〇
年
）
に
詳
し
い
。 

２ 

岡
本
柳
英
『
名
古
屋
城
三
之
丸
・
御
土
居
下
考
説
』（
黎
明
書
房
、
一
九
六
〇
年
）
や
、
岡
本
柳
英
『
名 

古
屋
城
秘
境
御
土
居
下
の
人
々
』（
黎
明
書
房
、
一
九
六
一
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

３ 

岡
本
柳
英
『
尾
藩
史
余
録
』（
黎
明
書
房
、
一
九
六
五
年
）。 

４

『
渡
辺
俊
経
家
文
書
―
尾
張
藩
甲
賀
者
関
係
史
料
―
』（
滋
賀
県
甲
賀
市
、
二
〇
一
七
年
）。
以
降
『
渡
辺 

俊
経
家
文
書
』
の
引
用
は
本
項
に
よ
る
。 

５ 

鬼
頭
勝
之
が
一
九
九
五
年
頃
に
、
名
古
屋
の
我
楽
多
市
で
発
見
し
た
尾
張
藩
関
係
者
の
史
料
で
あ
る
と

い
う
（
渡
辺
、
二
〇
二
〇
）。
詳
細
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
史
料
が
現
在
ど
こ
に
あ

る
の
か
、
そ
も
そ
も
実
在
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。 

６ 

鬼
頭
勝
之
に
よ
る
研
究
と
し
て
、
鬼
頭
勝
之
「
史
料
に
み
る
尾
張
藩
に
お
け
る
甲
賀
忍
び
の
者
の
一
断 

面
」
（
『
郷
土
文
化
』
一
六
七
、
一
九
九
三
年
）
。
鬼
頭
勝
之
「
尾
張
藩
に
お
け
る
忍
び
の
者
に
つ
い
て
」 

（『
地
方
史
研
究
』
二
六
三
、
一
九
九
六
）。
鬼
頭
勝
之
「
尾
張
藩
と
忍
び
の
者
」（『
歴
史
読
本
』
七
七
七
、 

二
〇
〇
四
年
）。
鬼
頭
勝
之
「
尾
張
藩
に
お
け
る
忍
び
の
者
」（『
宗
春
と
芸
能
』、
ブ
ッ
ク
シ
ッ
プ
マ
イ
タ 

ウ
ン
、
二
〇
〇
六
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

７ 

服
部
勲
に
よ
る
研
究
は
、
服
部
勲
「
は
じ
め
に
」（『
地
域
の
歴
史
』、
甲
南
地
域
史
研
究
会
、
二
〇
〇
六 

年
）。
服
部
勲
「「
寺
庄
高
等
小
学
校
文
書
」
に
よ
る
甲
賀
忍
び
望
月
氏
の
活
動
に
つ
い
て
」（『
地
域
の 

歴
史
』、
甲
南
地
域
史
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
）。
服
部
勲
「
磯
尾
山
伏
「
木
村
奥
之
助
」
が
勤
め
た
尾
張 

 

藩
に
お
け
る
富
士
信
仰
と
修
験
」（『
地
域
の
歴
史
』、
甲
南
地
域
史
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
）。
服
部
勲
「
尾 

張
藩
に
仕
え
た
甲
南
の
人
々
」（『
地
域
の
歴
史Ⅱ

』、
甲
南
地
域
史
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）。
服
部
勲
「
尾 

張
藩
に
お
け
る
甲
賀
忍
び
の
者
に
み
ら
れ
る
甲
賀
者
の
特
質
に
つ
い
て
」（『
地
域
の
歴
史Ⅲ

』、
甲
南
地 

域
史
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）。
服
部
勲
「
磯
尾
の
山
伏
と
木
村
奥
之
助
と
「
甲
賀
五
人
」」（『
地
域
の
歴 

 

史Ⅲ

』、
甲
南
地
域
史
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

８ 

渡
辺
俊
経
に
よ
る
研
究
と
し
て
は
、
渡
辺
俊
経
「
尾
張
藩
甲
賀
者
木
村
奥
之
助
と
「
甲
賀
五
人
」
―
江
戸 

 

時
代
に
実
在
し
た
甲
賀
忍
者
―
」（『
甲
賀
忍
者
の
真
実
』、
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
が
挙
げ 
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ら
れ
る
。
ま
た
甲
賀
忍
術
研
究
会
編
『
忍
者
検
定 

読
み
本 

其
の
弐
』（
甲
賀
忍
術
研
究
会
、
二
〇
二
〇 

年
）
に
尾
張
藩
の
忍
び
に
関
す
る
磯
田
氏
の
講
演
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

９ 

近
松
茂
矩
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
石
岡
久
夫
編
、
有
馬
成
甫
監
修
『
諸
流
兵
法
（
下
）』〈
日
本
兵
法
全
集 

七
〉（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
八
年
）、
三
五
頁
～
四
九
頁
。
石
岡
久
夫
『
日
本
兵
法
史 

下
』（
雄
山
閣 

一
九
七
二
年
）
に
詳
し
い
が
、
近
松
が
数
々
の
忍
者
関
係
史
料
を
著
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て 

い
な
い
。 

１
０ 

近
松
茂
矩
『
忍
未
来
記
』（
防
衛
大
学
有
馬
文
庫
所
蔵
、
請
求
番
号KA-

三
七
〇
、
一
七
五
五
年
）。
こ 

の
史
料
は
、
近
松
が
初
代
木
村
奥
之
助
に
よ
る
甲
賀
忍
び
に
関
す
る
講
義
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

甲
賀
市
に
よ
っ
て
『
甲
賀
忍
之
伝
未
来
記
』
が
翻
刻
出
版
さ
れ
て
い
る
が
（『
甲
賀
者
忍
術
伝
書
―
尾 

張
藩
甲
賀
者
関
係
史
料Ⅱ

』
掲
載
）
、『
忍
未
来
記
』
が
近
松
の
自
筆
史
料
で
あ
り
、
か
つ
『
甲
賀
忍
之 

伝
未
来
記
』
よ
り
も
成
立
年
代
が
早
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
『
忍
未
来
記
』
を
採
用
し
て
い
る
。
以 

降
『
忍
未
来
記
』
の
引
用
は
本
項
に
よ
る
。 

１
１ 

近
松
茂
矩
撰
『
平
学
先
生
略
伝
』（
防
衛
大
学
校
有
馬
文
庫
所
蔵
、
請
求
番
号KA

-

三
七
四
、
一
七
二
六 

 
 

年
）。
こ
の
史
料
は
竹
之
下
平
学
頼
英
の
生
涯
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。《
翻
刻
史
料
》
に
全

文
を
翻
刻
し
、
解
説
を
加
え
て
い
る
。 

１
２ 

近
松
茂
矩
『
用
間
伝
解
』〈
甲
賀
者
忍
術
伝
書
―
尾
張
藩
甲
賀
者
関
係
史
料Ⅱ

―
〉（
滋
賀
県
甲
賀
市
、 

二
〇
一
八
年
）、
以
降
『
用
間
伝
解
』
の
引
用
は
本
項
に
よ
る
。 

１
３ 

近
松
茂
矩
『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』〈
甲
賀
者
忍
術
伝
書
―
尾
張
藩
甲
賀
者
関
係
史
料Ⅱ

―
〉（
滋
賀
県 

甲
賀
市
、
二
〇
一
八
年
）、
以
降
『
用
間
加
条
伝
目
口
義
』
の
引
用
は
本
項
に
よ
る
。 

１
４ 

吉
丸
雄
哉
「
近
世
に
お
け
る
「
忍
者
」
の
成
立
と
系
譜
」（『
京
都
語
文
』
一
九
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ 

る
と
、
日
本
史
上
に
実
在
す
る
忍
者
を
「
忍
び
（
し
の
び
）」、
小
説
や
漫
画
に
描
か
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ 

ン
と
し
て
の
忍
者
を
「
忍
者
（
に
ん
じ
ゃ
）」
と
呼
称
し
て
区
別
す
る
の
が
適
切
で
は
な
い
か
と
の
見 

解
が
あ
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
倣
い
た
い
。 

１
５

『
藩
史
大
事
典
』
四
巻 

中
部
編Ⅱ

東
海
（
雄
山
閣
、
一
九
八
八
年
）
や
、
服
部
鉦
太
郎
『
名
古
屋
城
年 

誌
―
信
長
・
秀
吉
の
智
略
と
家
康
の
歴
史
遺
産
―
』（
名
古
屋
城
振
興
協
会
、
一
九
八
一
年
）
を
参
考 

に
し
た
。 

１
６ 

前
掲
註
（
６
）
鬼
頭
論
文
。 

１
７ 

阿
部
直
輔
著
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
『
尾
藩
世
記
』
四
〈
名
古
屋
叢
書
三
編 

第
二
巻 

尾
藩
世
記 

上
〉 

（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
七
年
）、
一
八
八
頁
。 

１
８ 

近
松
茂
矩
『
昔
咄
』
第
二
巻
、
一
四
六
頁
に
は
、「
瑞
龍
院
様
御
代
に
、
甲
賀
の
山
伏
の
子
に
木
村
奥
之 
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助
と
云
者
来
り
、（
中
略
）
又
後
に
奥
之
助
取
次
に
て
、
甲
賀
に
て
五
人
御
か
ゝ
へ
有
り
、」
と
い
う
記 

述
が
あ
り
、『
金
城
温
故
録
』
に
も
『
昔
咄
』
と
同
様
の
記
述
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

１
９ 

近
松
茂
矩
『
昔
咄
』
第
二
巻
〈
名
古
屋
叢
書 

第
二
四
巻 

雑
纂
編
（
一
）〉（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、 

一
九
六
三
年
）、
一
四
六
頁
。 

２
０ 

前
掲
註
（
３
）
岡
本
著
書
。 

２
１ 

真
田
増
誉
『
明
良
洪
範
』
巻
十
三
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
）、
一
七
五
～
一
七
六
頁
。 

２
２ 

中
島
篤
巳
『
完
本 

忍
秘
伝
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
九
年
）
二
五
一
頁
に
は
、「
下
縄
ノ
コ
ト 

宕
詰 

 
 

ト
申
コ
ト
ア
リ
、
是
ヲ
以
テ
堀
ノ
深
サ
ヲ
見
ル
ニ
用
ル
也
、
夜
中
ニ
ヨ
リ
水
下
水
上
マ
テ
難
知
、
其
分 

 

別
在
之
也
、」
と
い
う
記
述
が
存
在
す
る
。
忍
秘
伝
は
、
伊
賀
忍
び
で
あ
る
服
部
家
に
伝
わ
る
忍
術
書 

で
あ
る
が
、
岡
崎
藩
の
忍
び
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。 

２
３ 

前
掲
註
（
３
）
岡
本
著
書
。 

２
４ 

真
田
増
誉
『
明
良
洪
範
』
巻
四
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
）、
四
二
頁
。 

２
５ 

山
鹿
流
兵
法
書
の
一
つ
で
あ
る
、
窪
田
清
音
『
武
教
全
書
正
解
』
九 
斥
候
で
は
、
斥
候
の
一
部
に
目
付 

 

や
忍
び
を
含
む
記
述
が
見
ら
れ
る
。 

２
６

【
一
】「［
御
忍
役
人
起
請
文
］」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
二
四
頁
所
収
）。 

２
７

「
達
シ
書
并
願
留
」〈
甲
賀
者
忍
術
伝
書
―
尾
張
藩
甲
賀
者
関
係
史
料Ⅱ

―
〉
八
〇
頁
（
滋
賀
県
甲
賀 

市
、
二
〇
一
八
年
）。 

２
８ 

前
掲
註
（
２
７
）
史
料
、
八
〇
頁
。 

２
９

【
一
三
】「
本
藩
御
触
書
写
」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
二
九
～
三
一
頁
所
収
）。
全
文
掲
載
は
省
略
し
た
。 

３
０ 

櫻
井
芳
昭
『
幕
末
の
尾
張
藩
』（
中
日
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）。 

３
１ 

前
掲
註
（
６
）
鬼
頭
論
文
。 

３
２ 

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
『
金
城
温
故
録
』（
二
）〈
名
古
屋
叢
書 

続
編 

一
四
〉（
名
古
屋
市
教
育
委
員 

 

会
、
一
九
六
五
年
）
、
二
三
五
頁
。 

３
３ 

前
掲
註
（
２
７
）
史
料
、
七
八
～
八
〇
頁
。 

３
４ 

前
掲
註
（
８
）
渡
辺
著
書
、
七
〇
～
七
一
頁
。 

３
５

【
八
九
】「
渡
辺
家
系
図
」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
二
一
〇
頁
所
収
）。 

３
６ 

前
掲
註
（
６
）
鬼
頭
論
文
。
な
お
子
孫
は
代
々
名
古
屋
城
下
に
在
住
し
て
い
た
も
の
の
、
初
代
木
村
奥 

之
助
は
本
国
で
あ
る
近
江
国
甲
賀
郡
に
一
度
帰
還
し
て
い
る
。
尾
張
藩
役
人
・
朝
日
文
左
衛
門
重
章
に 

よ
る
日
記
『
鸚
鵡
篭
中
記
』
元
禄
十
五
年
九
月
二
日
条
に
は
（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
集
『
鸚
鵡
篭 

中
記
（
二
）』〈
名
古
屋
叢
書
続
編 

第
九
巻
〉（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）、「
井
野
口
六 
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郎
左
衛
門
へ
、
御
鉄
炮
打
足
立
伴
右
衛
門
（
十
八
石
三
人
扶
持
）
御
預
け
。
仲
満
に
而
正
木
関
右
衛
門
・ 

四
宮
元
右
衛
門
同
道
。
御
僉
議
に
御
国
御
用
人
都
築
弥
兵
衛
・
御
目
付
蘿
木
丹
左
衛
門
・
五
十
人
目
付 

谷
雲
八
か
ゝ
る
。
似
せ
手
形
と
云
。
又
忍
ひ
故
、
去
比
仲
満
の
木
村
奥
之
介
方
へ
盗
入
し
事
有
。（
奥 

之
介
甲
賀
へ
行
し
留
主
之
内
）
此
盗
伴
右
衛
門
成
と
も
云
。
至
極
不
勝
手
成
男
也
。」
と
い
う
記
述
が 

あ
り
、
偽
の
手
形
を
発
行
し
た
こ
と
で
罪
を
問
わ
れ
て
い
た
御
鉄
砲
打
の
足
立
伴
右
衛
門
が
、
甲
賀
に 

帰
還
し
て
留
守
中
だ
っ
た
木
村
奥
之
助
の
家
に
侵
入
し
て
、
盗
み
を
働
い
て
い
た
と
い
う
事
件
が
起 

こ
っ
て
い
た
。 

３
７ 

前
掲
註
（
７
）
服
部
論
文
。 

３
８ 

前
掲
註
（
８
）
渡
辺
著
書
、
七
〇
頁
。 

３
９ 

前
掲
註
（
１
７
）
史
料
、
一
八
八
頁
。 

４
０ 

前
掲
註
（
１
９
）
史
料
、
一
四
七
頁
に
「
瑞
龍
院
様
御
代
に
、
甲
賀
の
山
伏
の
子
に
木
村
奥
之
助
と
云 

者
来
り
、
清
寿
院
に
便
り
居
し
、
此
者
ハ
南
木
流
軍
法
并
練
筒
田
村
矢
を
工
夫
し
出
し
、
第
一
は
家
伝 

の
忍
を
申
立
に
て
御
家
を
望
み
ぬ
、
則
御
鉄
砲
打
に
御
か
ゝ
へ
あ
り
し
、」
と
い
っ
た
記
述
が
存
在
す 

る
。
瑞
龍
院
と
は
二
代
光
友
の
こ
と
で
あ
る
。 

４
１ 

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
「
藩
士
名
寄
」
一
四
〇
〈
甲
賀
者
忍
術
伝
書
―
尾
張
藩
甲
賀
者
関
係
史
料Ⅱ

―
〉 

（
滋
賀
県
甲
賀
市
、
二
〇
一
八
年
）。 

４
２ 

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
「
士
林
泝
洄
」
一
二
一
〈
名
古
屋
叢
書
第
三
編
〉（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、 

一
九
八
四
年
）。 

４
３

「
分
限
帳 

元
禄
之
末
、
宝
永
正
徳
、
享
保
頃
迄
」〈
新
修
名
古
屋
市
史 

資
料
編
近
世Ⅰ

〉（
名
古
屋
市 

一
九
九
七
年
）。 

４
４ 

前
掲
註
（
１
９
）
史
料
、
二
二
三
～
二
二
五
頁
。 

４
５ 

村
上
弘
子
「
元
禄
高
野
騒
動
と
『
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』
―
近
世
高
野
山
組
織
の
形
成
―
」（『
佛
教
経 

済
研
究
』
通
号
四
六
、
二
〇
一
七
年
）。 

４
６ 

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
集
『
鸚
鵡
篭
中
記
（
一
）』〈
名
古
屋
叢
書
続
編 

第
九
巻
〉（
名
古
屋
市
教
育 

委
員
会
、
一
九
八
三
年
）、
一
〇
五
頁
。 

４
７ 

前
掲
註
（
１
７
）
史
料
、
一
八
八
頁
。 

４
８ 

前
掲
註
（
２
７
）
史
料
。
七
八
頁
。 

４
９ 

前
掲
註
（
６
）
鬼
頭
論
文
。 

５
０ 

前
掲
註
（
３
２
）
史
料
、
二
三
五
頁
。 

５
１ 

梁
媛
淋
「
幕
末
尾
張
徳
川
家
の
身
分
構
造
」（『
年
報 

地
域
文
化
研
究
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
五
年
）
、
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新
見
吉
治
「
江
戸
時
代
中
期
尾
張
藩
士
知
行
の
研
究
」（
林
董
一
編
『
新
編 

尾
張
藩
家
臣
団
の
研
究
』

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）。 

５
２ 

前
掲
註
（
２
７
）
史
料
、
七
八
頁
。 

５
３ 

前
掲
註
（
５
１
）
梁
論
文
。 

５
４ 

前
掲
註
（
６
）
鬼
頭
論
文
。 

５
５ 

前
掲
註
（
１
９
）
史
料
、
一
四
六
頁
。 

５
６ 

『
張
州
年
中
行
事
鈔
』
巻
六
〈
名
古
屋
叢
書
三
編 

第
八
巻
〉（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）、 

三
一
三
頁
。 

５
７ 

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
集
『
鸚
鵡
篭
中
記
（
一
）
～
（
四
）』〈
名
古
屋
叢
書
続
編 

第
九
巻
〉（
名
古 

屋
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）
を
も
と
に
作
成
。 

５
８ 

前
掲
註
（
５
６
）
史
料
、
三
一
四
頁
。 

５
９ 

前
掲
註
（
１
７
）
史
料
、
一
五
六
頁
。 

６
０

「［
甲
賀
五
人
御
用
記
録
断
簡
］」〈
甲
賀
者
忍
術
伝
書
―
尾
張
藩
甲
賀
者
関
係
史
料Ⅱ

―
〉（
滋
賀
県
甲 

賀
市
、
二
〇
一
八
年
）。 

 

６
１ 

前
掲
註
（
１
８
）
史
料
、
二
四
二
～
二
四
三
頁
。 

６
２
「
奉
再
願
口
上
書
」〈
甲
賀
者
忍
術
伝
書
―
尾
張
藩
甲
賀
者
関
係
史
料Ⅱ

―
〉（
滋
賀
県
甲
賀
市
、
二
〇
一 

八
年
）。 

 

６
３ 

前
掲
註
（
２
７
）
史
料
。
七
八
頁
。 

６
４ 

柳
沢
文
庫
専
門
委
員
会
編
『
大
和
郡
山
市
史
』（
大
和
郡
山
市
、
一
九
九
六
年
）。 

６
５ 

本
項
は
以
降
、
前
掲
註
（
２
）
岡
本
著
書
を
も
と
に
論
を
進
め
る
。 

６
６ 

こ
の
隠
密
御
用
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
史
料
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
『
鸚
鵡
篭
中
記 

（
四
）』
正
徳
四
年
四
月
十
日
条
に
、「
今
日
御
目
付
加
藤
右
近
・
上
田
新
四
郎
・
御
徒
目
付
小
山
与
右
衛 

門
・
湯
原
勘
助
・
各
務
三
右
衛
門
・
窪
田
十
左
衛
門
・
御
小
人
目
付
四
人
。
右
御
隠
密
御
用
被
仰
付
候
。 

先
年
も
被
仰
付
候
風
説
聞
之
。
御
さ
た
な
り
。」、
正
徳
四
年
七
月
二
日
条
に
、「
当
四
月
、
穏
密
御
用

被
仰
付
候
御
目
付
并
御
徒
目
付
・
御
小
人
目
付
等
迄
、
昨
日
右
の
御
用
御
免
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
六

代
継
友
の
治
世
時
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
四
月
一
〇
日
か
ら
同
年
七
月
一
日
ま
で
、
目
付
達
が
隠

密
御
用
を
務
め
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
藩
士
が
隠
密
行
為
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
。 

６
７ 

前
掲
註
（
７
）
服
部
論
文
に
よ
る
と
、
甲
賀
出
身
の
忍
び
と
し
て
、
高
岡
、
伴
、
山
中
、
佐
治
、
矢
嶋
、

瀧
と
い
っ
た
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
陪
臣
の
忍
び
の
例
と
し
て
、
小
笠
原
監
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物
に
二
〇
〇
石
で
「
忍
出
」
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
「
服
部
理
左
衛
門
」
と
い
う
甲
賀
出
身
の
忍
び

も
確
認
で
き
る
と
い
う
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
職
務
を
担
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
。 

６
８ 

前
掲
註
（
１
９
）
史
料
、
二
二
三
～
二
二
五
頁
。 

６
９

『
伊
賀
市
史
』
第
二
巻 

通
史
編 

近
世
。
そ
の
他
伊
賀
者
の
研
究
と
し
て
は
、
前
川
友
秀
「
藤
堂
藩
伊 

賀
者
の
系
譜
―
瀧
家
系
図
―
」（『
伊
賀
百
筆
』
二
七
号
、
二
〇
一
七
年
）
に
詳
し
い
。 

７
０ 

未
翻
刻
。
現
在
は
三
重
県
伊
賀
市
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。 

７
１ 

伊
賀
市
所
蔵
「
伊
賀
忍
流
儀
伝
来
由
緒
」（
『
貝
野
家
文
書
』A-5

所
収
）。 

７
２ 

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
集
『
鸚
鵡
篭
中
記
（
二
）』〈
名
古
屋
叢
書
続
編 

第
九
巻
〉（
名
古
屋
市
教
育

委
員
会
、
一
九
八
三
年
）、
元
禄
一
〇
年
一
一
月
一
七
日
条
。 

７
３ 

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
集
『
鸚
鵡
篭
中
記
（
四
）』〈
名
古
屋
叢
書
続
編 

第
九
巻
〉（
名
古
屋
市
教
育

委
員
会
、
一
九
八
三
年
）、
正
徳
三
年
四
月
廿
八
日
条
。
正
徳
三
年
十
二
月
廿
一
日
条
。 

７
４ 

前
掲
註
（
１
）
高
尾
著
書
、
一
九
～
二
〇
頁
。 

７
５ 

前
掲
註
（
１
）
長
野
論
文
。 

７
６ 

前
掲
註
（
１
）
井
上
論
文
。 

７
７ 

前
掲
註
（
１
）
上
田
論
文
。 

７
８

【
二
五
】「［
飯
綱
法
相
伝
書
］」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
五
八
頁
所
収
）。 

７
９ 

前
掲
註
（
７
８
）
史
料
、
五
九
頁
。 

８
０

【
三
八
】「［
真
々
流
居
合
術
指
南
免
状
］」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
七
一
頁
所
収
）。 

８
１

【
四
一
】「［
真
々
流
居
合
術
指
南
免
状
］」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
七
二
頁
所
収
）。 

８
２

【
三
九
】「［
真
々
流
居
合
術
目
録
］」（
『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
七
一
頁
所
収
）。 

８
３

【
四
九
】「［
軍
馬
免
状
］」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
八
一
頁
所
収
）。 

８
４

【
五
一
】「
軍
馬
六
十
二
ケ
条
」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
八
二
～
八
六
頁
所
収
）。 

８
５

「
一
、
驚
馬
武
具
時
之
事
」（【
五
一
】「
軍
馬
六
十
二
ケ
条
」、『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
八
二
頁
所
収
）
。 

８
６

「
一
、
忍
地
乗
之
事
」（【
五
一
】「
軍
馬
六
十
二
ケ
条
」、『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
八
三
頁
所
収
）。 

８
７

【
五
五
】「［
炮
術
伝
書
］」
（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
九
三
頁
所
収
）。 

８
８

【
六
六
】「
鉄
砲
寸
方
」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
一
二
五
～
一
二
六
頁
所
収
）。 

８
９ 

前
掲
註
（
８
８
）
史
料
、
一
二
六
頁
。 

９
０

【
六
四
】「［
炮
術
伝
書
］」（
小
目
当
敷
台
矢
場
趣
之
事
）」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
一
二
一
頁
所
収
）。 

９
１

【
六
三
】「
鍛
錬
之
巻
」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
一
一
九
頁
所
収
）。 

９
２

【
六
七
】「
印
可
之
巻
」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
一
二
七
頁
所
収
）。 
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９
３

【
六
八
】「
山
田
水
覚
軍
術
極
意
之
巻 

附
り
印
可
免
状
」（『
渡
辺
俊
経
家
文
書
』
一
二
八
頁
所
収
）。 

９
４ 

前
掲
註
（
９
）
石
岡
著
書
、
二
四
七
～
二
五
四
頁
。 

９
５

『
名
古
屋
市
史 
人
物
編
』
第
二 

四
、
近
松
茂
矩
（
川
瀬
書
店
、
一
九
三
四
年
）。 

９
６ 

前
掲
註
（
９
）
有
馬
編
書
、
三
五
頁
～
四
九
頁
。 

９
７

『
鸚
鵡
篭
中
記
（
四
）』
正
徳
三
年
十
一
月
廿
三
日
条
に
「（
近
松
茂
矩
）
同
日
御
小
性
よ
り
十
石
へ
り
四 

十
五
人
分
に
な
り
、
為
御
馬
廻
。
翌
三
日
発
足
。」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
り
、
確
か
に
近
松
は
馬
廻
組 

に
配
属
さ
れ
て
い
る
。
御
側
小
姓
に
比
べ
て
十
石
ほ
ど
給
禄
が
減
っ
て
い
る
様
子
も
う
か
が
え
る
。 

９
８ 

前
掲
註
（
９
）
有
馬
編
書
、
三
五
頁
～
四
九
頁
。 

９
９ 

蓬
左
文
庫
所
蔵
、
近
松
茂
矩
『
長
沼
流
軍
術
伝
統
系
』
（
江
戸
中
期
成
立
、
請
求
番
号1211

43

）、
五 

～
九
頁
。 

１
０
０ 

蓬
左
文
庫
所
蔵
、
近
松
茂
矩
『
円
覚
院
様
御
伝
十
五
条
』（
一
七
六
四
年
、
請
求
番
号129

11
9

）、
六 

～
一
一
頁
。 

１
０
１ 

川
上
仁
一
「
義
経
が
始
祖
の
流
派
も
」（
二
〇
一
九
年
一
月
九
日
付 
読
売
新
聞
「
三
重
大
発
！
忍
び 

学
で
ご
ざ
る
」）。
二
〇
二
二
年
一
月
二
三
日
閲
覧
。 

１
０
２ 

こ
れ
ら
の
史
料
は
現
在
、『
甲
賀
者
忍
術
伝
書
―
尾
張
藩
甲
賀
者
関
係
史
料Ⅱ
―
』（
滋
賀
県
甲
賀
市 

二
〇
一
八
年
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
に
拠
り
た
い
。 

１
０
３ 

前
掲
註
（
１
０
０
）
史
料
、
三
四
～
三
五
頁
。 

１
０
４ 

前
掲
註
（
１
０
）
史
料
、
一
～
二
頁
。 

１
０
５ 

前
掲
註
（
１
０
）
史
料
。
一
〇
～
一
一
頁
。 

１
０
６ 

前
掲
註
（
１
０
）
史
料
。
一
三
～
一
四
頁
。 

１
０
７ 

中
島
篤
巳
訳
註
『
完
本 

万
川
集
海
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
五
年
）、
五
一
四
頁
。 

１
０
８ 

山
田
雄
司
『
忍
者
の
精
神
』（
角
川
選
書
、
二
〇
一
九
年
）。 

１
０
９ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
〇
頁
。 

１
１
０ 

金
谷
治
訳
注
『
新
訂 

孫
子
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）。
白
文
記
載
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で 

は
、
返
り
点
を
挿
入
し
た
。 

１
１
１ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
二
頁
。 

１
１
２ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
三
～
一
六
頁
。 

１
１
３ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
六
～
一
七
頁
。 

１
１
４ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
七
～
一
八
頁
。 

１
１
５ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
八
～
二
〇
頁
。 
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１
１
６ 
前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
二
〇
～
二
一
頁
。 

１
１
７ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
二
～
一
三
頁
。 

１
１
８ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
三
～
一
五
頁
。 

１
１
９ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
六
～
一
七
頁
。 

１
２
０ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
七
頁
。 

１
２
１ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
一
八
～
二
〇
頁
。 

１
２
２ 

前
掲
註
（
１
２
）
史
料
、
二
〇
～
二
一
頁
。 

１
２
３ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
〇
頁
。 

１
２
４ 

川
上
仁
一
『
忍
者
の
掟
』（
角
川
選
書
、
二
〇
一
六
年
）。 

１
２
５ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
二
頁
。 

１
２
６ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
一
頁
。 

１
２
７ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
二
頁
。 

１
２
８ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
三
頁
。 

１
２
９ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
三
頁
。 

１
３
０ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
三
頁
。 

１
３
１ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
五
頁
。 

１
３
２ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
二
頁
。 

１
３
３ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
二
～
四
三
頁
。 

１
３
４ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
三
頁
。 

１
３
５ 

前
掲
註
（
１
３
）
史
料
、
四
六
～
四
七
頁
。 

１
３
６

「
宗
旨
御
改
」〈
甲
賀
者
忍
術
伝
書
―
尾
張
藩
甲
賀
者
関
係
史
料Ⅱ

―
〉（
滋
賀
県
甲
賀
市
、
二
〇
一
八 

年
）。 

１
３
７ 

前
掲
註
（
２
７
）
史
料
、
七
九
頁
。 



（表一）木村家の変遷

召抱年月日 退役年月日 姓名 禄高 役職 死去 備考

寛文12年（1672）8月8日 正徳6年（1716）2月3日 木村奥之助 切米20石三人扶持 忍之者之頭 享保8年（1723）4月20日 甲賀五人を結成

元禄3年（1690）11月25日 享保15年（1730）2月15日 木村小五右衛門 切米18石3人扶持→切米40石5人扶持 五十人組→五十人組頭 享保16年（1731）12月1日 初代木村奥之助の弟

元禄7年（1694） 不明 木村兵九郎 不明 忍之者之頭か 不明

宝永7年（1710）5月13日 元文4年（1739）9月19日？ 木村伊右衛門 五人扶持→切米18石3人扶持 御鉄砲打 元文5年（1740）8月13日 初代木村奥之助の息子

享保17年（1732）5月15日 明和5年（1768）2月1日 木村刑左衛門 切米18石3人扶持 五十人組、御馬廻組 安永7年（1778）4月1日 木村小五右衛門の息子、初代木村奥之助の甥

元文6年（1741）2月24日 安永3年（1774）5月29日 木村伊右衛門 切米18石3人扶持 御鉄砲打 不明 初代木村伊右衛門の息子、初代木村奥之助の孫、右馬之進→伊右衛門

安永3年（1774）5月29日 不明 木村又左衛門 切米18石3人扶持→切米100俵 御鉄砲打→大筒役 文政12年（1828）10月19日 2代目木村伊右衛門の息子、奥之助→又左衛門

安永6年（1777）8月23日 不明 木村才兵衛 3人扶持 御鉄砲打 天保元年（1830）4月2日 虎之助→小兵衛→才兵衛

天明5年（1785）8月28日 寛政7年（1795）2月 木村熊之助 不明 不明 不明

文政6年（1822）1月11日 天保元年（1830）6月？ 木村奥之助 切米100俵5人扶持か 大筒役 不明 重吉→源太左衛門→奥之助

文政7年（1823）2月15日 不明 木村栄太郎 不明 不明 不明



（表二）鉄砲関係の記述（元禄期～享保期）

年月日 内容 参加者 備考

元禄5年（1692）7月27日条 矢田河原にて惣打。
海部定右衛門、木村奥之助、渡辺所次右衛門、四宮元右衛門、平岡五郎兵
衛、森寺権左衛門、森杢之丞、篠岡左源次、足立吉之右衛門、道元角内、小田
新助、山名彦太夫、岡田分蔵、瀬田甚内、鈴木勘太夫、正木関右衛門

木村奥之助が参加

元禄7年（1694）7月11日条 矢田河原にて惣打有。今年始而両日に成。

元禄9年（1696）7月21日条 於矢田河原、鉄炮惣打有。

元禄9年（1696）7月22日条 矢田にて有惣打。
四宮元之進、天野勘助、渡辺所平次、山名彦四郎、平岩甚之丞、木村兵九郎、
正木源八郎、海部武平次、森寺右衛門八

木村兵九郎が参加

元禄13年(1700）6月25日条 今日・明日と矢田にて惣打。

元禄17年（1704）6月26日条 昨今両日、矢田に而惣打鉄炮有之。

宝永3年（1706）7月11日条 矢田にて惣打。今日にて仕廻。

宝永5年（1708）6月25日条 矢田惣打。

宝永8年（1711）7月21日条 惣打あり。

四宮元右衛門、鈴木彦六、竹屋藤助、山名彦四郎、細野元之進、渡辺所平次、
正木源八郎、平岡甚之丞、天野源内、太田善之助、天野勘太郎、天野源内、森
杢之丞、木村奥之助、九郎右衛門、四宮宇近右衛門、木村猪右衛門、竹谷甚
之助、小川只右衛門、小川安右衛門、甚内

木村奥之助が参加

正徳4年（1714）6月23日条 廿一日惣打。

四宮元右衛門、鈴木彦六、竹屋藤助、山名彦四郎、渡辺所平治、正木源八郎、
平岡甚之丞、天野源内、大田善之助、天野勘太郎、三宅元右衛門、木村奥之
助、道元九郎右衛門、木村伊右衛門、竹屋理右衛門、小川只右衛門、小川安
右衛門、瀬田甚内

木村奥之助と木村伊右衛門が参加

享保2年（1717）7月2日条 惣打。
四宮元右衛門、鈴木彦六、山名彦四郎、渡辺所平次、正木関右エ門、平岡甚之
丞、天野源内、木村伊右エ門、大田善之助、天野勘太郎、三宅元右エ門、竹谷
理右エ門、竹谷藤助、小川安右エ門、瀬田甚内
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所蔵・請求番号 書名 編著者 よみがな 冊数 刊写別 西暦 和暦 大きさ（cm） 分類 備考欄

防衛大学校有馬文庫
KA-388

握奇集解或問再弁 佐枝尹重撰 あくきしゅうげわくもんさいべん 1冊 写 1715年 正徳5年 不明 兵法

登米市後藤寿庵の碑
414

握奇集解或問再弁 佐枝尹重・伴部安崇 あくきしゅうげわくもんさいべん 不明 写 不明 不明 不明 兵法

登米市後藤寿庵の碑
415

握奇集解或問再弁 陣榮篇 佐枝尹重 あくきしゅうげわくもんさいべん じんえいへん 1冊 写 不明 不明 18.2 兵法

蓬左文庫
12-138

天御蔭日御蔭之伝 近松茂矩 あめのみかげひのみかでのでん 1冊 著者写 1739年 元文4年 14.6×20,6 尾張資料 国学 神学 別書名『拾玉抄』、明和3跋

蓬左文庫
12-108

一全流火術之書 近松茂矩 いちぜんりゅうかじゅつのしょ 1冊 写 江戸期 江戸期 24.1×16.6 尾張資料 兵事 武術

蓬左文庫
12-117

一全流火術之書 近松茂矩 いちぜんりゅうかじゅつのしょ 1冊 写 江戸中期 江戸中期 25.5×18.8 尾張資料 兵事 武術

防衛大学校有馬文庫
KA-400

一全流稽古目録 近松茂矩撰 いちぜんりゅうけいこもくろく 4巻4冊 写 1723年 享保8年 20.8×14.3 兵法

一全流講義 近松茂矩 いちぜんりゅうこうぎ 不明 不明 不明 不明 不明 兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-404

一全流抜甲伝 近松茂矩撰 いちぜんりゅうばっこうでん 1冊 写 不明 不明 不明 兵法

蓬左文庫
12-196

一全流錬兵忍緒伝解 近松茂矩 いちぜんりゅうれんぺいしのびのおでんかい 1冊 写 不明 不明 25.0×17.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-208

一全流錬兵伝解 近松茂矩著・取田寄猛編・山県正矩補 いちぜんりゅうれんぺいでんかい 10巻3冊 写 不明 不明 27.0×19.0 尾張資料 兵事 軍学･兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-401

一全流錬兵伝解 近松茂矩撰 いちぜんりゅうれんぺいでんかい 10巻2冊 写 不明 不明 不明 兵法

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23165-3

一全流錬兵傳解 近松茂矩述・山縣正矩訂 いちぜんりゅうれんぺいでんかい 3巻3冊 写 不明 不明 不明 尾張資料 兵事 軍学･兵法 天保２年莊響写、目録DBで閲覧可

静岡県立中央図書館葵文庫
204-91-8

一全流錬兵傳解 近松茂矩述 いちぜんりゅうれんぺいでんかい 2冊 写 不明 不明 不明 尾張資料 兵事 軍学･兵法 目録DBで閲覧可

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1568

一全流錬兵傳解 近松茂矩述・取田寄猛著 いちぜんりゅうれんぺいでんかい 3冊 写 江戸期 江戸期 26 尾張資料 兵事 軍学･兵法

稲荷社伝 近松茂矩 いなりしゃでん 不明 不明 不明 不明 不明 神道

防衛大学校有馬文庫
KA-387

渭陽事蹟考 不明 いようじせきこう 1冊 写 不明 不明 不明 地誌 別書名『一名十二問道書』

名古屋市鶴舞中央図書館
89-14-9

渭陽事蹟考 不明 いようじせきこう 1冊 写 不明 不明 不明 地誌

蓬左文庫
31-58

円覚院様御伝十五箇条 徳川吉通述・近松茂矩編 えんかくいんさまごでんじゅうごかじょう 1冊 写 1909年 明治42年 23.7×16.0 尾張資料 藩主撰述書

蓬左文庫
127-72

円覚院様御伝十五箇条 徳川吉通述・近松茂矩編 えんかくいんさまごでんじゅうごかじょう 1冊 写 江戸期 江戸期 32.0×22.4 尾張資料 藩主撰述書

蓬左文庫
12-199

円覚院様御伝十五箇条 徳川吉通述・近松茂矩編 えんかくいんさまごでんじゅうごかじょう 1冊 編者写 1764年 明和元年 29.3×20.6 尾張資料 藩主撰述書

蓬左文庫
129-20

円覚院様御伝十五ケ条輯録来由 近松茂矩 えんかくいんさまごでんじゅうごかじょうしゅうろくらいゆ 1冊 著者写 1764年 明和元年 29.3×20.6
尾張資料 尾張徳川家系伝
藩主各伝 吉通（四世・立公）

防衛大学校有馬文庫
KA-407

往復書翰 近松茂矩撰 おうふくしょかん 1冊 写 1774年 安永3年 不明 兵法

静岡県立中央図書館葵文庫
204-92-2

往復書翰 近松茂矩 おうふくしょかん 1冊 写 不明 不明 不明 兵法 目録DBで閲覧可

馬の博物館
585

大坪本流日取大星之伝口决 不明 おおつぼほんりゅうひどりおおぼしのでんくけつ 1冊 写 江戸期 江戸期 不明 馬術

蓬左文庫
26-156

大星之伝 近松茂矩 おおぼしのでん 1冊 著者写 1730年 享保15年 23.9×17.0 尾張資料 兵事 軍学･兵法

蓬左文庫
11-105

尾張二戦正伝 近松茂矩 おわりにせんしょうでん 1冊 著者写 江戸中期 江戸中期 23.5×16.4 尾張資料 兵事 戦記

蓬左文庫
146-211

火伎要録 近松茂矩 かぎようろく 1冊 写 江戸中期 江戸中期 23.5×16.5 尾張資料 兵事 武術

東北大学附属図書館狩野文庫
10-24128-1

火伎要録 近松茂矩 かぎようろく 1冊 写 不明 不明 不明 火術
享保7自序、永田贊典伝書、追加を付す。

目録DBで閲覧可

内藤記念くすり博物館大同薬室文庫
49956-550

火伎要録 近松茂矩 かぎようろく 1冊 写 不明 不明 不明 火術 享保7序

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1423

火伎要録 近松茂矩 かぎようろく 1冊 写 不明 不明 不明 火術
原著は享保９のもの

火器の効用・訓練・戦術について

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1439

火伎要録 近松茂矩 かぎようろく 1冊 写 不明 不明 27 砲術 享保７年原著、砲術書

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1440

火伎要録 近松茂矩 かぎようろく 1冊 写 不明 不明 26 火術 享保７著、火器兵法論

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1452

火伎要録 近松茂矩編 かぎようろく 1冊 写 不明 不明 26 火術 火術

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1584

甲冑威之注文 碎玉軒（佐枝尹重） かっちゅうおどしのちゅうもん 1冊 近松茂矩写 1734年 享保19年 24 武具

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1585

甲冑威之注文 碎玉軒（佐枝尹重） かっちゅうおどしのちゅうもん 1冊 写 1734年 享保19年 27 武具 甲冑の注文書

蓬左文庫
12-148

甲冑古伝 近松茂矩 かっちゅうこでん 10巻1冊 写 1719年 享保4年 27.2×19.3 尾張資料 兵事 武具

蓬左文庫
12-128

甲冑古伝付録得意書 近松茂矩 かっちゅうこでんふろくとくいのしょ 1冊 写 享保年間 享保年間 23.0×16.9 尾張資料 兵事 武具

西尾市岩瀬文庫
165-113

甲冑深秘古伝 下方貞親 かっちゅうしんぴこでんくぎ 1冊 写 1772年 安永元年 27.1×19.2 武具 虫損、別本『近松茂矩標語』

蓬左文庫
11-102

甲冑深秘古伝口義 近松茂矩 かっちゅうしんぴこでんくぎ 1冊 写 江戸中期 江戸中期 14.7×22.0 尾張資料 兵事 武具

防衛大学校有馬文庫
KA-405

甲冑深秘伝口義 近松茂矩撰 かっちゅうしんぴでんくぎ 1冊 写 1731年 享保16年 不明 武具

西尾市岩瀬文庫
114-35

甲冑十二段書 近松茂矩 かっちゅうじゅうにだんのしょ 1冊 写 1807年 文化4年 27.0×19.2 武具

防衛大学校有馬文庫
KA-394

甲冑製総論 近松茂矩註 かっちゅうせいそうろん 1冊 写 不明 不明 不明 武具

東北大学附属図書館狩野文庫
10-32326-3

甲冑注文 不明 かっちゅうちゅうもん 1冊 近松茂矩写 1734年 享保19年 不明 武具

蓬左文庫
12-137

甲冑難問 田島政純問・近松茂矩著 かっちゅうなんもん 1冊 写 不明 不明 15.1×19.9 尾張資料 兵事 武具

防衛大学校有馬文庫
KA-396

甲冑難問 近松茂矩撰 かっちゅうなんもん 1冊 写 1725年 享保10年 不明 武家故実
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東北大学附属図書館狩野文庫
10-24436-1

甲冑難問 田島政純問・近松茂矩補 かっちゅうなんもん 1冊 写 不明 不明 不明 武家故実 享保10跋、永田贊典伝書

静岡県立中央図書館葵文庫
204-33-10-2

甲冑難問 田島政純問 かっちゅうなんもん 1冊 写 不明 不明 不明 武家故実 目録DBで閲覧可

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1586

甲冑難問 田島政純問・近松行茂答・近松茂矩編 かっちゅうなんもん 1冊 近松茂武写 1767年 明和4年 24 武家故実 享保１０作

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1587

甲冑難問 田島政純問・田島文蔵著 かっちゅうなんもん 1冊 近松茂武写 1767年 明和4年 27 武家故実 甲冑に関する問答集

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1588

甲冑難問 田島政純問・近松行茂答・近松茂矩編 かっちゅうなんもん 1冊 近松茂武写 1767年 明和4年 26 武家故実 享保１０作

静岡県立中央図書館葵文庫
204-33-10-E

甲冑難問 田島政純問 かっちゅうなんもん 1冊？ 合写 不明 不明 不明 武家故実 別書名『甲冑威之注文』、目録DBで閲覧可

蓬左文庫
12-199

甲冑秘記 近松茂矩 かっちゅうひき 1冊 写 江戸中期 江戸中期 23.0×17.2 尾張資料 兵事 武具 別書名『甲冑古伝付録古記』

合併訂録 近松茂矩 がっぺいていろく 不明 不明 不明 不明 不明 不明

徳川林政史研究所
127-49

臥竜遺事 近松茂矩 がりょういじ 不明 写 1933年 昭和8年 不明 不明

関城記 近松茂矩 かんじょうき 不明 不明 不明 不明 不明 不明

蓬左文庫
12-203

器巧目録 近松茂矩 きこうもくろく 1冊 写 江戸期 江戸期 23.6×16.7 尾張資料 兵事 武具

蓬左文庫
12-116

器巧目録口義 近松茂矩 きこうもくろくくぎ 1冊 著者写 江戸中期 江戸中期 23.7×17.1 尾張資料 兵事 武具

蓬左文庫
12-107

騎射秘解 近松茂矩 きしゃひかい 1巻1冊 写 不明 不明 24.2×16.0 尾張資料 兵事 武術

蓬左文庫
73-36

橘家神軍三伝集 源昌章 きっけしんぐんさんでんしゅう 1冊 近松茂矩写 1733年 享保18年 15.1×21.4 兵事 軍学・兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-415

橘家神軍三伝集 源昌章撰・近松茂矩筆記 きっけしんぐんさんでんしゅう 1冊 仮写 1733年 享保18年 不明 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
26-156

葵酉乾山行 近松茂矩 きゆうけんざんこう 1冊 写 不明 不明 24.5×17.1 尾張資料 尾張史 雑史

関西大学図書館本山コレクション
不明

楠流三教之巻 近松茂矩 くすのきりゅうさんきょうのまき 1冊 写 不明 不明 27 兵法

軍語 近松茂矩 ぐんご 不明 不明 不明 不明 不明 兵法

蓬左文庫
12-149

軍語摘要 近松茂矩 ぐんごてきよう 3巻・付1巻1冊 著者写 1717年 享保2年 13.7×19.3 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-156

軍語摘要 近松茂矩 ぐんごてきよう 3巻2冊 写 不明 不明 22.0×15.0 尾張資料 兵事 軍学・兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-375

軍語摘要 近松茂矩撰 ぐんごてきよう 1冊 写 1723年 享保8年 不明 兵事 軍学・兵法

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23081-1

軍語摘要 近松茂矩編 ぐんごてきよう 3巻1冊 水谷景章写 1811年 文化8年 不明 兵法 享保2自序、目録DBで閲覧可

軍語問答 近松茂矩 ぐんごもんどう 不明 不明 不明 不明 不明 兵法

山梨県立博物館甲州文庫
093.9 29

軍配大秘密大星之伝 不明 ぐんばいだいひみつおおぼしのでん 1冊 写 1736年 元文元年 27 兵法

敬公御徳義 近松茂矩 けいこうおとくぎ 不明 不明 不明 不明 不明 不明

系針講義 近松茂矩 けいしんこうぎ 不明 不明 不明 不明 不明 不明

講武説 近松茂矩 こうぶせつ 不明 不明 不明 不明 不明 不明

公益財団法人無窮会
甲賀忍之伝未来記 近松茂矩 こうかしのびのでんみらいき 1冊 写 1805年 文化2年 不明 兵法

古今相伝之解 近松茂矩 ここんそうでんのかい 不明 不明 不明 不明 不明 不明

蓬左文庫
12-161

古今武芸得失論 近松茂矩述・榊原政興編 ここんぶげいとくしつろん 1冊 写 不明 不明 27.2×18.6 尾張資料 兵事 武術

国文学研究資料館初雁文庫
35-15-6

古今和歌集之伝之辨 近松茂矩 ここんわかしゅうのでんのべん 1冊 写 不明 不明 不明 歌学

東大国語
35-15-7

古今和歌集之伝之辨 近松茂矩 ここんわかしゅうのでんのべん 1冊 写 江戸期 江戸期 不明 歌学 安永４年２月鳥居彥五郎源直書写奥書

故実十巻書訂考 近松茂矩 こじつじゅっかんしょていこう 不明 不明 不明 不明 不明 不明

故実十巻書伝解 近松茂矩 こじつじゅっかんしょでんかい 不明 不明 不明 不明 不明 不明

極意天之巻 近松茂矩 ごくいてんのまき 不明 不明 不明 不明 不明 不明

西尾市岩瀬文庫
100-83

古鏃図鑑 佐枝種重再撰・近松茂矩増補 こぞくずかん ２巻附録１巻 写 1808年 文化5年 27.6×20.1 武具

蓬左文庫
12-142

砕玉書 佐枝尹重著・近松茂矩編 さいぎょくしょ 9冊 写 江戸期 江戸期 23.6×17.0 尾張資料 兵事 軍学・兵法

佐賀県立図書館鍋島文庫
三教巻 近松茂矩 さんきょうのまき 不明 写 不明 不明 不明 兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-402

三忠伝 安東省庵撰 さんちゅうでん 2巻2冊 写 1683年 天和3年 不明 雑史

蓬左文庫
30-47

三忠伝付考 近松茂矩 さんちゅうでんふこう 1冊 写 1946年 昭和21年 23.9×16.7 尾張資料 尾張史 雑史

防衛大学校有馬文庫
KA-403

三忠伝附考 近松茂矩撰 さんちゅうでんふこう 3巻1冊 写 1776年 安永5年 不明 雑史

四箇秘術口義私抄編 近松茂矩 しかひじゅつくぎししょうへん 不明 不明 不明 不明 不明 不明

蓬左文庫
30-189

歯歳訣 近松茂矩 しさいけつ 1冊 写 1939年 昭和14年 24.5×17.5 尾張資料 兵事 武術

視聴謾筆 近松茂矩 しちょうまんぴつ 不明 不明 不明 不明 不明 不明

防衛大学校有馬文庫
KA-370

忍未来記 近松茂矩自筆 しのびみらいき 1冊 著者写 1755年 宝暦5年 不明 内題は「甲賀忍之伝未来記」

防衛大学校有馬文庫
KA-373

士風輓回 近松茂矩撰 しふうばんかい 1冊 写 1738年 元文3年 24.8×17.6 兵法

福島県立図書館
317-53-2

士風輓回 近松茂矩 しふうばんかい 1冊 写 不明 不明 不明 兵法

蓬左文庫
12-150

自平録 近松茂矩 じへいろく 1冊 写 1740年 元文5年 14.9×21.1 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-151

自平録 近松茂矩 じへいろく 1冊 著者写 1737年 元文2年 14.3×21.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法
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蓬左文庫
12-204

衆寡戦口義 近松茂矩 しゅうかせんこうぎ 1冊 著者写 1739年 元文4年 27.7×20.0 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-205

衆寡戦口義 近松茂矩・棚橋敬武共編 しゅうかせんこうぎ 1冊 写 不明 不明 28.2×21.1 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-206

衆寡戦口義 近松茂矩 しゅうかせんこうぎ 3巻2冊 著者写 不明 不明 29.1×20.0 尾張資料 兵事 軍学・兵法 巻下欠

蓬左文庫
12-207

衆寡戦口義 近松茂矩 しゅうかせんこうぎ 3巻3冊 写 江戸期 江戸期 27.8×20.0 尾張資料 兵事 軍学・兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-390

衆寡戦口義 近松茂矩撰 しゅうかせんこうぎ 3巻2冊 写 不明 不明 不明 兵法

弘前市立図書館
W399-24

衆寡戦口義 近松茂矩 しゅうかせんこうぎ 3巻1冊 岩田恵則写 1857年 安政4年 美濃本 兵法 『兵要録』巻22

弘前市立図書館
W399-25

衆寡戦口義 近松茂矩 しゅうかせんこうぎ 1冊 写 不明 不明 美濃本 兵法 下存、『兵要録』巻22

静岡県立中央図書館葵文庫
204-90-7

衆寡戦口義 近松茂矩 しゅうかせんこうぎ 1冊 写 不明 不明 不明 兵法 目録DBで閲覧可

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1240

衆寡戦口義 近松茂矩 しゅうかせんこうぎ 1冊 写 江戸期 江戸期 27 兵法

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1241

衆寡戦口義 近松茂矩 しゅうかせんこうぎ 3冊（上中下） 写 江戸期 江戸期 26 兵法

東大宗教
357-29-12

拾玉抄 近松茂矩 しゅうぎょくしょう 1冊 写 不明 不明 不明 神道

富山市立図書館山田孝雄文庫
W170-シ-3341

神学初会記 藤塚式部（藤塚知直） しんがくしょかいき 1冊 写 江戸中期 江戸中期 27.6×20.5 神道 （裏表紙見返の附箋）
「本書ハ署名ナケレトモ近松茂矩ノ自筆ナリト思惟ス」。

佐賀県立図書館鍋島文庫
352 4

神道正授 近松茂矩 しんとうせいじゅ 1冊 写 江戸期 江戸期 26 兵法

蓬左文庫
12-127

銃訣 近松茂矩 じゅうけつ 4巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 29.0×20,7 尾張資料 兵事 武術

東北大学附属図書館狩野文庫
10-24141-2

銃訣 近松茂矩 じゅうけつ 6巻2冊 写 不明 不明 不明 砲術
永田贊典伝書、附尾問答・火矢・追加

目録DBで閲覧可

内藤記念くすり博物館大同薬室文庫
50290-550

銃訣 近松茂矩 じゅうけつ 不明 長沼安定写 1840年 天保11年 不明 砲術

内藤記念くすり博物館大同薬室文庫
50350-550

銃訣 近松茂矩 じゅうけつ 不明 写 不明 不明 不明 砲術 文政8序

戎馬秘訣同附録 近松茂矩 じゅうばひけつどうふろく 不明 不明 不明 不明 不明 不明

十巻書 近松茂矩 じゅっかんのしょ 不明 不明 不明 不明 不明 不明

蓬左文庫
11-103

升堂階梯 近松茂矩述・田島政純編 しょうどうかいてい 1冊 写 江戸末期 江戸末期 22.6×16.7 尾張資料 兵事 武術

蓬左文庫
12-157

升堂階梯 近松茂矩述 田島政純編 しょうどうかいてい 1冊 写 享保年間 享保年間 22.6×16.7 尾張資料 兵事 武術

防衛大学校有馬文庫
KA-376

舛堂階梯一全流 近松茂矩撰 しょうどうかいていいちぜんりゅう 1冊 写 1727年 享保12年 24.8×17.5 兵事 武術

続岩淵 近松茂矩 しょくいわぶち 不明 不明 不明 不明 不明 雑史

防衛大学校有馬文庫
KA-409

続岩淵夜話附録 近松茂矩撰 しょくいわぶちやわふろく 1冊 写 不明 不明 不明 雑史

神軍辨疑神国武道辨 近松茂矩 しんぐんべんぎしんこくぶどうべん 不明 不明 不明 不明 不明 不明

蓬左文庫
10-76

神国武道弁 近松茂矩 しんこくぶどうべん 1冊 著者写 1720年 享保5年 22.8×16.1 尾張資料 兵事 軍学・兵法

住吉大社御文庫
150-33

神武初学須知 近松茂矩 じんぶしょがくすち 1冊 山田正武写 1811年 文化8年 不明 兵法

蓬左文庫
146-199

神武初学須知巻 近松茂矩 じんぶしょがくすちのまき 1冊 写 不明 不明 24.0×17.3 尾張資料 国学 神学

蓬左文庫
12-168

陣法口占書口義 佐枝尹重著・近松茂矩編 じんぽうくちうらしょくぎ 1冊 写 江戸中期 江戸中期 23.3×16.8 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-216

陣法口占書口義 佐枝尹重著・近松茂矩編 じんぽうくちうらしょくぎ 上巻1冊 写 1732年 享保17年 24.4×16.9 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-217

陣法口占書口義 佐枝尹重著・近松茂矩編 じんぽうくちうらしょくぎ 3巻3察 写 江戸中期 江戸中期 24.3×17.1 尾張資料 兵事 軍学・兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-397

陣法口占書口義 佐枝尹重撰 じんぽうこうせんしょくぎ 1冊 写 1732年 享保17年 不明 兵法

弘前市立図書館
W399-24

陣法口占書口義 佐枝尹重 じんぽうこうせんしょくぎ 1冊 岩田恵則写 1857年 安政4年 美濃本 兵法

静岡県立中央図書館葵文庫
204-90-4

陣法口占書口義 佐枝尹重 じんぽうくちうらしょくぎ 1冊 写 不明 不明 不明 兵法 目録DBで閲覧可

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1247

陣法口占書口義 佐枝尹重（碎玉軒） じんぽうくちうらしょくぎ 2冊 写 江戸期 江戸期 27 兵法 享保１７年原著

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1248

陣法口占書口義 佐枝尹重 じんぽうこうせんしょくぎ 1冊 写 江戸期 江戸期 27 兵法 原著享保１７年

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1285

陣法口占書口義 佐枝政之進尹重著・近松茂矩編 じんぽうこうせんしょくぎ 1冊 写 江戸期 江戸期 26 兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-377

神武初学須知 近松茂矩撰 じんむしょがくすち 2巻1冊 写 1723年 享保8年 不明 不明

蓬左文庫
146-212

正教伝 近松茂矩 せいきょうでん 1冊 写 1941年 昭和16年 25.2×17.8 尾張資料 国学 神学

正己録 近松茂矩 せいころく 不明 不明 不明 不明 不明 不明

西尾市岩瀬文庫
157-19

赤城義臣伝 深淵子（大野武範） せきじょうぎしんでん 14巻首巻1巻15冊 刊 1719年 享保4年 22.3×15.4 文学 近松茂矩による後序文あり

蓬左文庫
12-133

全流道知辺 近松茂矩 ぜんりゅうみちしるべ 1冊 著者写 1717年 享保2年 25.1×17.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-410

全流道知辺 近松茂矩撰 ぜんりゅうみちしるべ 1冊 仮写 不明 不明 不明 兵法

玉川大学教育学術情報図書館
W789.11

全流道知辺講義 不明 ぜんりゅうみちしるべこうぎ 6巻1冊 写 不明 不明 22cm 兵法 巻1・4・5欠

蓬左文庫
12-200

草教制 太田教品著・近松茂矩校 そうきょうせい 1巻付1巻2冊 写 不明 不明 23.1×16.8 尾張資料 兵事 狩猟

蓬左文庫
128-49

草教制 太田教品著・近松茂矩校 そうきょうせい 1冊 写 江戸期 江戸期 24.6×17.3 尾張資料 兵事 狩猟

蓬左文庫
128-55

草教制 太田教品著・近松茂矩校 そうきょうせい 2冊 写 1738年 元文3年 27.0×19.3 尾張資料 兵事 狩猟

防衛大学校有馬文庫
KA-382

草教訓 太田教品輯 近松茂矩校 そうきょうせい 1冊 写 1738年 元文3年 不明 遊猟 兵法

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23908-1

草教制 太田教品著・近松茂矩校 そうきょうせい 1冊 写 不明 不明 不明 遊猟 兵法 目録DBで閲覧可



（表三）近松茂矩関係史料

静岡県立中央図書館葵文庫
204-34-3

草教制 太田教品 そうきょうせい 1冊 写 不明 不明 不明 遊猟 兵法 目録DBで閲覧可

九州大学附属図書館檜垣文庫
ソ-5

草教制 太田教品（忠蔵源）著・近松茂矩校 そうきょうせい 1冊 写 幕末期 幕末期 不明 狩猟

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1499

草教制 太田教品著・近松茂矩重校 そうきょうせい 1冊 原菅充庸写 1834年 天保5年 24 狩猟 享保１８作

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1500

草教制 太田教品著・近松茂矩重校 そうきょうせい 1冊 写 江戸期 江戸期 27 遊猟 兵法 享保１８作

国立国会図書館
草教制 太田教品著・近松茂矩校 そうきょうせい 1冊 写 不明 不明 27 遊猟 兵法

大阪市大森文庫
51-36-12

多田家大星之傳来 多田義俊（多田南嶺） ただけおおぼしのでんらい 1冊 写 不明 不明 不明 兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-372

近松茂矩叢書 不明 ちかまつしげのりそうしょ 1冊 写 不明 不明 25.0×17.1 兵法

久留米市立図書館
1721

近松早川應返抄 近松茂矩 ちかまつはやかわおうへんしょう 1冊 写 近世末 近世末 大本 兵法 水損甚、旧有馬文庫

近松昔話 近松茂矩 ちかまつむかしばなし 不明 不明 不明 不明 不明 兵法

蓬左文庫
6-44

茶窓間話 近松茂矩 ちゃそうかんわ 1冊 刊 1804年 享和4年 22.5×16.0 尾張資料 芸術 茶道

国立国会図書館
茶窓間話 近松茂矩 ちゃそうかんわ 3巻 刊 1804年 享和4年 23 茶道

国立国会図書館
茶牕間話 近松茂矩 ちゃそうかんわ 3巻4冊 刊 1804年 享和4年 23 茶道

西尾市岩瀬文庫
83-6

茶窓閑話 近松茂矩 ちゃそうかんわ ３巻附録１巻1冊 写 明治期 明治期 24.2×16.5 茶道 享和４年版本あり

西尾市岩瀬文庫
121-89

茶窓間話 近松茂矩 ちゃそうかんわ 全3巻3冊 刊 1816年 文化13年 25.7×18.3 茶道 小豆色表紙、唐草文（空押）

西尾市岩瀬文庫
180-114

茶牕間話 近松茂矩 ちゃそうかんわ 全3巻1冊 写 明治期 明治期 24.7×17.0 茶道

国文学研究資料館鵜飼文庫
96-1038-1～4

茶牕間話 近松茂矩輯 ちゃそうかんわ 3巻（上中下）4冊 刊 1804年 享和4年 22.5×15.8 茶道 （印記）「信天翁」、吉田新兵衛・鉛屋安兵衛出版
目録DBで閲覧可

麗沢大学図書館田中文庫
791 C44

茶牕間話 近松茂矩編 ちゃそうかんわ 4冊 刊 1804年 享和4年 不明 茶道 吉田新兵衛・鉛屋安兵衛出版

慶応義塾大学メディアセンター高橋文庫
208-65

茶牕間話 近松茂矩編 ちゃそうかんわ 1冊 香川景樹写 不明 不明 不明 茶道

静岡県立中央図書館葵文庫
204-239-3

茶牕間話 近松茂矩編 ちゃそうかんわ 1冊 写 不明 不明 不明 茶道 目録DBで閲覧可

刈谷市中央図書館村上文庫
30-1117-6

茶牕間話 近松茂矩編 ちゃそうかんわ 1冊 写 不明 不明 不明 茶道

早稲田大学図書館
茶牕間話 近松茂矩編 ちゃそうかんわ 1冊 漆山又四郎写 1935年 昭和10年 不明 茶道 HP上で閲覧可

京都大学大惣本
8-63チ9

茶牕間話 近松茂矩 ちゃそうかんわ 1帙　4巻4冊合1冊 刊 1804年 享和4年 不明 茶道 享和３木村俊篤序、吉田新兵衛・鉛屋安兵衛出版

三春町歴史民俗資料館
茶牕間話 近松茂矩編 ちゃそうかんわ 1冊 写 不明 不明 不明 茶道

国立国会図書館
茶湯故事談 近松茂矩 ちゃのゆこじだん 1～4巻1冊 写 不明 不明 24 茶道 巻4後半欠

慶応大学メディアセンター高橋文庫
208-317

茶湯故事談 近松茂矩 ちゃのゆこじだん 1冊 写 1731年 享保16年 不明 茶道

龍谷大学図書館写字台文庫
791-53-3

茶湯故事談 近松茂矩 ちゃのゆこじだん 7巻3冊 写 1739年 元文4年 不明 茶道 元文４自跋

堺市立図書館
0891 14

茶湯故事談 近松茂矩 ちゃのゆこじだん 1冊 写 1739年 元文4年 不明 茶道

蓬左文庫
10-75

長寿訓 近松茂矩 ちょうじゅくん 1冊 写 1934年 昭和9年 24.4×16.4 尾張資料 教育 教訓

蓬左文庫
30-190

長槍要法 近松茂矩 ちょうそうようほう 1冊 写 1939年 昭和14年 24.5×17,1 尾張資料 兵事 武術

防衛大学校有馬文庫
KA-389

張藩武術系録 不明 ちょうはんぶじゅつけいろく 1冊 写 不明 不明 不明 兵法

蓬左文庫
12-163

鉄砲茶話 近松茂矩 てっぽうちゃわ 1冊 著者写 1731年 享保16年 28.7×20.1 尾張資料 兵事 武術

東北大学附属図書館狩野文庫
10-24163-5

鉄砲茶話 佐枝尹重 てっぽうちゃわ 4巻5冊 写 1731年 享保16年 不明 砲術 永田贊典伝、附尾問答を付す。目録DBで閲覧可

玉川大学教育学術情報図書館
W789.71

鉄砲茶話 佐枝尹重（碎玉軒） てっぽうさわ 3巻（上中下）3冊 写 1731年 享保16年 26 砲術

高梁市立図書館山田文庫
山国94

鉄砲茶話 佐枝尹重（碎玉軒） てっぽうちゃわ 全1巻2冊 写 1731年 享保16年 半紙本 砲術 目録に蔵書印印影あり

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1432

鉄砲茶話 佐枝尹重撰 てっぽうちゃわ 1冊 写 江戸後期 江戸後期 27 砲術

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1463

鉄砲茶話 佐枝尹重編 てっぽうちゃわ 1冊 写 1731年 享保16年 27 砲術

防衛大学校有馬文庫
KA-398

鉄砲茶話 同附尾問答 清水正徳輯 てっぽうちゃわ どうふびもんどう 5巻5冊 不明 1809年 文化6年 不明 砲術

防衛大学校有馬文庫
KA-379

鉄砲茶話附属問答 近松茂矩撰 てっぽうちゃわふぞくもんどう 4冊 写 1742年 寛保2年 不明 砲術

蓬左文庫
12-176

鉄砲茶話付尾問答 近松茂矩 てっぽうちゃわふびもんどう 4巻4冊 著者写 1742年 寛保2年 30.5×21.3 尾張資料 兵事 武術

玉川大学教育学術情報図書館
W789.71

鉄砲茶話附尾問答 近松茂矩編 てっぽうさわふびもんどう 4巻4冊 写 1742年 寛保2年 26 砲術 寛保２自序

上田図書館花月文庫
92-263-3

鉄砲茶話附尾問答 近松茂矩編 てっぽうさわふびもんどう 1冊 写 不明 不明 不明 砲術

高梁市立図書館山田文庫
山国95

鉄砲茶話附尾問答 近松茂矩 てっぽうちゃわふびもんどう 2冊 写 不明 不明 半紙本 砲術 目録に蔵書印印影あり

蓬左文庫
12-122

田猟射 近松茂矩 でんりょうしゃ 2巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 23.9×17.2 尾張資料 兵事 武術

蓬左文庫
12-164

田猟銃 近松茂矩 でんりょうじゅう 3巻1冊 著者写 江戸中期 江戸中期 29,7×21.1 尾張資料 兵事 武術

蓬左文庫
12-165

田猟射 近松茂矩 でんりょうしゃ 上巻 1冊 写 不明 不明 24.0×17.0 尾張資料 兵事 武術

蓬左文庫
12-166

田猟銃 近松茂矩 でんりょうじゅう 3巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 24.7×18.7 尾張資料 兵事 武術

防衛大学校有馬文庫
KA-393

田猟銃 近松茂矩撰 でんりょうじゅう 3巻3冊 写 1753年 宝暦3年 不明 遊猟

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23916-2

田猟射 近松茂矩訂補 でんりょうしゃ 2巻1冊 写 不明 不明 不明 遊猟

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1501

田猟射 近松（彦之進）茂矩 でんりょうしゃ 1冊 写 江戸期 江戸期 26 遊猟 宝暦３作
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佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1677

田猟射 近松彦之進 でんりょうしゃ 1冊 写 不明 不明 26 遊猟

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23916-2

田猟銃 近松茂矩訂補 でんりょうじゅう 3巻1冊 写 不明 不明 不明 遊猟 目録DBで閲覧可

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23916-2

田猟銃並田猟射 近松茂矩 でんりょうじゅうならびにでんりょうしゃ 3巻附2巻2冊 写 不明 不明 不明 遊猟 合写

長湫参考 近松茂矩 ながくてさんこう 不明 不明 不明 不明 不明 不明

長篠合戦按考 近松茂矩 ながしのがっせんあんこう 不明 不明 不明 不明 不明 不明

蓬左文庫
11-104

長篠戦記 佐枝尹重著・近松茂矩編 ながしのせんき 1冊 写 不明 不明 23.6×17.2 尾張資料 兵事 戦記

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 515

長篠戦記 佐枝尹重著・近松茂矩編 ながしのせんき 1冊 写 1737年 元文2年 26 戦記 跋に玄子　藤原茂矩書とあり。

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1249

長篠陣案考 佐枝尹重（碎玉軒）案考・近松茂矩輯録 ながしのじんあんこう 1冊 写 正徳年間 正徳年間 26 戦記 長篠の戦いの模様

蓬左文庫
81-24

長沼先師神号
「稜威道別武押別可美真心霊神｣

不明
ながぬませんししんごう

 いつのちわきたけのおしわけかみのまごころみたまかみ
1幅 写 不明 不明 162.5×35.7 寄贈 軸装、旧蔵者・近松茂矩

蓬左文庫
81-26

長沼流軍術許可 佐枝碎玉軒豊原尹重 ながぬまりゅうぐんじゅつきょか 1軸 写 1731年 享保16年 22.7×94.0 寄贈
近松彦之進茂矩雅丈宛正月18日付 巻子本附木箱1

旧蔵者・近松茂矩

防衛大学校有馬文庫
KA-406

長沼流軍術伝系 棚橋敬武撰 ながぬまりゅうぐんじゅつでんけい 1冊 写 1761年 宝暦11年 不明 兵法

蓬左文庫
81-27

長沼流軍学免状 長沼流四世正伝 鈴木清右衛門穂積貞美 ながぬまりゅうぐんがくめんじょう 1幅 写 1804年 文化元年 35.6×60.6 寄贈 近松外三郎宛11月21日付 巻子本附木箱

蓬左文庫
81-28

長沼流軍学免状 長沼流五世正伝 近松諭叟藤原茂弘 ながぬまりゅうぐんがくめんじょう 1幅 写 1844年 弘化元年 35.1×58.5 寄贈 近松彦之進宛11月21日付 巻子本附木箱

蓬左文庫
12-143

長沼流軍術伝統系 近松茂矩 ながぬまりゅうぐんじゅつでんとうけい 1冊 写 江戸中期 江戸中期 27.6×20.0 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-141

長沼流留 近松茂矩 ながぬまりゅうとめ 1冊 写 江戸中期 江戸中期 15.0×21.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
48-172-1-23

儺追問答 近松茂矩 なおいもんどう 1冊 写 不明 不明 不明 神道

高知城歴史博物館山内文庫
99-23-5-2

儺追問答 近松茂矩 なおいもんどう 1冊 写 不明 不明 不明 神道

蓬左文庫
146-215

成瀬新家略系 近松茂矩 なるせしんけりゃっけい 1冊 著者写 江戸中期 江戸中期 28.0×20.2 尾張資料 諸士系伝

蓬左文庫
128-61

南海随筆 近松茂矩 なんかいずいひつ 1冊 写 1934年 昭和9年 24.0×17.5 尾張資料 国学 随筆・雑抄

防衛大学校有馬文庫
KA-385

南海別録 近松茂矩撰 なんかいべつろく 1冊 写 不明 不明 不明  国学 随筆・雑抄 別書名『一名南海私記』

防衛大学校有馬文庫
KA-386

南海別録抜萃 近松茂矩撰 なんかいべつろくばっすい 1冊 写 1729年 享保14年 不明  国学 随筆・雑抄

俳諧不問答 近松茂矩 はいかいふもんどう 不明 不明 不明 不明 不明 不明

防衛大学校有馬文庫
KA-408

尾州贈答 近松茂矩撰 びしゅうぞうとう 1冊 写 1774年 安永3年 不明 兵法

九州大学附属図書館檜垣文庫
ヒ-11

尾筑問答 近松茂矩 びちくもんどう 1冊 写 1786年 天明6年 半紙本 兵法 郷土・近松彦之進（尾州士）と早川又吉（筑前士）の往復書簡

蓬左文庫
12-112

匹夫訓 近松茂矩 ひっぷくん 下巻1冊 写 江戸期 江戸期 23.7×17.0 尾張資料 兵事 軍学・兵法

大洲市立図書館矢野文庫
112 30

匹夫訓 近松茂矩述 ひっぷくん 1冊 写 不明 不明 不明 兵法

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 159

匹夫訓 近松茂矩 ひっぷくん 1冊 写 不明 不明 26 兵法 享保４作

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 214

匹夫訓 近松茂矩著・藤囊玄子筆 ひっぷくん 1冊 写 不明 不明 26 兵法 享保４年原著

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1185

匹夫訓 近松茂矩 ひっぷくん 1冊 写 1719年 享保4年 27 兵法 練兵堂藤襄玄子の跋あり

武訓拾遺 近松茂矩 ぶくんしゅうい 不明 不明 不明 不明 不明 不明

蓬左文庫
12-105

武訓筆記 近松茂矩 ぶくんひっき 1冊 写 江戸期 江戸期 19.9×14.5 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-177

武術要法 近松茂矩 ぶじゅつようほう 2巻1冊 著者写 不明 不明 29.2×21.3 尾張資料 兵事 武術 稿本

防衛大学校有馬文庫
KA-380

仏郎機考 近松茂矩撰 ぶつろうきこう 1冊 写 1722年 享保7年 25.5×17.2 不明

蓬左文庫
12-106

武門童蒙須知 近松茂矩 ぶもんどうもうすち 1冊 写 1790年 寛政2年 24.5×16.8 尾張資料 兵事 総記

防衛大学校有馬文庫
KA-411

武門童蒙須知 近松茂矩撰 ぶもんどうもうすち 1冊 仮写 不明 不明 不明 兵事 総記

防衛大学校有馬文庫
KA-374

平学先生略伝 近松茂矩撰 へいがくせんせいりゃくでん 2巻1冊 写 1726年 享保11年 24.1×17.3 竹之下平学頼英について

蓬左文庫
12-202

兵学問答 近松茂矩著・山本昌重編 へいがくもんどう 1冊 写 不明 不明 23.8×16.9 尾張資料 兵事 軍学・兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-412

兵学問答 近松茂矩撰 へいがくもんどう 1冊 仮写 不明 不明 不明 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
81-25

兵法覚書 近松彦之進茂矩 へいほうおぼえがき 1軸 写 1716年 享保元年 17.7×101.2 寄贈 巻子本4月12日付 印記者・南海琴舎 旧蔵者・近松茂矩

防衛大学校有馬文庫
KA-414

兵法矩訓 近松茂矩撰 へいほうくくん 1冊 仮写 1722年 享保7年 不明 兵事 軍学・兵法

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23392-1

兵要録 長沼澹斎著・近松茂矩伝 へいようろく 3巻1冊 写 不明 不明 不明 兵法 校合本、目録DBで閲覧可

蓬左文庫
12-228

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 1・2巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 27.4×21.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-226

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 1・3・4巻3冊 写 江戸中期 江戸中期 28.7×21.5 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-237

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 2・3巻2冊 写 江戸中期 江戸中期 29.4×21.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-221

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 3巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 27.1×19.7 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-215

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 4巻2冊 写 江戸中期 江戸中期 28.0×21.7 尾張資料 兵事 軍学・兵法 別書名『出師之篇』

蓬左文庫
12-234

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 8巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 24.5×17.4 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-225

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 9巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 27.9×21.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-232

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 10巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 30,4×21.5 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠
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蓬左文庫
12-244

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 10巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 24.0×17.1 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-231

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 10巻2冊 写 江戸中期 江戸中期 28.2×21.4 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-224

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 14巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 27.4×19.7 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-236

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 14巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 27.9×21.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-223

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 15・16巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 27.3×19.9 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-230

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 17巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 28.6×21.4 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-243

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 18巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 24.3×17.3 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-227

兵要録口義 近松茂矩編 へいようろくくぎ 18・19・20巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 28.3×21.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

刈谷市中央図書館村上文庫
30-842-2

兵要録口義 不明 へいようろくくぎ 10冊 刊 1862年 文久2年 不明 兵法

九州大学附属図書館檜垣文庫
へ-7

兵要録口義 不明 へいようろくくぎ 8冊 刊 1862年 文久2年 大本 兵法 5～13巻存、2巻は表紙のみ

稲荷文庫
オ5-53-3

兵要録口義 不明 へいようろくくぎ 19冊 写 不明 不明 不明 兵法

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23384-16

兵要録口義 長沼宗敬伝 へいようろくくぎ 22巻16冊 写 不明 不明 不明 兵法 目録DBで閲覧可

大洲市立図書館矢野文庫
172 3

兵要録口義 不明 へいようろくくぎ 22冊 写 不明 不明 不明 兵法 14～22巻存

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1272

兵要録口義 長沼澹斎 へいようろくくぎ 7冊 写 江戸期 江戸期 27 兵法 １冊欠

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1273

兵要録口義 長沼澹斎 へいようろくくぎ 20冊 写 江戸期 江戸期 27 兵法

弘前市立図書館
W399-28

兵要録口義会津伝 不明 へいようろくくぎあいづでん 5冊 写 不明 不明 半紙本 兵法

兵要録口義抄 近松茂矩編 へいようろくくぎしょう 不明 不明 不明 不明 不明 兵事 軍学・兵法

兵要録口義残篇 近松茂矩編 へいようろくくぎざんぺん 不明 不明 不明 不明 不明  兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-238

兵要録講義 近松茂矩・棚橋敬武共編 へいようろくこうぎ  1・20巻2冊 写 不明 不明 27.4×20.1 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-233

兵要録講義 近松茂矩・棚橋敬武共編 へいようろくこうぎ 7巻1冊 写 不明 不明 24.1×17.4 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-235

兵要録講義 近松茂矩・棚橋敬武共編 へいようろくこうぎ 7巻1冊 写 不明 不明 28.5×21.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-246

兵要録講義 近松茂矩・棚橋敬武共編 へいようろくこうぎ 10巻2冊 写 不明 不明 24.7×17.5 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

蓬左文庫
12-247

兵要録講義 近松茂矩・棚橋敬武共編 へいようろくこうぎ 17・18・19・21冊5冊 写 不明 不明 24.6×17.5 尾張資料 兵事 軍学・兵法 有欠

弘前市立図書館
W399-69

兵要録講義 不明 へいようろくこうぎ 1冊 写 不明 不明 半紙本 兵事 軍学・兵法 巻10存

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23387-3

兵要録衆寡戦口義 近松茂矩 へいようろくしゅうかせんこうぎ 3冊 写 不明 不明 不明 兵事 軍学・兵法 目録DBで閲覧可

蓬左文庫
12-213

兵要録備考 佐枝尹重 へいようろくびこう 4巻4冊 近松茂矩写 不明 不明 29.2×20.8 尾張資料 兵事 軍学・兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-391

兵要録附考 近松茂矩撰 へいようろくふこう 1冊 写 1776年 安永5年 不明 兵事 軍学・兵法

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23390-1

兵要録附考 近松茂矩編 へいようろくふこう 2巻1冊 写 不明 不明 不明 兵法 永田贊典旧蔵本、目録DBで閲覧可

静岡県立中央図書館葵文庫
204-90-5-1

兵要録附考 近松茂矩編 へいようろくふこう 1冊 写 不明 不明 不明 兵法 目録DBで閲覧可

静岡県立中央図書館葵文庫
204-231-8

兵要録附考 近松茂矩編 へいようろくふこう 1冊 写 不明 不明 不明 兵法 目録DBで閲覧可

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1190

兵要録附考 近松茂矩 へいようろくふこう 1冊 写 1813年 文化10年 27 兵法

佐賀県立図書館鍋島文庫
991 1191

兵要録附考 近松茂矩編 へいようろくふこう 1冊 写 1813年 文化10年 27 兵法

東北大学附属図書館狩野文庫
10-23431-1

兵略答問 近松茂矩述・山縣正矩編 へいりゃくとうもん 3巻1冊 写 1739年 元文4年 不明 兵法

静岡県立中央図書館葵文庫
204-91-7

兵略答問 近松茂矩述 へいりゃくとうもん 1冊 写 1739年 元文4年 不明 兵法 目録DBで閲覧可

静岡県立中央図書館葵文庫
204-231-6

兵略答問 近松茂矩述 へいりゃくとうもん 1冊 写 1739年 元文4年 不明 兵法 目録DBで閲覧可

防衛大学校有馬文庫
KA-378

兵略答問 長沼流 近松茂矩撰 へいりゃくとうもん ながぬまりゅう 3巻1冊 写 1739年 元文4年 不明 兵事 軍学・兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-392

兵録抜萃 近松茂矩輯 へいろくばっすい 2冊 写 不明 不明 不明 兵事 軍学・兵法

歩射秘解 近松茂矩 ほしゃひかい 不明 不明 不明 不明 不明 不明

蓬左文庫
12-125

満字伝目口義 近松茂矩 まんじでんもくくぎ 1冊 著者写 江戸中期 江戸中期 29.1×21.6 尾張資料 兵事 武術

蓬左文庫
12-246

満字伝目口義 近松茂矩 まんじでんもくくぎ 1冊 写 1810年 文化7年 30.9×20.8 尾張資料 兵事 武術

未尽鈔 近松茂矩 みじんしょう 不明 不明 不明 不明 不明 不明

長崎県立長崎図書館
01621

名字説 近松茂矩 みょうじせつ 不明 写 不明 不明 不明 字彙 享保８年１２月下浣近松茂矩序

蓬左文庫
32-18

昔咄 近松茂矩 むかしばなし 1・２巻1冊 写 江戸末期 江戸末期 23.2×16.6 尾張資料 尾張徳川家系伝 藩主叢伝

蓬左文庫
127-70

昔咄 近松茂矩 むかしばなし 2・4巻2冊 写 江戸中期 江戸中期 29.5×20.0 尾張資料 尾張徳川家系伝 藩主叢伝

蓬左文庫
33-24

昔咄 近松茂矩 むかしばなし 7巻1冊 写 江戸期 江戸期 23.2×16.4 尾張資料 尾張徳川家系伝 藩主叢伝

蓬左文庫
127-69

昔咄 近松茂矩 むかしばなし 7巻7冊 著者写 1738年 元文3年 不明 尾張資料 尾張徳川家系伝 藩主叢伝

蓬左文庫
127-68

昔咄 近松茂矩 むかしばなし 13巻1冊 写 不明 不明 25.0×17.0 尾張資料 尾張徳川家系伝 藩主叢伝 活版

蓬左文庫
28-10

昔咄 近松茂矩 むかしばなし 13巻6冊 写 昭和期 昭和期 24.0×16.7 尾張資料 尾張徳川家系伝 藩主叢伝 印書

防衛大学校有馬文庫
KA-383

昔咄 近松茂矩撰 むかしばなし 7巻4冊 写 1738年 元文3年 不明 雑史

防衛大学校有馬文庫
KA-384

昔咄後篇 近松茂矩撰 むかしばなしこうへん 6巻2冊 写 1738年 元文3年 不明 雑史



（表三）近松茂矩関係史料

国立国会図書館
昔咄 近松茂矩編 むかしばなし 10巻6冊 写 不明 不明 24 雑史

茨城県立歴史館長島文庫
298-209-11

昔咄 近松茂矩編 むかしばなし 3冊 写 1738年 元文3年 不明 雑史 前編存、目録DBに記載あり

静岡県立中央図書館葵文庫
204-74-2

昔咄 近松茂矩編 むかしばなし 6冊 写 1738年 元文3年 不明 雑史 目録DBに記載あり

刈谷市中央図書館村上文庫
30-1261-6

昔咄 近松茂矩編 むかしばなし 1冊 写 1738年 元文3年 不明 雑史

西尾市岩瀬文庫
78-60

昔咄 近松茂矩 むかしばなし 前編7巻後編5巻5冊 写 近世後期 近世後期 23.8×16.2 雑史 転写本、印記「起生堂図書印」

蓬左文庫
81-29

八雲神詠五妙秘訣 不明 やくもしんえいごみょうひけつ 1軸 尚舎散人龍氏道旦写 1684年 貞享元年 不明 寄贈 旧蔵者・近松茂矩

初瀬川文庫
ハ3-176-4-1

八雲神詠五妙秘訣 不明 やくもしんえいごみょうひけつ 1冊 写 不明 不明 不明 歌学

初瀬川文庫
ハ3-176-4-E

八雲神詠五妙秘訣 不明 やくもしんえいごみょうひけつ 1冊 合写 不明 不明 不明 歌学 子書誌・「玉傳集和歌㝡頂」「阿古根浦口傳」

防衛大学校有馬文庫
KA-400

矢鏃銘鑑 佐枝尹重撰・近松茂矩増補・関口守衛註 やじりめいかん 1冊 写 不明 不明 不明 武具

国立国会図書館
矢鏃銘鑑 佐枝尹重著・近松茂矩増補 やじりめいかん 1冊 写 不明 不明 28 武具

国立国会図書館
矢鏃銘鑑 佐枝種重再撰・近松茂矩増補 やじりめいかん 2巻附録1巻 稚溪内田易直写 1902年 明治35年 28 武具

国立国会図書館
矢鏃銘鑑 佐枝種重著・近松茂矩増補 やじりめいかん 3巻1冊 榧園主人写 1901年 明治34年 27 武具

蓬左文庫
12-146

用間加条伝目口義 近松茂矩 ようかんかじょうでんもくくぎ 2巻1冊 写 江戸中期 江戸中期 28.5×20.4 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-185

用間伝解 近松茂矩 ようかんでんかい 1冊 著者写 1736年 元文元年 26.8×19.7 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-118

用間伝解口伝書 近松茂矩 ようかんでんかいくでんしょ 1冊 写 江戸中期 江戸中期 24.3×17.3 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
12-178

用間俚諺 近松茂矩 ようかんりげん 1冊 著者写 1775年 安永4年 28.8×21.0 尾張資料 兵事 軍学・兵法

蓬左文庫
1-85

吉野拾遺 不明 よしのしゅうい 2巻2冊 近松茂矩写 江戸期 江戸期 27.7×19.1 不明

国立国会図書館
夜話 近松茂矩 よばなし 1冊 写 不明 不明 24 茶道

蓬左文庫
12-136

鎧勝素肌伝 近松茂矩 よろいかちすはだでん 1冊 著者写 江戸中期 江戸中期 14.0×20.1 尾張資料 兵事 武術

蓬左文庫
12-159

鎧餅説 近松茂矩 よろいもちせつ 1冊 写 不明 不明 23.8×17.0 尾張資料 兵事 武具 別書名『具足餅ノ説』

蓬左文庫
12-222

練心胆口義 近松茂矩 れんしんたんくぎ 1冊 写 江戸期 江戸期 28.5×20.2 尾張資料 兵事 軍学・兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-395

錬心胆口義 近松茂矩撰 れんしんたんくぎ 1冊 写 1740年 元文5年 不明 兵事 軍学・兵法

練心胆口義別記 近松茂矩 れんしんたんくぎべっき 不明 不明 不明 不明 不明 兵事 軍学・兵法

防衛大学校有馬文庫
KA-413

練兵伝 近松茂矩撰 れんぺいでん 3巻1冊 仮写 1719年 享保4年 26.4×19.3 兵法

錬兵目録 近松茂矩 れんぺいもくろく 不明 不明 不明 不明 不明 兵法

和歌詞筆撰 近松茂矩 わかしひつせん 不明 不明 不明 不明 不明 歌学

防衛大学校有馬文庫
KA-381

倭書読範 近松茂矩撰 わしょとくはん 1冊 写 1726年 享保11年 25.1×17.6 不明

国立国会図書館他
Ｓｔｏｒｉｅｓ　ｆｒｏｍ　ａ　ｔｅａｒｏｏｍ　ｗｉｎｄｏ
ｗ : Ｌｏｒｅ　ａｎｄ　ｌｅｇｅｎｄｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｊａ

ｐａｎｅｓｅ　ｔｅａ　ｃｅｒｅｍｏｎｙ
近松茂矩 ちゃそうかんわ 1冊 刊 2009年 平成21年 20 茶道 『茶窓間話』の英訳
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『
平
学
先
生
略
伝
』
は
、
防
衛
大
学
校
所
蔵
「
有
馬
文
庫
」
の
う
ち
の
一
書
で
あ
る
。
縦
二
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・
一
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三
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。
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。
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。
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じ
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文
。
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見
。
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平
學
先
生
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傳
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松
茂
矩
書

上
下
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全
」。
内
題
に
は
「
平
學
先
生
畧
傳
」
と
あ
る
。
奥
書
よ
り
、
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）、

名
古
屋
市
立
図
書
館
（
詳
細
不
明
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
原
本
を
有
馬
成
甫
が
謄
写
し
た
よ
う
で
あ
る
。 

内
容
は
、
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
九
月
一
二
日
、
竹
之
下
平
学
頼
英
（
以
降
、
竹
之
下
と
表
記
）
の

二
回
忌
に
際
し
て
、
門
人
で
あ
っ
た
近
松
茂
矩
が
、
竹
之
下
の
経
歴
や
武
勇
伝
、
晩
年
の
や
り
取
り
、
追
善

和
歌
会
の
詳
細
を
記
し
て
い
る
。
上
・
下
巻
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
上
巻
で
は
竹
之
下
平
学
頼
英
の
略
歴
や

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
一
周
忌
に
際
し
て
の
追
善
和
歌
会
に
つ
い
て
、
下
巻
で
は
竹
之
下
が
修
め
た
兵
法
や
学
問
、

門
人
・
近
松
茂
矩
と
の
晩
年
の
や
り
取
り
、
二
周
忌
に
際
し
て
の
追
善
和
歌
会
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。 

竹
之
下
は
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）、
三
河
吉
田
藩
（
現
在
の
愛
知
県
豊
橋
市
）
に
生
ま
れ
、
幼
名
は

藍
沢
助
太
夫
と
名
乗
っ
た
。
幼
少
の
頃
か
ら
諸
国
に
遊
歴
し
、
一
七
歳
の
時
に
名
古
屋
に
滞
在
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
水
戸
藩
士
・
横
田
庄
三
郎
の
養
子
と
な
る
が
、
庄
三
郎
に
実
子
が
誕
生
す
る
と
、
気
を
遣
っ
て
親

子
の
縁
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
当
時
の
水
戸
藩
主
・
徳
川
光
圀
は
、
竹
之
下
を
与
力
・
中

山
備
前
守
の
組
に
入
れ
る
。
一
三
年
間
そ
の
組
に
所
属
し
た
が
、
他
家
に
仕
官
し
よ
う
と
、
槍
一
本
（
島
原

の
乱
で
活
躍
し
た
生
駒
半
右
衛
門
が
所
持
し
て
い
た
も
の
と
の
こ
と
）
だ
け
を
持
参
し
て
江
戸
へ
向
か
う
。

そ
こ
で
当
時
の
山
形
藩
主
で
あ
っ
た
、
松
平
忠
雅
に
出
会
う
。
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）、
山
形
藩
か
ら

福
山
藩
へ
の
転
封
に
伴
い
、
竹
之
下
は
備
後
国
へ
向
か
う
。
そ
こ
で
何
年
か
仕
官
し
た
後
、
隠
居
を
決
意
。

京
に
住
む
親
族
・
大
岡
能
登
守
を
頼
っ
て
京
へ
向
か
っ
た
。
大
岡
が
奈
良
奉
行
に
就
任
し
た
際
に
は
奈
良
に

住
み
、
山
田
奉
行
に
就
任
し
た
際
に
は
伊
勢
山
田
に
も
移
り
住
ん
だ
。
そ
の
後
、
再
度
江
戸
に
居
住
す
る
も

の
の
、
眼
病
を
患
っ
た
の
と
、
松
平
忠
雅
が
桑
名
藩
へ
転
封
さ
れ
た
こ
と
で
、
四
日
市
に
居
住
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
九
月
九
日
、
七
〇
歳
で
逝
去
。
法
号
は
則
善
居
士
。
桑
名
の
本
当
寺
に

埋
葬
さ
れ
た
。 

 

さ
て
竹
之
下
の
七
〇
年
の
生
涯
に
お
け
る
、
主
要
な
武
勇
伝
に
つ
い
て
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
は

「
唐
網
術
」
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
竹
之
下
が
水
戸
藩
に
仕
え
て
い
た
頃
、
西
山
公
（
徳
川
光
圀
）

の
川
狩
り
に
同
行
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
若
い
頃
は
唐
網
術
に
長
け
て
い
た
よ
う
で
、
網
を
入
れ
に
く
く
、

か
つ
鮎
が
多
く
潜
ん
で
い
た
場
所
に
対
し
て
、
竹
之
下
は
網
を
用
い
て
軽
々
と
大
量
の
鮎
を
捕
獲
し
た
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
松
平
忠
雅
の
転
封
に
と
も
な
い
、
竹
之
下
は
備
後
国
に
赴
く
前
に
、
先
祖
が
住
ん
で

い
た
と
さ
れ
る
駿
河
国
駿
河
郡
竹
ノ
下
庄
を
訪
れ
た
。
そ
こ
に
は
古
び
た
牛
頭
天
王
の
祠
が
あ
り
、
竹
之
下

は
こ
こ
に
先
祖
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
社
人
や
村
民
は
信
じ
る
こ
と
な
く
、
こ
の



九五 

 

祠
に
は
竹
下
孫
八
左
衛
門
の
家
老
・
湯
川
利
左
衛
門
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
主
張
。
祠
の
中
を
確
認
し
た
い
と

要
求
し
た
が
拒
否
さ
れ
、
埒
が
明
か
な
く
な
っ
た
の
か
、
斧
で
そ
の
祠
を
破
壊
し
た
。
破
壊
さ
れ
た
祠
の
中

に
は
一
巻
の
系
図
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
持
参
し
た
系
図
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
確
か
に
こ
の
祠
は

竹
之
下
の
先
祖
が
祀
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
社
人
や
村
民
は
驚
き
敬
服
し
、
そ
の
後
、
竹
之
下
は
金
を
与

え
て
祠
を
新
し
く
建
て
直
さ
せ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
。 

福
山
藩
時
代
に
も
い
く
つ
か
の
武
勇
伝
が
残
っ
て
い
る
。
特
に
、
①
石
見
銀
山
の
防
備
体
制
の
強
化
、
②

海
上
防
犯
体
制
の
強
化
、
③
浪
人
救
出
、
以
上
の
三
つ
が
興
味
深
い
。 

①
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
支
配
下
に
あ
っ
た
石
見
銀
山
は
、
非
常
時
に
お
い
て
、
石
見
国
浜
田
藩
と
備
後

国
福
山
藩
が
協
力
し
て
事
を
解
決
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
両
藩
の
防
備
体
制
は
疎
か
で
あ
っ

た
。
こ
れ
で
は
有
事
に
対
応
で
き
な
い
と
察
知
し
た
竹
之
下
は
、
松
平
忠
雅
に
防
備
の
強
化
を
申
し
入
れ
た
。

許
可
が
下
り
た
竹
之
下
は
、
早
速
銀
山
に
赴
い
て
代
官
に
そ
の
旨
を
伝
え
た
。
そ
の
後
、
浜
田
へ
立
ち
寄
り
、

藩
役
人
と
相
談
し
て
人
員
の
手
配
を
要
求
し
た
と
い
う
。 

②
に
つ
い
て
は
、
福
山
か
ら
十
七
町
ほ
ど
先
に
あ
る
鞆
の
浦
に
お
い
て
、
こ
こ
は
西
海
の
要
所
ゆ
え
、
防

犯
体
制
を
よ
り
強
化
す
べ
き
と
竹
之
下
は
考
え
た
。
そ
こ
で
番
所
を
設
置
し
て
、
物
頭
一
人
、
騎
士
十
人
、

同
心
三
十
人
、
目
付
一
人
、
徒
士
目
付
一
人
、
町
目
付
四
人
、
舟
手
二
十
人
を
動
員
さ
せ
た
と
い
う
。 

③
に
つ
い
て
は
、
前
福
山
藩
主
・
水
野
美
作
守
に
仕
え
て
い
た
数
百
人
の
藩
士
達
が
浪
人
に
成
り
下
が
っ

て
お
り
、
武
士
身
分
も
は
く
奪
さ
れ
、
百
姓
・
町
人
身
分
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
不
憫
に
思
っ
た
竹
之
下

は
、
忠
雅
に
注
進
し
、
帯
刀
を
許
す
よ
う
諫
め
た
。
無
事
に
許
可
が
下
り
、
竹
之
下
は
早
速
浪
人
達
を
集
め
、

そ
の
旨
を
伝
え
た
。
浪
人
達
は
涙
を
流
し
て
感
謝
し
、
も
し
藩
に
有
事
が
あ
れ
ば
命
を
か
け
て
戦
う
こ
と
を

誓
っ
た
の
だ
と
い
う
。
史
料
中
に
は
、
竹
之
下
が
隠
居
の
た
め
に
京
に
赴
く
際
の
浪
人
と
の
感
動
の
別
れ
の

様
子
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
奈
良
に
住
ん
で
い
た
頃
、
古
代
の
甲
冑
の
作
り
方
を
勉
強
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
寺
社
を
訪
れ

て
い
た
竹
之
下
は
、
能
書
家
で
有
名
な
あ
る
門
主
と
出
会
っ
た
。
同
伴
し
て
い
た
大
岡
能
登
守
は
、
古
歌
を

書
い
て
も
ら
う
こ
と
で
そ
の
筆
跡
を
頂
戴
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
竹
之
下
は
古
歌
を
下
書
き
し
、
こ
れ
を

書
い
て
ほ
し
い
と
門
主
に
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
門
主
は
竹
之
下
の
あ
ま
り
の
達
筆
さ
に
驚
き
、
自
ら
の
筆
跡
を

残
す
の
は
恥
ず
か
し
い
と
言
っ
て
断
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
竹
之
下
は
印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
数

多
く
残
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

 

先
祖
や
家
族
、
交
友
関
係
に
つ
い
て
、
竹
之
下
は
大
友
皇
子
の
末
裔
・
竹
下
孫
八
左
衛
門
の
子
孫
で
あ
る

と
さ
れ
、
孫
八
左
衛
門
は
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
七
月
七
日
、
源
頼
朝
か
ら
「
源
」
と
「
頼
」
の
字
を
賜

っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
以
降
、
子
孫
は
代
々
「
頼
」
の
字
を
用
い
て
い
た
。
そ
し
て
竹
之
下
は
、
生
涯
に
四
五

ヶ
国
を
遊
歴
し
た
こ
と
で
全
国
に
友
人
が
い
た
。
弟
子
の
近
松
茂
矩
に
対
し
て
、「
大
き
な
志
を
持
つ
者
は
、

身
分
に
よ
ら
ず
全
国
に
多
く
の
友
人
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
自
ら
に
仕
え
る
下
女
や
中
間
に
至
る
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ま
で
、
ど
ん
な
人
も
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
い
て
お
り
、
諸
国
に
多
く
の
知
り
合
い
を
作
っ

て
情
報
収
集
に
努
め
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
陽
忍
術
」
を
体
現
し
た
人
物
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

代
表
的
な
親
族
と
友
人
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

・
藍
沢
駒
右
衛
門
忠
清
（
頼
英
の
実
父
、
三
河
吉
田
藩
士
） 

・
横
田
庄
三
郎
（
頼
英
の
養
父
、
水
戸
藩
士
） 

・
山
口
六
之
右
衛
門
（
頼
英
の
弟
、
大
番
役
、
二
百
石
） 

・
藍
沢
数
右
衛
門
（
頼
英
の
養
子
、
頼
英
が
福
山
藩
に
移
る
直
前
に
病
の
た
め
に
逝
去
） 

・
堀
田
長
八
左
衛
門
（
頼
英
の
弟
、
堀
田
伊
豆
守
惣
頭
） 

・
応
通
寺
（
頼
英
の
妹
、
吉
田
藩
） 

・
大
岡
能
登
守
（
江
戸
） 

・
武
蔵
孫
之
丞
（
江
戸
） 

・
津
田
元
右
衛
門
（
尾
張
藩
士
） 

・
石
黒
作
兵
衛
（
尾
張
藩
士
） 

・
八
木
下
仁
右
衛
門
（
尾
張
藩
士
） 

・
栗
田
弾
正
（
勢
田
祀
官
） 

・
水
野
外
記
（
横
田
庄
三
郎
の
舅
、
新
番
頭
） 

・
水
野
惣
兵
衛
（
水
野
外
記
の
長
男
、
使
番
役
、
三
百
石
） 

・
水
野
六
左
衛
門
（
水
野
外
記
の
次
男
、
小
納
戸
格
、
百
石
） 

・
鈴
木
太
右
衛
門
（
物
頭
） 

・
筧
瀬
左
衛
門
（
頼
英
の
弟
、
横
田
庄
三
郎
の
子
） 

・
鈴
木
藤
太
兵
衛
（
中
山
備
前
守
の
甥
、
横
田
庄
三
郎
の
弟
子
、
使
番
役
、
三
百
石
） 

・
大
石
八
太
夫
（
足
軽
頭
） 

・
朝
比
奈
宇
右
衛
門
（
大
番
頭
） 

・
小
野
角
太
夫
（
物
頭
） 

・
長
尾
左
太
夫
（
目
付
） 

・
蓮
沼
一
郎
左
衛
門
（
御
城
附
、
三
百
五
十
石
） 

・
鈴
木
又
助
（
諸
国
与
左
衛
門
の
従
弟
） 

・
芳
賀
角
之
丞
（
使
番
） 

・
芳
賀
弥
兵
衛
（
芳
賀
角
之
丞
の
弟
、
十
文
字
の
達
人
） 

・
諸
国
与
左
衛
門
（
小
笠
原
家
に
仕
え
た
高
田
又
兵
衛
の
弟
子
、
宝
蔵
院
流
十
文
字
の
達
人
） 

・
宇
都
宮
下
総
守
（
老
中
、
和
歌
関
係
） 
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・
筧
助
太
夫
（
後
に
和
泉
守
、
横
田
庄
三
郎
の
弟
子
） 

・
筧
龍
之
助
（
水
戸
一
番
の
美
少
年
、
横
田
庄
三
郎
の
弟
子
） 

・
福
与
蔵
右
衛
門
（
堀
田
長
八
左
衛
門
相
聟
、
大
目
付
） 

・
大
津
官
兵
衛
（
福
与
蔵
右
衛
門
の
兄
） 

・
岩
上
九
右
衛
門
（
吉
田
藩
） 

・
沢
木
弥
兵
衛
（
吉
田
藩
） 

・
笠
井
助
太
夫
（
不
明
） 

・
小
笠
原
佐
渡
守
（
吉
田
藩
主
） 

・
加
藤
数
右
衛
門
（
吉
田
藩
士
、
頼
英
の
又
従
弟
） 

 

こ
れ
ら
多
く
の
親
族
や
友
人
は
ど
う
い
っ
た
人
物
か
、
ま
た
竹
之
下
が
彼
ら
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持

ち
、
ど
ん
な
関
係
性
を
築
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 

そ
し
て
最
後
に
、
竹
之
下
が
修
め
た
兵
法
・
学
問
に
つ
い
て
概
括
す
る
。
兵
法
に
つ
い
て
は
、
養
父
で
あ

っ
た
横
田
庄
三
郎
に
甲
州
流
兵
法
を
習
っ
た
。
横
田
は
甲
州
流
兵
法
の
創
始
者
・
小
幡
勘
兵
衛
景
憲
の
門
下

で
あ
り
、
極
め
て
優
秀
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
甲
州
流
の
秘
伝
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
。
竹

之
下
は
他
に
も
様
々
な
流
派
を
学
び
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
に
服
部
半
助
と
い
う
人
物
か
ら
伊
賀
忍
術
の
手

ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
と
予
想
さ
れ
る
。
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
一
一
月
七
日
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
画

期
的
な
兵
書
を
著
し
た
そ
う
で
あ
る
が
、
内
容
は
不
明
で
あ
る
。 

馬
術
に
つ
い
て
は
大
坪
流
を
修
得
。
剣
術
に
つ
い
て
は
体
捨
流
を
稽
古
し
た
。
槍
術
は
水
戸
藩
時
代
に
諸

岡
与
左
衛
門
か
ら
宝
蔵
院
流
の
十
文
字
を
習
っ
て
お
り
、
礼
法
は
小
笠
原
流
を
学
ん
だ
。
茶
の
湯
に
つ
い
て

は
、
山
田
宗
編
に
師
事
し
、
宗
旦
流
を
学
ん
だ
。
有
職
故
実
は
奈
良
に
住
ん
で
い
た
頃
に
、
伏
原
三
位
幸
卿

と
い
う
人
物
の
門
下
と
な
っ
て
い
る
。
神
道
は
江
戸
に
お
い
て
吉
川
惟
足
に
学
び
、
琵
琶
は
小
寺
流
を
修
得
。

書
道
は
水
戸
の
畠
山
牛
庵
の
下
で
中
院
大
納
言
通
茂
卿
の
作
品
を
書
写
し
て
学
ん
だ
と
さ
れ
る
。 

ま
た
和
歌
に
つ
い
て
は
、
日
野
大
納
言
弘
資
卿
と
い
う
人
物
の
門
下
と
な
っ
て
お
り
、
竹
之
下
の
作
品
は

史
料
中
に
い
く
つ
か
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
を
紹
介
す
る
。 

 

・
月
も
い
り
ぬ
い
か
に
し
て
か
ハ
明
石
潟
な
ん
の
音
さ
へ
よ
る
ハ
さ
ひ
し
き 

・
ち
り
尽
す
道
も
吉
野
の
山
桜
匂
ひ
ハ
残
る
峯
の
し
ら
雲 

・
清
見
浦
た
れ
る
年
と
も
過
や
ら
ぬ
こ
ゝ
ろ
の
関
か
三
穂
の
松
原 

・
春
に
来
て
思
ひ
や
る
さ
へ
あ
わ
れ
な
り
し
き
た
つ
澤
の
秋
の
古
し
へ 

・
老
か
身
ハ
な
を
も
名
残
の
お
し
き
哉
あ
き
も
末
野
の
露
の
月
願 

・
枝
か
た
き
木
々
の
こ
す
へ
の
願
か
け
て
あ
さ
く
ハ
見
へ
ぬ
庭
の
池
水 
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こ
の
よ
う
に
竹
之
下
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
兵
法
・
学
問
を
学
び
、
自
己
研
鑽
に
励
ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
特
に
甲
州
流
兵
法
を
学
び
、
そ
の
発
展
形
と
し
て
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
画
期
的
な
兵
書
を
編
ん
で

い
た
と
い
う
こ
と
で
、
竹
之
下
独
自
の
流
派
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
も
予
想
で
き
、
非
常
に
興
味
深
い
。
彼

が
学
ん
だ
兵
法
・
学
問
の
詳
細
解
明
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

竹
之
下
に
関
す
る
研
究
は
ブ
ル
ー
オ
ー
シ
ャ
ン
で
あ
り
、
日
本
兵
法
史
を
捉
え
直
す
上
で
、
わ
ず
か
な
が

ら
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
兵
法
関
係
史
料
や
藩
政
史
料
を
手
が
か
り
と
し

て
、
竹
之
下
の
実
像
を
改
め
て
探
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

な
お
史
料
撮
影
・
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
三
重
大
学
人
文
学
部
教
授
の
吉
丸
雄
哉
先
生
、
防
衛
大
学
校
人

間
文
化
学
科
教
授
の
井
上
泰
至
先
生
に
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。 

                    



九九 

 

【
凡
例
】 

 

（
全
般
） 

一
、
本
書
は
、『
平
学
先
生
略
伝
』
の
釈
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

一
、
本
書
に
は
、
目
録
・
釈
文
を
収
め
た
。 

一
、
本
書
の
釈
文
に
は
、
今
日
の
社
会
に
合
わ
な
い
表
記
が
あ
る
が
、
歴
史
資
料
と
い
う
性
質
上
そ
の
ま
ま

に
し
た
。 

 

（
釈
文
） 

一
、
釈
文
は
、
主
要
な
も
の
を
掲
載
し
た
。 

一
、
釈
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
原
本
の
体
裁
を
で
き
る
だ
け
尊
重
し
た
が
、
読
み
や
す
さ
等
を
考
え
て
、

適
宜
句
読
点
等
を
挿
入
し
、
改
行
を
施
し
た
。 

一
、
使
用
字
体
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
が
，
史
料
の
性
格
や
固
有
名
詞
等
を
勘
案
し
て
、
原

本
の
ま
ま
と
し
た
も
の
が
あ
る
。 

一
、
虫
食
い
箇
所
な
ど
、
解
読
不
能
の
字
は
「
■
」
と
表
記
し
た
。 

一
、
闕
字
、
平
出
、
台
頭
等
は
忠
実
に
再
現
し
た
。 

一
、
合
字
「
𪜈
」（
ト
モ
）・「
乄
」（
シ
テ
）・
お
よ
び
「
ヿ
」（
こ
と
）
な
ど
は
現
代
語
に
直
し
た
。 

一
、
原
則
と
し
て
原
本
通
り
に
返
り
点
等
を
施
し
た
。 

一
、
引
用
箇
所
と
思
わ
れ
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
鍵
括
弧
「
」
を
施
し
た
。 

一
、
見
や
す
さ
を
考
え
て
太
字
表
記
に
し
た
部
分
が
あ
る
。 

一
、
送
り
仮
名
が
二
つ
以
上
あ
る
場
合
は
、
文
脈
や
読
み
や
す
さ
等
を
考
え
て
一
つ
に
絞
っ
た
。 

一
、
図
、
本
文
中
の
注
釈
部
分
は
省
略
し
た
。 

 

（
そ
の
他
） 

一
、
本
書
の
翻
刻
作
業
は
、
郷
原
匠
（
三
重
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
）
が
担
当
し
た
。 

一
、
本
書
作
成
に
か
か
る
『
平
学
先
生
略
伝
』
は
、
三
重
大
学
人
文
学
部
教
授
の
吉
丸
雄
哉
先
生
、
防
衛
大

学
校
人
間
文
化
学
科
教
授
の
井
上
泰
至
先
生
か
ら
格
別
の
ご
配
慮
と
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

  



一〇〇 

 

平
学
先
生
略
伝 

  
 

自
序 

 

自
リ

レ

昔
シ

天
‐
下
ノ

之
乱
ハ

必
ス

生
ル

二

於
治
平
ノ

之
日
ニ

一

、
故
ニ

明
‐
主
賢
将
ハ

雖
ト
モ

レ

安
シ
ト

不
レ

安
セ

練
テ

二

兵

‐
術
ヲ

一

以
テ

備
ナ
ル

二

不
虞
一

也
、
予

嘗
テ

奉
セ
シ

二

故
主
公
命
ヲ

一

以
来
夙
‐
夜
学
二

‐
習
ス

兵
法
ヲ

一

、
雖
ト
モ

レ

然
リ

ト

性
‐
質
魯
鈍
且
ツ

無
シ
テ

二

明
‐
師
一

空
ク

経
タ
リ

二

数
年
ヲ

一

焉
、
幸
ニ

見
ハ

二 

先
‐
生
ニ

一

以
テ

受
ケ

レ

業
ヲ

竊
ニ

似
タ
リ

二

有
ル

レ

得
ル
コ
ト

者
ニ

一

、
実
ニ

師
‐
恩
之
深
‐
重
ナ
ル

不
レ

知
、
何
ヲ

以
カ

謝
ス

ル
コ
ト

レ

之
ヲ

也
、
然
ル
ニ 

先
‐
生
去
‐
年
重
陽
ノ

日
病
二

‐
死
セ
ラ
ル

尓
勢
州
一

、
嗚
‐
呼
清
‐
客
不
レ

可
二

再
ヒ

視
一

、
芳
‐
声
不
レ

可
二

再

ヒ

聴
一

、
奈
‐
何
セ
ン

哉
、
追
慕
不
ル
ノ

レ

巳
マ

之
余
リ

抹
リ
テ

下 

先
生
談
リ
玉
イ
シ

レ

予
二

旨
ト

与
中

親
‐
族
僕
‐
従
話
ル

レ

予
ニ

趣
上

併
セ
テ

記
二

略
伝
二
巻
一

欲
ス

レ

使
テ

二

子
‐
孫
門
‐

生
一

知
中 

先
‐
生
ノ

事
‐
状
及
ヒ

予
カ

従
二

‐
学
セ
シ 

先
‐
生
ニ

一

顛
末
上

矣
、
微
意
在
ル

三

少
ク

報
ス
ル
ニ

二

不
‐
倦
ノ

之
恩
ヲ

一

耳 

 
 
 
 
 
 
 
 

九
月
望 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
原
茂
矩
謹
書 

             



一〇一 

 

平
学
先
生
略
伝 

上
巻 

  
 
 
 

門
人 
尾
府 

近
松
茂
矩 

 

謹
記 

 

先
生
ハ
大
友
皇
子
ノ
末
葉
竹
下
孫
八
左
衛
門
カ
後
胤
ナ
リ
、
彼
孫
八
左
衛
門
文
治
五
年
七
月
七
日
頼
朝
卿

ヨ
リ
源
姓
并
頼
ノ
字
ヲ
賜
リ
源
頼
忠
ト
称
セ
リ
、
故
ニ
代
々
頼
ノ
字
ヲ
ツ
ケ
リ
、
先
生
ハ
頼
英
ト
称
ス
、

源
嶽
ハ
別
号
ナ
リ
、 

 

先
生
始
ハ
藍
沢
ト
云
、
コ
レ
ハ
先
祖
所
領
ノ
在
名
也
、
駿
河
国
駿
河
郡
御
厨
竹
下
藍
沢
三
郷
ナ
ラ
ヒ
テ
一
庄

ト
ス
、
昔
ハ
六
百
町
ト
云
、
今
ハ
二
万
石
余
ト
云
、
近
代
ハ
小
田
原
附
ノ
地
ト
ナ
ル
、 

 

先
生
忠
雅
主
ニ
仕
へ
ラ
レ
シ
時
、
江
戸
ヨ
リ
備
後
国
へ
供
シ
下
ル
時
、
旨
趣
ヲ
伸
テ
忠
雅
主
ニ
先
ン
シ
武
江

ヲ
発
シ
、
足
柄
ノ
関
ヲ
越
テ
竹
ノ
下
ノ
庄
ニ
至
リ
其
遺
跡
ヲ
尋
ラ
レ
シ
、
其
談
左
ノ
如
シ
、 

牛
頭
天
王
ノ
社
ア
リ
、
コ
レ
ハ
頼
忠
カ
霊
ヲ
マ
ツ
レ
リ
ト
云
、
社
人
ハ
竹
下
代
々
ノ
家
老
タ
リ
シ
湯
川
ノ

子
孫
ト
テ
、
湯
川
惣
内
同
利
左
衛
門
ト
云
テ
先
生
ニ
謁
セ
リ
、
先
祖
ヨ
リ
ノ
産
神
ア
リ
、
何
ノ
比
ヨ
リ
カ

開
ク
コ
ト
ヲ
禁
ム
故
ニ
修
復
セ
ス
、
破
壊
ス
ル
所
ハ
板
ヲ
打
付
テ
雨
露
ヲ
防
ク
、
如
此
ス
ル
コ
ト
年
久
シ

キ
故
ニ
其
向
背
モ
不
知
、
先
生
乃
チ
コ
レ
ヲ
開
ン
ト
云
、
神
主
及
ヒ
村
民
甚
タ
肯
ズ
、
先
生
暁
シ
テ
曰
、

我
此
領
主
ノ
裔
ニ
シ
テ
先
祖
ノ
建
置
ル
社
ヲ
開
ク
ニ
何
ノ
恐
レ
カ
在
ン
、
若
神
怒
ラ
ハ
罪
ハ
我
一
人
ニ

帰
セ
ン
、
尤
再
建
ノ
料
ハ
出
ス
ヘ
シ
ト
テ
、
終
ニ
斧
ヲ
用
テ
其
前
ト
覚
シ
キ
所
ヲ
打
破
テ
見
レ
ハ
小
祠
ア

リ
、
扉
ヲ
開
ク
ニ
一
巻
ノ
系
図
ア
リ
、
コ
レ
ヲ
先
生
所
持
ノ
系
図
ト
互
考
ス
ル
ニ
符
節
ヲ
合
ス
、
於
爰
村

民
甚
タ
尊
仰
ス
、
先
生
乃
金
ヲ
与
ヘ
テ
再
建
セ
リ
、 

寺
ア
リ
、
曹
洞
宗
ナ
リ
、
巨
嶽
山
奥
雲
寺
ト
云
頼
忠
カ
霊
牌
ア
リ
、
如
左 

天
智
天
皇
世
八
代
後
胤
駿
州
駿
河
郡
御
厨
庄
竹
下
孫
八
左
衛
門
源
頼
忠
霊 

 
 

武
陵
執
政
稲
葉
氏
美
濃
権
守
越
智
姓
正
則
再
興
建
之
、 

 
 

コ
レ
ハ
正
則
小
田
原
ニ
城
主
タ
リ
シ
時
建
ラ
レ
シ
ナ
リ
、 

コ
レ
ヨ
リ
後
先
生
江
戸
上
下
ニ
ハ
彼
邑
ノ
庄
屋
鈴
木
九
郎
左
衛
門
ヲ
先
ト
シ
テ
、
神
主
百
姓
等
三
嶋
ノ

騨
へ
出
向
テ
上
物
ヲ
献
シ
拝
謁
セ
リ
ト
ナ
ン
、
先
生
曾
テ
練
兵
堂
ニ
テ
自
ラ
ノ
来
由
ヲ
語
リ
テ
曰
、
足
下

ト
不
思
儀
ノ
縁
ニ
テ
師
弟
ノ
親
ミ
ヲ
ナ
シ
テ
、
於
今
ハ
父
子
同
意
ノ
親
ミ
ヲ
ナ
セ
リ
、
故
ニ
語
ル
、
予
既

ニ
極
老
ニ
及
テ
実
子
ナ
ク
、
タ
マ
々
養
子
丈
助
ア
レ
ト
モ
、
予
志
ヲ
継
サ
レ
ハ
有
ト
モ
無
カ
如
シ
、
足
下



一〇二 

 

ハ
未
三
十
ニ
不
充
ハ
老
先
幾
ラ
カ
男
子
ヲ
モ
ウ
ケ
玉
ワ
ン
、
其
子
ノ
内
ニ
我
伝
ノ
軍
術
ヲ
教
へ
竹
下
ノ

称
号
ヲ
ツ
タ
へ
玉
ワ
ハ
大
幸
ナ
ラ
ン
ト
云
リ
、
僕
答
曰
、
先
生
ノ
恩
何
ヲ
以
テ
カ
謝
ス
ル
事
ヲ
不
知
、
シ

カ
ル
ニ
方
今
此
事
ニ
及
ヒ
身
不
肖
ナ
ル
某
カ
子
ニ
御
称
号
ヲ
免
シ
玉
ワ
ン
ト
ノ
命
、
コ
レ
又
生
涯
ノ
大

慶
ナ
リ
、
愚
子
ノ
内
御
名
ヲ
恥
シ
メ
サ
ル
ノ
器
ア
ラ
ハ
、
必
此
約
ヲ
差
フ
マ
シ
ト
諾
ス
、
因
テ
先
生
ノ
父

忠
清
自
筆
ノ
略
譜
等
ヲ
伝
譲
ア
リ
ヌ
、
コ
レ
ニ
委
細
ナ
ル
ユ
ヘ
略
尓
此
、 

 

先
生
父
藍
沢
駒
右
衛
門
忠
清
ハ
小
笠
原 

ニ
仕
ヘ
テ
三
州
吉
田
城
ニ
ア
リ
、
先
生
爰
ニ
生
ル
、
幼
少
ヨ
リ
諸
邦
ニ
遊
歴
ス
、
尾
張
家
中
津
田
元
右
衛

門
・
石
黒
作
兵
衛
・
八
木
下
仁
右
衛
門
等
親
族
ニ
テ
此
ヲ
便
リ
、
十
七
歳
ノ
時
名
護
屋
ヘ
モ
到
リ
、
四
十

全
日
滞
留
ア
リ
シ
、
勢
田
祠
官
栗
田
弾
正
モ
一
族
ナ
リ
、 

 

先
生
初
ハ
藍
沢
助
太
夫
ト
云
リ
、
水
戸
家
中
横
田
庄
三
良
寺
社
奉
行
五
百
石
役
ス

ト
一
族
ニ
シ
テ
彼
カ
養
子
ト
ナ
リ

水
戸
へ
往
ル
、
後
年
庄
三
良
実
子
出
生
ユ
ヘ
、
戻
ラ
ン
ト
云
帰
サ
シ
ト
云
争
論
ア
リ
、
水
戸
侯
其
旨
ヲ
聞

玉
ヒ
父
子
義
ア
ル
コ
ト
ヲ
感
シ
ラ
レ
別
ニ
百
五
十
石
ヲ
賜
リ
、
中
山
備
前
守
カ
与
力
ニ
ナ
シ
玉
ヘ
リ
、 

庄
三
郎
家
督
ハ
実
子
ツ
ケ
リ
早
世
シ
断
絶
ス
、 

 

水
戸
侯
ノ
御
聟
ク
ワ
ン
ニ
ウ
寺
大
病
ニ
テ
京
師
へ
趣
キ
養
生
シ
玉
フ
、
尓
時
介
抱
ト
シ
テ
誰
ニ
テ
モ
差
添

ラ
レ
ン
ト
ア
リ
シ
ニ
、
左
ア
ラ
ハ
藍
沢
助
太
夫
ヲ
ト
願
ワ
レ
先
生
附
属
ア
リ
テ
上
京
ア
リ
ヌ
、
コ
レ
ハ

常
々
其
寺
へ
親
シ
カ
リ
シ
ユ
ヘ
也
、
此
節
マ
ツ
水
戸
侯
ノ
江
戸
ノ
御
館
ニ
滞
留
ア
リ
シ
其
時
、
先
生
ノ
旅

宿
ヘ
モ
侯
ヨ
リ
御
使
下
サ
レ
難
有
仰
ア
リ
、
亦
水
戸
へ
帰
ラ
レ
テ
モ
甚
タ
其
労
ヲ
称
セ
ラ
レ
シ
、 

親
鸞
上
人
ハ
シ
メ
常
陸
国
大
ア
ミ
ニ
住
セ
ラ
レ
、
ク
ワ
ン
ニ
ウ
寺
ト
云
寺
家
十
二
坊
ア
リ
、
爰
ニ
子
ア

リ
、
如
真
ト
云
、
コ
レ
ヲ
ス
ヘ
置
テ
諸
国
ヲ
メ
ク
リ
、
京
師
ニ
止
リ
次
子
ヲ
立
テ
一
家
ノ
宗
ト
ス
、 

水
戸
西
山
公
ノ
比
ハ
ク
ワ
ン
ニ
ウ
寺
甚
衰
微
シ
テ
然
モ
子
ナ
シ
、 

西
山
公
御
再
興
ア
ラ
ン
ト
テ
其

旨
ヲ
京
都
東
門
跡
へ
仰
ツ
カ
ワ
サ
レ
シ
ニ
、
彼
系
図
ニ
モ
其
事
ア
リ
ト
テ
、
則
当
門
跡
ノ
次
男
ヲ
下
ス
、

コ
レ
ヲ
ク
ワ
ン
ニ
ウ
寺
ノ
養
子
ト
シ
、
妻
ハ
榎
本
治
郎
御
内
縁
ア
ル
者
ニ
テ
三
百
石
ヲ
領
ス

カ
娘
ヲ
御
養
女
ト
ナ
サ

レ
御
婿
ト
ナ
サ
ル
、
岩
舟
ト
云
所
二
万
坪
ホ
ト
切
ヒ
ラ
キ
、
大
門
通
ヲ
七
町
ト
シ
、
両
側
ヲ
市
町
ト
シ
、

十
七
間
ニ
十
三
間
ノ
堂
ヲ
立
ラ
レ
、
其
外
舎
屋
悉
ク
建
サ
セ
ラ
レ
、
寺
領
五
百
石
寄
附
ア
リ
シ
、
先
生

ノ
養
父
庄
三
良
寺
社
奉
行
ニ
テ
コ
レ
ラ
ノ
事
ヲ
司
リ
シ
縁
ニ
ヨ
リ
度
々
参
ラ
レ
、
後
ハ
異
体
同
胞
ノ

思
ヲ
ナ
ス
ト
云
レ
シ
ト
ナ
ン
、
院
号
ハ
ヱ
メ
ウ
院
ト
云
文
字
未
知

、 



一〇三 

 

 

先
生
若
キ
比
ハ
唐
網
ヲ
ウ
ツ
コ
ト
ヲ
得
ラ
レ
人
モ
沙
汰
セ
リ
、
一
日 

西
山
公
川
狩
ア
リ
シ
ニ
、
或
川
ニ
テ

殊
ノ
外
網
ウ
チ
ニ
ク
キ
所
ニ
ツ
カ
モ
鮎
多
シ
、
尓
時
先
生
ヲ
召
テ
ウ
タ
セ
ラ
レ
シ
ニ
数
多
ウ
チ
得
ラ
レ

褒
賞
ア
リ
シ
、
カ
ヽ
ル
サ
ヽ
イ
ナ
ル
事
迄
モ
得
ラ
レ
シ
、 

 

先
生
十
三
年
カ
間
中
山
カ
組
下
ニ
テ
勤
ラ
レ
シ
カ
ト
モ
、
立
身
モ
ナ
カ
リ
シ
ユ
ヘ
他
家
へ
忰
カ
ン
ト
テ
、
組

頭
松
井
吉
兵
衛
・
山
口
九
郎
左
衛
門
ヲ
以
テ
再
三
暇
ヲ
願
レ
シ
カ
ト
モ
下
サ
レ
ス
、
故
ニ
主
退
レ
ヌ
資
財

其
マ
ヽ
ニ
テ
鎗
一
本
持
セ
テ
江
戸
へ
出
ラ
レ
ヌ
、
此
時
金
子
四
百
両
貯
ヘ
ラ
レ
追
々
ニ
取
寄
ラ
レ
シ
ト

ナ
ン
、 

 
 

此
鎗
ハ
生
駒
半
右
衛
門
カ
嶋
原
ニ
テ
功
ア
リ
シ
鎗
ト
テ
先
生
へ
ユ
ツ
レ
リ
、
先
生
ハ
十
文
字
好
ユ
ヘ
、

別
ニ
塩
首
元
へ
五
寸
ノ
横
手
ヲ
イ
レ
ラ
レ
シ
、
予
モ
見
之
ニ
三
角
刃
ニ
シ
テ
五
寸
ホ
ト
ア
リ
シ
、
今
ハ

名
跡
丈
助
方
ニ
ア
リ
、 

生
駒
半
右
衛
門
ハ
備
前
ノ
家
中
生
駒
市
兵
衛
百
五
十
石
銃

カ
二
男
ナ
リ
、
嶋
原
ノ
時
二
十
一
歳
ナ
リ
シ
カ

幸
ノ
コ
ト
ヽ
悦
テ
、
備
前
ヲ
出
奔
シ
備
後
ノ
鞆
ヨ
リ
出
舟
シ
テ
行
ヌ
、
有
馬
玄
蕃
ノ
物
頭
ニ
母
方
ノ
伯

父
ア
リ
、
コ
レ
ニ
ヨ
リ
彼
備
ヲ
借
テ
カ
セ
キ
、
餘
田
宗
右
衛
門
カ
下
知
ニ
ツ
ケ
リ
旗
頭
六
百
石
銃
ス
、
帰
陣
シ
テ

千
石
賜
ル

、
落
城
ノ
日
一
番
乗
ヲ
志
シ
、
マ
タ
夜
深
キ
ニ
忍
ヒ
テ
壁
ヲ
乗
壁
裏
へ
飛
下
リ
テ
、
寄
手
ノ
近

付
ヲ
待
ト
コ
ロ
へ
賊
徒
マ
ワ
リ
来
ル
ヲ
二
人
突
殺
シ
首
ヲ
ト
リ
、
猶
モ
ヒ
ソ
マ
リ
居
ル
処
へ
跡
ヨ
リ

白
キ
物
ヲ
著
飛
込
者
ア
リ
、
誰
ソ
ト
問
ヘ
ハ
明
石
又
右
衛
門
ト
云
有
馬
馬
廻

、
ツ
ヽ
ヒ
テ
黄
色
ノ
羽
織
ヲ

著
飛
込
ア
リ
、
誰
ソ
ト
イ
へ
ハ
村
井
平
三
良
ト
云
有
馬
納
戸
役

、
サ
テ
三
人
一
所
ニ
集
リ
互
ニ
一
二
三
ノ
証

拠
ヲ
立
ン
ト
約
シ
テ
カ
セ
キ
シ
、
落
城
ノ
時
本
丸
城
戸
際
ニ
テ
又
首
ヲ
ト
リ
、
則
有
馬
家
ニ
テ
ハ
本
丸

一
番
乗
ヲ
シ
タ
リ
、
有
馬
家
ニ
留
メ
ラ
レ
、
シ
カ
ト
モ
古
郷
備
前
へ
帰
ル
、
則
池
田
家
老
職
ノ
池
田
執

シ
テ
知
行
三
百
石
賜
リ
鉄
砲
足
軽
三
十
人
預
ケ
ラ
ル
、
其
後
御
旗
本
荒
木
十
左
衛
門
肝
煎
ニ
テ
荒
木

内
蔵
助
ト
云
者
、
嶋
原
ニ
テ
功
ア
リ
シ
ト
テ
千
石
ニ
テ
抱
へ
ラ
レ
シ
内
蔵
助
カ
功
ハ
、
中
々
半
右
衛
門

ニ
不
可
及
、
依
之
出
羽
所
へ
行
テ
暇
ヲ
モ
ラ
イ
テ
他
邦
へ
走
リ
、
江
戸
ニ
テ
ハ
初
鹿
伝
右
衛
門
ニ
止
宿

シ
テ
、
忰
カ
津
山
城
主
森
内
記
ヨ
リ
ハ
知
行
七
百
石
ニ
番
頭
格
ト
乏
来
レ
ト
モ
、
所
思
ア
リ
テ
不
仕
、

老
後
ニ
水
戸
領
ノ
内
ノ
禅
院
ニ
滞
留
ス
ル
コ
ト
久
シ
、
半
右
衛
門
六
十
七
八
歳
ノ
比 

西
山
公
其
院

へ
遊
ヒ
玉
フ
テ
、
半
右
衛
門
ヲ
召
レ
テ
御
懇
ノ
仰
ア
リ
、
コ
レ
ヨ
リ
時
服
金
子
ヲ
下
サ
レ
テ
於
爰
死
セ

リ
、
半
右
衛
門
若
年
ヨ
リ
附
添
フ
奴
僕
ア
リ
、
貧
困
ニ
至
テ
モ
ハ
ナ
レ
ス
勤
ム
、
其
功
ヲ
感
セ
ラ
レ
召

レ
テ 

西
山
公
ニ
拝
謁
セ
リ
、
此
半
右
衛
門
先
生
ト
親
シ
カ
リ
シ
ト
ナ
リ
、
詳
ラ
ニ
物
語
ア
リ
、
シ
カ
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ト
モ
忘
レ
ス
、
故
ニ
大
旨
ヲ
記
ス
、 

 

先
生
水
戸
ニ
テ
朋
友 

 

山
口
六
之
右
衛
門 

 

先
生
ノ
弟
合 

大
番
役
二
百
石
ヲ
領
ス
、 

 

水
野
外
記 

庄
三
良
舅 
新
番
頭 

 

外
記
子
惣
兵
衛 

使
番
役
三
百
石
ヲ
領
ス
、 

 

次
男
六
左
衛
門 

分
地
百
石
ヲ
領
シ
、
小
納
戸
格 

 

鈴
木
太
右
衛
門 

由
緒
ア
リ
、
物
頭 

 

筧
瀬
左
衛
門 

助
太
夫
弟
、
物
頭
庄
三
良
父
子 

 

鈴
木
藤
太
兵
衛 

中
山
備
前
守
甥
、
庄
三
良
弟
子
、
使
番
役
三
百
石
ヲ
領
ス
、 

先
生
四
日
市
ノ
亭
ヘ
モ
京
使
ノ
度
ニ
ハ
立
寄
テ
最
懇
ナ
リ
シ
、 

 

大
石
八
太
夫 

足
軽
頭 

 

朝
比
奈
宇
右
衛
門 

大
番
頭 

 

小
野
角
太
夫 

物
頭 

 

長
尾
左
太
夫 

目
付 

 

蓮
沼
一
郎
左
衛
門 

御
城
附 

三
百
五
十
石
領 

 

鈴
木
又
助 

諸
国
与
左
衛
門
従
弟 

 

芳
賀
角
之
丞 

使
番 

 

同
弟
弥
兵
衛 

十
文
字
ノ
上
手 

 

諸
国
与
左
衛
門 

小
笠
原
家
中
高
田
又
兵
衛
弟
子
ニ
テ
、
宝
蔵
院
流
十
文
字
ノ
達
人 

又
老
中
ニ
テ
ハ
宇
都
宮
下
総
守
ハ
和
歌
ノ
友
ニ
テ
親
シ
ク
、
筧
助
太
夫
後
号
和
泉
守

、
同
龍
之
助
水
戸
一
番
ノ
美

少
年

ハ
庄
三
良
弟
子
ノ
因
ミ
ヨ
リ
シ
テ
別
テ
懇
ナ
リ
シ
、 

 

先
生
生
涯
四
十
五
ヶ
国
遊
歴
ア
リ
シ
、
依
之
知
人
許
多
ナ
リ
、
先
生
予
ニ
教
テ
曰
、
大
志
ア
ラ
ン
者
ハ
貴
賤

上
下
ニ
ヨ
ラ
ス
日
本
中
ニ
知
ル
人
ヲ
持
ヘ
シ
、
扨
一
度
逢
シ
人
モ
永
ク
因
ミ
ヲ
ク
ヘ
シ
ト
云
リ
、
予
密
ニ

先
生
ノ
行
状
ヲ
見
ル
ニ
、
予
カ
仕
フ
下
女
中
間
ノ
類
マ
テ
モ
書
毎
ニ
安
否
ヲ
タ
ツ
ね
伝
語
ア
リ
シ
、
如
此

ユ
ヘ
親
シ
キ
人
ア
ケ
尽
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
其
内
大
概
ヲ
記
ス
、 

江
戸
ニ
テ
ハ
大
岡
一
等
ミ
ナ
々
近
キ
親
族
ナ
リ
、
大
番
役
武
蔵
孫
之
丞
名
ナ
ト
モ
一
族
ナ
リ
、 

堀
田
伊
豆
守
惣
頭
長
八
左
衛
門
先
生
弟

、 



一〇五 

 

同 
 

大
目
付
、
福
与
蔵
右
衛
門
八
左
衛
門
相
聟
、 

蔵
右
衛
門
兄
ハ
大
津
官
兵
衛
ト
テ
松
平
伊
豆
守
家
中
ニ
テ
先
生
モ
逢
リ
、 

三
州
吉
田
ノ
町
中
応
通
寺
一
向
宗

コ
レ
ハ
先
生
ノ
妹
ノ
子
ナ
リ
、
依
之
先
生
暫
ク
吉
田
ニ
住
ハ
ヤ
ノ
志
ア
リ

シ
ユ
ヘ
、
当
城
主
松
平
伊
豆
守
ヘ
モ
於
江
戸
謁
セ
ラ
ル
、
因
テ
岩
上
九
右
衛
門 

沢
木
弥
兵
衛 

 
 
 
 

衛
守 

笠
井
助
太
夫
ト
モ
知
人
ナ
リ 

小
笠
原
佐
渡
守 

 

ハ
先
生
実
父
方
小
笠
原
家
中
ナ
ル
ユ
ヘ
、
出
入
シ
テ
別
テ
懇
意
ニ
ア
ツ
カ
レ
リ
、
故

ニ
一
年
水
戸
へ
上
使
ト
シ
テ
佐
渡
守
参
ラ
レ
シ
時
モ
、
先
生
ハ
彼
坊
へ
縁
ア
ル
者
ナ
レ
ハ
ト
テ
、
例
ノ
馳

走
役
ノ
外
ニ
途
中
マ
テ
出
向
テ
案
内
ス
ヘ
キ
ノ
旨
ニ
テ
、
領
堺
ヨ
リ
先
駈
セ
ラ
レ
シ
ト
ナ
ン
、 

同
家
中
加
藤
数
右
衛
門 

先
生
又
イ
ト
コ 

此
外
親
類
知
音
数
多
咄
サ
レ
シ
カ
ト
モ
忘
レ
ヌ
、 

 

先
生
久
シ
ク
江
戸
ニ
遊
ヘ
リ
、
諸
家
ヨ
リ
招
レ
シ
カ
ト
モ
職
禄
心
ニ
マ
カ
セ
サ
ル
ユ
ヘ
仕
へ
ズ
、
元
禄
十
三

辰
年
松
平
下
総
守
忠
雅
備
後
福
山
へ
城
主
カ
ワ
リ
ノ
時
ニ
先
生
ヲ
招
カ
ル
、
コ
レ
モ
辞
セ
リ
、
再
三
辞
シ

玉
フ
上
ニ
テ
、
シ
カ
ラ
ハ
養
子
数
右
衛
門
ヲ
抱
ユ
ヘ
キ
間
、
マ
ツ
カ
レ
ト
共
ニ
一
旦
福
山
へ
来
リ
玉
へ
カ

シ
、
去
留
ノ
コ
ト
ハ
先
生
ノ
意
次
第
ニ
テ
、
抑
留
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ノ
旨
堅
約
ア
リ
テ
、
数
右
衛
門
ヲ
馬
廻
ニ

シ
、
二
百
石
賜
フ
、
既
ニ
江
戸
発
足
ノ
期
ニ
ノ
ソ
ミ
時
、
疫
ヲ
病
テ
死
ス
、
依
之
又
々
養
子
ア
レ
カ
シ
ト

再
三
進
メ
ラ
レ
、
親
族
ノ
中
大
番
ノ
大
岡
助
七
弟
丈
助
ヲ
養
子
ト
ス
、
則
中
ノ
番
役
ニ
ヨ
ヒ
出
シ
三
十
人

扶
持
賜
リ
、
別
ニ
先
生
ヘ
隠
居
料
用
過
分
ニ
賜
テ
福
山
へ
趣
キ
玉
ヘ
リ
、 

 

福
山
ニ
テ
用
人
役
ヲ
頼
レ
シ
ニ
、
至
極
辞
退
ア
リ
シ
カ
ト
モ
再
三
強
テ
頼
ラ
ル
、
因
テ
先
生
モ
種
々
ノ
中
分

有
之
、
其
上
ニ
テ
請
テ
勤
ラ
レ
功
ア
ル
コ
ト
許
多
ナ
リ
シ
、
然
ト
モ
役
用
ニ
係
リ
シ
事
ハ
毛
頭
云
レ
ス
、

但
シ
軍
術
ノ
全
話
ニ
語
ラ
レ
シ
三
条
ヲ
記
ス
、 

 

石
州
銀
山
ハ
古
ノ
福
尾
越
中
守
カ
在
リ
シ
山
吹
ノ
城
ニ
テ
、
今
以
銀
ヲ
堀
出
ス
故
ニ
、
常
ニ
一
万
全
ノ
人
ア

ツ
マ
リ
甚
繁
花
ノ
地
ナ
リ
、
平
日
ハ
公
儀
御
代
官
ノ
支
配
也
、
非
常
ノ
変
事
ア
ラ
ハ
石
州
浜
田
城
主
・
備

後
福
山
城
主
ヨ
リ
人
数
ヲ
出
シ
テ
守
護
ス
ヘ
シ
、
事
広
大
ナ
ラ
ハ
安
芸
広
島
城
主
ヨ
リ
モ
人
数
ヲ
出
ス

ヘ
シ
ト
ノ
公
裁
ナ
リ
、
然
ル
ニ
浜
田
・
福
山
ト
モ
ニ
代
々
ノ
城
主
此
備
ナ
シ
、
先
生
コ
レ
ヲ
心
ツ
キ
テ
速

ニ
備
定
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
諫
メ
ラ
ル
、
忠
雅
可
ナ
リ
ト
シ
先
生
ニ
命
ス
、
先
生
マ
ツ
銀
山
へ
趣
キ
御
代
官
ニ
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会
シ
、
其
旨
ヲ
談
シ
テ
則
山
へ
入
テ
一
見
シ
、
コ
レ
ヲ
紙
張
ノ
図
ニ
ウ
ツ
シ
、
帰
リ
ニ
ハ
浜
田
ヘ
至
リ
テ

其
役
人
ニ
会
シ
、
守
護
ノ
手
配
ヲ
分
チ
テ
議
定
シ
其
備
ヲ
詳
ニ
セ
ラ
ル
、
忠
雅
大
ニ
感
セ
ラ
ル
、 

 

備
後
鞆
ノ
津
ハ
福
山
ヨ
リ
十
七
町
有
之
テ
領
ノ
内
ナ
リ
、
コ
レ
ハ
西
海
ノ
要
津
ニ
シ
テ
、
東
ハ
讃
岐
西
ハ
鞆

ニ
テ
其
間
ノ
海
上
廿
三
里
ア
リ
、
西
国
ヨ
リ
上
ル
舟
此
間
ヲ
通
ラ
サ
レ
ハ
別
ニ
通
ル
ヘ
キ
海
ナ
シ
、
故
ニ

爰
ニ
テ
遮
リ
留
ル
咽
喉
ノ
場
ナ
リ
、
因
テ
先
生
心
ヲ
用
テ
守
御
ノ
術
ヲ
定
ラ
ル
、
常
ニ
番
所
ア
リ
テ
物
頭

一
人
・
騎
士
十
人
・
同
心
三
十
人
・
目
付
一
人
・
徒
士
目
付
一
人
・
町
目
付
四
人
・
舟
手
二
十
人
居
テ
守

護
セ
リ
、 

 

福
山
故
城
主
水
野
美
作
守
滅
亡
ユ
ヘ
、
浪
人
ト
モ
領
分
中
ニ
数
百
人
住
居
セ
リ
、
明
城
ノ
内
御
代
官
支
配
ア

リ
シ
カ
、
皆
々
百
姓
・
町
人
ニ
類
シ
刀
ヲ
帯
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ス
、
浪
人
等
甚
タ
歎
ス
レ
ト
モ
イ
カ
ン
ト
モ

ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
先
生
微
志
ア
リ
テ
忠
雅
ヲ
諫
メ
旨
趣
ヲ
伸
テ
コ
レ
ヲ
許
サ
ン
コ
ト
ヲ
乞
フ
、
忠
雅
可
ト
ス
、

依
之
一
郷
ヨ
リ
一
人
、
一
町
ヨ
リ
一
人
浪
人
等
先
生
ノ
宅
へ
来
集
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
触
レ
テ
各
会
合
セ
シ
カ

ハ
、
先
生
旨
趣
ヲ
書
付
テ
コ
レ
ヲ
示
ス
其
書
付
事
ナ
カ
ク
忘
レ
シ
ユ
ヘ
略
ス

、
尓
時
産
上
ノ
某
満
座
ヲ
顧
ミ
涙
ヲ
流
シ

テ
先
生
ヲ
拝
シ
曰
、
私
共
不
肖
ナ
カ
ラ
累
代
ノ
武
士
タ
リ
、
然
ル
ニ
古
主
滅
亡
ノ
コ
ト
悲
歎
ノ
涙
未
乾
ニ
、

腰
刀
ヲ
帯
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
セ
ラ
レ
今
日
コ
レ
へ
伺
候
ス
ル
ニ
モ
一
刀
タ
リ
、
老
年
ノ
者
ハ
是
非
ナ
シ
ト

モ
存
ス
レ
ト
モ
、
子
弟
ノ
若
者
ト
モ
ハ
旦
暮
コ
レ
ヲ
愁
歎
ス
、
シ
カ
ル
ニ
唯
今
当
城
主
ノ
御
免
ア
ル
事
、

高
大
ノ
御
厚
恩
何
ヲ
以
カ
コ
レ
ヲ
謝
セ
ン
、
コ
レ
ヲ
存
ハ
各
若
明
日
ニ
モ
異
変
ア
ラ
ハ
、
御
下
知
ニ
随
ヒ

御
馬
前
ニ
テ
討
死
仕
セ
メ
テ
コ
レ
ヲ
奉
謝
ノ
外
ナ
シ
ト
云
、
各
何
レ
モ
某
カ
申
上
ル
通
、
難
有
次
第
ト
テ

声
ヲ
ア
ケ
テ
流
涕
セ
リ
、
翌
日
ヨ
リ
領
分
中
ノ
浪
人
ミ
ナ
々
来
テ
拝
謝
セ
リ
、
此
事
先
生
ノ
一
言
ヨ
リ
免

サ
レ
シ
ト
云
コ
ト
誰
云
ト
モ
ナ
ク
流
布
ス
、
因
テ
彼
浪
人
ト
モ
ノ
内
志
ア
ル
者
共
、
五
節
句
暑
寒
ニ
ハ
来

リ
テ
安
否
ヲ
問
シ
サ
レ
ハ
、
先
生
福
山
ヲ
立
去
リ
テ
洛
ニ
上
ラ
ン
ト
テ
、
暮
比
ニ
川
舟
ニ
ノ
リ
川
口
十
七

町
ヲ
経
テ
鞆
ヘ
到
ラ
レ
シ
ニ
、
彼
川
口
ノ
川
端
ニ
行
燈
十
四
五
モ
見
ユ
、
先
生
不
思
儀
ナ
ル
事
カ
ナ
、
何

事
ニ
テ
カ
人
ア
ツ
マ
リ
ヌ
ラ
ン
ト
云
テ
、
其
前
ヲ
漕
過
ン
ト
セ
シ
ニ
辞
ヲ
カ
ケ
、
若
其
舟
竹
下
殿
ナ
ラ
ハ

漕
ヨ
セ
ヨ
物
申
サ
ン
ト
云
、
先
生
心
得
ス
ナ
カ
ラ
漕
寄
セ
テ
見
玉
ヘ
ハ
、
近
辺
ニ
居
ル
浪
人
ト
モ
十
七
八

人
先
生
ヲ
拝
シ
テ
曰
、
今
度
御
役
ヲ
上
ラ
レ
シ
ト
ハ
承
リ
ヌ
レ
ト
モ
、
定
テ
此
地
ニ
御
隠
居
ア
ラ
ン
ト
存

セ
シ
ニ
、
急
ニ
上
方
へ
御
上
リ
ト
承
驚
入
候
、
因
之
遠
方
ノ
古
傍
輩
ヘ
ハ
告
知
ラ
ス
ル
間
モ
ナ
ク
、
近
辺

ノ
者
ト
モ
申
通
シ
各
御
暇
乞
ニ
コ
レ
迄
罷
出
候
、
ヒ
ト
へ
ニ
親
ニ
分
レ
候
心
地
ナ
リ
ト
落
涙
シ
、
面
々
ニ

酒
又
菓
子
等
ヲ
呈
シ
テ
別
レ
ヲ
惜
メ
リ
ト
テ
、
先
生
コ
レ
ヲ
語
リ
テ
ハ
落
涙
ア
リ
シ
ナ
リ
、 
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先
生
屡
勤
功
ア
リ
、
シ
カ
ト
モ
無
拠
旨
ア
リ
テ
再
三
願
フ
テ
鼓
仕
ス
、
忠
雅
直
ニ
其
旨
ヲ
命
シ
、
且
別
荘
ヲ

賜
リ
閑
居
ヲ
ト
ン
コ
ト
ヲ
命
シ
、
恩
幸
甚
タ
渥
シ
、
先
生
コ
レ
ヲ
謝
シ
コ
レ
ヲ
辞
シ
テ
不
受
、
別
ヲ
告
テ

即
日
舟
ニ
乗
テ
上
方
ニ
登
リ
玉
フ
、 

 

親
族
大
岡
能
登
守
南
都
ニ
奉
行
タ
リ
シ
ト
キ
ハ
、
先
生
モ
南
都
ニ
住
玉
ヘ
リ
、
此
時
入
魂
ノ
僧
二
人
ア
リ
、 

 
 

内
山
上
乗
院
亮
祐 

京
東
寺
ノ
カ
ケ
モ
チ
ニ
テ
常
僧
正
也 

真
言
宗 

亮
祐
ハ
桑
山
修
理
次
男
ニ
テ

美
作
守
弟
也
、
茶
湯
好
ナ
リ
、
故
ニ
友
ト
シ
善
シ
、 

 
 

成
乗
院 

法
相
宗
四
百
石
ヲ
領
ス 

長
谷
三
住
子 

此
時
南
都
所
々
ノ
寺
社
ニ
在
ル
古
代
ノ
甲
冑
ヲ
見
玉
ヒ
、
亦
甲
冑
ノ
製
等
モ
習
ヘ
リ 

此
時
ノ
御
門
主
御
能
書
ナ
リ
シ
ユ
ヘ
、
能
登
守
御
筆
跡
ヲ
頂
戴
セ
ン
コ
ト
ヲ
願
レ
シ
ニ
御
詠
ハ
遊
レ
マ

シ
、
古
歌
ヲ
遊
レ
ン
ホ
ト
ニ
望
ノ
古
歌
ヲ
書
テ
上
ヨ
ト
ア
リ
、
乃
チ
先
生
ヲ
シ
テ
古
歌
ヲ
書
シ
メ
、
コ
ノ

歌
ヲ
ト
願
レ
シ
ニ 

宮
御
覧
ア
リ
テ
、
コ
レ
ハ
今
ノ
代
ノ
能
書
カ
ナ
、
カ
ヽ
ル
手
書
在
ル
ニ
我
筆
ヲ
賜
ワ

ラ
ン
ハ
イ
ト
恥
シ
キ
事
ナ
リ
ト
テ
、
下
シ
賜
ル
マ
シ
キ
ノ
旨
ア
リ
シ
、
美
濃
守
申
ハ
御
筆
ノ
勝
劣
ニ
ハ
及

フ
ヘ
カ
ラ
ス
、
御
住
ノ
ホ
ト
ヲ
コ
ソ
ト
テ
強
テ
請
ウ
ケ
ラ
レ
シ
、 

 

又
能
登
守
伊
勢
山
田
奉
行
ノ
時
ハ
、
先
生
山
田
ヘ
行
テ
暫
ク
滞
留
ア
リ
シ
、
神
職
ノ
内
三
日
市
兵
衛
太
夫
後

セ
ウ
シ
ン
ト
云

、
山
本
采
女
末
高
等
至
極
入
魂
ナ
リ
シ
、
就
中
采
女
ハ
先
生
ヲ
父
兄
ノ
思
ヒ
ヲ
ナ
シ
、
四
日
市

ノ
寓
居
ヘ
モ
度
々
訪
ラ
ヒ
セ
ヒ
ニ
、
山
田
ヘ
隠
居
ア
レ
、
別
荘
ヲ
シ
ツ
ラ
ヒ
僕
従
迄
乏
シ
カ
ラ
サ
ル
ヤ
ウ

ニ
ス
ヘ
シ
ト
再
三
請
待
ア
リ
、
死
期
迄
モ
音
信
絶
サ
リ
シ
、 

先
生
諸
邦
ニ
周
流
シ
テ
妻
ナ
シ
、
福
山
ニ
テ
故
城
主
美
作
守
家
人
山
下
喜
兵
衛
カ
娘
ヲ
娶
レ
リ
、
子
ナ
シ
、

先
生
死
後
ニ
ハ
栄
善
院
ト
号
ス
、
先
生
相
聟
ハ
同
家
中
亀
井
新
八
・
吉
川
金
右
衛
門
也
、
栄
善
院
モ
丈
助

カ
許
ニ
ハ
居
玉
ワ
ス
、
亀
井
・
吉
川
カ
宅
ニ
居
玉
フ
、
故
ニ
両
士
ヘ
モ
予
書
通
ス
、 

 

先
生
又
江
戸
ニ
寓
居
年
ア
リ
、
然
ニ
眼
疾
ヲ
患
ヘ
玉
フ
、
又
忠
雅
モ
城
主
替
ニ
テ
勢
州
桑
名
ヘ
ウ
ツ
ラ
レ
、

丈
助
及
ヒ
亀
井
・
吉
川
モ
爰
ニ
ア
リ
、
故
ニ
上
リ
テ
四
日
市
ノ
駅
ニ
居
住
ア
リ
、
此
地
モ
浪
人
刀
ヲ
帯
ス

ル
コ
ト
ヲ
禁
ス
、
然
ト
モ
大
岡
越
前
守
ノ
世
話
ニ
テ
御
代
官
へ
断
リ
テ
刀
ヲ
帯
ス
ル
ハ
先
生
一
人
也
、 

 

四
日
市
ノ
村
民
甚
タ
其
徳
ニ
懐
キ
仰
敬
セ
リ
、
就
中
森
本
長
八
ハ
他
ニ
ス
ク
レ
テ
懇
ニ
シ
、
我
別
荘
浜
ノ
新
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町
ノ
亭
ヲ
修
復
シ
テ
先
生
ヲ
招
待
シ
テ
父
ノ
如
ク
ニ
仕
フ
、
先
生
此
家
ニ
テ
終
レ
リ
、 

 

先
生
老
衰
病
痾
日
々
ニ
重
リ
、
享
保
九
年
九
月
九
日
ツ
ヒ
ニ
卒
去
ア
リ
ヌ
、
予
メ
死
ヲ
決
シ
テ
聊
ノ
憂
ナ
シ
、

サ
レ
ハ
終
リ
玉
フ
日
ニ
ヤ
医
師
千
種
見
伯
来
リ
テ
脉
ヲ
診
セ
ン
ト
云
、
先
生
笑
フ
テ
予
死
ヲ
今
日
ニ
決

セ
リ
、
何
ノ
為
ニ
カ
脉
ヲ
診
セ
サ
セ
ン
ヤ
、
但
シ
医
師
ノ
病
家
ニ
到
リ
テ
脉
ト
云
ハ
職
分
ノ
通
例
ナ
レ
ハ

慰
ニ
診
セ
ヨ
ト
テ
一
笑
ア
リ
シ
、
其
操
ノ
正
シ
キ
事
コ
レ
ヲ
以
テ
知
ル
ヘ
シ
、 

 

葬
礼
ハ
同
邑
心
光
寺
ニ
テ
執
行
ス
、
法
号
ハ
則
善
居
士
ト
云
、
棺
ハ
同
邑
カ
ワ
テ
町
仏
生
院
ニ
埋
ム
、
後
又

桑
名
本
当
寺
へ
遷
セ
リ
、 

 

訃
音
漸
ク
十
月
名
護
屋
ニ
聞
ユ
、
予
大
ニ
驚
キ
使
ヲ
馳
テ
吊
ヘ
リ
、
此
後
書
ヲ
亀
井
新
八
・
吉
川
金
右
衛
門

ニ
寄
テ
後
室
ノ
安
否
ヲ
問
ヌ
、 

 

予
明
眼
院
ニ
石
牌
ヲ
造
立
ス
ル
ノ
志
ア
リ
、
然
ト
モ
故
ア
リ
テ
未
果
シ
カ
ル
ニ
、
今
秋
重
陽
ハ
一
回
忌
ニ
及

ヘ
リ
、
因
之
同
門
ノ
士
ヲ
会
シ
テ
吊
之
如
左
、 

  
 
 

九
月
九
日 

則
善
居
士
一
周
忌
ノ
追
善
和
歌
ノ
会
於
練
兵
堂 

  
 

興
行
会
集
門
人 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

小
菅
佐
伝
次
範
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

近
松
桑
十
良
茂
政 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬
場
伴
太
夫
意
信 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
田
林
左
衛
門
清
将 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

河
村
林
治
良
治
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬
場
六
右
衛
門
信
胤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

賀
嶋
新
兵
衛
盛
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
木
半
太
良
規
当 
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藤
田
忠
蔵
次
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬
場
善
左
衛
門
信
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

正
六
位
下
総
守
敬
忠 

 

床 

  
 
 

香
炉 

香
名
薄
雲 

掛
物 

花
入 

先
生
自
製
竹
筒
名
手
探 
菊
花 

 

文
基 

懐
紙
載
之 

 
 
 

酒 
 

栗 

 
 

此
掛
物
ハ
享
保
四
己
亥 

予
ニ
賜
ル
色
紙
ナ
リ
、
如
左
、 

  

離
別 

 

梓
草
や
た
け
心
も
よ
は
り
行
末
は
る
か
な
る
た
ひ
の
別
路 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩 

大
そ
の
重
陽
は 

深
嶽
先
生
の
身
ま
か
り
強
ひ
し
、
ま
こ
と
に
一
年
の
め
く
り
来
る
月
日
ハ
い
と
は
や
く
、
立
つ
り
し
を
は

か
れ
し
や
、
い
そ
か
ぬ
隙
の
釣
は
や
ミ 

別
言
し
秋
の
か
ふ
は
来
に
て
李 

七
年
以
前
旧
里
へ
帰
り
た
ま
ハ
ん
と
て
離
別
の
歌
よ
み
て
、
強
ク
し
に
す
せ
か
す
こ
せ 

水
壺
を
一
軸

と
し
て
香
を
焼
、
酒
を
そ
な
へ
、
人
々
と
も
に
懐
旧
の
歌
よ
ミ
て
詳
し
ぬ
、
か
り
そ
め
の
離
別
と
お
も
ひ

し
和
歌
も
今
ハ
形
見
と
な
り
つ
る
そ
か
な
し
、 

 

長
義
世
の
か
こ
み
と
す
な
る
別
路
に
こ
ゝ
ろ
あ
り
け
る
大
和
無
の
葉 

  
 
 
 
 
 

詠
懐
菖
和
歌 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

範
言 

か
り
そ
め
の
筆
の
す
さ
ミ
も
今
更
に
昔
を
し
と
ふ
光
る
へ
と
す
な
る 
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意
信 

け
ふ
さ
ら
に
し
た
ひ
て
そ
見
る
ミ
つ
草
の
海
に
と
ゝ
め
し
人
の
言
の
葉 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
政 

世
々
ま
て
も
猶
し
か
は
め
や
も
の
ゝ
ふ
の
み
ち
の
を
し
へ
の
道
を
し
た
ふ
て 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
将 

を
こ
た
り
て
栄
ハ
ぬ
身
ニ
も
し
の
は
る
ゝ
殊
に
む
か
し
の
人
か
を
し
へ
ハ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

治
時 

い
に
し
秋
の
別
れ
も
け
ふ
そ
め
く
り
来
て
猶
し
た
ハ
る
ゝ
袖
の
つ
ゆ
け
さ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
胤 

今
ハ
世
に
な
き
名
そ
し
か
へ
も
の
ゝ
ふ
の
み
ち
の
を
し
へ
を
き
く
に
つ
け
て
も 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

盛
之 

い
に
し
え
を
た
れ
も
し
の
は
し
武
士
の
名
を
強
し
を
く
か
た
み
お
も
へ
ハ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

規
当 

武
士
の
残
ん
を
し
へ
は
し
た
は
る
ゝ
む
か
し
語
り
と
な
り
し
跡
に
も 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次
章 

武
士
の
そ
の
こ
と
業
を
聞
こ
と
に
さ
り
に
し
跡
を
し
の
は
れ
そ
す
る 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

敬
忠 

こ
し
か
た
を
一
夜
の
誉
と
し
の
ふ
る
に
同
し
月
日
に
め
く
り
あ
ふ
け
れ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

信
門 

を
し
へ
つ
る
道
の
た
ゝ
ら
に
も
の
ゝ
ふ
の
名
は
ふ
り
ぬ
れ
と
今
も
し
た
ハ
る 



一一一 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

茂
矩 

秋
な
く
ら
む
か
し
を
し
た
ふ
袂
に
は
つ
ゆ
も
時
事
も
空
に
し
ら
れ
す 

  
 
 

此
詠
草
京
師
へ
遣
シ
テ
長
雄
先
生
ノ
添
削
ヲ
請
ヒ
ヌ
、
則
返
書
ア
リ
、
コ
ヽ
ニ
記
ス
、 

 

深
嶽
先
生
一
周
忌
懐
旧
之
和
歌
并
詠
御
書
付
取
下
、
遂
一
覧
候
、
寔
に
可
惜
御
人
柄
と
捻
、
落
涙
数
返
全
感

吟
候
、
和
歌
之
道
も
御
功
者
と
相
見
へ
候
、
大
け
な
き
世
の
道
横
ま
く
ら
も
道
に
て
養
父
御
と
ゝ
め
と
成
、

大
学
ニ 「

存
々
随
分
御
供
養
可
被
成
也
、」 

 

か
へ
ら
ぬ
を
さ
こ
そ
と
日
々
に
歎
く
ら
め
人
の
と
し
つ
め
道
を
と
ゝ
め
て 

 

 

お
か
し
き
事
な
か
ら
御
志
を
お
も
ひ
あ
わ
せ
口
に
ま
か
せ
申
候
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
雄 

 

長
雄
師
ノ
詠
歌
及
ヒ
同
門
ノ
懐
旧
ノ
歌
ト
モ
桑
名
ヘ
贈
リ
ヌ
、
栄
善
院
并
一
族
ノ
人
々
甚
嘆
賞
セ
ラ
レ
ヌ
、 
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平
学
先
生
略
伝
下
巻 

  
 
 
 
 
 
 
 

門
人 

尾
府 

近
松
茂
矩 

謹
記 

 

先
生
ノ
養
父
横
田
庄
三
郎
頼
助
ハ
小
幡
勘
兵
衛
景
憲
ノ
門
ニ
入
テ
軍
術
学
習
年
ア
リ
、
於
水
戸
専
ラ
コ
レ

ヲ
指
南
セ
リ
、
景
憲
其
功
ヲ
感
シ
テ
一
家
軍
伝
ノ
秘
術
悉
皆
授
与
ア
リ
シ
、
先
生
其
伝
ヲ
受
続
ケ
リ
、
凡

今
世
甲
州
流
ノ
軍
術
ヲ
以
テ
世
ニ
鳴
ル
者
多
シ
ト
イ
へ
ト
モ
、
皆
其
秘
伝
ヲ
不
知
シ
テ
教
ユ
ル
ユ
ヘ
大

ヒ
ニ
誤
レ
リ
、
当
伝
ノ
如
キ
ハ
マ
タ
他
ニ
比
併
ス
ヘ
キ
ナ
シ
、 

筑
前
国
守
黒
田
家
ノ
軍
師
香
西
庄
兵
衛
成
資
ハ
景
憲
ノ
直
弟
ナ
リ
、
一
日
語
リ
シ
ハ
景
憲
門
人
数
千

ノ
内
其
蘊
奥
ヲ
伝
ヘ
シ
ハ
、
横
田
庄
三
郎
・
杉
山
八
蔵
・
小
早
川
式
部
等
ナ
リ
ト
云
シ
ト
、
其
門
人
大

野
規
武
予
ニ
カ
タ
リ
シ
、 

 

先
生
家
伝
ノ
軍
術
得
心
ノ
後
、
諸
流
ノ
兵
書
ヲ
伝
ヘ
和
漢
ノ
武
経
ヲ
閲
シ
、
ツ
ヒ
ニ
古
伝
ノ
書
ヲ
看
破
リ
ア

ラ
タ
ニ
述
作
ア
リ
、
又
時
ニ
延
宝
八
庚
申
年
十
一
月
七
日
ナ
リ
、 

此
書
甚
タ
秘
蔵
シ
玉
ヒ
ヌ
、
先
生
末
期
ニ
臨
ミ
コ
レ
ハ
茂
矩
ヘ
伝
フ
ヘ
シ
ト
遺
言
ア
リ
、
死
後
ニ
亀
井

新
八
ヨ
リ
来
リ
ヌ
、 

 

先
生
心
ノ
欲
ス
ル
ニ
随
フ
テ
ハ
兵
書
ヲ
著
述
シ
玉
フ
、
故
ニ
門
人
へ
ノ
伝
書
差
異
ア
リ
テ
一
定
ナ
ラ
ス
、
マ

ヅ
ハ
軍
鑑
八
冊
ヲ
伝
ヘ
ラ
レ
ヌ
、
天
人
地
ノ
三
巻
ハ
容
易
マ
ハ
伝
授
ナ
カ
リ
シ
ト
ナ
リ
、 

 

先
生
諸
国
ノ
門
人
ア
ケ
テ
斗
ル
へ
カ
ラ
ズ
、
但
シ
許
可
ニ
至
ル
ハ
終
ニ
六
人
也
、
左
ノ
如
シ
、 

諸
岡
与
左
衛
門 

水
戸
侯
ノ
仕
士
、
十
文
字
槍
ノ
妙
手
也
、
鎗
術
ハ
先
生
ニ
伝
ヘ
、
兵
法
ハ
先
生
ニ
授
リ

ヌ
、 

大
岡
治
右
衛
門 

幕
下
ノ
シ
ニ
テ
親
族
ナ
リ
、
先
生
ニ
先
ン
シ
テ
病
死
ス
、 

松
平
下
総
守
忠
雅 

始
ハ
謙
信
流
ヲ
学
ハ
レ
シ
カ
得
心
セ
ラ
レ
ス
、
廃
学
セ
ラ
ル
後
ニ
先
生
仕
入
テ
指

南
ア
リ
テ
暁
達
セ
ラ
ル
、
忠
雅
へ
ノ
伝
書
ニ
ハ
器
械
ノ
制
ヲ
モ
加
入
ア
リ
シ
ト
ナ

リ
、 

奥
平
五
郎
右
衛
門 

伊
東
六
左
衛
門
両
士
ト
モ
ニ
忠
雅
ニ
仕
ヘ
テ
物
頭
ナ
リ
、 

中
嶋
庄
右
衛
門 

忠
雅
ノ
家
老
山
田
主
水
カ
家
人
ナ
リ
、
先
生
甚
タ
愛
セ
ラ
ル
、
曾
テ
語
ラ
レ
シ
ハ
庄
右
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衛
門
ハ
我
ヲ
父
ノ
如
ク
ニ
ス
、
我
老
テ
子
ノ
如
ク
ニ
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ワ
ズ
ト
云
リ
、
享

保
八
年
七
月
廿
八
日
病
死
セ
リ
、
先
生
大
ヒ
ニ
痛
哭
シ
此
後
ノ
書
中
ニ
ハ
必
此
歎
ア

リ
シ
、 

 
 
 

以
上
六
人
ノ
外
、
免
許
ノ
従
ナ
シ
、 

 

先
生
江
戸
ニ
テ
眼
ヲ
疾
リ
保
養
ア
レ
ト
モ
其
験
ナ
シ
、
四
日
市
ニ
テ
モ
猶
々
ア
シ
ク
殊
ニ
其
妻
モ
眼
病
ナ

リ
、
故
ニ
享
保
二
年
ノ
秋
、
当
国
海
東
郡
馬
嶋
村
明
眼
院
ニ
到
リ
玉
フ
テ
院
主
ノ
療
治
ヲ
ウ
ケ
ラ
レ
ヌ
、

其
間
朝
夕
院
主
ト
談
話
ア
ル
ニ
当
世
希
有
ノ
英
傑
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
、
院
主
代
々
予
家
へ
親
シ
、
故
ニ

コ
レ
ヲ
語
ラ
レ
ヌ
、
予
其
言
行
ヲ
聞
テ
信
得
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
因
テ
再
ヒ
来
リ
玉
フ
ハ
謁
見
セ
ン
事
ヲ
希

フ
、
享
保
三
年
ノ
秋
先
生
又
来
リ
玉
フ
、
院
主
コ
レ
ヲ
通
セ
ラ
ル
、
予
九
月
廿
一
日
彼
院
ニ
到
リ
礼
服
ヲ

著
シ
束
修
ヲ
奉
シ
師
弟
ノ
礼
ヲ
厚
ク
シ
テ
拝
謁
ス
、
先
生
甚
タ
辞
セ
リ
、
於
爰
兵
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
刻
ヲ
移

ス
、
漸
々
ニ
シ
テ
師
弟
ノ
約
ヲ
結
フ
、
終
日
其
教
ヲ
ウ
ケ
ヌ
、 

同
月
廿
七
日
マ
タ
明
眼
院
ヘ
至
リ
テ
学
習
ス
、
今
日
予
述
作
ノ
兵
書
先
生
ノ
添
削
ヲ
請
フ
、
先
生
眼
疾
明

ヲ
掩
マ
ユ
ヘ
、
予
ヲ
シ
テ
読
シ
メ
間
々
問
答
セ
ラ
ル
、
軍
騨
伝
書
ノ
内
可
貯
甲
冑
及
器
械
ノ
名
目
ヲ
読
ヌ
、

先
聞
テ
何
ト
シ
テ
椀
ヲ
残
セ
ル
ヤ
ト
云
リ
、
予
ア
マ
リ
ニ
日
用
ノ
物
ユ
ヘ
忘
レ
テ
不
載
シ
也
、
其
制
法
ハ

カ
ク
ス
ヘ
シ
ト
教
へ
ラ
レ
シ
、 

旅
館
ユ
ヘ
書
物
ハ
ナ
シ
、
因
テ
口
授
ノ
ミ
数
年
来
ノ
不
審
ヲ
ア
キ
ラ
メ
生
涯
ノ
大
幸
不
加
之
、 

 

先
生
曰
、
予
今
マ
テ
兵
書
ヲ
述
作
ス
ル
事
数
回
ナ
リ
、
然
ト
モ
国
々
ノ
門
人
ニ
授
与
シ
、
於
今
ハ
ワ
ツ
カ
ニ

貯
ヘ
リ
、
眼
病
ト
云
、
極
老
ト
云
、
貯
テ
用
ナ
シ
、
幸
ニ
足
下
ヲ
得
ヌ
レ
ハ
悉
皆
授
与
セ
ン
間
、
霜
月
下

旬
四
日
市
ヘ
飛
脚
ヲ
越
ヘ
キ
ノ
旨
也
、
因
テ
十
一
月
廿
四
日
使
ヲ
遣
シ
ヌ
、 

  
 
 
 
 
 
 

返
状
ノ
略 

一
、
馬
鳴
に
て
御
咄
申
候
事
共
御
心
ニ
叶
候
段
、
本
望
至
極
ニ
御
座
候
、
道
も
元
来
御
存
分
御
座
候
故
、
此

以
後
御
咄
し
茂

猶
々
申
上
よ
く
候
、 

一
、
御
持
参
仕
候
書
物
八
冊
、
則
御
飛
脚
之
衆
へ
相
渡
し
進
候
間
、
そ
ろ
〱
と
御
慰
に
御
覧
被
成
、
面
白
茂

思
召
候
ハ
、
其
元
ニ
御
留
置
可
被
成
候
、
私
儀
亡
眼
故
、
此
方
ニ
入
不
申
候
条
、
御
手
前
様
へ
御
譲
り
申
候
、 

一
、
城
取
縄
張
之
儀
、
一
毛
も
不
相
残
御
咄
し
可
申
候
、 

 
 
 
 

申
上
度
儀
共
候
得
共
、
亡
眼
他
筆
之
仕
合
故
申
残
候
、
恐
々
謹
言
、 



一一四 

 

 
 
 
 
 
 

十
一
月
廿
五
日 

 
 

竹
之
下
平
学 

不
眼
故
印
判
此
免
可
被
下
候 

 

享
保
四
年
二
月
廿
七
日
神
宮
ニ
参
詣
シ
、
帰
路
廿
九
日
四
日
市
ニ
テ
先
生
ノ
亭
ヲ
尋
テ
拝
謁
ス
、
弟
幸
十
郎

茂
政
、
門
人
小
菅
佐
伝
次
範
言
同
伴
ス
、
二
士
モ
始
テ
先
生
ヲ
拝
ス
、
二
士
ハ
外
ニ
宿
シ
予
ハ
先
生
ノ
亭

ニ
宿
シ
、
終
夜
イ
ね
ス
兵
ヲ
論
シ
、
旧
冬
賜
リ
シ
八
冊
ノ
内
得
心
セ
サ
ル
ノ
旨
ヲ
尋
ヌ
、
此
時
甲
冑
製
ノ

大
意
ヲ
伝
ル
、
又
当
夏
馬
嶋
へ
行
玉
ヘ
ル
時
、
予
カ
許
ヘ
立
寄
ル
ヘ
キ
ノ
旨
ヲ
約
ス
、 

 

同
四
月
下
旬
四
日
市
ヘ
迎
人
ヲ
遣
ス
、
同
晦
日
先
生
乃
渡
海
ア
リ
テ
暫
ク
滞
留
ア
リ
、
此
時
許
可
ヲ
賜
フ
、

但
シ
眼
病
ユ
ヘ
宮
崎
文
忠
コ
レ
ヲ
書
ヌ
、
文
忠
コ
レ
ヲ
書
ヌ
、
文
忠
此
節
ハ
シ
メ
テ
先
生
ヲ
拝
シ
、
予
ト

共
ニ
兵
譚
ヲ
承
レ
リ
、 

又
詠
歌
ノ
コ
ト
ト
モ
語
ラ
レ
シ
ニ
折
節
、
五
月
雨
ノ
小
止
ナ
カ
リ
シ
カ
ハ
コ
レ
ヲ
題
ニ
テ
ヨ
ミ
タ
マ
へ

カ
シ
ト
云
シ
ニ
、 

 

 
 

五
月
雨
や
ふ
る
や
の
軒
の
榴
庇
ひ
さ
し
く
は
れ
ぬ
空
に
も
道
哉 

 

同
五
月
五
日
明
眼
院
ヘ
到
リ
玉
ワ
ン
ト
テ
、 

  

離
別 

 

梓
草
や
た
け
心
も
弱
り
行
す
へ
は
る
か
成
た
ひ
の
わ
か
れ
路 

 

此
二
首
ハ
色
紙
ニ
ト
望
ミ
シ
ニ
眼
病
ニ
テ
辞
シ
玉
ヘ
ト
モ
、
再
三
請
フ
テ
認
メ
ラ
ル
、
離
別
ハ
予
カ

許
ニ
ア
リ
、
五
月
雨
ハ
文
忠
ニ
賜
リ
、
又
予
馬
嶋
へ
送
リ
テ
帰
ル
、 

 

同
年
冬
笠
井
軍
治
ト
云
浪
人
ヲ
サ
シ
コ
サ
シ
ヌ
、
予
家
人
ト
ス
、
此
者
ハ
勢
州
神
戸
町
人
嶌
太
良
次
カ
弟
ニ

テ
同
国
ノ
ン
べ
村
甚
兵
衛
カ
養
子
タ
リ
シ
カ
ユ
ヘ
ア
リ
テ
、
流
落
シ
テ
先
生
ニ
便
リ
テ
来
ヌ
、
生
国
ユ
ヘ

伊
勢
地
へ
度
々
往
来
セ
リ
、
因
テ
先
生
ト
数
度
書
通
セ
リ
、 

  
 
 
 

来
書
略 

一
、
其
御
地
中
条
伊
豆
守
殿
、
先
月
初
比
当
四
日
市
角
屋
兵
左
衛
門
と
申
者
之
方
ニ
御
一
宿
被
成
候
節
、
床



一一五 

 

ニ
竹
之
花
入
懸
候
を
御
覧
被
成
、
殊
之
外
御
誉
め
、
兵
左
衛
門
ニ
御
所
望
被
成
、
御
持
せ
被
成
候
、
其
節
此

花
入
ハ
利
休
流
寸
法
無
残
所
候
か
、
何
人
之
作
者
と
御
尋
候
故
、
兵
左
衛
門
申
上
候
は
、
竹
下
平
学
と
申
桑

名
ゟ
隠
居
御
座
候
か
、
此
人
切
被
申
候
、
此
人
ハ
か
や
う
〱
と
く
わ
し
く
申
上
候
得
ハ
、
尤
成
義
む
さ
と
し

た
る
者
之
切
た
る
ニ
て
ハ
無
之
、
扨
々
平
学
ハ
心
床
敷
候
、
面
談
も
と
け
物
語
抔
聞
、
度
々
さ
す
か
の
茶
人

と
お
も
わ
れ
候
、
夫
々
平
学
へ
茶
を
送
り
、
度
々
我
等
知
人
ニ
無
之
故
、
直
ニ
ハ
遣
し
か
た
く
候
、
其
方
迄

指
こ
す
へ
き
間
、
進
つ
入
よ
と
被
仰
付
、
翌
日
御
帰
被
成
候
、
代
る
所
頃
日
右
之
兵
左
衛
門
方
迄
御
茶
被
下

候
由
ニ
て
相
届
け
申
候
、
近
比
ろ
し
ほ
ら
し
き
被
成
方
過
分
至
極
ニ
存
候
、
世
の
一
年
之
御
音
信
と
違
、
御

茶
之
儀
ニ
候
へ
ハ
、
御
礼
延
引
申
儀
、
無
礼
之
至
ニ
存
候
、
程
近
候
ハ
か
の
御
玄
関
迄
直
兵
衛
仕
、
御
礼
可

申
上
候
得
共
、
遠
方
と
申
不
眼
之
拙
者
早
速
猶
任
心
底
候
、
先
々
便
状
を
以
御
家
来
中
迄
御
礼
申
候
事
ニ
候

間
、
乍
慮
分
貴
様
迄
御
届
奉
頼
旨
、
平
学
申
越
候
由
ニ
て
、
右
取
次
衆
迄
御
届
可
被
下
候
、
委
細
ハ
此
便
面

上
ニ
御
物
語
可
被
申
上
候
、 

 

如
此
ニ
テ
口
上
ニ
ハ
其
元
御
老
中
ノ
事
ナ
レ
ハ
、
定
テ
常
ニ
参
ラ
ル
ヘ
キ
間
、
師
弟
ノ
チ
ナ
ミ
ユ
ヘ
、
私

御
礼
申
上
呉
ヨ
ト
申
越
タ
ル
振
ニ
テ
一
礼
申
呉
ヨ
ト
ノ
事
也
、
前
々
ヨ
リ
玄
関
マ
テ
ハ
至
レ
ト
モ
、
於
屋

敷
ハ
ツ
ヒ
ニ
謁
セ
シ
コ
ト
ナ
シ
、
此
状
十
一
月
二
日
ニ
来
リ
シ
ユ
ヘ
、
四
日
ニ
罷
越
、
用
人
ヲ
呼
出
シ
右

状
ヲ
渡
シ
逐
一
ニ
演
説
セ
リ
、
他
日
対
面
ス
ヘ
キ
ノ
旨
申
来
リ
シ
ユ
ヘ
、
同
九
日
罷
超
テ
謁
ス
、
イ
ト
懇

ニ
テ
先
生
ノ
事
モ
申
出
サ
レ
ク
ワ
シ
ク
尋
ラ
レ
ヌ
、
其
旨
先
生
ヘ
申
遣
セ
リ
、 

コ
レ
ヨ
リ
後
、
伊
豆
守
時
々
音
信
ア
リ
、
又
竹
花
生
ヲ
モ
頼
ミ
キ
リ
モ
ラ
ワ
レ
シ
ト
也
、
翌
年
公
御
参
宮

御
供
ニ
テ
四
日
市
止
宿
ノ
時
モ
粕
漬
ノ
鮎
ナ
ト
送
ラ
レ
、
安
否
ヲ
問
レ
ヌ
ト
カ
タ
ラ
レ
シ
、 

  
 
 
 
 

来
書
略 

一
、
中
条
殿
へ
去
ル
九
日
御
越
御
面
談
之
よ
し
、
私
譜
も
筆
ニ
御
座
候
よ
し
、
其
趣
源
左
衛
門
帰
候
時
分
可

被
仰
聞
候
、 

一
、
竹
の
花
入
二
ツ
斗
御
所
望
之
よ
し
、
先
ハ
承
届
候
、
花
入
と
申
事
ハ
段
々
わ
け
有
事
ニ
御
座
候
、
い
さ

い
ハ
源
左
衛
門
ニ
物
語
仕
候
間
、
御
聞
可
被
成
候
、
其
物
語
御
聞
届
被
成
候
ハ
、
お
い
〱
竹
之
儀
可
申
進
候
、 

一
、
筆
紙
二
枚
被
遣
候
、
中
々
眼
く
ら
く
か
ゝ
れ
不
申
候
故
、
源
左
衛
門
ニ
持
参
候
而

、
返
上
申
様
ニ
被
申

候
所
ニ
、
い
か
様
ニ
成
共
認
く
れ
候
様
ニ
申
候
ニ
付
、
源
左
衛
門
を
側
ニ
置
、
す
ミ
を
付
た
る
迄
御
座
候
、

い
や
は
や
目
く
ら
き
故
、
口
お
し
き
次
第
ニ
候
、
歌
ハ
私
頃
日
よ
ミ
申
候
歌
ニ
て
候
、 

 
 

十
一
月
晦
日 
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右
ノ
色
紙
如
左
、 

 
 

月
之
歌 

年
経
ぬ
る
草
の
戸
な
か
ら
住
あ
か
ぬ
土
之
路
そ
し
る
や
よ
ゝ
の
月
影 

蟄
の
屋
に
い
つ
ま
て
か
く
や
し
ほ
か
ま
の
け
む
り
斗
を
よ
に
ハ
た
つ
ら
ん 

  
 
 
 
 

来
書
略 

一
、
馬
嶋
之
事
、
と
か
く
春
中
と
心
か
け
申
候
、 

一
、
花
入
切
様
之
事
、
書
付
ニ
而

ハ
埒
明
申
ま
し
く
候
、
面
上
御
咄
し
可
申
候
、
殊
の
外
秘
伝
ニ
而

候
へ
共
、

御
伝
受
可
申
候
、 

一
、
反
古
の
中
ゟ
見
出
し
候
書
物
共
、
御
慰
ニ
進
ミ
候
、
御
覧
可
被
成
候
、
我
等
自
筆
之
軍
書
も
一
冊
有
之

候
、 

 
 
 

極
月
廿
三
日 

 

此
自
筆
ノ
書
ハ
天
人
地
三
巻
ノ
内
、
地
巻
ナ
リ
、
残
二
巻
ハ
中
嶋
庄
右
衛
門
カ
所
持
ノ
本
ヲ
カ
リ
テ
写

セ
リ
、 

 

享
保
五
庚
子
年
二
月
廿
五
日
先
生
書
ヲ
寄
テ
曰
、
来
月
馬
嶋
へ
行
ヘ
シ
、
其
用
ア
ル
間
家
人
軍
治
サ
シ
コ
ス

ヘ
キ
ノ
旨
也
、
因
テ
ツ
カ
ワ
シ
ヌ
、
三
月
初
佐
屋
へ
渡
リ
馬
嶋
へ
到
リ
玉
ヌ
、
予
即
行
テ
拝
謁
ス
、 

同
三
月
十
三
日
宮
崎
文
忠
林
治
紹
ヲ
誘
フ
テ
明
眼
院
ヘ
到
テ
談
話
刻
ヲ
移
セ
リ
、 

同
三
月 

神
宮
ヘ
詣
ス
、
先
生
ノ
命
ニ
ヨ
リ
テ
廿
四
日
内
宮
神
主
山
本
采
女
末
高
ニ
会
ス
、
廿
六
日
桑
名

ニ
テ
中
嶋
庄
右
衛
門
ニ
会
ス
、
暫
ク
兵
ヲ
論
ス
、
此
節
先
生
馬
嶋
村
ニ
居
玉
フ
ユ
ヘ
、
四
日
市
ヘ
ハ
立
寄

ス
、 

同
五
月
下
旬
先
生
馬
嶋
村
ヨ
リ
帰
ラ
ン
ト
テ
予
亭
へ
立
ヨ
リ
暫
ク
滞
留
ア
リ
ヌ
、
同
廿
九
日
甲
州
流
唯

授
一
人
ノ
秘
伝
并
先
生
自
己
発
明
ニ
テ
イ
マ
タ
他
伝
ナ
キ
秘
術
等
悉
ク
相
伝
ア
リ
ヌ
、
六
月
初
軍
治
ヲ

シ
テ
送
ラ
セ
旧
里
へ
帰
リ
玉
ヒ
ヌ
、 

此
後
先
生
マ
ス
々
老
衰
ア
リ
、
眼
ハ
一
向
ニ
不
見
、
殊
ニ
内
室
腫
物
ヲ
煩
ヒ
玉
ヒ
ヌ
、
故
ニ
使
ヲ
ツ
カ

ワ
シ
書
通
度
々
ナ
リ
シ
カ
ト
モ
、
当
時
ノ
用
事
ノ
ミ
ニ
テ
他
事
ニ
及
サ
ル
ユ
ヘ
記
サ
ズ
、 
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享
保
六
年
ノ
秋
笠
井
軍
治
種
々
不
届
ア
リ
、
因
テ
暇
ヲ
ツ
カ
ワ
セ
リ
、
其
旨
趣
先
生
へ
申
達
ス
、
先
生
モ
甚

タ
怒
リ
テ
再
ヒ
カ
ヘ
リ
ミ
ラ
レ
ヌ
、 

 

享
保
七
壬
寅
年
四
月
初
神
宮
ニ
詣
テ
、
同
六
日
四
日
市
ニ
テ
先
生
ヲ
拝
ス
、
小
菅
範
言
モ
同
伴
シ
テ
謁
セ
リ
、

先
生
曰
、
行
軍
六
十
八
歳
ニ
至
リ
病
痾
日
々
ニ
厚
シ
、
再
会
期
シ
難
シ
ト
テ
手
自
製
ス
ル
所
ノ
竹
花
入
ヲ

賜
フ
、
コ
レ
ハ
先
生
七
眼
ノ
後
ニ
切
ラ
レ
シ
故
ニ
手
探
リ
ト
称
セ
ラ
ル
ヽ
筒
也
、
予
落
涙
シ
テ
賜
ワ
リ
ヌ
、

又
桑
名
ニ
テ
中
嶋
庄
右
衛
門
ニ
会
セ
リ
、 

此
後
予
大
ニ
病
或
ハ
触
穢
等
ニ
テ
勢
南
ノ
行
ナ
シ
、
故
ニ
此
会
ヲ
限
ト
シ
先
生
及
中
嶋
ニ
永
訣
ス
、

ア
ヽ
悲
哉
、 

 

来
書
略 

伊
勢
ヘ
御
代
参
被
遣
候
由
ニ
て
御
礼
忝
致
拝
見
候
、
先
以
貴
様
度
中
よ
り
近
キ
比
ま
て
御
煩
被
成
候
由
、
遠

方
故
不
存
、
御
無
沙
汰
い
た
し
候
、
今
程
ハ
御
本
腹
之
由
目
出
度
存
候
、
御
家
内
皆
々
様
御
息
災
之
由
珍
重

不
加
之
候
、
皆
々
様
よ
り
御
念
比
之
御
伝
言
、
御
家
来
小
出
勤
内
方
被
申
聞
候
、 

一
、
私
夫
婦
病
気
之
儀
御
尋
被
成
候
、
両
人
共
ニ
さ
ん
〱
之
様
体
ニ
候
、
私
儀
老
体
此
節
ハ
死
去
を
相
伝
申

斗
候
、
女
共
之
儀
い
ま
た
五
十
ニ
不
罷
成
候
程
病
つ
ま
る
所
、
無
心
元
私
心
底
は
案
可
被
下
候
、
御
伝
言
之

趣
申
聞
候
所
、
山
々
忝
由
申
候
、
来
春
ハ
御
参
宮
候
ハ
ヽ
御
立
寄
可
被
成
候
よ
し
、
夫
迄
之
存
命
無
心
元
存

候
、 

一
、
其
元
御
門
弟
衆
御
繫
昌
之
次
第
、
具
ニ
被
仰
聞
珍
重
御
事
御
座
候
、
夫
ニ
付
軍
書
も
候
ハ
ヽ
可
進
よ
し

外
ニ
無
御
座
候
、
内
々
ゟ
御
咄
し
申
候
こ
と
く
軍
法
と
申
候
ハ
、
数
万
人
を
引
ま
わ
し
申
事
ニ
候
へ
ハ
、
書

物
ニ
か
ゝ
わ
り
埒
の
明
キ
申
者
ニ
て
無
御
座
候
、
軍
の
法
式
と
申
儀
ハ
、
一
通
り
巻
有
て
、
今
戦
懸
引
籠
城

城
攻
之
儀
ハ
、
大
将
軍
奉
行
之
智
略
武
略
ニ
て
其
時
々
の
働
ニ
有
之
事
ニ
候
、
こ
れ
ハ
貴
様
ほ
と
ニ
は
軍
学

被
成
候
て
ハ
御
合
点
ニ
て
可
有
御
座
候
、 

 

コ
レ
ハ
此
地
入
門
モ
多
ク
兵
談
モ
繁
キ
旨
ヲ
告
テ
、
若
ヤ
前
ノ
伝
書
ノ
外
ニ
書
物
御
見
出
シ
モ
ア
ラ

ハ
可
賜
旨
ヲ
云
ツ
カ
ワ
セ
シ
返
答
也
、 

 

一
、
中
嶋
庄
右
衛
門
事
、
気
色
本
腹
な
く
七
月
廿
四
日
相
果
申
候
、
近
比
お
し
き
者
ニ
て
御
座
候
、
今
一
人

庄
右
衛
門
同
前
之
者
、
桑
名
ニ
有
之
申
候
、
是
も
大
病
無
心
元
事
ニ
候
、
ふ
つ
り
〱
と
死
う
せ
申
ニ
付
、
あ
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き
れ
は
て
申
候
、
殊
ニ
私
友
と
此
世
の
た
の
ミ
無
御
座
候
、 

一
、
幸
十
郎
殿
及
左
伝
治
殿
、
春
助
殿
御
堅
固
珍
重
存
候
、
何
も
図
後
可
被
下
候
、
御
心
ニ
入
太
七
事
ま
て

御
た
つ
ね
忝
存
候
、
い
ま
ほ
と
ハ
桑
名
ニ
中
間
奉
公
仕
候
、 

一
、
馬
嶋
之
様
子
被
仰
聞
候
、
隠
山
老
御
事
心
ゆ
か
し
く
存
斗
ニ
御
座
候
、
最
早
私
儀
此
年
相
叶
不
申
候
故
、

舟
の
乗
下
り
不
罷
成
、
七
里
之
間
舟
存
こ
へ
候
へ
ハ
、
其
元
へ
参
り
得
御
意
候
事
存
切
罷
在
候
、
う
ミ
や
ま

御
残
多
奉
存
候
、
来
春
ま
て
存
命
、
此
方
へ
御
越
候
ハ
ヽ
御
目
ニ
か
ゝ
り
可
申
と
、
是
の
ミ
た
の
し
ミ
罷
在

候
、
委
細
貴
殿
申
上
度
候
得
共
、
状
を
こ
の
ミ
候
も
た
い
く
つ
ま
い
り
、
早
々
如
此
ニ
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 
 

九
月
三
日 

 
 
 
 
 

竹
下
平
学 

  
 

尚
々
孫
之
丞
様
へ
も
能
々
御
心
得
可
被
下
候
、
御
役
儀
御
の
か
れ
候
て
ハ
、
御
は
り
や
ひ
な
く
御
隙
過
、

御
病
者
ニ
相
成
候
物
ニ
て
候
間
、
御
心
を
御
付
、
御
気
の
つ
ま
ら
さ
る
や
う
に
被
成
候
か
、
何
ゟ
之
御

孝
行
ニ
て
其
外
申
度
事
沢
山
ニ
候
へ
共
、
か
き
り
な
き
事
ニ
候
間
、
早
々
申
上
候
、 

 

御
家
来
衆
伊
勢
へ
取
遣
候
ニ
付
、
貴
書
殊
ニ
御
酒
一
樽
被
掛
、
御
意
忝
奉
存
候
、
如
仰
段
々
寒
気
ニ
候
得
共
、

御
家
内
御
堅
固
ニ
被
成
御
座
、
目
出
度
存
候
、
先
月
十
二
日
奥
方
様
御
平
産
御
男
子
ニ
而

、
則
御
名
を
も
太

郎
殿
と
御
付
被
成
候
由
、
旁
珍
重
成
御
儀
御
座
候
、
何
茂

様
御
満
足
奉
察
候
、
宜
御
心
得
可
被
下
候
、 

一
、
貴
様
御
事
、
軍
学
御
精
出
御
指
南
之
旨 

中
納
言
様
御
耳
ニ
入
、
御
機
嫌
ニ
思
召
、
御
ほ
め
被
成
候
由
、
御
本
望
之
至
拙
者
迄
大
慶
奉
存
候
、
弥
御
工

面
よ
く
御
興
隆
可
被
成
候
、
大
御
家
中
は
人
多
き
中
ニ
近
比
は
手
柄
御
座
候
、 

 

コ
レ
ハ
其
武
芸
指
南
ノ
儀
御
尋
ニ
而
申
達
、
御
褒
辞
ノ
旨
申
遣
ス
返
答
也
、 

 

一
、
来
三
月
御
参 

宮
可
被
成
候
間
、
私
宅
へ
御
立
寄
可
被
成
由
、
御
面
上
ニ
御
咄
と
も
可
承
候
、
そ
れ
迄

存
命
ニ
候
へ
バ
能
御
座
候
が
、
私
も
何
と
や
ら
ん
、
よ
わ
り
付
、
明
日
の
ほ
と
も
不
被
存
候
、
女
と
も
病
気

御
た
つ
ね
忝
存
候
、
此
物
気
筆
も
同
事
ニ
て
、
ひ
た
と
桑
名
へ
遣
し
草
臥
申
候
、
私
義
眼
ひ
し
と
や
ミ
ニ
な

り
、
耳
不
邂
ニ
き
こ
へ
不
申
、
両
足
共
ニ
立
居
不
自
由
、
殊
ニ
頃
日
少
々
け
か
い
た
し
な
ん
き
仕
候
、 

一
、
世
上
末
下
直
御
程
儀
可
被
成
候
、
桑
名
ニ
て
同
者
友
と
も
こ
ま
り
は
て
申
候
、 

一
、
森
本
長
八
へ
御
伝
言
即
刻
申
聞
候
、 

一
、
幸
十
郎
殿
、
左
伝
次
殿
御
堅
固
目
出
度
奉
存
候
、
能
々
御
心
得
可
被
下
候
、
あ
わ
れ
気
力
能
候
ハ
ヽ
、
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今
一
度
其
元
へ
罷
越
、
可
得
御
意
物
を
と
存
斗
ニ
て
御
座
候
、
そ
れ
ハ
叶
申
間
敷
と
口
惜
存
候
、 

一
、
於
馬
嶋
隠
山
老
御
そ
く
才
珍
重
存
候
、
御
逢
候
ハ
ヽ
御
ゆ
か
し
く
候
段
、
御
心
得
可
被
下
候
、
其
外
老

僧
達
御
無
事
ニ
御
座
候
哉
、
何
れ
も
〱
御
な
つ
か
し
く
候
、 

一
、
宮
崎
春
助
殿
ハ
御
そ
く
才
ニ
候
哉
、
鳥
ヶ
地
村
才
兵
無
器
い
ら
れ
候
哉
、
久
敷
状
通
も
不
仕
候
、 

一
、
中
嶋
庄
右
衛
門
事
、
日
々
ニ
存
出
し
残
多
キ
事
ニ
御
座
候
、
と
か
く
世
中
ハ
ゆ
め
に
て
御
座
候
、
申
進

度
事
山
々
候
得
共
、
筆
頭
ニ
て
ハ
は
て
の
つ
き
申
候
事
ニ
て
ハ
無
御
座
候
故
、
是
ま
て
ニ
て
早
々
申
上
候
、

恐
惶
謹
言 

 
 
 
 

十
一
月
廿
八
日 

 
 
 
 

竹
下
平
学 

  
 

尚
々
孫
之
丞
様
御
堅
固
ニ
御
休
息
奉
存
候
、
さ
り
な
か
ら
ひ
ま
ニ
成
候
へ
ハ
、
疵
者
成
物
ニ
は
御
座
候
、

と
か
く
人
ハ
身
を
う
こ
か
し
候
か
、
薬
ニ
候
間
は
在
宿
ま
れ
ニ
被
成
、
ひ
た
と
御
あ
る
き
被
成
候
様
ニ

御
す
ゝ
め
可
被
成
候
、
且
又
う
た
も
御
よ
ミ
候
よ
し
、
此
方
へ
も
か
き
つ
け
被
下
候
、
よ
ろ
し
き
や
う

ニ
被
存
候
、
う
た
ハ
不
強
よ
ミ
候
ハ
手
ハ
上
り
不
申
候
、
其
元
之
儀
候
間
よ
き
は
方
可
有
御
座
候
、
私

な
と
ハ
気
筆
ニ
取
ま
き
れ
、
旁
機
嫌
も
御
座
な
く
候
、
た
れ
も
た
つ
ね
く
れ
候
者
も
無
之
候
故
、
毎
日

わ
た
つ
ニ
あ
た
り
ふ
セ
り
罷
在
候
、
そ
れ
ゆ
へ
気
筆
も
不
宜
、
さ
ひ
し
き
斗
ニ
く
ら
し
申
候
、
皆
あ
ま

り
の
事
ニ
せ
つ
な
う
た
よ
み
申
候
、
別
紙
書
付
進
申
候
、 

以
上 

 

閑
居 

と
わ
れ
ぬ
も
よ
し
や
中
々
か
く
れ
家
に
人
目
お
も
わ
へ
の
住
と
お
も
へ
ハ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

頼
英 

 

先
生
兵
学
ノ
暇
日
ハ
芸
ニ
遊
ヒ
甚
タ
多
能
ナ
リ
、
其
大
概
左
ノ
コ
ト
シ
、 

 

馬
術 

幼
ヨ
リ
数
流
ノ
馬
師
ニ
会
シ
テ
尋
ラ
レ
シ
ニ
、
兎
角
ニ
新
流
ハ
軍
用
ニ
不
完
ト
テ
、
ツ
イ
ニ
大
坪

流
ヲ
学
ハ
レ
シ
、
因
テ
予
ニ
示
サ
レ
シ
一
語
ア
リ
、
如
左
、 

先
生
或
ル
夜
話
ニ
、
凡
ソ
馬
ハ
袴
ノ
上
ノ
譴
方
ニ
ノ
ミ
心
ヲ
用
ル
ハ
大
ニ
誤
レ
リ
、
初
テ
手
綱
ヲ

学
フ
ヨ
リ
軍
用
ヲ
宗
ト
セ
サ
レ
ハ
用
ラ
レ
サ
ル
ナ
リ
、
世
上
ノ
馬
師
ノ
甲
著
テ
ノ
馬
上
ト
袴
著

シ
テ
ノ
馬
上
ト
品
替
リ
習
モ
違
ヘ
ル
ト
云
ハ
可
笑
ノ
甚
シ
キ
也
、
ス
ヘ
テ
馬
ハ
何
ノ
為
ソ
ヤ
、
軍
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ニ
用
ン
カ
為
ナ
ラ
ス
ヤ
、
嚮
ニ
伝
ヘ
シ
、
軍
馬
及
ヒ
練
御
伝
ノ
趣
ニ
テ
他
ノ
誤
リ
ヲ
知
ル
ヘ
シ
ト

云
リ
、
練
御
伝
ハ
十
巻
ア
リ
、
先
生
ノ
口
伝
ヲ
筆
授
シ
訂
正
ヲ
ウ
ケ
タ
ル
書
也
、
軍
馬
ハ
諸
流
ノ

蘊
奥
ヲ
探
索
ア
リ
ヌ
、
但
シ
其
術
ハ
中
嶋
庄
右
衛
門
ニ
聞
ヘ
シ
ト
ア
リ
シ
ユ
ヘ
、
中
嶋
ヨ
リ
伝
へ

ヌ
、
然
ト
モ
騎
射
ハ
逐
一
ニ
口
伝
ア
リ
テ
其
説
ヲ
集
録
シ
ヌ
、
尤
伝
書
数
十
巻
有
シ
カ
流
洛
ノ
間

ニ
失
シ
ト
語
ラ
レ
ヌ
、
悉
ク
騎
射
ノ
書
ニ
ア
ル
ユ
ヘ
爰
ニ
略
ス
、
馬
ノ
目
利
方
及
ヒ
馬
医
ノ
術
ハ

宮
川
久
来
之
助
カ
弟
子
、
佐
久
間
儀
太
夫
ニ
随
フ
テ
師
検
流
ヲ
習
ヒ
玉
ヘ
リ
、
儀
太
夫
子
、
内
蔵

介
ハ
竹
中
左
京
ニ
仕
ヘ
リ
、 

 

剱
術 

体
捨
流
ヲ
稽
古
ア
リ
ヌ
、 

 

槍 

宝
蔵
院
流
ノ
十
文
字
ヲ
水
戸
ニ
テ
諸
岡
与
左
衛
門
ニ
習
ヒ
玉
ヘ
リ
、
予
カ
亭
ニ
遊
ヒ
玉
フ
時
ニ
眼

疾
明
ヲ
掩
シ
カ
ト
モ
、
厚
望
セ
シ
カ
ハ
刀
槍
ノ
術
ヲ
ナ
シ
テ
見
セ
ラ
レ
其
秘
術
ヲ
伝
ヘ
テ
語
ラ
レ

シ
ハ
、
此
技
長
シ
テ
十
文
字
ハ
直
鎗
ニ
ツ
カ
ヒ
直
鎗
ハ
十
文
字
ニ
ツ
カ
フ
、
業
ニ
至
ラ
サ
レ
ハ
用
ニ

適
セ
ズ
ト
ナ
ン
、 

 

礼
法 

先
生
代
々
小
笠
原
家
ニ
仕
フ
、
故
ニ
彼
家
伝
ヲ
ウ
ケ
ラ
レ
タ
リ
、 

 

茶
湯 

山
田
宗
編
ノ
高
弟
ニ
シ
テ
宗
且
流
ナ
リ
、
彼
宗
編
ハ
紀
州
イ
ハ
ラ
キ
ノ
門
徒
長
徳
寺
カ
子
ニ
シ

テ
茶
ニ
名
高
ク
江
戸
ニ
在
リ
、
先
生
師
ト
シ
殊
ニ
親
シ
、
故
ニ
其
奥
秘
ト
ス
ル
花
生
製
法
、
茶
■

ノ
製
法
等
モ
伝
ヘ
ラ
レ
、
殊
ニ
花
生
ノ
切
方
精
妙
也
ト
耽
茶
輩
ハ
ナ
ハ
タ
嘆
美
セ
リ
、 

 

有
職 

先
生
奈
良
ニ
在
シ
時
、
縁
ア
リ
テ
伏
原
三
位
幸
卿
ノ
門
ニ
入
テ
学
ヒ
玉
ヘ
リ
、
又
武
家
ノ
古
実
ニ

モ
委
シ
ヽ
、 

 

神
道 

コ
レ
ハ
江
戸
ニ
テ
吉
川
惟
足
ニ
伝
授
ア
リ
シ
、
其
余
ノ
技
芸
ミ
ナ
学
ヒ
玉
ワ
ス
ト
云
コ
ト
ナ
シ
、

又
琵
琶
ヲ
弾
シ
平
家
ヲ
語
リ
玉
フ
、
コ
レ
ハ
小
寺
流
ナ
リ
ト
カ
ヤ
、
四
日
市
ニ
幽
居
ア
リ
テ
ハ
常

ニ 

此
コ
ト
ヲ
ノ
ミ
楽
シ
メ
リ
、
桑
名
ニ
松
野
太
四
郎
ト
云
町
人
ア
リ
、
此
者
好
事
ニ
シ
テ
謡
鼓

ナ
ト
ヲ
教
テ
業
ト
ス
、
平
家
ヲ
好
ミ
テ
十
月
十
五
日
名
護
屋
七
寺
ニ
座
頭
ノ
ア
ツ
マ
リ
弾
ス
ル

ヲ
聞
テ
年
毎
ニ
凌
海
シ
テ
聴
リ
、
彼
レ
先
生
ノ
コ
レ
ヲ
楽
メ
ル
コ
ト
ヲ
キ
ヽ
テ
四
日
市
ニ
行
テ
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厚
望
シ
、
月
々
趣
テ
習
ヘ
リ
、
先
生
モ
志
ツ
ヨ
キ
者
ナ
リ
ト
テ
愛
セ
ラ
レ
シ
、
予
ハ
其
名
ハ
聞
テ

未
会
リ
シ
ニ
、
享
保
六
年
辛
丑
三
月
廿
日
津
嶋
ニ
至
リ
神
拝
シ
、
日
光
院
ト
テ
知
リ
タ
ル
山
伏
ノ

許
へ
立
寄
シ
ニ
、
頃
日
桑
名
ヨ
リ
能
方
ノ
師
キ
タ
リ
テ
当
村
ノ
者
ト
モ
習
ヌ
、
今
日
ノ
饗
応
ニ
呼

テ
囃
二
三
番
サ
セ
ン
ト
テ
各
集
メ
シ
ニ
聞
及
シ
松
野
ナ
リ
、
互
ニ
キ
ヽ
シ
コ
ト
ナ
レ
ハ
一
見
シ

テ
則
旧
知
ノ
コ
ト
ク
終
日
カ
タ
リ
、
私
亭
ヘ
モ
呼
テ
先
生
へ
伝
語
ナ
ト
ヲ
モ
イ
タ
セ
シ
也
、
予
四

日
市
へ
到
シ
夜 

先
生
側
ノ
琵
琶
ヲ
弾
シ
一
曲
ヲ
カ
ナ
テ
ヽ
語
ラ
レ
シ
ハ
、
琵
琶
ハ
堂
上
ノ
御
翫
ヒ
、
或
ハ
遊
民
盲

目
ノ
業
ト
ナ
リ
テ
武
士
ハ
不
学
コ
ト
ニ
ナ
リ
行
伝
レ
ト
モ
古
ハ
シ
カ
ラ
ス
、
北
越
ノ
宇
佐
神
駿

河
守
良
勝
モ
常
ニ
好
ン
テ
弾
セ
シ
ト
ナ
リ
、
一
年
謙
信
信
州
西
条
山
ニ
陣
セ
ラ
レ
シ
ニ
、
信
玄
両

宮
ノ
渡
リ
ヲ
取
切
、
越
後
ヘ
ノ
帰
路
ヲ
留
メ
ラ
レ
シ
カ
ハ
、
謙
信
ノ
陣
中
大
ニ
騒
キ
立
テ
喧
シ
、

サ
レ
ト
モ
謙
信
些
ト
モ
驚
カ
ス
、
良
勝
ヲ
ヨ
ヒ
テ
コ
レ
ヲ
静
メ
ヨ
ト
ア
リ
シ
カ
ハ
、
良
勝
畏
テ
己

カ
陣
屋
ヨ
リ
琵
琶
ヲ
取
ヨ
セ
テ
平
家
ヲ
ウ
タ
イ
弾
セ
シ
カ
ハ
、
陣
中
一
同
ニ
ヒ
ソ
々
ト
静
リ
シ

ト
ナ
ン
、
音
声
ハ
ヨ
ク
人
心
ヲ
感
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
琵
琶
ト
テ
モ
ス
ツ
ヘ
キ
ニ
非
ス
、
今
年

友
希
ニ
テ
然
モ
眼
ク
ラ
ク
、
唯
独
琵
琶
ヲ
携
へ
歌
ヲ
詠
ス
ル
ハ
、
聊
蝉
丸
ノ
面
影
ヲ
慕
ヘ
ル
ヤ
ト

近
辺
ノ
人
ハ
笑
ヘ
ル
ト
テ
一
笑
ア
リ
ヌ
、 

 

先
生
モ
ト
ヨ
リ
能
書
ナ
リ
、
水
戸
ニ
畠
山
牛
庵
ト
テ
ヨ
ク
古
筆
ヲ
目
利
ス
ル
者
ア
リ
、
コ
レ
ト
親
シ

キ
コ
レ
カ
シ
カ
許
ニ
テ
中
院
大
納
言
通
茂
卿
ノ
真
蹟
ヲ
尋
得
テ
コ
レ
ヲ
写
サ
レ
シ
、
故
ニ
先
生

壮
年
ノ
筆
痕
ハ
マ
ヽ
公
卿
ノ
筆
ト
極
マ
リ
シ
モ
ア
リ
シ
ト
也
、 

 

先
生
幼
少
ヨ
リ
和
歌
ヲ
好
マ
ル
後
ニ
宇
都
宮
下
総
守
カ
執
シ
申
テ
、
日
野
大
納
言
弘
資
卿
ノ
門
ニ

入
テ
御
添
削
ヲ
得
ラ
レ
ヌ
、
先
生
曰
、
予
ハ
タ
ヽ
興
ニ
乗
シ
景
ニ
臨
ミ
テ
ハ
一
首
ノ
詠
シ
情
ヲ
述

ル
耳
、
シ
カ
レ
ハ
後
々
ニ
残
シ
テ
ハ
笑
ヲ
招
ク
コ
ト
多
カ
ラ
ン
ユ
ヘ
、
書
留
ス
詠
シ
捨
ル
ノ
ミ
ト

云
リ
、
コ
ヽ
ニ
記
ス
ル
ハ
予
ニ
カ
タ
ラ
レ
シ
ヲ
終
ニ
記
シ
ト
ヽ
メ
ヌ
、 

 

弥
生
上
の
弓
張
月
の
比
、
備
後
の
国
よ
り
み
や
こ
の
方
へ
ま
か
る
と
て
、
明
石
の
浦
ニ
舵
を

と
め
て
一
夜
を
す
こ
し
ぬ
、 

月
も
い
り
ぬ
い
か
に
し
て
か
ハ
明
石
潟
な
ん
の
音
さ
へ
よ
る
ハ
さ
ひ
し
き 

 



一二二 

 

卯
月
は
し
め
つ
か
た
吉
野
山
へ
の
ほ
り
て 

ち
り
尽
す
道
も
吉
野
の
山
桜
匂
ひ
ハ
残
る
峯
の
し
ら
雲 

 
あ
つ
ま
へ
ま
か
り
け
る
時
、
清
見
か
関
に
て 

清
見
浦
た
れ
る
年
と
も
過
や
ら
ぬ
こ
ゝ
ろ
の
関
か
三
穂
の
松
原 

 

同
し
時
し
き
た
つ
沢
に
て 

春
に
来
て
思
ひ
や
る
さ
へ
あ
わ
れ
な
り
し
き
た
つ
澤
の
秋
の
古
し
へ 

 

秋
も
す
へ
の
か
た
野
外
ニ
遊
ひ
て
月
を
見
伝
り
て 

老
か
身
ハ
な
を
も
名
残
の
お
し
き
哉
あ
き
も
末
野
の
露
の
月
願 

 

明
眼
院
の
仮
山
ニ
遊
ひ
て
即
興 

枝
か
た
き
木
々
の
こ
す
へ
の
願
か
け
て
あ
さ
く
ハ
見
へ
ぬ
庭
の
池
水 

 

風
月
軒 

享
保
庚
子
年
再
遊
、
予
亭
之
時
詠
之 

六
月
中
の
比
、
近
松
茂
矩
か
許
へ
か
り
し
て
語
り
く
ら
し
ぬ
、
月
軒
端
ニ
か
ゝ
り
て
風
さ
え
い

と
す
ゝ
し
か
り
け
り
、
此
家
居
風
月
軒
と
名
つ
け
度
な
と
い
へ
ハ
、
あ
る
し
も
お
か
し
か
り
て
、

さ
ら
ハ
歌
よ
め
と
聞
へ
し
ほ
と
に
、 

 

す
さ
の
く
る
軒
端
の
風
も
秋
な
ら
ハ
此
夕
暮
の
月
も
ひ
と
し
ほ 

 

先
生
別
ニ
蜉
蝣
軒
夕
山
ト
称
セ
ラ
ル
、
其
記
ア
リ
、
軍
治
度
々
渡
海
セ
シ
、
此
賜
ヒ
ヌ
、
因
テ
コ
ヽ

ニ
記
ス
、 

  
 
 
 
 
 
 
 

蜉
蝣
軒
記
并

歌
二
首 

度
々
蜉
蝣
軒
を
も
の
し
て
し
か
〱
の
や
と
り
所
と
す
、
蜉
蝣
は
い
の
ち
は
か
な
き
も
の
に
て
、
朝
耳
か

け
ろ
ひ
ゆ
ふ
へ
を
し
ら
ぬ
と
吉
田
の
法
師
も
い
ゝ
け
り
、
今
予
か
い
ふ
と
こ
ろ
は
さ
る
こ
と
に
あ
ら

す
、
世
に
か
し
こ
く
さ
へ
あ
る
も
の
ハ
人
も
遊
る
、
さ
て
松
の
浦
か
ら
高
き
賤
き
と
な
く
と
ひ
と
は
れ



一二三 

 

て
、
か
な
ら
す
隣
あ
り
と
見
へ
た
り
、
わ
れ
は
拙
く
首
眼
の
む
か
し
よ
り
も
の
ゝ
類
の
あ
ら
け
な
き
中

ニ
触
あ
そ
ひ
て
、
儒
門
の
窓
を
う
か
か
は
さ
れ
ハ
、
も
の
ゝ
こ
と
わ
り
う
と
く
、
我
な
す
道
に
堂
を
た

と
〳
〵
し
ら
さ
れ
は
、
難
波
の
よ
し
あ
し
も
心
耳
わ
か
た
す
、
幸
ひ
の
あ
る
な
し
を
い
ふ
、
つ
い
は
れ

つ
す
る
こ
と
は
れ
智
往
あ
り
て
、
世
の
た
め
人
の
た
め
よ
き
も
の
ゝ
上
な
む
め
り
、
何
の
と
く
い
も
な

く
米
家
の
た
く
ひ
な
に
わ
か
さ
る
や
う
の
も
の
は
世
に
も
あ
る
に
、
か
い
れ
き
海
士
小
舟
五
十
路
あ

ま
り
の
け
ふ
ま
て
も
命
つ
な
き
斗
成
へ
し
、
さ
れ
は
道
あ
る
世
に
す
み
な
か
ら
、
か
く
あ
ら
き
ミ
つ
か

う
こ
そ
せ
ち
に
面
ふ
せ
な
れ
た
れ
、
杉
の
戸
に
あ
ら
ね
は
門
と
ち
窓
さ
し
こ
め
て
、
つ
れ
〳
〵
と
の
ミ

あ
か
し
く
ら
し
ぬ
、
か
ゝ
る
も
の
の
く
せ
に
て
あ
た
ら
春
の
日
の
な
か
れ
に
は
あ
く
ひ
し
の
ひ
し
筆

な
る
花
を
も
空
し
く
、
軒
端
の
風
車
ち
ら
せ
、
さ
ひ
し
き
■
の
よ
は
し
く
れ
の
雨
の
お
と
つ
れ
に
こ
た

へ
い
ふ
へ
き
こ
と
の
葉
も
な
く
、
竹
の
か
き
ね
の
し
ら
露
に
お
き
ふ
し
て
ひ
た
る
こ
そ
、
又
た
く
ひ
な

か
る
へ
し
、 

 

世
に
わ
ひ
て
お
り
竹
か
き
や
う
け
ろ
ふ
の
あ
る
か
な
き
と
い
ふ
人
も
な
し 

 

こ
れ
も
よ
し
あ
り
と
見
へ
て
も
か
け
ろ
ふ
の
軒
端
ハ
か
り
の
宿
と
お
も
え
は 

  
 
 
 
 
 

夕
山
記
并
歌
一
首 

僅
な
る
武
士
の
身
こ
し
あ
れ
と
、
禄
を
受
、
勤
の
品
さ
た
め
ら
れ
て
ハ
、
高
き
賤
し
丈
と
も
に
等
閑
な
ら
ぬ

思
ひ
、
草
柴
末
の
不
好
の
お
き
ふ
し
に
安
き
心
の
な
き
や
、
世
ハ
と
れ
も
か
く
て
あ
ら
ま
し
、
我
冠
弱
の
比

よ
り
し
て
髪
な
ん
芝
の
か
す
を
と
な
れ
る
年
ま
て
懸
成
、
心
の
水
を
う
こ
か
し
な
か
る
ゝ
月
日
の
中
に
や

ま
ひ
あ
る
身
と
成
つ
ゝ
、
身
の
い
た
つ
き
の
い
た
つ
ら
に
人
の
ち
か
ら
を
や
と
ひ
な
ん
も
ふ
い
に
あ
ら
す
、

ま
い
て
も
の
ゝ
ふ
の
道
ハ
骨
か
た
く
筋
逞
く
し
て
弓
射
、
馬
ニ
鞭
打
、
左
り
右
り
馳
廻
る
に
、
い
と
最
き
こ

そ
我
家
に
生
る
ゝ
か
ひ
も
あ
ら
ん
か
し
、
三
ツ
わ
く
む
翁
と
な
る
さ
へ
に
、
や
ま
ひ
手
■
を
い
た
め
、
立
ゐ

く
る
し
き
老
の
泪
し
き
り
な
る
に
や
、
い
つ
の
比
よ
り
眼
く
ら
ミ
出
て
、
も
の
ゝ
た
ゝ
ち
も
わ
か
ら
ね
は
、

や
ん
こ
と
な
く
つ
か
へ
を
か
へ
し
、
う
き
世
の
波
を
う
ち
の
か
れ
ぬ
、
朝
け
夕
け
の
い
と
な
ミ
は
あ
る
に
ま

か
せ
て
小
車
の
わ
れ
も
と
よ
り
心
の
徳
ゐ
な
け
れ
ハ
、
人
の
と
ひ
く
へ
き
な
く
も
と
め
す
し
て
、
雨
の
よ
の

草
の
庵
静
な
る
を
幸
に
な
し
て
四
つ
の
緒
か
き
な
ら
し
、
か
の
性
仏
か
語
り
初
し
こ
と
な
ん
と
う
め
き
て

過
ぬ
、
か
み
ゆ
ひ
ゑ
ほ
し
蒙
る
へ
き
時
ニ
あ
ら
ね
は
、
優
婆
塞
の
た
く
ひ
に
そ
や
あ
ら
ま
し
、
さ
れ
ハ
今
の

名
を
や
め
て
夕
山
と
な
ん
い
ゝ
て
ん
か
し
、 



一二四 

 

 

平
和
歌 

人
と
わ
て
さ
ひ
し
か
る
へ
き
夕
山
に
や
と
る
か
さ
て
も
露
の
月
か
け 

 

先
生
没
後
ニ
後
室
栄
善
院
へ
書
ヲ
カ
セ
ラ
レ
シ
、
歌
ト
モ
ア
ラ
ハ
賜
レ
カ
シ
ト
乞
得
シ
ヲ
コ
ヽ
ニ
加
入
ス
、 

三
月
廿
七
日
の
あ
し
た
四
日
市
に
て
郭
公
の
初
音
を
聞
侍
り
て
、 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
嶽 

卯
の
花
ハ
ま
た
咲
な
く
に
ほ
と
ゝ
き
す
ま
た
き
弥
生
の
そ
う
音
な
る
か
ハ 

 

左
ニ
記
ス
ル
歌
ハ
先
生
自
筆
ニ
テ
書
ヲ
カ
レ
シ
ヲ
記
ス
、
但
シ
姓
名
ナ
キ
ユ
ヘ
自
詠
他
詠
サ
タ
カ
ナ
ラ
ズ
、 

  
 
 
 

長
し
短
し
と
い
ふ
心
を 

春
の
日
を
な
か
し
み
し
か
し
玉
鋒
の
み
ち
ゆ
く
人
の
い
そ
く
こ
ゝ
ろ
ハ 

  
 
 
 

述
懐 

な
す
こ
と
も
も
た
ぬ
身
ニ
こ
そ
し
ら
れ
は
り
人
ハ
よ
わ
ひ
の
長
丈
も
の
か
ハ 

  
 
 
 

帰
厂 

春
深
く
か
す
め
る
空
に
な
く
雁
は
人
も
路
ふ
宿
や
分
て
行
ら
ん 

  
 
 
 

山
家
花 

世
を
は
た
ゝ
花
ニ
ま
か
せ
て
見
よ
し
野
の
や
ま
お
く
ら
戸
ハ
人
も
ま
た
れ
す 

  
 
 
 

海
辺
霞 

も
し
ほ
た
く
け
む
り
の
末
の
な
ひ
き
あ
い
て
か
す
ミ
や
い
つ
こ
丈
つ
白
浪 

  
 
 
 

山
家 

年
へ
ぬ
る
か
け
ひ
と
く
ち
て
山
里
に
し
た
ゝ
る
水
の
音
の
さ
ひ
し
さ 



一二五 

 

  
 
 
 

美
衣 

華
の
筆
こ
そ
め
し
多
も
と
も
春
過
て
け
ふ
の
卯
月
ニ
か
え
ま
く
も
を
し 

  
 
 
 

山
家
人
稀 

そ
ま
木
ひ
く
つ
る
て
の
こ
へ
ハ
き
こ
え
て
も
来
る
人
見
へ
ぬ
山
の
下
い
ほ 

  

五
位
な
り
け
る
人
の
家
に
て 

  
 
 
 

寄
松
祝 

今
こ
ゝ
に
松
も
い
つ
こ
の
く
ら
ゐ
山
と
も
に
千
年
と
君
や
径
な
ま
し 

  
 
 
 

待
恋 

ま
つ
と
い
ひ
こ
む
と
ち
か
ひ
し
時
更
て
な
と
し
の
の
め
の
空
や
見
す
ら
ん 

  
 
 
 

不
逢
恋 

つ
れ
こ
さ
を
知
り
つ
ゝ
人
の
恋
し
き
ハ
是
や
い
か
な
る
夕
暮
の
寒 

  

又
反
古
の
裏
ニ
題
ハ
な
し
に
書
お
か
れ
ぬ
る
歌 

 

世
は
か
り
や
う
き
中
川
の
瀬
々
の
浪
立
へ
た
て
ゝ
ハ
あ
ふ
こ
と
も
な
し 

 

奈
を
さ
ら
に
よ
し
思
ふ
と
も
山
里
に
住
ま
て
し
る
へ
き
世
の
あ
わ
れ
る
ハ 

 

心
に
も
身
ニ
も
し
み
け
り
秋
交
て
し
か
な
く
見
手
の
有
明
の
月 

  

明
眼
院
の
隠
居
円
境
法
印
か
た
り
始
し
ハ
、
平
学
当
院
滞
留
之
折
ニ
九
月
末
へ
か
た
、
予
か
庵
に
て
虫
の

声
の
物
あ
わ
れ
な
り
し
を
聞
続
ひ
て
よ
ま
れ
し
、 

 



一二六 

 

虫
の
音
の
よ
せ
る
ニ
つ
け
て
お
も
ふ
哉
さ
そ
や
我
世
も
更
て
ゆ
く
ら
ん 

 

詠
歌
一
首
以
擬
巻
跋 

 

こ
と
し
の
秋
此
略
伝
を
書
つ
ゝ
け
同
志
ニ
示
し
伝
り
ぬ
、
こ
れ
を
見
る
毎
に
あ
り
し
、
世
の
事
と
も
一
入

お
も
ひ
出
ら
れ
て
か
な
し
け
り
し
、
ま
ゝ
か
く
こ
ん
よ
み
ぬ 

 

の
こ
し
を
く
其
事
草
を
見
る
か
ら
に
其
路
の
玉
な
す
わ
か
袂
哉 

  
 

享
保
十
年
九
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近
松
彦
之
進
藤
原
茂
矩
謹
記 

 

追
加 

 

享
保
十
一
丙
午
年
九
月
九
日
当
干
源
嶽
先
生
三
回
忌
焉
、
予
集
諸
生
於
練
兵
堂
詠
歌
予
之
如
左
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩 

 
 
 

重
陽
の
今
日
ハ 

源
嶽
先
生
の
三
回
忌
に
あ
た
り
侍
り
し
か
ハ
、
い
と
ゝ
し
く
過
に
し
事
と
も
思
ひ
出
ら
れ
澪
と
ゝ
め
か
た

か
り
し
ま
ゝ
、
三
年
径
し
ふ
と
ハ
あ
り
て
も
今
更
に
し
た
ふ
こ
ゝ
ろ
ハ
や
る
方
そ
な
き
、
同
し
こ
ゝ
ろ
さ
し

な
る
人
々
集
り
て 

先
生
の
賜
り
し
歌
の 

 

梓
号
や
た
け
心
も
よ
わ
り
行
す
え
は
る
か
な
る
旅
の
別
路 

 

と
あ
り
し
句
毎
の
は
し
め
の
文
字
を
は
し
め
に
置
て
歌
よ
み
て
と
ふ
ら
ひ
奉
り
ぬ
、 

  
 

あ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
矩 

秋
く
れ
ハ
わ
け
て
し
た
ハ
る
つ
ね
と
て
も
こ
ゝ
ろ
に
残
る
人
の
お
も
か
け 

  
 

や 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

治
時 

や
と
り
と
る
野
辺
地
草
柴
の
ふ
ろ
の
玉
と
き
え
に
し
き
ふ
ニ
逢
そ
は
か
な
き 



一二七 

 

  
 

よ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

盛
之 

よ
ミ
を
き
し
そ
の
言
の
は
を
そ
ふ
更
に
し
た
ふ
名
残
の 

か
た
み
と
そ
み
る 

  
 

す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
将 

過
し
秋
を
し
た
ふ
ニ
尽
ぬ
言
の
葉
を
こ
ゝ
ろ
は
か
り
の
手
向
と
ハ
み
よ 

  
 

た 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意
信 

た
の
み
あ
る
人
の
形
見
と
け
ふ
毎
に
残
る
を
し
へ
を
猶
そ
あ
ふ
け
ん 

  
 

源
嶽
先
生
の
離
別
の
御
歌
を
拝
吟 

 
 

則
五
句
を
五
首
ニ
た
め
て
奉
り
ぬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

治
時 

あ
つ
さ
草
引
も
か
へ
さ
て
月
も
日
も
三
年
の
け
ふ
に
逢
そ
は
か
な
き
、
け
ふ
そ
お
も
ふ
や
た
け
心
も
か
ひ

な
く
て
野
辺
の
煙
と
立
き
え
し
身
を
、
常
な
さ
を
思
ひ
し
れ
と
や
よ
わ
り
行
、
■
も
末
野
々
虫
の
声
々
お
も

は
す
に
、
あ
す
そ
い
か
な
る
此
世
と
ハ
末
は
る
か
な
る
心
ま
つ
ひ
に
何
事
も
心
に
と
め
し
け
ふ
あ
り
て
、
あ

す
な
き
人
の
旅
の
別
路 

 

予
い
と
け
な
き
よ
り
兵
法
を
ま
な
ひ
、
十
九
歳
の
秋
よ
り
諸
生
を
あ
つ
め
、
こ
と
し
ニ
至
り
十
二
年

お
し
へ
侍
り
ぬ
、
近
比
ハ
源
嶽
先
生
の
お
し
へ
給
り
し
事
を
以
て
ひ
た
す
ら
導
き
侍
り
し
に
、
諸
生

ま
す
〱
進
み
伝
り
ぬ
、
ま
こ
と
に
師
恩
の
浅
か
ら
ぬ
事
と
も
今
更
あ
り
か
た
く
覚
へ
侍
り
ぬ
、 

 

つ
み
あ
つ
む
雪
や
蛍
の
ひ
か
り
よ
り
人
の
を
し
へ
そ
身
を
て
ら
し
斗
る 

  
 
 

享
保
丙
午
九
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

近
松 

茂
矩 

拝
書 


